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はじめに 

 

わが国が、高度情報通信ネットワーク社会の重点的かつ迅速な形成の推進を目的として、

「ＩＴ基本法」を制定してから、4年が経過した。この間、2001年の 1月からは、2005年までに

世界最先端のＩＴ国家となることを目指す「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」がスタートしたが、当初、出遅れ

が心配されたブロードバンド化は、インフラストラクチャーの整備が予想を上回る速さで進展

し、実際の利用においても世界有数の利用帯域幅と価格水準を有するものとなり、まさに世

界最先端というべき水準に達しようとしている。 

このような順調なブロードバンド化の進展を背景にして、2003 年にはＩＴ戦略本部におい

てｅ－Ｊａｐａｎ戦略の見直しが行われ、新たに「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ」が策定された。この見直し

の特色は、医療、食、生活、中小企業金融、知、就労・労働、行政サービスというＩＴ利活用

の先導的取組み 7 分野を定め、国家ＩＴ戦略の重心を、インフラ整備から利活用促進に、大

きく振ったところにある。また、本報告書の関心からいえば、ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱは、国家ＩＴ戦

略として始めて、ユビキタスネットワークの形成を、新しいＩＴ社会基盤整備の目標像として位

置づけた、という特色をもつ。 

これを受けて総務省では、2004 年 3 月、「ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談

会」を設置し、2010 年のユビキタスネット社会のビジョンを描いて、その実現に資する政策パ

ッケージの骨格作りに取り組むこととした。本報告書は、36 名の構成員による、10 ヶ月に及

ぶ、延べ 27回の検討の結果を取りまとめたものである。 

「ユビキタス(ubiquitous)」の語源はラテン語で、「至る所に存在する（遍在する）」という意

味をもつ。ユビキタスネットワークは、ひと言でいうと、「いつでも、どこでも、何でも、誰でもつ

ながるネットワーク」である。このようなネットワークの利活用環境を形成する ICT（情報通信

技術）がユビキタスネットワーク技術であるが、これを活用することによって形成される「いつ

でも、どこでも、何でも、誰でも」つながる社会像を、われわれは「ユビキタスネット社会」と名

づけた。そして、わが国で 2010 年を目途として先駆的に実現されるユビキタスネット社会を

「ユビキタスネット・ジャパン（ｕ－Ｊａｐａｎ）」とよぶこととする。 

1990 年代のいわゆるインターネット革命は、世界中のあらゆるパソコンをネットワークでつ

なぎつくすことによって、われわれに印刷物や電信電話の登場に匹敵するコミュニケーショ

ンの革命をもたらした。しかしながら、思い返してみると、このコミュニケーション革命は、われ

われがパソコンの前に座っているかぎりにおいては革命であったが、いったんパソコンの前

を離れると、革命でもなんでもなくなってしまうものであった。 

この状態に大きな変化の兆しが現れたのは、1990 年代末の日本においてである。携帯イ

ンターネットのサービスが始まったことによって、われわれは、パソコン以外の情報機器を用

いて、いつでも、どこでも、ネットワークにつながることが出来るようになった。そして、無線

LAN や、ブルートゥースやデジタル情報家電技術等は、ヒトとヒトをより良くつなぐだけでなく、

ヒトと、冷蔵庫や、エアコン、ネットカメラ等のモノをもつなぎ始めた。さらに、電子タグやセン

サーネットワーク技術は、牛肉や大根、医薬品やカーテンレール、窓ガラス等、これまでネッ
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トワークとは全く無縁であったものにもIDを与え、ネットワークにつながるようにしつつある。こ

れによって、冷蔵庫と牛肉が賞味期限情報をやり取りし、カーテンレールとエアコンが室内

環境のデータを交換するというような、モノとモノのつながりを生み出すようになっている。そ

して、有線・無線を問わずブロードバンド化していくネットワークが、これらのつながりをより豊

かで、より確かなものにしつつある。 

このようにして、パソコンの前で始まったコミュニケーションの革命は、いまや社会のすみ

ずみに浸透していき、コミュニケーションだけでなく、多様な機器やモノをコントロールし、豊

かなコンテンツを楽しめるようにし、微妙なコンテクストを伝えることによって、これまでとはま

ったく次元の異なる ICT利活用の新たな革命を準備しつつある。 

このようなプロセスを、整合的に、かつ一貫性を持って推進するための政策が「ｕ－Ｊａｐａｎ

政策」である。ｕ－Ｊａｐａｎ政策は、まず「ｕ－Ｊａｐａｎビジョン」を 2010 年に向けて目指すべき社

会像と、それを最適な姿に近づけ、自らも力強く革新するICT産業像というかたちで示す。さ

らに、その実現のための基本思想と、具体的な国と地方公共団体の施策および民間部門に

働きかける取組みからなる「ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージ」として包括的に取りまとめるものであ

る。 

ｕ－Ｊａｐａｎ政策は、インフラ整備と利活用促進を軸として３つの方向において展開される。 

第一は、「ユビキタスネットワーク整備」という方向である。ｅ－Ｊａｐａｎ戦略からｅ－Ｊａｐａｎ戦

略Ⅱにむけて、わが国の ICT インフラは、ナローバンドからブロードバンドへと見事な変身を

とげつつある。これをさらに、「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」つながるユビキタスネット

ワークへと進化させる必要がある。 

第二は、「ICT 利活用高度化」という方向である。ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱは、７つの先導的取組

みの具体像を示すことによって利活用という側面の重要性を明確にした。わが国は、これか

ら 2010 年に向けて、少子高齢化問題をはじめ、若年者や女性の雇用問題、初等から高等

まで幅広い教育問題、地球環境問題等、様々な社会経済的な課題に直面しようとしている。

これらの課題を ICT の利活用のいっそうの高度化によって解決し、期待を実現していくため

には、幅広い分野の環境整備が必要である。 

第三は、ユビキタスネットワークのインフラ整備が、ICT 利活用高度化に的確につながるよ

うに、安心・安全な「利用環境整備」を行っていくという方向である。わが国の国家 IT 戦略は、

ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱにおいてはじめて、セキュリティの確保を重要課題として特出することとし

たが、「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」つながるｕ－Ｊａｐａｎにおいては、これまでと比較

にならない多様で広範な「影」の課題が出てくる可能性がある。これらに対してどのような道

筋で対処していくかをあらかじめ想定しておくことは、インフラ整備、利活用促進に勝るとも

劣らない重要課題である。 

本報告書では、このｕ－Ｊａｐａｎ政策の３つの柱について、現段階で見通せる限りにおいて、

当面だけでなく 2010 年までの「ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージ」を作成した。この具体化にあたっ

ては、戦後のキャッチアップの時代にみられたような「官」による強力なリーダーシップだけで

推進することは不可能である。産学官の連携が必要であると同時に、消費者や市民の「民」

の視点を取り入れながら推進することが極めて重要である。そこで、本報告書では、2004 年
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5 月に麻生太郎総務大臣が経済財政諮問会議に提案した｢ｕ－Ｊａｐａｎ構想｣において謳わ

れた「民・産・学・官の連携」の必要性を、巻末に再掲して強調することとした。 

本報告書では、ｕ－Ｊａｐａｎ政策の実施について、もうひとつ重要な提案を行っている。そ

れは、総務省に対して、2005 年から 2010 年までの具体的なスケジュールと可能なかぎり数

値を伴った明確な成果目標からなる「工程表」の策定と、その後の PDCA による不断の見直

しの要請である。限られた時間のなかで、2010 年までの工程表を作成することは困難であろ

うが、ｕ－Ｊａｐａｎ政策を真に生きた政策にし、日本経済の確かな再生と、これから直面する諸

課題の解決を期するためには、避けて通れないプロセスであることも否めない。 

ｅ－Ｊａｐａｎ戦略は、ブロードバンド化という「インフラ整備」を戦略の根幹とし、ｅ－Ｊａｐａｎ戦

略Ⅱは、「利活用促進」を謳って７つの先導的取組みを提唱した。ｕ－Ｊａｐａｎ政策において

は、「価値創発」が戦略目標になる。インフラ整備や利活用促進努力の土壌の上に立って、

草の根のように生活の隅々にまで溶け込んだ ICT が、ユビキタスネットでお互いにつながり

あって創意ある利活用が行われ、そのなかから利用者にとってのまったく新しい価値が、

次々に湧き上がるように生み出されていく。 

創発は、生物学や物理学、社会学で、自律的に相互作用を行う諸要素が、多数ネットワ

ーク化されることによって、そのなかから思いがけない新形質が生じるような現象を表す言葉

である。このような創発現象が、ユビキタスネットワーク上で起こり、様々な生活シーンやビジ

ネスシーンにおいて民産学官が連携して活発に新たな価値を生み出していく。そのようなユ

ビキタスネット社会を、日本に先駆的に実現させることで、2010年にはフロントランナーとして

世界の ICT利活用を先導することがｕ－Ｊａｐａｎ政策の最終目標である。 

おりからユビキタスネットワークのパラダイムは、韓国において活発に議論され、国連の

WSIS（世界情報社会サミット）においても 2003 年のジュネーブに続き、2005 年のチュニス会

合においても日本政府から提唱が行われることになっており次第に国際的広がりを見せ初

めているところである。本報告書の取組みが、わが国におけるｕ－Ｊａｐａｎの実現だけでなく、

国際的な側面においても寄与することを期待したい。 

 

2004 年 12 月 

 

ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談会 

座長（基本政策WG座長） 村 上 輝 康 

座長代理（ICT産業WG座長） 伊 丹 敬 之 

利用環境WG座長  堀 部 政 男 
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第1 章  目標達成目前のｅ－Ｊａｐａｎ戦略 

１．１ ｅ－Ｊａｐａｎ戦略の成果と課題 

１．１．１ ｅ－Ｊａｐａｎ戦略の概要 

わが国では、1985 年の電気通信市場の自由化以降、情報通信関連の市場は着実

な成長を続けてきたが、1990年代後半からはインターネット等の情報通信技術（ＩＴ）が

急速に普及し、携帯電話や電子メール、ウェブサイト、電子商取引等が企業や個人に

広く利用されるようになってきた。また、インターネット等を活用した新たなベンチャー

やサービスが次々に登場し、大きな活力が生まれたため、ＩＴによる社会経済や生活

面での変革が「ＩＴ革命」として認知されるようになった。 

しかし、これらのＩＴ関連サービスを扱う企業の株価が急上昇した後に暴落するなど、

「ＩＴバブル」とも呼ばれるようにＩＴ革命が一時的な流行現象にとどまり本格的に定着す

るには至らなかった側面もある。例えば、1999 年におけるインターネットの人口普及率

は 13.4％と１割程度に止まり、スウェーデン（33％）、米国（30％）など北欧及び北米諸

国との間に差が生じていた（図表 1.1）。また、ブロードバンドの加入件数を見ると、ＤＳ

Ｌ（デジタル加入者回線）では米国の約 95 万件（2000 年 6 月）、韓国の 254 万件（同

年12月）に対し、日本は11.2万件（2001年4月）、ケーブルインターネットについても、

米国の 224 万件、韓国の 131 万件に対し、日本は 62.5 万件となっていた。さらに、企

業経営へのＩＴ導入についても、米国企業がＢＰＲ（Business Process Reengineering：業

務改革）の有力なツールとしてＩＴを活用したのに比べ、日本企業は単純なＩＴ導入にと

どまり切迫感に欠けていたことも指摘されている1。このように、第一期ＩＴ革命の時期に

おいては、わが国のＩＴを取り巻く環境は、世界的にも遅れをとっていたと言える。 

 

図表１．１ 各国の１９９９年におけるインターネット普及率 

各国のインターネット普及率（１９９９年）

 
                                                   
1 例えば平成 15年版情報通信白書第１章第２節を参照。 
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このように、ＩＴ革命への取組みに対して日本が出遅れたとの危機感のもと、2000 年

11 月にはＩＴ国家としての根本規範たる「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（Ｉ

Ｔ基本法）」が成立し、2001 年 1 月には政府一体となってＩＴ革命に取り組むためのＩＴ

戦略本部が設置された。さらに、「5年以内（2005年）に世界最先端のＩＴ国家となる」こ

とを大目標とした「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」がとりまとめられた（図表 1.2）。特に、インフラ基盤

については、2005 年までに高速インターネットを 3,000 万世帯で、超高速インターネッ

トを 1,000 万世帯で利用可能とすることが明確な目標として設定された。 

 

図表１．２ ｅ－Ｊａｐａｎ戦略の概要 

大目標：「我が国が５年以内に世界最先端のＩＴ国家となる」

◆ ２００５年までの５年間の緊急かつ集中的対応

◆ ４つの重点政策分野

ＩＴの国家戦略の策定：「ＩＴの国家戦略の策定：「ee--JapanJapan戦略」（戦略」（20012001年年11月）月）

－インフラ ：民間主導原則、世界最高水準のインターネット環境形成世界最高水準のインターネット環境形成
－電子商取引：事後チェック型ルール、信頼確保、国際的整合性
－電子政府 ：業務改革、IT活用の社会基盤
－人材 ：ITの利活用能力、指導者の確保

技術者・専門家の育成

２００５年まで常時接続可能な環境
高速 ３,０００万世帯
超高速 １,０００万世帯

２００５年まで常時接続可能な環境
高速 ３,０００万世帯
超高速 １,０００万世帯

目 標

 

 

１．１．２ ｅ－Ｊａｐａｎ戦略の成果 

ｅ－Ｊａｐａｎ戦略を受け、インフラ整備、電子商取引、電子政府、人材育成を重点政

策分野として様々な施策が政府一体となって集中的に講じられた結果、ネットワーク

環境の整備が急速に進行した。2003 年には、高速インターネットの利用可能世帯はＤ

ＳＬが 3,500 万世帯、ケーブルインターネットが 2,300 万世帯、超高速インターネットの

利用可能世帯は光ファイバが 1,770 万世帯に達し、当初の目標を短期間で大幅に上

回ることとなった（図表 1.3）。 

 

図表１．３ ｅ－Ｊａｐａｎ戦略の目標達成状況 
 

e-Japan 戦略の 目標の達成

２００５年まで
常時接続可能な環境

高速 ３,０００万世帯

超高速 １,０００万世帯

目 標

２００３年時点での
常時接続可能な環境

高速 DSL ３,５００万世帯
CATV  ２,３００万世帯

超高速 FTTH  １,７７０万世帯

実 績
に対し
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１．１．３ ｅ－Ｊａｐａｎ戦略の課題 

しかし、このようにネットワーク環境が急速に整備される一方で、利活用の面では必

ずしも順調に推移してきたわけではない。例えば、2003 年 7月時点において、実利用

率では、ＤＳＬで 24.4％、ケーブルインターネットで 9.9％、光ファイバでは 3.2％にとど

まっていた（図表 1.4）。インフラ整備が進みつつある中で、このように利活用が低調で

あることが顕在化し、魅力あるコンテンツの不足や、医療、教育、電子政府・電子自治

体等の情報化が必ずしも十分に進んでいない分野の存在等、利活用促進のための

課題に関心が向けられるようになった。 

 

図表１．４ ２００３年７月時点のブロードバンドの利活用 

（出所）総務省（2003年7月末現在）
（注） %は実利用の利用可能数に対する割合

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ＤＳＬ ｹｰﾌﾞﾙｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ＦＴＴＨ

実利用率24.4％
（854.1万件）

ＤＳＬ

ＣＡＴＶ

ＦＴＴＨ

実利用率 9.9％
（228.3万件）

実利用率 3.2％
（ 53.1万件）

（出所）総務省（2003年7月末現在）
（注） %は実利用の利用可能数に対する割合

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ＤＳＬ ｹｰﾌﾞﾙｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ＦＴＴＨ
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ＤＳＬ ｹｰﾌﾞﾙｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ＦＴＴＨ

実利用率24.4％
（854.1万件）

ＤＳＬ

ＣＡＴＶ

ＦＴＴＨ

実利用率 9.9％
（228.3万件）

実利用率 3.2％
（ 53.1万件）

 
 

１．２ ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱの進捗状況 

１．２．１． ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱの概要 

インフラ面での環境が急速に改善した一方で利活用面の課題が顕在化し、ＩＴ政策

が第一段階から第二段階に入ったとの認識が定着した結果、ＩＴの利活用に重点を置

き、「元気・安心・感動・便利」社会の実現を目標とした新たなＩＴ国家戦略である

「e-Japan 戦略Ⅱ」が 2003 年７月に策定された（図表 1.5）。 

「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ」では、医療、食、生活、中小企業金融、知、就労・労働、行政サ

ービスの７分野において、ＩＴ利活用の先導的取組みを推進することとした。これらの分

野は、国民にとって身近で重要であるとともに、企業にとっても新たなサービス・市場の

創出や国際競争力の回復が可能となるものであり、社会的に大きな効果が期待できる

分野である。このような分野から先導的にＩＴ利活用を推進し、その成果を国民に広く

提示することによって、社会全体に波及していくことを目指した戦略となっている。 
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図表１．５ ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱの概要 

IT戦略第一期：

本格的にIT基盤の整備に

取り組む⇒相当程度進展

IT戦略第二期：

IT利活用により、

「元気・安心・感動・便利」

社会を目指す

１．次世代情報通信基盤の整備

２．安全・安心な利用環境の整備

３．次世代の知を生み出す研究開発の推進

４．利活用時代のIT人材の育成と学習の振興

５．ITを軸とした新たな国際関係の展開

７分野の成果を他のＩＴ利活用分野へ展開７分野の成果を他のＩＴ利活用分野へ展開

新しいＩＴ新しいＩＴ 社会基盤整備社会基盤整備

先先 導導 的的 取取 りり 組組 みみ

７分野でのIT利活用の先導

１．医療 ２．食 ３．生活 ４．中小企業金融

５．知 ６．就労・労働 ７．行政サービス

「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ」

２００５年に世界最先端のＩＴ国家となるとともに、２００６年以降も

最先端であり続けることを目指す。

２００５年に世界最先端のＩＴ国家となるとともに、２００６年以降も

最先端であり続けることを目指す。

（2003年7月２日 IT戦略本部決定）

 

 

なお、インフラ面においては、次世代情報通信基盤の整備2を盛り込み、利活用の

先導的取組の推進やコンテンツ・サービスの充実等により、高速 3,000 万、超高速

1,000万の目標を実利用ベースで達成することを求めた。さらに、2004年 6月にまとめ

られた「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画－2004」では、ユビキタスネットワーク化の進展を踏まえ、

実利用ベースの目標を、「有線・無線を問わず、高速インターネットアクセス（144kbps

以上 30Mbps 未満3）へ 4,000 万加入、それに加えて超高速インターネットアクセス

（30Mbps 以上）へ 1,000万加入を達成する」と、無線を含めた新たな目標を設定した。 

 

１．２．２． ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱの進捗状況 

以上の取組みの結果、我が国のインターネット利用人口は順調に増加し、2003 年

末には 7,730 万人、人口普及率も 6 割を超える状況に至った。特にブロードバンド環

境については、安さや速さは世界一、加入数でも2004年８月末には1,692万世帯とな

り、インフラ環境においては既に世界最先端のレベルに達しつつある4。また、2003 年

12 月には、東京・名古屋・大阪の三大都市圏で地上デジタル放送が開始され、家庭

における情報のゲートウェイ（窓口）として中核的な役割を担うことが期待されるデジタ

ルテレビも急速に普及が進んでいる。 

一方、利活用の面においては、2004年 8月においてもＤＳＬ、ケーブルインターネッ

ト、光ファイバの実利用率がそれぞれ 33.0％、12.0％、8.9％にとどまる等、依然として

ブロードバンドの利活用は充分とはいえない状況にある。しかし、2001 年 3 月から

2004 年 3 月の間に、電子申請・届出が可能な国の手続きの割合が１％から 96％に増

                                                   
2 ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱの「戦略思想」の中では、「我が国は、人と人だけでなく、人とモノ、モノとモノま

で遍く繋ぐユビキタスネットワークを世界に先駆けて形成することが必要である」と、将来に向けたユ

ビキタスネットワーク化の必要性が表明されている。 
3 ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画2004では、「有線についてはＤＳＬとＣＡＴＶ、無線については第三世代携帯

電話と無線ＬＡＮやＦＷＡ等の無線アクセスを対象とすることを念頭においている」とされている。 
4 平成 16年版情報通信白書及び総務省調査による。 
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加、株式取引に占めるインターネット取引率（売買代金ベース）は 6％から 23％に増加

する等、分野によっては着実な成果が得られつつある面もある（図表 1.6）。 

 

図表１．６ ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱの成果 
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しかし、新たに浮上しつつある課題も少なくない。例えばインフラ面では、都市と地

方の情報格差がより深刻化しつつある（図表 1.7）。2004 年 9 月末において、市ではＡ

ＤＳＬはもちろん、光ファイバやケーブルインターネットもかなりの地域で利用できるの

に対し、町村や過疎地域ではそれぞれのサービスを利用できる比率が大幅に少なく

なる5。つまり、都市では、ブロードバンドの各種サービスを広く利用でき、選択肢もある

一方で、地方ではその種のサービスが全く利用できない地域がまだ多く残っている状

況にある。 

 

図表１．７ ブロードバンドにおける都市と地方の格差 （２００４年９月末） 
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5 提供市町村数は、市町村のエリアの中で１カ所でもサービスが提供されていれば可としてカウン

トしているため、実態よりも過大な数値となっていることに留意する必要がある。 
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利活用面では、数値上の電子化が進んだとしても、「質」の向上が必ずしも伴ってい

るとは限らないという現状がある。例えば、電子政府においては、電子申請・届出が可

能な国の手続の割合が 96％に達しているが、実際のオンライン化利用率では、2003

年度末の利用実績によると、行政相談などの各府省の汎用的な電子申請システムで

扱われた手続は0.7％にとどまっている。また、電子申請・届出といっても、添付書類は

郵送や持参が必要であったり、手数料の納付がオンライン化されていない等、電子化

のメリットが発揮されないままとなっているケースも散見される6。 

以上の課題も踏まえつつ、総務省としては、「2005 年に世界最先端のＩＴ国家とな

る」という目標の達成に向けて、ｅ－Ｊａｐａｎ戦略及びｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱに掲げられた個

別施策をＩＴ戦略本部のもと政府一体となって着実に推進し、総仕上げに全力を傾注

している段階である。 

                                                   
6 ＩＴ戦略本部評価専門調査会第二次中間報告書（2004 年 9 月 10 日）による。 
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第２章  ＩＣＴの豊かな可能性 

２．１ 国民生活を豊かにするＩＣＴ 

２．１．１ ＩＴからＩＣＴへ 

情報化の本質は、デジタル化やネットワーク化によりコミュニケーションが容易になっ

たことである。スタンドアロンで使われていたパソコンが、インターネットの登場でお互

いにつながったことで一気に普及したように、利用者間での双方向のコミュニケーショ

ンが実現するというネットワーク効果7には絶大な力がある。 

今後も情報化がますます進展し、生活の隅々にまで普及するようになると、これまで

以上のネットワーク効果が発揮され、「人と人」のコミュニケーションだけでなく、「人とモ

ノ」、「モノとモノ」のコミュニケーションも現実のものとなり、「いつでも、どこでも、何でも、

誰でも」簡単にネットワークに接続できるような社会を迎える。 

インターネットや携帯電話等の「情報通信技術」をあらわす英語としては、ＩＴとＩＣＴ

がある。国際的には、欧州や中南米、アジアの各国及び国連をはじめとする各種国際

機関において「ＩＣＴ」の語が広く定着しており、これは Information & Communications 

Technology の略である。一方、現在のわが国では「ＩＴ」の語が広く普及しているが、こ

れは Information Technology の略であり、米国や韓国でも同じ語が使用されている。 

これからの社会では、豊かなコミュニケーションが実現するという点が最も重要な概

念であることを踏まえ、情報通信におけるコミュニケーションの重要性をより一層明確

化するために、本報告書では以後「ＩＣＴ」の語を使用することとする。 

 

図表２．１ ＩＴからＩＣＴへ 

国際機関では、ほぼ全面的にICTを使用IＣTもITも日本語では「情報通信技術」
世界の大半の国はＩＣＴを使用

情報化の本質は、デジタル化やネットワーク化でコミュニケーションが容易になったこと

ＩＣＴとＩＴは、基本的には類似概念 国際機関では、ＩＣＴが標準語

コミュニケーションがより重要な要素に

・ＩＣＴを用いている国 → 多くの国
ＥＵ、中南米、アジア（日韓以外）、アフリカ等

・ＩＴを用いている国 → 少数
日、米、韓等

・国連 世界情報社会サミット（ＷＳＩＳ）
「我々は、誰もがICTの利用により利益を得られるよう保障
していくことを固く決意する。」（２００３年１２月「基本宣言」）

・国際電気通信連合（ＩＴＵ）
"ICT for all – empowering people to cross the Digital 
Divide“ （２００２年５月のWorld Telecommunication Day
のテーマ）

・ネットワーク効果
インターネットの登場でお互いにつながり、コミュニケーションしやすくなったことで、パソコンが一気に普及

・ユビキタスネットワーク化
「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」ネットワークに接続する社会では、「人と人」のみならず、「人とモノ」、「モノとモノ」の
コミュニケーションまで現実のものに

国際機関では、ほぼ全面的にICTを使用IＣTもITも日本語では「情報通信技術」
世界の大半の国はＩＣＴを使用

情報化の本質は、デジタル化やネットワーク化でコミュニケーションが容易になったこと

ＩＣＴとＩＴは、基本的には類似概念 国際機関では、ＩＣＴが標準語

コミュニケーションがより重要な要素に

・ＩＣＴを用いている国 → 多くの国
ＥＵ、中南米、アジア（日韓以外）、アフリカ等

・ＩＴを用いている国 → 少数
日、米、韓等

・国連 世界情報社会サミット（ＷＳＩＳ）
「我々は、誰もがICTの利用により利益を得られるよう保障
していくことを固く決意する。」（２００３年１２月「基本宣言」）

・国際電気通信連合（ＩＴＵ）
"ICT for all – empowering people to cross the Digital 
Divide“ （２００２年５月のWorld Telecommunication Day
のテーマ）

・ネットワーク効果
インターネットの登場でお互いにつながり、コミュニケーションしやすくなったことで、パソコンが一気に普及

・ユビキタスネットワーク化
「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」ネットワークに接続する社会では、「人と人」のみならず、「人とモノ」、「モノとモノ」の
コミュニケーションまで現実のものに

 

                                                   
7 経済学の分野では、このような効果を「ネットワークの外部性」と呼んでいる。 
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２．１．２ ＩＣＴがもたらす具体的メリット 

ＩＣＴが国民生活にもたらす具体的なメリットの例を、以下に列挙する。 

① ＩＣＴが新しいサービスや商品を創出 

これまでにも、ＩＣＴが携帯電話やインターネット等の便利なサービスを次々と生み

出してきたが、今後も引き続き、携帯電話を使った課金決済やブロードバンドによる

映像・音楽の視聴、デジタル放送による双方向コンテンツの提供、情報家電を活用

した遠隔操作等々、ＩＣＴ自体の新しいサービスや商品に加え、ＩＣＴを利用した様々

な新しいサービスや商品が生み出されていくと期待される（図表 2.2）。 

 

図表２．２ ＩＣＴによる新しいサービスや商品の例

携帯電話高機能化

ネットワーク高度化

デジタル放送

情報家電

おサイフケータイ

ＧＰＳ

テレビ視聴

ＩＰ電話

ブロードバンドによる映像音楽視聴

薄型テレビ（ＰＤＰ、液晶）

ネットワーク対応家電

サーバ型放送

高画質・高音質番組

双方向番組

１９：３０
録画予約受け付けました

音楽コンテンツ
配信会社

蓄
積
装
置

ホームラン
シーン
を見よう

番組を録画しよう

聞きたい曲だけ
ダウンロード

１

携帯電話で支払い、
便利だな

 
 

② ＩＣＴが競争力、独創性の発揮をサポート 

ＩＣＴ分野は日本の強みの分野でもある。特に、いわゆる「新三種の神器」と呼ば

れる薄型テレビ、DVD レコーダ、デジタルカメラについては圧倒的な市場シェアを

誇り（図表 2.3）、国際競争力の発揮に寄与しているが、これからも日本経済を牽引

するとともに、他の分野にも波及していくことが期待されている。また、ＩＣＴベンチャ

ーの増加やインターネットを通じた個人の情報発信等を通じて、個の独創性発揮に

もますます貢献していくことが期待される（図表 2.4）。 

 

図表２．３ 新三種の神器の日本の市場シェア  図表２．４ 大学発ベンチャーの推移 

日本

７９．９％

その他

２０．１％

ＤＶＤ録再機

日本

８５．６％

その他

１４．４％

デジタルカメラ

日本

７６．１％

その他

２３．９％

液晶テレビ

日本

７６．１％

その他

２３．９％

液晶テレビ

新たな成長商品における日本のマーケットシェア

（出典）日経産業新聞 「市場占有率 ２００５年版」（ＤＶＤ録再機、液晶テレビ、デジタルカメラ）

（注） シェアは上位企業の合計による。

日本

８２％

その他

１８％

プラズマテレビ

日本経済新聞 「プラズマパネルのメーカー別シェア」（プラズマテレビ）
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出所：筑波大学産学リエゾン共同研究センター 

「平成１５年度大学等発ベンチャーの課題と推進方策に関する調査研究」
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③ ＩＣＴ投資が高い経済効果を誘発 

ＩＣＴへの投資は、経済の生産性を高める効果を有する。例えば、労働生産性へ

の寄与をみると、特に 1990 年後半以降、労働生産性上昇に果たしたＩＣＴの寄与率

が強まる傾向にある（図表 2.5）。また、ＩＣＴ投資は他の投資に比べて波及効果が高

く、ＩＣＴ以外の投資に比べて約 4倍の生産力増強効果をもつ（図表 2.6）。 

 

図表２．５ 労働生産性上昇へのＩＣＴの寄与 

IT資本による
上昇分

ネットワーク効果
による上昇分

非IT資本による上昇分

その他

労働生産性伸び率

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1980-85年 85-90年 90-95年 95-2000年 2000-03年

ITによる
効果

 

 
 

（出典）「構造改革評価報告書３」（内閣府、2004 年 11 月） 

※ コブ・ダグラス型生産関数を仮定した要因分解の推計結果 

による。 

 
④ ＩＣＴ導入が企業努力と結びついて生産性を上昇 

企業ではＩＣＴを積極的に経営に導入し、業務効率化やコスト削減、コミュニケー

ションの円滑化、情報共有、顧客満足度の向上等に活用している。ただし、ＩＣＴ投

資が生産性上昇に顕著に結びついているのは、組織のフラット化や業務プロセスの

改善（ＢＰＲ）等の企業組織改革に取り組んだ企業や、人材育成や人員の効率活用

等人的資本の充実に取り組んだ企業に限られている（図表 2.7）。すなわち、企業経

営におけるＩＣＴ導入の効果を享受するには、企業組織改革や人材の充実等、積極

的な経営改革が必須となる。 

 

図表２．７ ＩＣＴ投資の効果と企業組織改革・人的資本との関係 

【IT投資と組織改革の効果】     【IT 投資と人的資本対応の効果】 
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IT化上位

IT化下位

 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

非ＩＴ資本 ＩＴ資本

図表２．６ ＩＣＴ資本の生産力増強効果 

（出典）「構造改革評価報告書３」（内閣府、2004 年 11 月） 

※ コブ・ダグラス型生産関数を仮定した限界生産力の推計

結果による。 

（出典）「構造改革評価報告書３」（内閣府、2004年 11月） 

（備考）生産性は IT化下位・企業組織下位の企業を 100として基準化 
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⑤ ＩＣＴが地域活性化を推進 

ＩＣＴは距離や場所の制約を取り払うとともに、住民、ＮＰＯ、地場産業等の多様な

主体がネットワーク化して地域の課題解決に取り組むことを容易とする。その結果、

地方であっても、創意工夫次第で魅力ある地域を実現し、地域の再生や活性化に

結びつけることが可能である。例えば、地域の特産品を核とした消費者視点のまち

おこしをＩＣＴが後押ししている青森県板柳町や、住民参加による地方発の独創的な

情報発信をＩＣＴが後押ししている熊本県山江村の事例等が挙げられる（図表2.8）。 

 

図表２．８ ＩＣＴを活用した地域再生事例 

・作業日誌

リスク回避

生産者情報の公開

・認証シール発行

インターネット公開

・生産者情報確認

りんごの持つ健康

と安心を全国へ

青森県板柳町 ｅまちづくり事業

地域住民に機材を貸与し、地域に関するコンテンツの取材・
撮影等を依頼。アマチュアである地域住民を情報の送り手と
する「住民ディレクター」として育成し、独自の視点による地
方発の新たな情報発信の手法を開発

町の特産品のりんごにIDを付与し、ネットで生産者の写真
や農薬の使用状況等をチェックすることが可能なトレーサビ

リティを導入し、全国展開を推進

熊本県山江村 山江村民てれび

住民ディレクターの撮影風景

・作業日誌

リスク回避

生産者情報の公開

・認証シール発行

インターネット公開

・生産者情報確認

りんごの持つ健康

と安心を全国へ

青森県板柳町 ｅまちづくり事業

地域住民に機材を貸与し、地域に関するコンテンツの取材・
撮影等を依頼。アマチュアである地域住民を情報の送り手と
する「住民ディレクター」として育成し、独自の視点による地
方発の新たな情報発信の手法を開発

町の特産品のりんごにIDを付与し、ネットで生産者の写真
や農薬の使用状況等をチェックすることが可能なトレーサビ

リティを導入し、全国展開を推進

熊本県山江村 山江村民てれび

住民ディレクターの撮影風景

 

 

２．２ ＩＣＴの技術動向 

２．２．１ 「ユビキタスネットワーク」が今後のＩＣＴのキーワード 

2001年9月に総合科学技術会議が取りまとめた「分野別推進戦略」では、産学官連

携と柔軟で制約の少ない研究体制の下、ネットワークが隅々まで行き渡った社会に向

けて市場が要求するシステムの提供を念頭におきながら、わが国が優位性をもつモバ

イル、光、デバイス技術を核に研究開発を進めることが掲げられている。 

このようなトレンドを踏まえ、あらゆる情報機器が広帯域ネットワークで結ばれ、誰も

がいつでもどこでも安全に情報をやり取りできる「ユビキタスネットワーク」が今後のＩＣＴ

基盤技術のキーワードとなり、2005～2010 年頃を目指して世界各国で研究開発に取

り組まれている8。これは、機器・通信メディアを問わずシームレスに送受利用できるコ

ンテンツ（音声・動画等のリッチコンテンツを多様な機器、多様な通信メディアを使って

シームレスに送受可能）を、どこでもつながる情報機器（オフィス、歩行中、家庭、車中、

                                                   
8 情報通信分野の国際標準化を行うＩＴＵ（国際電気通信連合）の電気通信標準化部門において

も、ユーザへの一貫したユビキタス・サービスの提供や現在の固定電話網並みの品質やセキュリテ

ィを確保できるなどといった特徴を有するオールパケット型の次世代ネットワークを、今後の最重要

課題として推進することが 2004年 10月に合意され、世界的に標準化に向けた研究開発活動が盛

んに行われつつある。 
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コンビニ・スーパー等、様々な生活シーンでインターネットに接続可能）を使って、マル

チモーダル（固定・移動、有線・無線の間で無理なく情報を受け渡し可能）に利用でき

ることを目標とするものである。 

これを実現するには、技術的には、今までのインターネット9がなおざりにしてきた端

末の管理だけでなく、それを利用する使用者やその利用形態をいかに的確に把握し

てサービスを行っていくかということが基本となる。そのため、ネットワークに合わせて利

用者が通信機器の調整を行うのではなく利用者に合わせてネットワークのサービス提

供形態を変えること、アプリケーションから見たスループット（実効速度）の差異を少なく

するためにアクセス網や基幹系ネットワークの高速化や品質制御を行うこと、個人認証

やプロファイルポータビリティ（利用者の属性・環境情報等の登録・管理・移動等）を利

用者にストレスなく行うこと、どこでも利用可能で長時間使用可能な小型で操作性の良

い端末を開発すること等が主要な研究開発課題となっている。 

 

２．２．２ 「ユビキタスネットワーク」の関連技術のトレンド 

ユビキタスネットワークに関連する技術のトレンドとしては、以下の４分野が挙げられ

る（図表 2.9）。 

 

図表２．９ ユビキタスネットワークの関連技術のトレンド 
 

ネットワーク技術

ソフトウェア・
アプリケーション技術

セキュリティ・認証技術

デバイス技術

・ＩＰｖ６技術（アドレス数の増大、双方向通信
が可能、マルチキャストを装備）

・フォトニックネットワーク技術（ＷＤＭ技術）

・情報の分散配置と集中管理

・汎用的セキュリティ基盤アーキテクチャー

・コンテンツ（動画等）保護技術で、安心なユ
ビキタスコマースを実現

・個人生体認証の実現（指静脈パターン等）

・リアルタイムで、軽く使いやすく、オープン
なプラットフォーム

・表現力豊かなコンテンツ制作技術

・長時間録画の可能な小型記録デバイス

・大画面・超高精細ディスプレイの開発

・ウェアラブルコンピューティングデバイスの開発

ネットワーク技術

ソフトウェア・
アプリケーション技術

セキュリティ・認証技術

デバイス技術

・ＩＰｖ６技術（アドレス数の増大、双方向通信
が可能、マルチキャストを装備）

・フォトニックネットワーク技術（ＷＤＭ技術）

・情報の分散配置と集中管理

・汎用的セキュリティ基盤アーキテクチャー

・コンテンツ（動画等）保護技術で、安心なユ
ビキタスコマースを実現

・個人生体認証の実現（指静脈パターン等）

・リアルタイムで、軽く使いやすく、オープン
なプラットフォーム

・表現力豊かなコンテンツ制作技術

・長時間録画の可能な小型記録デバイス

・大画面・超高精細ディスプレイの開発

・ウェアラブルコンピューティングデバイスの開発

 
 

① ネットワーク関連技術 

ユビキタスネットワークでは、利用者がネットワークに合わせて機器の設定を行う

のではなく、利用者に合わせてネットワークのサービス提供形態を柔軟に変えること

が重要になる。その実現にあたっては、端末やネットワークに人手による複雑な設定

をすることなく、あらゆる端末を効率的かつ安全にネットワークに接続する技術の確

                                                   
9 インターネットは、ベストエフォート型の品質保証を基本設計とし、ダイヤルアップ接続や企業網

におけるプライベートアドレスの利用に代表されるように、個々の端末のアドレスを管理しないことに

特徴がある。常時接続が普及しつつある現在でも、ビジネス面ではこの特徴は失われていない。セ

キュリティ確保や従量制サービスの導入が難しいのもこの特徴のためと言える。 
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立が必須である。これには、ユーザの利用環境に応じた最適なサービス提供や相

手の発見、端末やネットワークの自動設定等の技術が重要になる。 

また、アクセス網や基幹系のネットワークの高速化・品質制御も重要となる。これ

には、光ファイバの広帯域性等を最大限に生かしたフォトニックネットワーク技術の

確立が必要となり、光ファイバ 1 芯あたり 1,000 波の多重が可能なWDM（波長分割

多重）技術の高度化、10Tbps の光ルータの実用化等が挙げられる。さらに、IPｖ6へ

の円滑な移行モデルや運用・管理技術、ネットワークとアプリケーションレベルでの

負荷を最適に分散するネットワーク負荷分散技術、通信品質を考慮しながら大容量

のトラフィックを最適な経路で制御・管理する QoS（サービス品質）経路制御技術等

の確立が重要になる。 

無線通信分野では、2010年頃には100Mbpsの高速無線伝送が想定されており、

現在、第四世代移動通信システム、UWB（超広帯域無線）、SDM/MIMO（多入力多

出力空間分割多重）、無線 PAN（Personal Area Network）10等の研究開発が行われ

ている。その他、OFDM-CDMA（直交周波数分割多重-符号分割多重接続）、スマ

ートアンテナ、ROF（光ファイバ無線）、干渉波抑制等が重要になる。また、場所に

依存しない均一なサービスを提供する技術等の確立も必須となる。これには、異種

ネットワーク間のシームレス接続技術、遍在する多種多様な移動端末の位置管理・

追跡技術、移動先での認証・QoS 情報の転送、プロファイルポータビリティ技術等が

重要になる。 

② ソフトウェア・アプリケーション技術 

ユビキタスネットワークでは、ネットワーク上であらゆる端末がストレスなく利用でき

るようになるが、そのためには、リアルタイムで実装しやすく使いやすいオープンな

プラットフォームに関する技術の研究開発が必要となる。これには、複数の外部から

の要求等に対して制約時間内に応答するための実行制御ソフトウェア技術、各種の

リアルタイム処理の統合、状況変化に対応できるフレキシビリティを実現する技術、

ユーザに最適な情報の検索・収集や、機器の操作・設定・管理等をリアルタイムに

支援・代行するエージェント技術、ユーザの環境やユーザからの画像・音声情報を

理解し、適切な情報を提供するヒューマン・インタフェース技術、異なるオンラインサ

ービスを目的に応じて動的に連携させて仮想的にひとつのサービスとして提供する

ことを可能とするＷｅｂサービス連携技術等が重要になる。 

一方、コンテンツを制作するための技術については、コンテンツの生成・編集機

能等をコンテンツ自身に内包させる技術、空間内の分散した大量のデータ（環境情

報）をユーザの状況に応じて適切な形に加工・利用する技術等が重要となる。また、

コンテンツをシームレスかつマルチモーダルに提供する技術については、映像・音

声・テキスト等のコンテンツを端末処理能力、伝送帯域、ユーザの意図や位置に応

じて変換する技術、動画コンテンツに対して符号化方式・符号化レート・画像サイズ

                                                   
10 人間一人が自分の直接的な活動を示す範囲といわれる数十ｍ四方をカバーする無線網。 
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等をシームレスに、劣化無く低負荷で適切に変換する技術等が重要となる。 

③ セキュリティ・認証技術 

ユビキタスネットワークでは、利用の安全性を確保するため、個人認証や利用者

情報の管理等のセキュリティ・認証技術が重要になる。しかし、多種多様の端末や

ネットワークが利用されることから、あらゆるネットワーク環境に対応できる汎用的な

セキュリティ基盤に関する研究開発が急速に進展すると予想される。具体的には、

ユーザの利用状況・環境に応じて、その時に最適なセキュリティポリシーを自動生

成し、そのポリシーに従ってユーザの保護、ユビキタス機器の認証、通信の秘匿等

を提供するシステム技術等が望まれる。 

また、個別のセキュリティ基盤としては、ＩＣカードや個人認証も重要な要素となる。

ＩＣカード関連では、バイオメトリクス認証技術と組み合わせたＩＣカード利用技術、耐

タンパー技術、セキュリティ共同評価技術等が重要となる。個人認証関連では、人

間の生体情報である指紋、声紋、顔、虹彩、掌形、サイン（手書き動作や筆跡）、Ｄ

ＮＡ等を用いたバイオメトリクス認証技術の確立が期待されている。一方、電子マネ

ーの支払い等、多様な決済が可能な課金・決済システムの実現も重要である。 

さらに、デジタルコンテンツ（映像、音楽、書籍、ソフト等）の流通においてコンテン

ツに付随する著作権や利用権を適正・効率的に管理する DRM（デジタル著作権管

理）技術が重要となる。 

④ デバイス技術（端末技術） 

ユビキタスネットワークでどこでもネットワークに接続して利用できるようにするには、

ユーザ端末に関し、長時間使用可能な小型かつ操作性の良いデバイスや大画面・

高精細ディスプレイ、端末のユーザビリティ（操作性）等の研究開発が必要となる。 

デバイスに関しては、どこにでも埋め込み可能で、身につけていることを意識しな

いウェアラブル小型ワンチップコンピュータの開発が期待されている。実現にあたっ

ては、コンピュータの構成要素（プロセッサ、メモリ、入出力）各々に対応した小型・

高性能化、高密度実装技術等による数ミリ角程度の量産可能なチップサイズへの

微細集積化が重要となる。また、これらの携帯機器は充電頻度低減や長時間駆動

のための低消費電力化が必須である。そのため、半導体（LSI）においては、従来の

技術（Si-CMOS11）から新材料・新構造デバイス（空乏化 SOI12技術や高誘電体ゲー

ト膜、SiGe13等）、RF モジュール14の低消費電力化等が重要になる。 

                                                   
11 Silicon Complementary Metal Oxide Semiconductorの略。シリコン系のCMOS（相補型金属酸化

膜半導体）。半導体回路の一種で、消費電力や発熱量が小さく、製造コストが安い等の特徴があり、

マイクロプロセッサの多くはこの方法で製造されている。 
12 Silicon on Insulator の略。絶縁膜上に形成した単結晶シリコンを基板とした半導体。 
13 Silicon Germanium（シリコン・ゲルマニウム）の略。シリコンに対し少量のゲルマニウムが添加され

た半導体素材で、純粋なシリコンよりも電導性が高く、これを応用した半導体はより消費電力が少

なく、ノイズも少ない。 
14 Radio Frequency Module を意味し、通信機器の無線回路をモジュールとしてまとめた部品。 
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大画面、超高精細ディスプレイ等に関する研究開発も急速に発展すると予想され

る。大容量・高精細表示の技術に加え、超薄型・軽量ディスプレイ技術、表示サイズ

の拡大、小型・携帯性等の表示デバイスとしての基盤技術開発や、フレキシブルメ

ディアの開発が求められる。また、表示デバイスについては、広視野角、高輝度・高

コントラスト、優れた色再現性、応答特性に優れる等の特性を備えた有機 EL15、紙

のように薄く、軽く、扱いやすく、読みやすい電子ペーパー等が注目されている。 

ユーザビリティについては、子供から高齢者まで気軽に使える高い操作性の実現

に向けて、機器・システムの操作性や臨場感・実体感の向上、低・高年齢者や障害

者等様々な利用者層のアクセシビリティ確保のためのインターフェース技術、複数

のメディアをシームレスに選択・蓄積・表示するための基盤技術等が重要となる。 

２．３ ＩＣＴによる諸課題解決の可能性 

２．３．１ ２１世紀の社会的課題 

ｅ－Ｊａｐａｎ戦略の大目標は「2005 年に世界最先端のＩＴ国家となる」ことであるが、こ

の目標を順調に達成したとしても、2006 年以降にはわが国の社会は大きな節目を迎

え、新たな局面に入ることが予想されている。したがって、2006年以降を見据えた構想

を練るにあたっては、この環境変化を前提として政策立案することが不可欠である。 

最大の環境変化は少子高齢化である。わが国の総人口は 2006 年をピークに減少

へ転じ（図表 2.10）、年齢構成の高齢化が急速に進んで 21 世紀半ばには国民のおよ

そ2.8人に1人が65歳以上16という「超高齢社会」になると予測されている（図表2.11）。

この推計は、労働力人口の減少や消費の減退から経済全体が縮小する可能性を示

唆するものであり、少子高齢化のトレンドを抜きにしてわが国の将来像を語ることは不

可能である。 

図表２．１０ わが国の総人口の見通し 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
15 ELは Electro Luminescenceの略。有機化合物を素材とする発光デバイスの一種で、これを使っ

た次世代ディスプレイは、複数の有機半導体を 2 枚の電極で挟んだ単純な構造でできており、面

発光の薄型軽量ディスプレイとして期待されている。 
16 2004 年現在では、5.7 人に 1人となっている。 

出所：「日本の将来推計人口（平成１４年１月推計）」国立社会保障・人口問題研究所 
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図表２．１１ 現在と２０５０年の年齢構成の比較 

 

出所：平成 12（2000）年は総務省「国勢調査」 

平成 62（2050）年は「日本の将来推計人口（平成１４年１月推計）」国立社会保障・人口問題研究所   

 

この「少子高齢化」を大前提として、高齢者や障害者にも優しいバリアフリー環境、

患者中心の優しい医療、若年労働者の就労環境、食品の安全性等々、生活・社会、

医療・福祉、治安・防災、経済・産業等の各分野において想定されている社会的課題

をできる限り包括的に採り上げたものが図表 2.12 である。 

 

図表２．１２ ２００６年以降に日本が本格的に直面すると考えられる課題 

２００６年以降に到来する本格的な少子高齢化社会では、解決すべき課題が山積み

生活・社会
2007年からの人口減少の歯止め
高齢者の住みやすい環境整備
食品の安全性に対する信頼回復
地域コミュニティの信頼関係強化

医療・福祉
遠隔医療等患者中心の医療実現
情報公開等による医療過誤対策
年金に対する不安解消

交通・物流
交通事故の削減、渋滞や満員電車の緩和
高齢者や障害者に優しいﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ環境の
整備

環境・エネルギー
進展する地球温暖化の歯止め
ゴミ減量化やリサイクルの強化
太陽等自然エネルギーの開発
遺伝子操作等バイオ技術の適正利用

教育・人材
「数学」「理科」嫌いの増加回避
深刻化する青少年犯罪の防止
大学・大学院の国際競争力強化

雇用・労働
高齢者の就労機会の確保
ﾌﾘｰﾀｰ等若年労働者の失業対策
育児支援等女性の就労環境の改善
実力主義や雇用流動性の確保

治安・防災
テロや凶悪犯罪への不安解消
地震、台風や大事故等の災害対策
ピッキング等の治安への不安解消

経済・産業
経済の本格回復・競争力強化
製造業等の空洞化の防止
ＩＣＴの経営導入による効率化促進
日本文化・芸術の海外進出強化行政サービス

引越時等のﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽの実現
電子化・効率化等による財政再建

国際
国連等国際機関での発言力の確保
戦略的に重要なアジアとの関係強化

 
 

２．３．２ ＩＣＴによる課題解決の萌芽 

2005 年にわが国が世界最先端レベルに到達した場合、ｅ－Ｊａｐａｎ戦略を策定した

2001 年時点と異なり、キャッチアップすべき手本は存在しなくなる。そこで、自らがパイ

オニアとなって理想とする情報通信戦略を設定し、世界に先駆けて実現していくことが

求められる。具体的には、図表 2.12 のような社会的課題を解決する手段として、ＩＣＴ

がその有用性を発揮するように政策展開することである。 

ユビキタスネットワーク技術の実用化を待たずとも、現時点で社会基盤として定着し

つつあるＩＣＴの利活用が、課題解決の切り札（ブレイクスルー）となる事例の萌芽が既

に観察できる。例えば、通信ネットワークを活用した遠隔勤務（テレワーク）や遠隔医療、

電子申請等による迅速な行政サービス、災害防止のための遠隔監視等である（図表
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2.13）。今後、ユビキタスネットワーク技術が本格的に普及・定着する時代になればま

すますこの傾向が強まり、将来課題を解決し人類の発展に役立つ不可欠なツールとし

て、ＩＣＴが深く認識されていくようになるだろう。 

 

図表２．１３ 社会課題の解決にＩＣＴを活用している事例 

テレワーク
雇用者の生活環境
に応じて、オフィス
以外の場所で働くこ
とが可能

電子申請
２４時間いつでも簡単
に、公共施設予約等
の電子手続きが可能

遠隔監視
遠方の状況をリアルタイ
ムで、パソコンや携帯端
末により把握

遠隔医療
診療所から画像やデ
ータを専門医に転送し

治療の助言を受信

雇用・労働 医療・福祉

行政サービス 治安・防災

テレワーク
雇用者の生活環境
に応じて、オフィス
以外の場所で働くこ
とが可能

電子申請
２４時間いつでも簡単
に、公共施設予約等
の電子手続きが可能

遠隔監視
遠方の状況をリアルタイ
ムで、パソコンや携帯端
末により把握

遠隔医療
診療所から画像やデ
ータを専門医に転送し

治療の助言を受信

雇用・労働 医療・福祉

行政サービス 治安・防災
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第３章  時代の流れに沿った政策手法の変化 

３．１ 社会経済の大きな流れと行政全般の方向性 

今後の中期的な行政の方向性を検討するにあたっては、まず、社会経済全体の大

きな流れを的確に把握しておく必要がある。そこで、以下の通り、社会経済の主な流

れを整理する。 

①成長から成熟へ 

21世紀に入り、1960年代の高度成長期のような二桁成長はもちろん、プラス成長

の確保すら簡単ではない時代となりつつある（図表 3.1）。このような状況の中、成長

一辺倒を脱し、低成長も念頭に置いたゆとりや安心・安全などの価値観へ移行して

いく必要がある。 

②中央から地方へ 

戦後以来の中央集権体制の課題が次第に明らかになり、地方の独自性や多様

性を重視した分権型社会の利点が強調される時代となりつつある（図表 3.2）。三位

一体改革に代表されるように、地方主権・地方自立の視点を考慮し、地域の資源や

創意工夫を有効活用する仕組みをバランス良く取り入れていく必要がある。 

 

図表３．１ 経済成長率の推移          図表３．２ 地方向け補助金等の推移 
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③官から民へ 

戦後のキャッチアップの時代では官による強力なリーダシップが功を奏したが、経

済が成長するに従って官主導の手法の問題点も明らかになり、民間活力を最大限

に活用し、官は環境整備に徹する時代へと移行しつつある（図表 3.3）。今後も「民」

（出典） 財務省ホームページ「日本の財政を考える」より 
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主体の視点でこの流れを推し進め、産学に加え、市民やＮＰＯ・ＮＧＯ等を含めた多

様な主体との連携・役割分担を拡大する一方で、自己責任原則を浸透させることが

必要である。 

④クローズドからオープンへ 

いわゆる官主導体制は、「官」が情報収集・分析の面で圧倒的な優位に立ち、こ

れが力の源泉となっている面が少なくなかった。しかし、情報公開やインターネット

等での情報流通が飛躍的に進み（図表 3.4）、誰でも容易に情報収集・分析できるよ

うになったことを受け、政策立案や実行における情報公開やアウトカム評価をさらに

推進し、政策立案や実行の過程そのものをできる限りオープンかつ透明にしていく

ことが必要である。 

 

図表３．３ ＰＦＩ（民間資金等活用事業）の推移 図表３．４ 情報公開請求に対する開示件数 

年度別ＰＦＩ 進捗状況

（出典）第11回ＰＦＩ推進委員会 参考資料 「ＰＦＩをめぐる諸状況及びＰＦＩ事業に関する統計データ 」

実施方針
の公表

特定事業
の選定

事業者
選定中

審査結果
の公表

施設の
建設等

施設の
供用開始

計

H11年度 0 0 0 0 0 3 3
H12年度 0 0 0 0 6 6 12
H13年度 0 0 0 1 19 9 29
H14年度 0 1 0 2 42 2 47
H15年度 15 8 10 8 6 0 47
計 15 9 10 11 73 20 138

実施方針
公表年度

進捗状況

  
 

⑤供給主導から需要主導へ 

従来の市場では、商品やサービスを提供する供給者側が力をもち、価格決定か

ら苦情相談に至るまで消費者側が弱い立場に立たされることが少なくなかった。し

かし、インターネットを通じた情報発信やコミュニティ形成等により、消費者の声が市

場や企業に届きやすくなるとともに、ニーズや嗜好が多様化する（図表 3.5）ことで、

利用者や生活者の視点をより強く意識した商品・サービスの開発・提供や情報公開

が不可欠な時代となっている17。今後は、利用者や消費者の側に立った政策の比

重を大幅に高めていくことが必要である。 

⑥欧米依存からアジア重視へ 

わが国は、高度成長期には欧米の先進国に追いつけ追い越せでキャッチアップ

してきたが、1980 年代後半のバブル期以降その方向性をやや見失い、新たな針路

を模索している状況とも言える。今後は、キャッチアップを脱して独自性・創造性を

                                                   
17 既存商品に満足せず、自分の求めるものを手作りしようとするクリエイティブ志向の生活者が登

場し、生産と消費が一体化した新しいタイプの事例も見られる。例えば、ネット上にコミュニティを作

って企業が製品アイデアや意見などを募集したり、ネットで公開された消費者の製品アイデアに企

業が参加する等、企業と生活者が共同で商品開発を行うマーケティング手法等が挙げられる。 
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（出典） 総務省「平成１５年度における情報公開法の施行の状況について」
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重視すると共に、世界とのバランスに配慮しつつも急成長を遂げている中国（図表

3.6）をはじめとするアジア重視を明確化し、戦略的な政策を進めていくことが必要で

ある。 

 

図表３．５ ニーズや嗜好の多様化  図表３．６ 欧米と比較した中国の経済成長率 
アメリカ、中国、ユーロ圏の実質経済成長率

（対前年比）
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⑦モノから情報・サービスへ 

高度成長期以降、家電製品や自動車等の製造業が日本の競争力を担ってきた。

しかし、産業構造の推移を見ると第三次産業の比率が年々拡大し、サービス業や情

報通信産業が主力となりつつある（図表 3.7）。今後は、これらの高付加価値産業の

競争力向上に向けて、知識や情報を生み出す社会資本整備へ転換する等、情報

化時代にふさわしい政策転換が必要である。 

 

図表３．７ 代表的な産業別就業者にみる産業構造の推移 
代表的な産業別就業者数の推移

（出典） 総務省統計局 労働力調査
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３．２ ＩＣＴの大きな流れとＩＣＴ政策の方向性 

今後の中期的なＩＣＴ政策の方向性を検討するにあたっては、ＩＣＴを取り巻く環境の

変化を的確に把握しておく必要がある。そこで、以下の通り、ＩＣＴの主な流れを整理

する。 

 

①アナログからデジタルへ 
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かつてはアナログ方式であった身の回りの情報機器や記憶媒体等が次々にデジ

タル化し、通信や放送の伝送路も 2011 年にはデジタル化が完了する予定となって

いる（図表 3.8）。コンパクト化やデータの加工編集の容易性、パソコンやインターネ

ットとの親和性等デジタル化のメリットは莫大であり、今後もデジタル革命を推進する

べく、サイバー社会に対応した制度整備等を重視していく必要がある。 

②ナローバンドからブロードバンドへ 

インターネットが普及し始めた1990年代後半においては、ダイヤルアップやISDN 
（デジタル電話回線）によるナローバンドが主流であったが、21世紀に入り、常時接

続で高速・超高速のブロードバンドの利用者が急増しつつある（図表 3.9）。今後は

誰もがブロードバンドを利用できるよう、デジタル・ディバイドの解消に努め、あらゆる

人の情報受発信を保障する仕組みの構築を検討する必要がある。 

 

図表３．８ 通信・放送のデジタル化      図表３．９ ブロードバンド契約数の推移 
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③固定から移動へ 

電話やインターネット接続、放送等においては、固定型端末を前提としたサービ

スが主流であるが、携帯電話や無線ＬＡＮ等の登場に伴い、無線を有効に活用した

移動型の受発信サービスも急速に普及しつつある（図表 3.10）。今後は電子タグな

ど様々な分野で電波利用が飛躍的に増大し、有線・無線のネットワークがシームレ

スに接続されるようになるため、これを前提とした行政対応が必要となる。 

④事前規制から事後規制へ 

1985 年の通信市場自由化以降、電電公社の独占から複数事業者による競争へ

と市場環境が一変し、新規参入の大幅な増加と共に、料金の低廉化・サービスの高

度化が進展した（図表 3.11）。競争の進展に従って、規制の手法もこれまでの事前

規制から事後規制中心へと転換し、ルール型行政の充実と一層の透明性確保を推

進するとともに、紛争処理や消費者保護の比重を高める必要がある。 
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図表３．１０ 固定・携帯電話の契約数の推移   図表３．１１ 電気通信事業者数の推移 

    

 

⑤インフラから利活用へ 

前述の通り、IＣT 分野の国家戦略はインフラ整備中心のｅ－Ｊａｐａｎ戦略から利活

用促進のｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱへと進化した。今後も利活用の視点に立脚した利用環

境面での行政需要が増大すると考えられ（図表 3.12）、利用環境整備の抜本強化

が必要となる。また、これまでの「ハコモノ」中心の投資から、利活用を促進するため

の「ヒト」や「ノウハウ」を中心とする投資へ転換していくことが重要である。 

⑥プロからアマへ 

音楽・映像の制作は、その担い手が放送局のスタッフ等一部のプロフェッショナ

ルに限定されていた。しかし、パソコンやインターネットの高度化に伴い、アマチュア

でも文字・音声・画像のいずれも簡単にセミプロのごとく編集加工できるようになりつ

つある（図表 3.13）。今後は、このような状況を踏まえ、誰でも情報を受発信できる環

境の中、一般国民を含めたネットワークの利用者全ての間での社会規律の確立に

寄与するような枠組みが必要となる。 

 

図表３．１２ 諸分野のＩＣＴの利便性評価   図表３．１３ ホームページ作成者数の推移 
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（出典）「構造改革評価報告書３」（内閣府、2004 年 11 月） 
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第４章  ２０１０年に向けた新たな構想 

４．１ ユビキタスネット社会とｕ－Ｊａｐａｎ政策 

第Ⅰ編で概観したとおり、ｅ－Ｊａｐａｎ戦略の目標年次を間近に控え、日本経済の閉

塞感も拭いきれない今、時代の大きな流れを踏まえつつ、豊かな可能性を秘めたＩＣＴ

を積極的に活用する次世代社会の新たな目標像を探るべき節目を迎えていると考え

られる1。 

技術動向を見る限り、第２章で分析したとおり、ＩＣＴ分野における将来の期待はユビ

キタスネットワーク技術に集まっていると言ってよい。「ユビキタス」の語源はラテン語で、

「至る所に存在する（遍在する）」の意味である。このユビキタスネットワーク技術を活用

し、「いつでも」（昼でも夜でも２４時間）、「どこでも」（職場でも家でも、都会でも地方で

も、移動中でも）、「何でも」（家電も身の回り品も、車も食品も）、「誰でも」（大人も子供

も、高齢者も障害者も）、ネットワークに簡単につながる社会の実現が切望されている。

そこで、われわれが目指すべきこの「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」の社会像を

「ユビキタスネット社会」と名づけ、わが国で先進事例として先駆的に実現される「ユビ

キタスネット社会」を、「ユビキタスネット・ジャパン（ｕ－Ｊａｐａｎ）」と呼ぶこととする。 

このｕ－Ｊａｐａｎは現在の延長線で一朝一夕に実現できるものではなく、さまざまな壁

や障害を乗り越える必要がある。例えば、ｕ－Ｊａｐａｎの将来イメージやコンセプトを広く

国民の間で共有することが必要となり、社会課題に対するＩＣＴなりの解決方策の洗い

出し、電子タグ等の主要技術の実現見込みやコスト見通し、ＩＣＴの普及浸透に伴って

発生するプライバシーや情報セキュリティ等の不安の解消等、取り組むべき課題は目

白押しである。 

そこで、これらの課題に適時適切に対応し、ｕ－Ｊａｐａｎを理想的な形で実現するた

めの政策を「ｕ－Ｊａｐａｎ政策2」と呼ぶこととする。これは、ｕ－Ｊａｐａｎ実現に向けた目標

や基本思想を明確に提示するとともに、今後ますます重要性を帯びてくるネットワーク

分野を中心に、国が取り組むべき施策、地方公共団体や民産学と連携した取組等を

                                                   
1 これを象徴するように、2004年3月に総務省が「ｕ－Ｊａｐａｎ構想」を発表して以来、国民や関係者

からの反響は大きい。ネット上での検索件数を見ると、ｕ－Ｊａｐａｎの語によるインターネット上での検

索件数は、24,300 件に達している（2004 年 12月 1 日時点、Google を使用した場合）。 
2 総務省では、経済財政諮問会議においてユビキタスネット社会の実現を目標とした「ｕ－Ｊａｐａｎ

構想」を 2004年 5月に発表し、6月 4 日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基

本方針 2004」にも、「経済活性化に向けた重点施策」として「ユビキタスネットワーク環境を整備し、

高齢者・障害者が元気に参加できるＩＴ社会を実現するため、『u-Japan 構想』を具体化する」ことが

盛り込まれた。この「ｕ－Ｊａｐａｎ構想」を具体化したものが、「ｕ－Ｊａｐａｎ政策」である。 
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「ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージ」として包括的に取りまとめたものである。「ｕ－Ｊａｐａｎ政策」

を整合的かつ一貫的に推進することによって社会の隅々にまでＩＣＴを定着させ、諸課

題の解決を通じて社会に貢献し、さらにはＩＣＴの普及浸透プロセスを契機にわが国の

経済を活性化させることが期待される。 

４．２ ｕ－Ｊａｐａｎ政策の大目標 

2001 年 1 月に策定されたｅ－Ｊａｐａｎ戦略は、「2005 年に世界最先端のＩＴ国家とな

る」という大きな目標に向けて、インフラ面を中心に着実に成果を上げつつある。しかし、

この目標は達成できたとしてもあくまで通過点に過ぎず、ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱでも触れら

れているように「2006 年以降も世界最先端であり続けることを目指す」必要がある。 

そこで、ｅ－Ｊａｐａｎ戦略及びｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱを踏まえ、さらにその先を見据えた中

期ビジョンである「ｕ－Ｊａｐａｎ政策」では、大目標を「2010 年には世界最先端のＩＣＴ国

家として先導する」と定める（図表４．１）。その理由は次の二点である。 

第一に、フロントランナーとしての「先導」の役割である。ｅ－Ｊａｐａｎ戦略の目標を達

成し、世界最先端となったｕ－Ｊａｐａｎの社会では、情報化に主眼を置いたＩＴ時代から、

あらゆる人やモノがネットワークに結びつき、コミュニケーションがより重要となるＩＣＴ時

代に進化する。ネットワークやインフラの多様化・高度化が世界最先端となれば、米国

や韓国等のＩＴ先進国を目標としたキャッチアップ的な発想から脱皮し、まさにフロント

ランナーとして、人類にとってより意義のあるＩＣＴ社会の実現に向けた道筋を示す必

要がある。すなわち、世界最先端レベルのＩＣＴ国家たる地位を揺るぎないものとしつ

つ、インフラと利活用のバランスの取れた独創的・創造的な日本発の社会モデルを先

駆けて提示することによって、世界に貢献し、世界を先導していくことが日本に求めら

れた役割となる。 

第二に、目標年次としての2010年である。「ｕ－Ｊａｐａｎ政策」では、ｅ－Ｊａｐａｎ戦略の

目標年次である 2005 年の 5 年後である 2010 年を目標年次と定める。本来は 10～20

年程度の大局的な長期ビジョンを示し、次世代の方向性を明確にしていくことが期待

されるが、変化の激しいＩＣＴ分野では、技術革新の動向を踏まえることが不可欠であり、

5年計画程度の中期ビジョンが最も適切である。ただし、現時点の延長線として近視眼

的な発想に陥らないよう、2010 年を強く意識した未来型の視点からのアプローチが必

須である。 

 

図表４．１ ｕ－Ｊａｐａｎ政策の大目標 
 

【ｅ－Ｊａｐａｎの大目標】

世界最先端
～２００５年までに実現～

（キャッチアップ）

【ｕ－Ｊａｐａｎの大目標】

世界最先端
～２０１０年には先導～

（フロントランナー）  
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４．３ ｕ－Ｊａｐａｎ政策の基本思想 

ｕ－Ｊａｐａｎ政策の基本思想は、ｅ－Ｊａｐａｎ戦略及びｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱを踏まえたもの

であるが、2005年の先を見据えた中期ビジョンとして、次のように位置づけることができ

る。 

まず、ｅ－Ｊａｐａｎ戦略は、特にインフラ面に焦点を当て、「超高速ネットワークインフラ

整備」としてナローバンドからブロードバンドへの移行を推進してきた。他方、利活用面

では、電子商取引及び電子政府を重点政策分野として掲げ、利活用全体の大きなフ

ィールドの中でようやく第一歩を踏み出した。 

これに続くｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱは、インフラ面に関して「次世代情報通信基盤の整備」

としてブロードバンドの面的な拡大を図りつつも、利活用面に力点を大きくシフトし、国

民にとって身近で重要な７分野における先導的な取組を提示した。 

今回提示するｕ－Ｊａｐａｎ政策は、以下に述べる三つの基本軸において進化した戦

略といえる。 

①ブロードバンドからユビキタスネットへ 

第一にインフラ面での進化、すなわち「ブロードバンドからユビキタスネットへ」で

ある。これまでの有線中心のインフラ整備から、有線・無線の区別のないシームレス

なユビキタスネットワーク環境への移行を目指す。ブロードバンドの面的拡大にとど

まらず、有線から無線、ネットワークから端末、認証やデータ交換等を含めた有機的

な連携によって、あらゆる場面で継ぎ目なくネットワークにつながる環境を整備する。

その結果、ネットワークが生活の隅々にまで融け込む草の根のようなＩＣＴ環境が実

現する。 

②情報化促進から課題解決へ 

第二に利活用面での進化、すなわち「情報化促進から課題解決へ」である。これ

までの利活用は、情報化に緒をつけるとともに、情報化の遅れた分野を後押しする

ための取組が中心であったが、今後は21世紀の社会課題を解決するためにＩＣＴを

積極的に利活用する段階に歩を進める。その結果、社会に役立つ具体的なツール

としてＩＣＴをより深く実感できるようになる。 

③利用環境整備の抜本強化 

第三に安心・安全の面での進化、すなわち「利用環境整備の抜本強化」である。Ｉ

ＣＴが国民生活に広く普及浸透し、利活用が進むにつれて、プライバシーや情報セ

キュリティ等の不安や障害が意識されるようになる。ＩＣＴのいわゆる「影」と呼ばれる

これらの問題を未然に解消し、ユビキタスネット社会を支障なく迎えるためには、利

用環境整備を抜本的に強化し、具体的かつ包括的な対策を講ずる必要がある。 

 

以上の三点でより進化したｕ－Ｊａｐａｎ政策は、ｅ－Ｊａｐａｎ戦略等の延長線上というよ

り、電子化という意味での「ｅ」を卒業し、ＩＣＴが草の根のように生活の隅々まで融け込
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んで空気のように当たり前となった社会を実現するためのパラダイムシフトとも言える。

そしてその成果としては、草の根的なＩＣＴ環境のもと、創意ある利活用を通じてまった

く新しい価値が次々に湧き上がる。そして、それらが結びついていくことにより、生活や

地域社会、市場・産業の活性化の実現へと繋がり、さらには社会全体の「質」が高めら

れていくのである。この「ｅ」から「ｕ」への進化とも呼ぶべきｕ－Ｊａｐａｎ政策の基本思想

を象徴的に表す語として、ここでは「価値創発」という語を提示することとしたい。 

「創発」とは、生物学や社会学等で、自律的に相互作用を有する多数の要素が、互

いにネットワーク化されることによって、思いがけない新しい形質が生じるような現象を

表す言葉である。ｕ－Ｊａｐａｎにおいて、草の根的な ICT環境の下で創意ある利活用か

ら次々に価値が湧き上がる現象をあらわすには、「価値創発」がまさに相応しい語と言

える。 

以上のｕ－Ｊａｐａｎ政策の位置づけ及び基本思想について、概念図で整理したもの

が図表 4.2 である。 

 

図表４．２ ｕ－Ｊａｐａｎ政策の基本思想：「ｅ」から「ｕ」への進化 
 

 

なお、以後の第５～６章では「ｕ－Ｊａｐａｎ」という社会像について説明し、第Ⅲ編～第

Ⅳ編では「ｕ－Ｊａｐａｎ政策」についてより詳細に記述する。 

ｕ－Ｊａｐａｎ
価値創発

インフラ整備

ｅ－ＪａｐａｎⅡ
利活用

利活用促進

●

ｅ－Ｊａｐａｎ
インフラ

ナローバンド ブロードバンド ユビキタスネット

電子商取引
電子政府

先導的利活用

課題解決
期待実現

利用
環境
整備

ユビキタスネット

課
題
解
決

情報化促進

◆草の根のように生活の
隅々までICTが融けこむ

◆創意ある利活用でまったく

新しい価値が生み出される
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第５章  ｕ－Ｊａｐａｎの目指すべき社会 

５．１ わが国が直面する具体的な課題と解決後の成果 

５．１．１ わが国が直面する具体的な課題 

ｕ－Ｊａｐａｎ政策を検討するに当たって、まずは生活者や利用者の立場に立ち、2010

年に向けてわが国がどのような社会になることを望んでいるのかを的確に把握すること

から始めることとした。このために五千人規模の生活者アンケートを実施し、これを手

掛かりに生活者・利用者のニーズにアプローチした。まず、「2010 年に向けて日本社

会が取り組むべき重要テーマ」について調査した結果は図表 5.1 のとおりである3。 

 

図表５．１ ２０１０年に向けた日本社会が取り組むべき重要テーマ 
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電子政府の実現と行政改革

生涯学習の普及

文化・芸術・スポーツ活動を活かした
豊かな国づくり

国際化の推進

多様なコミュニティ活動の実現

就業形態や勤務形態の多様化

新たな産業の育成

持続可能、安全な都市交通システムの形成

就職機会の拡大と多様化

ネット社会のリスク管理

青少年の健全な育成

高齢者・障害者の生きがいづくり・
社会参加の促進

循環型社会・環境共生型社会の構築

患者中心の医療サービスの充実

エネルギー問題の解決

安全・安心な生活環境の実現

「非常に重要」と回答 n=6,016
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大学及び大学院等の高度化

電子政府の実現と行政改革

生涯学習の普及

文化・芸術・スポーツ活動を活かした
豊かな国づくり

国際化の推進

多様なコミュニティ活動の実現

就業形態や勤務形態の多様化

新たな産業の育成

持続可能、安全な都市交通システムの形成

就職機会の拡大と多様化

ネット社会のリスク管理

青少年の健全な育成

高齢者・障害者の生きがいづくり・
社会参加の促進

循環型社会・環境共生型社会の構築

患者中心の医療サービスの充実

エネルギー問題の解決

安全・安心な生活環境の実現

「非常に重要」と回答 n=6,016

 

 

                                                   
3 ここで注意が必要なのは、ＩＣＴを前面に出すことによって、従来型のＩＣＴが得意とする分野に偏

った社会像とならないように配慮することである。我々が求めているのは、生活者が求める社会の

網羅的な理想像であり、また、その実現に向かってＩＣＴをいかに進化させ、活用するかということで

ある。したがって、生活者が望む社会像を何よりも基本とし、ＩＣＴに期待することで実現する社会像

とは分けて考慮した。 
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「安全・安心な生活環境の実現」を「非常に重要」と回答した比率は７割弱に上り、そ

の他にもエネルギー、医療、環境、福祉等が続くなど、比較的生活に身近な「テーマ」

であればあるほど、解決すべきとの要望が高くなる傾向にあることが浮き彫りになった。 

次に、「非常に重要」又は「重要」と回答した「テーマ」に関してさらに掘り下げて、

「2010 年に向けわが国が取り組むべき具体的課題」を調査した。その結果、やはり生

活に身近な「課題」ほど上位にランキングされる傾向が伺えた。したがって、抽象的な

「テーマ」であっても、それらを具体的にした個別の「課題」であっても、生活に身近な

ものほど解決すべきとの要望が高くなることが分かる。 

以上のような過程を通じて、生活者が解決を求めている代表的な「分野」、「テーマ」、

「課題」を整理したものが図表 5.2 である。 

 

図表５．２ ２０１０年に向けて取り組むべき代表的な分野・テーマ・課題 
 

生活・福祉分野 教育・就労分野 産業・行政分野

安心・安全な
生活環境

高齢者等の
生きがいづくり

文化・芸術等
を生かした国
づくり

医療機関等の
利用サービス
向上

人材育成
就業機会の
拡大・多様化

就業形態の
多様化

ホワイトカラー
の生産性向上

循環型社会の

構築

既存産業の
高度化

電子政府の
実現

安全な都市
交通システム
の形成

災害時の
安全確保

食の安全・
安心

高齢者に
優しい住宅

コンテンツ
への自由な
アクセス

診療情報
の効率的
利用

生涯学習
の普及

若年・中高
年の社会
参加

勤務形態の
多様化

ホワイト
カラーの
協業支援

ショッピング
の効率化

行政手続きの
オンライン化

リサイクル・
ゴミ処理の
推進

乗客のイラ
イラ解消

交通渋滞・
事故の削減

 

 

５．１．２ ｕ－Ｊａｐａｎによってもたらされる成果の類型 

 

以上の調査結果の分析から、わが国が目指す理想的な社会像に向けて解決すべ

き具体的課題群を抽出した。その過程を通じて確認されたことは、生活者が真に求め

ているのは基本的には生活に身近なテーマや課題の解決であるという、当然の結果

である。しかし、見方を変えれば、生活者は解決策の提示とともに、解決した後に生活

がどのように向上するのかという明確な「成果」を強く意識していることを示す結果と、

受け止めることもできる。 
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そこで、図表5.2で抽出された代表的な課題群について、課題が解決された場合に

どのような「成果」がもたらされるかという観点で再整理すると、図表 5.3 のように三つに

分類することができる。 

 

図表５．３ 具体的な将来課題と解決後の成果 
 

高齢者に優しい住宅

（例）高齢者や共働き家族の
幼児等を、各種センサーや
家電の作動状況等から居場
所や状態等を見守れること

災害時の安全確保

（例）災害等において、被
災者と家族等の間で、
安否状況等の必要な
情報がやりとりできるこ
と

食の安全・安心

（例）食品（青果物、食肉、
鮮魚、加工品等）に電子
タグ等を貼付して、消費
者が生産・流通履歴ﾃﾞｰ
ﾀを簡単にﾁｪｯｸできるこ
と

診療情報の効率的利用

（例）病院等が診療情報
を電子カルテとして交
換することで、医療の質
的向上や効率化、患者
指向の医療サービス提
供がされること

ﾘｻｲｸﾙ､ｺﾞﾐ処理の推進

（例）家庭や事業所から出

る一般廃棄物に電子タ
グを分別後に貼付する
ことで、ごみ種別の回収
量の把握やリサイクル・
処理の適正化がされるこ
と

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの効率化

（例）情報端末の操作によ
り、欲しい品物の位置や
在庫の確認を容易にす
ることで、買い物が楽しく
効率的になること

行政手続きのｵﾝﾗｲﾝ化

（例）住民票、婚姻届など
一つ更新すればその他
の更新も自動的に行わ
れること

人に優しい
心と心の
触れ合い

人に優しい
心と心の
触れ合い

利用者の
視点が
融け込む

利用者の
視点が
融け込む

個性ある
活力が

湧き上がる

個性ある
活力が

湧き上がる

● ● ●

● ● ●

● ● ●

若年・中高年の社会参加

（例）中高年や女性の再就職、
若者の就職支援のため、能力
評価と求人情報のマッチング
や能力開発プログラムの紹介
等がされること

交通渋滞・事故の削減

（例）交通情報、経路情報等の充
実によって渋滞を解消・抑制し
たり、自動車自律系システムや
車車間・路車間通信等によって
交通事故を削減すること

乗客のイライラ解消

（例）公共交通機関の到着時
刻や遅延情報、代替交通情
報等をリアルタイムに入手で
きること

生涯学習の普及

（例）ネットを利用して誰でも講師
や生徒になり、相互に受講し合
うことで、地域に眠る知識を顕
在化させること

ｺﾝﾃﾝﾂへの自由なｱｸｾｽ

（例）ﾒﾀﾃﾞｰﾀ（ｺﾝﾃﾝﾂの属性情報
等）制御することで、著作権保護
と利便性を両立させ、多彩なｺﾝ
ﾃﾝﾂがいつでもどこでもどんな端
末からでも利用できること

ﾎﾜｲﾄｶﾗｰの協業支援

（例）経営層の企画・検討、意志
決定の支援のため、各地に分
散していながらバーチャルに
集合して議論できること

勤務形態の多様化

（例）店舗などの応対業務のうち、
必ずしも対面が必要でないもの
を手が空いている店舗等から遠
隔対応できること

 
 

第一のグループは、効率性や利便性を向上させるといったこれまでの成長優先の

志向性とは異なり、安定した快適な生活、高齢者や職をもたない若年層等への配慮

やおもいやり、さらには安心な交通、乗客のイライラ解消等「心」の問題にも踏み込ん

だ将来課題であり、「人に優しい心と心の触れ合い」という表現で総括することが可能

である。 

第二のグループは、食や医療、ゴミ、行政サービス等、従来は供給者側の観点や都

合を優先してサービスされてきたものが、時代の変化に伴い、一定の限界に直面しつ

つあるものである。これらは、利用者側の視点に立った利便性の向上に軸足を移す大

きな変革が現在進行中またはこれから到来する将来課題であり、「利用者の視点が融

け込む」という表現で総括することができる。 

第三のグループは、画一的で独創性に欠けると評されてきた日本の風土の中で、コ

ンテンツ利用、生涯学習、協業等、個人の夢や独創性の発揮、地域の特色や独自性

を生かした活性化を促すための将来課題である。これらは、「個性ある活力が湧き上

がる」という表現でまとめられる。 

以上のとおり、生活者ニーズから抽出した将来課題は、「成果」の観点から大きく三

つに分類可能であり、以下ではこれを踏まえて「ｕ－Ｊａｐａｎの理念」を設定する。 

 

５．２ ｕ－Ｊａｐａｎの理念 

2010 年のユビキタスネット社会の実現に向けたｕ－Ｊａｐａｎの基本理念は、一つの
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「Ｕ」と三つの「Ｕ」から構成される。第一の「Ｕ」は、「ユビキタス(Ubiquitous)」を意味し、

インフラとしての「基盤性」に着目した理念である。残りの三つの「Ｕ」は、「ユニバーサ

ル(Universal)」、「ユーザ・オリエンテッド(User-oriented)」、「ユニーク(Unique)」を意味

し、生活者ニーズから抽出された将来課題の三分類を踏まえ、ユビキタスネット社会が

実現した際の「成果」に着目した理念である。以下、それぞれの理念について、具体

的に説明する。 

 

図表５．４ ｕ－Ｊａｐａｎの理念：１つの「Ｕ」と３つの「Ｕ」 
 

User-oriented（ユーザ）
利用者の視点が融けこむ

Unique（ユニーク）
個性ある活力が湧き上がる

Ubiquitous（ユビキタス）
あらゆる人や物が結びつく

Universal（ユニバーサル）
人に優しい心と心の触れ合い

 

 

５．２．１ 基盤性に着目した理念－「ユビキタス」 

ｕ－Ｊａｐａｎの第一の理念は、技術動向から導き出された「基盤性」の理念としての

「ユビキタス」である。これは、「あらゆる人やモノが『結』びつく」ことによって、ＩＣＴが日

常生活の隅々にまで普及し、「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」ネットワークに簡単

につながる社会を実現することである。これまでの「人と人」のコミュニケーションに加え、

「人とモノ」や「モノとモノ」、さらには状況や事象といった「コト」までもがネットワークを通

じて結ばれ、あらゆる局面でコミュニケーションがより重要な役割を担う時代となる。 

「ユビキタス」が実現することによって、シームレスなネットワーク環境が整い、利用者

は従来のネットワークが抱えていた以下の様々な制約から解放されることとなる。 

①「ネットワーク」の制約からの解放 

従来のネットワーク環境では、家庭内ではＡＤＳＬ、外出してホットスポットに行け

ば無線ＬＡＮ、移動中は携帯電話といったように、それぞれのエリアに応じてサービ

スを選択する必要がある。また、地理的なデジタル・ディバイドの存在により、そもそ

もサービスを利用することが困難な地域も存在する。ユビキタスネット社会が実現す
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れば、このような地理的・空間的な束縛から解消され、個別のネットワークが延伸・稠

密化して、互いにシームレスに接続されることによって、利用者がどこにいても有線・

無線の区別を意識することなく必要なネットワークを利用できる環境となる。 

また、従来のナローバンドやブロードバンドでは、ＩＳＤＮやＡＤＳＬ等のサービスに

応じた速度や容量の限界や、ベストエフォートとしての品質の限界がある。ユビキタ

スネット社会で分散型の大容量ネットワークが実現すれば、アクセス回線のみならず

バックボーン部分でも格段の高速大容量化が進展し、ネットワークの通信能力の束

縛から解放され、誰もが利用したい時に利用したいだけの性能を享受できる環境と

なる。 

②「端末」の制約からの解放 

従来の端末では、情報通信サービスに利用できるのは通信や放送の機能を有し

たものに限られ、ネットワークごとに利用できる端末の種類も限られている。ユビキタ

スネット社会では、通信機能の搭載が容易となり、ネットワークに接続して情報をやり

とりできる端末の範囲は飛躍的に拡大する。すなわち、これまでのパソコンやＰＤＡ、

携帯電話等に限らず、デジタルテレビや情報家電等の家電製品、衣服やめがね等

の日用品、自動車やロボット、さらには無線タグの活用により食品、書類、廃棄物等

に至るまで、身の回りのあらゆるものがネットワークに接続し、情報をやりとりすること

が可能となる。 

③「サービス」や「コンテンツ」の制約からの解放 

従来のサービスやコンテンツは、供給者側が決める仕様や条件によって、利用で

きる種類や形態があらかじめ限定されているのが通常である。ユビキタスネット社会

では、オープンな仕様のもとでシームレスな接続が前提となることから、利用者側の

好みや置かれている状況等に応じて、多様なサービスやコンテンツの利用が可能と

なる。また、ネットワークを通じて利用者自身が供給者となることも可能となり、サービ

スやコンテンツの多様性は飛躍的に拡大する。 

④「ネットワーク・リスク」の制約からの解放 

従来のネットワーク環境では、利便性が飛躍的に向上した反面、盗聴や改ざん、

なりすまし、不正アクセスやウイルス等のリスクも高まりつつあり、安心してネットワー

クを利用することを妨げている面がある。ユビキタスネット社会においては、ＩＣＴの利

活用に関する高度なセキュリティ技術の実現や利用環境整備等により、このようなリ

スクを大幅に低減することが可能となる。 

 

５．２．２ 成果に着目した理念－「ユニバーサル、ユーザ・オリエンテッド、ユニーク」 

ｕ－Ｊａｐａｎの残りの三つの理念は、生活者ニーズから導き出された「成果」の理念と

しての「ユニバーサル」、「ユーザ・オリエンテッド」、「ユニーク」である。これらは、5.1 で

記述した生活者ニーズから抽出された将来課題の３分類を踏まえ、「ユニバーサル」は

「人に『優』しい心と心の触れ合い」に、「ユーザ・オリエンテッド」は「利用者の視点が
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『融』けこむ」に、「ユニーク」は「個性ある活力が『湧』き上がる」にそれぞれ対応させた

ものである。 

①「ユニバーサル（Universal）」 

これは、ユニバーサル・デザインの考え方を浸透させることによって、「人に『優』し

い心と心の触れ合い」を実現することである。ＩＣＴの機器やサービスは複雑な操作

や高度な知識を要するイメージがあるが、高齢者や障害者も含め、できるだけ多く

の人々が使えるように配慮したデザインとするとともに、個別ニーズに応じた支援も

受けられるようにすることで、誰でもＩＣＴの機器やサービスを簡単に利用でき、高齢

者や障害者等も元気に社会参加する優しい社会へと移行する。年金や介護を受け

るなど社会から保護される立場にあった人が、ＩＣＴを利用して元気に活動すること

で納税者になるような、これまで考えられなかった社会が実現するのである。また、

心の触れ合うコミュニケーションを実現し、世代や地域を越えた一体感が醸成される

ことが期待される。 

②「ユーザ・オリエンテッド(User-oriented)」 

これは、利用者重視の視点を徹底することによって、「利用者の視点が『融』け込

む」社会を実現することである。従来は供給者側の発想が主であり、技術やシーズ

先行で商品やサービスが開発・提供される傾向が強かったが、ＩＣＴ利活用の裾野

が広がってくると、利用者のニーズや利便性をより強く意識することが不可欠となる。

また、ユビキタスネット社会では、ネットワークの力によって利用者自身が供給者とな

ることも不可能ではなくなり、いわゆる「プロシューマー4」化が進行し、まさに利用者

の視点が供給サイドにも融け込む形となる。 

③「ユニーク(Unique)」 

これは、ＩＣＴが有するエンパワメントの力をフルに活かすことによって、「個性ある

活力が『湧』き上がる」社会を実現することである。既存のエスタブリッシュメントにと

どまらず、個人でも夢を持ち新たな挑戦が容易となり、個の活力が生み出される社

会へ移行する。また、新しいビジネスやサービス、さらには新しい社会システムや価

値観が次々に創出されるとともに、地域の固有資源を活かした創意工夫による地域

再生が促進され、これまでの画一社会から脱皮し、個性豊かに活性化された社会

の到来が期待される。 

 

５．３ ｕ－Ｊａｐａｎの具体的な生活シーン 

本節では、以上のｕ－Ｊａｐａｎの理念を踏まえ、具体的な人物像を想定することにより、

ｕ－Ｊａｐａｎという社会像の具体的な生活シーンを四例に整理して提示する。 

                                                   
4 Producer（生産者）と Consumer（消費者）とを組み合わせた造語。未来学者のアルビン・トフラー

が著書『第三の波』で用いた。 
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【おじいちゃん・おばあちゃんとお孫さんの場合】 

 
図表５．５ ｕ－Ｊａｐａｎの具体的な利用シーン例（生活面） ～その１～ 

ユビキタス端末でいつでも
どこでもアニメを楽しむ

ユビキタス端末でいつでも
どこでもアニメを楽しむ

アニメをみていたら・・・
あっ、おじいちゃんから
メッセージだぞ！

僕、水族館に
行きたい！ちょっと血圧が高め

のようだ。一度病院
に来てもらうように
予約を入れよう。

○○総合病院○○総合病院

体温・血圧・脈拍等を
リアルタイムに転送

体温・血圧・脈拍等を
リアルタイムに転送

出 口出 口

会計も出口で自動的
に引き落としされるか
らレジに並ぶ必要が
なくて助かるわ。

電子決済で
瞬時に会計

電子決済で
瞬時に会計

美味しそうね。無農
薬だからサラダにし
ても安心だわ。

情報端末付ショッピングと
トレーサビリティシステム

情報端末付ショッピングと
トレーサビリティシステム

○月１△日収穫

○月１□日店頭

※無農薬

スーパーでは…
わかったよ。料金はおじいちゃ
んが支払うから、バーチャル水
族館を楽しんでおいで。

大画面のバーチャル水族館
音声に反応し画面が対応

大画面のバーチャル水族館
音声に反応し画面が対応

わーっ、サメが大きく
なった！まるで自分
が海の中にいるみた
い。

おじいちゃん、おばあちゃん
とお孫さんの場合

誕生日には何が
欲しいんだい？

 

 

ＡおじいちゃんとＢおばあちゃんは、孫のＣちゃんがかわいくてたまらない。そういえ

ば、今日はＣちゃんの誕生日。さっそく、ＡおじいちゃんはＣちゃんにコンタクト。Ｃちゃ

んがちょうどアニメソフトを見ていたところに、「誕生日のプレゼントは何がいい？」との

Ａおじいちゃんの声。「水族館に行きたい」と回答すると、「おじいちゃんがアクセスし、

料金を払っておくから、好きなだけ見てごらん」。Ｃちゃんは大画面のハイビジョンテレ

ビに移動し待っていると、目の前に突然サメが現れビックリ。もっとアップで見たいとい

う指示に画面が反応し、スリル満点で楽しいな。Ｃちゃんの満足な様子に、Ａおじいち

ゃんも満足。 

Ｂおばあちゃんは、Ｃちゃんにごちそうを用意するため、スーパーマーケットに買い

物へ。何はともあれ、ユビキタス端末で履歴情報をチェックすることは欠かせない。だ

って、Ｃちゃんの健康は何より大切だから。 

そういうＢおばあちゃんはブレスレット型の健康診断機を付けており、体温・血圧・脈

拍等の情報をリアルタイムで病院に転送している。どうも最近は血圧が高めのようだ。 

それはさておき、ショッピングの支払いの方は、電子決済システムを導入しているの

で、レジに並ぶこともなくスムーズに終えた。早く帰って、お料理、お料理。 



 35

【自称クリエイターの場合】 

 

図表５．６ ｕ－Ｊａｐａｎの具体的な利用シーン例（生活面） ～その２～ 

完成したらネットで配信してみ
よう。評判がよかったら実際に
公演したいな。

誰もが発信者に
（ネット上の仲間とミュージカル制作）

誰もが発信者に
（ネット上の仲間とミュージカル制作）

ＴＶを見ながら移動できる
から、退屈しないよ。

帰宅時の電車の中では…

骨振動システム付メガネ型
端末で中国語のｅラーニング

骨振動システム付メガネ型
端末で中国語のｅラーニング

出社時の電車の中では…

对不起
発音：トイプチー
訳：すみません。

立体映像で振付けを配信立体映像で振付けを配信

マルチ画面で
コラボレーション

マルチ画面で
コラボレーション

自称クリエイターの場合

脚本に手直しを加え
たものを送るわね。

考えた振付けを実際にやっ
てみるから見くれないか。

△△役の衣装のイメージ
ができたから見てくれよ。

やっとメインテーマ曲が仕
上がったわ。どうかしら？

電子ペーパーでどこでも
ＴＶ視聴や読書

電子ペーパーでどこでも
ＴＶ視聴や読書

振付け担当

Ｅさん

音楽担当
Ｆさん

脚本担当
Ｇさん

衣装担当
Ｈさん

 

 

サラリーマンのＤさんは自称クリエイター。休日は、ネット上の仲間とミュージカルづく

りに没頭している。今日も全国のネット仲間からは色々な提案が発信され、それをもと

に意見交換。本日は、北海道にいるＥさんが自ら編み出した軽快なステップを披露。

なかなかいい感じ。そんな中、Ｆさんより仕上がったメインのテーマ曲が届く。早速聴い

てみよう。楽しみだ。そして、Ｇさんからは手直しされた脚本が、衣装担当のＨさんから

は衣装のイメージが配信されてきた。順調、順調。僕も負けずに舞台のセットを仕上げ

ないと。。。完成したらネットで配信して様子を見て、実際に公演までこぎつけることが

みんなの夢である。 

そんなＤさんであるが、普段の生活でも自分の趣味や気晴らしに余念がない。通勤

電車でも時間をムダにすることはせず、行きの電車の中では、最近はじめた中国語をｅ

ラーニングコンテンツで密かに猛特訓。骨振動システム付きのメガネを使用するように

なってから、どこでも勉強できるので便利だ。 

 でも、帰りの電車の中では疲れているので勉強する気にならない。電子ペーパーを

広げて、スポーツニュースなどをチェック。そういえば、この前残業でひどく帰りが遅く

なったとき、Ｆ１のライブ中継を逃さず見ることができて、本当に良かったなあ。 
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【働く女性の場合】 

 

図表５．７ ｕ－Ｊａｐａｎの具体的な利用シーン例（生活面） ～その３～ 

湯上がり10分後に
あわせて食事の用意到着５分後

入浴可能に

到着時までに
掃除完了

帰宅時には…

コーヒー
タイムには…

元気に遊んでいるみ
たいね。明日はお弁

当だから買い物して
帰らなくちゃ。

わかった。それ
ではそのとおり
に仕事をすすめ
て下さい。

オンラインで上司から
の承認が可能に

オンラインで上司から
の承認が可能に

購買層につ
いては．．．

子供の様子をチェック
連絡事項もメールで確認

子供の様子をチェック
連絡事項もメールで確認

帰宅時間に合わせて
快適な生活をサポート

帰宅時間に合わせて
快適な生活をサポート

マルチ画面でクライ
アントにプレゼン

マルチ画面でクライ
アントにプレゼン

この点に関しましては、
担当者からご説明させ
ていただきます。

働く女性の場合
お知らせ

明日は遠足なので、
８時３０集合となりま
す。また、お弁当の
用意を宜しくお願いし
ます。

担任 ○○

 

 

子育てをしながらＩさんは、自宅近くのサテライト・オフィスに通っている。今日は、都

心のクライアントへのプレゼンテーションの日。ただ、本日はいつもとは違ってかなり専

門的な内容なので、同じく地方にいるＪさんにプレゼンテーターをお願い。代わりにＩさ

んは、クライアント側からのいかなる注文にも対応できるように、ネット上で上司に伺い

を立て、即決できる体制を確保。ビジネスチャンスは逃さないわ。 

一息ついてコーヒータイム。保育園に預けているＫちゃんの様子をユビキタス端末

でチェック。元気に遊んでいるようだ。あっ、そうそう、明日は遠足だっけ。忘れていた。

お弁当とおやつの用意をしなくては。。。それに、保育園にはいつもより３０分早く連れ

て行かないといけないのね。お父さんに伝えておかないと。。。 

Ｉさんは仕事が終わる頃にはヘトヘトなので、Ｋちゃんを迎えに行って自宅に着いた

ら家事が終わっているようにしていたい。そこで、今のうちに帰宅モードにセット。これ

で到着時間に合わせてお風呂の準備、部屋の掃除、食事の用意までやってのけてく

れるから、世の中便利になったわ。 



 37

【障害者の場合】 

 

図表５．８ ｕ－Ｊａｐａｎの具体的な利用シーン例（生活面） ～その４～ 

前方５ｍの横断歩道を右に
横断して下さい。

前方２ｍに自転車がありま
す。注意して下さい。

簡単操作で登録した
目的地まで誘導

簡単操作で登録した
目的地まで誘導

警備会社

センサーが自宅の異変を
察知し、状況等を通報

センサーが自宅の異変を
察知し、状況等を通報 位置情報をリアルタイムで確認位置情報をリアルタイムで確認

もう少しでコ
ンサート会
場に着きそ
うね。

障害者の場合

速度を落として注意しなくては。

運転手にも注意を促し
事故の防止に貢献

運転手にも注意を促し
事故の防止に貢献

障害物などを
察知し、通知

障害物などを
察知し、通知

横断歩道を歩行者が横断
しようとしています。

 

 

目の不自由なＬさんは、一人暮らしをしているが、家に引き籠もってばかりいるのを

嫌う活動家。いつも愛用の杖を片手に診療所や友達の家、コンサート会場などいろい

ろなところに出没。なぜなら、杖にはナビゲーション機能が搭載されているので、道順

を誘導してくれるし、危険物が近づけば教えてくれる。また、近づいてくる車には注意

を喚起してくれるし、道路を横断しているときには歩行者信号の青の時間を延長してく

れるので安心だ。 

ただ、それでも不安に思うのは親心。「一人で大丈夫だ」というＬさんではあるが、万

が一に備えて、両親はリアルタイムでＬさんの居場所が確認できるような手配だけは怠

っていない。 

Ｌさんにしてみれば、むしろ心配なのは留守中の防犯。そこで、不審な人物が留守

中に近づくと、センサーが探知して警備会社に通報。さらに必要があれば、Ｌさん本人

とご両親に連絡が送られてくるように契約済みだ。 
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５．４ ｕ－Ｊａｐａｎにおける産業のＩＣＴ利用 

 

ｕ－Ｊａｐａｎの社会が実現すると、我々個人の生活のみならず、企業や産業に対して

も大きなインパクトを与えることになるだろう。 

 

５．４．１ 企業レベル 

まず、企業レベルでは、電子タグやセンサーネットワーク技術が普及浸透することに

よって、受発注や在庫・配送等の生産管理プロセスにバーコードが登場したとき以上

の大きな変化が生じるであろう。個々の部品や商品に電子タグ等が付与されることによ

り、すべての工程を厳密に常時把握することができ、品質改善や安全管理、在庫の効

率化等を通じて、生産性を大幅に向上させることが可能となる。その結果、SCM 

(Supply Chain Management)等の経営管理手法が大幅に高度化する（図表 5.9）。 

 

図表５．９ ｕ－Ｊａｐａｎの具体的な利用シーン例（産業面） ～その１～ 

企業内における生産管理プロセスの効率化

アパレル企業におけるサプライチェーンマネジメント
（受発注・在庫・配送等の管理）の例

・流通履歴
・在庫情報
・流通履歴
・在庫情報

縫製工場 アパレル
流通センタ 小売店

登録：個品コード
色
サイズ 等

（（（
（（（

）））
）））

（（（
（（（

）））
）））

電子タグリーダによる読取り

電子タグ

（（（
（（（

）））
）））

入/出荷検品棚卸

電子タグ

電子タグリーダによる読取り電子タグリーダによる読取り

入荷検品棚卸
出荷検品

登録：個品コード
色
サイズ 等

参照：個品コード
色
サイズ
生地・布素材 等

 

 
また、顧客管理やマーケティングも格段に向上するだろう。パソコンや携帯からの認

証管理と各商品の個体識別を通じて、顧客情報を効率的に分析することが可能となる。

その結果、顧客の嗜好を踏まえたきめ細かいサービス提供や、商品の細かい差別化、

時間帯や販売数に応じた価格戦略等、CRM(Customer Relationship Management)の

高度化を通じた販売戦略に大きな変革が生じる。 

知識経営（Knowledge Management）のあり方にも変化が生じるだろう。ユビキタスな

環境になると、端末を選ばずに自分の情報にアクセスできるようになり、アプリケーショ

ンやデータは端末側ではなくネットワーク側で管理し、リッチなコンテンツを扱うことが

できるようになる。そのため、社内における知識や情報の共有化の仕組みに変革が起

こり、いわゆる形式知（文字や図表を通じて形式化できる知識）のみでなく、暗黙知（ノ
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ウハウや経験など形式化して整理することが困難な知識）の共有にも道が開ける可能

性がある。また、柔軟な勤務形態の導入やオフィススペースの共有化・効率化等、従

業員の働き方にも変革が生じる。さらに、書類の１枚１枚に電子タグを付与することによ

り、書類管理の飛躍的な効率化やきめ細かなセキュリティ管理を行うことも容易となる

（図表 5.10）。 

 

図表５．１０ ｕ－Ｊａｐａｎの具体的な利用シーン例（産業面） ～その２～ 
 

企業内における知識経営の高度化

企業内における書類管理システム（書類の位置確認、
セキュリティ管理等）の例

位置情報管理

タグ

タグリーダー

NW 媒体情報
DB

サーバー
管理部門

書類B書類B書類B書類B 書類B書類B書類B書類B

移動検知

コピー禁止
書類です

セキュリティ管理

持出し禁止
書類です！

（（（
（（（
）））
）））

 

 

企業組織のあり方も、EA(Enterprise Architecture)の手法の導入により、業務や組

織と情報システムを組み合わせて包括的に体系化し、最適化を図る試みが進んでい

る。ユビキタスネット社会になると、業務や組織と情報システムの関係がますます密接

不可分となり、情報システムそのものが経営戦略の塊となり、経営の成否を左右するよ

うになるだろう。 

 

５．４．２ 産業レベル 

次に、産業レベルでは、企業間の電子商取引（Ｂ２Ｂ）がますます普及拡大し、課

金・認証・決済や与信管理等の基盤となるプラットフォームの高度化等を通じて、商品

の種類や業種ごとに独立となっているｅ－マーケットプレイスの段階から、より横断的で

シームレスなｕ－マーケットプレイスの段階へ進化するだろう。その結果、企業間のネッ

トワーク上での柔軟なコラボレーション（協働）が異業種間も含めてより行いやすくなり、

調達や流通等の企業間関係にも大きな変革が生じることとなる（図表 5.11）。 
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図表５．１１ ｕ－Ｊａｐａｎの具体的な利用シーン例（産業面） ～その３～ 

企業間の柔軟なコラボレーションの実現

ＮＷ

劇場

レストラン

ホテル

レンタカー

旅行代理店

航空会社

エージェントロボット

旅行における利用者の様々なニーズをネット上で
企業間連携を行い、一括処理するシステムの例

 

 
また、ユビキタスネット社会が本格化するにつれ、ＩＣＴ産業がすべての産業の横断

的な基盤として機能するとともに、農林水産業も、物流業も、交通も、電力も、医療も、

まさにあらゆる産業がＩＣＴを当たり前に利用し、全面的にＩＣＴに依存するような変革が

生じる（図表 5.12）。その変革の中で、例えば従来型の小売業や流通業、出版・広告

業、金融業等のように情報を扱う事業が、ユビキタスネットワークの普及に伴いＩＣＴ産

業と融合していくような現象が起こり、産業の垣根が曖昧になる可能性がある。また、

ユビキタスネットワークがもたらすさまざまなビジネスチャンスにより、付加価値の高い

新しい事業の創出がＩＣＴ産業の中ではもちろんのこと、医療や教育等のＩＣＴを利用

する側の産業でも次々に生じ、ユビキタスネットワークに関連する産業全体が活性化

することになるだろう。 

 

図表５．１２ ｕ－Ｊａｐａｎの具体的な利用シーン例（産業面） ～その４～ 
 

あらゆる産業におけるＩＣＴ利用の浸透

NW

医師

薬品保管室

タグ

タグ

タグ

タグ

タグ
患者の取り違えチェック 投薬の量チェック

投薬の種類チェック

取り違えている場合アラーム 量が違う場合アラーム 薬が違う場合アラーム

医療DB

チェック

チェック

チェック

薬の処方の指示

NW

医師

薬品保管室

タグ

タグ

タグ

タグ

タグ
患者の取り違えチェック 投薬の量チェック

投薬の種類チェック

取り違えている場合アラーム 量が違う場合アラーム 薬が違う場合アラーム

医療DB

チェック

チェック

チェック

薬の処方の指示

病院等における医薬品の適切で安全な処方、
投与等を支援するシステムの例  



 41

 

また、モジュール化やオープン化がさらに進むことによって、得意分野に特化した中

小企業やベンチャーが OS や CPU に見られるように水平的な機能において卓越した

競争力を発揮し、その結果、産業構造全体が横断的な市場や機能に細分化されてい

く可能性もある。 

ユビキタスネットワーク化に伴う産業構造の変化の方向性は必ずしも明確ではない

が、いずれにしろ、現時点でのＩＣＴ化の影響をはるかに上回る大きなインパクトが産業

全体にもたらされることは間違いないだろう。 
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第６章  ｕ－ＪａｐａｎにおけるＩＣＴ産業 

６．１ ＩＣＴ産業からみたｕ－Ｊａｐａｎの意義・目的 

６.１.１ ＩＣＴ産業の将来性に対する期待と不安 

わが国のＩＣＴ産業は、今や経済を支える中心的な存在へと成長している。例えば、

薄型テレビ、ＤＶＤレコーダ、デジタルカメラ等のデジタル家電の好調な売れ行きを背

景とした「デジタル景気」が経済回復を牽引し、ブロードバンドの普及や携帯電話によ

るインターネット接続は世界最高水準を維持する等、実績を示している。また、地上デ

ジタル放送では携帯端末向け放送やサーバ型放送等、わが国独自の優れたサービ

スを生み出し、情報家電でも世界に先駆けて携帯電話による電子マネーの利用を可

能とするなど、最先端のＩＣＴ分野でも世界を牽引しており、「いつでも、どこでも、何で

も、誰でも」ネットワークに接続できるユビキタスネット社会（ｕ－Ｊａｐａｎ）の萌芽とも言え

る兆候を示している。 

ユビキタスネット社会においては、①全ての機器等へのネットワーク対応機能の付

加、②接続される端末等の数量・種類の飛躍的増加、③情報システムのモジュール

化・コンポーネント化・オープン化の進展、④異業種間におけるネットワークの相互接

続・相互運用の進展等を実現することにより、事業環境が急激に変化し、ＩＣＴ産業の

ビジネスモデルが大きく変化する可能性がある。このような変革期は、①他産業分野

や生活分野におけるＩＣＴ利活用の更なる普及浸透、②新たな技術・サービスの導入

による新事業創出、③日本発の技術規格・ビジネスモデルを世界標準とすることによる

グローバルマーケットの獲得等により、わが国のＩＣＴ産業が更に成長を遂げる絶好の

機会でもある。 

わが国のＩＣＴ産業は、こうした好機を確実に捉え、21 世紀におけるリーディング産

業として今後の日本の経済社会の中核を担うことにより、ユビキタスネット社会を世界

に先駆けて実現し、国際競争を勝ち抜くことを期待されている。 

このように大きな期待が集まる一方で、今後の日本のＩＣＴ産業の将来性に不安を抱

く向きもある。それは、ＩＣＴが国際的に高度化していく中で、逆に日本の技術的優位

が失われるのではないか、という漠とした不安である。実際、わが国がこれまで築き上

げた製造業に関するノウハウや技術が海外に流出する事例があること、諸外国との水

平分業により一部の産業の空洞化が進展していること、デファクト・スタンダード獲得等

の市場戦略の不足によりＩＣＴのコアとなるＣＰＵやＯＳで海外企業が世界市場を席巻

していること、これらに対抗すべき日本の国際的フラッグシップ企業が育たないこと等

の事情を踏まえれば、このような不安に対してもその原因を探りつつ、適切な対策を講
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じていくことが必要となろう。 

 

６.１.２ ｕ－Ｊａｐａｎの実現に向けてＩＣＴ産業に求められる２つの役割 

以上のように、わが国のＩＣＴ産業に対しては、世界に先駆けてユビキタスネット社会

（ｕ－Ｊａｐａｎ）を実現するという大きな期待が寄せられている中で、急激な技術革新の

下での国際競争に直面しなければならないという一抹の不安がよぎる状態となってい

る。ＩＣＴ産業が、このような不安を解消しつつ、ｕ－Ｊａｐａｎ実現という期待に着実に応

えるためには、ＩＣＴ産業は経済面及び社会面において、次の二つの役割を果たすこ

とが求められている。 

① 国際競争力を維持・強化するための日本の技術基盤の抜本強化 
経済面から考えれば、国際競争が激化する中、日本経済が今後とも発展するた

めの条件は、商品・サービスの高付加価値性、技術力の優位性を保持するために

必要な国内の生産基盤を抜本強化することである。 
マーケットのグローバル化が進み、国境を超えた企業間競争が激化する中、日本

企業は効率性を追求してコアコンピタンス（競争優位）に資源を集中しようとしている。

例えばデジタル家電を中心とするＩＣＴハード機器分野では、最終製品の差別化・

高付加価値化をもたらす基幹部品の開発力の確保・向上が重要な経営課題となっ

ている。こういった基幹部品の開発に不可欠なのが、新技術を生み出す人材やノウ

ハウの蓄積、研究環境といった「技術基盤」である。ＩＣＴ産業の日本経済における

先導的な位置づけを踏まえれば、ＣＰＵやＯＳといった分野も視野に入れたＩＣＴの

基盤的な技術を発展させるとともに、波及効果の大きいＩＣＴの技術基盤（ハード・ソ

フト・人材）を充実させ、日本の産業全体の技術基盤の底上げに資することが、ＩＣＴ

産業に期待される重要な役割である。 

② ＩＣＴの利活用による社会的ジレンマの解消 
社会面から見た場合、ＩＣＴを活用して屋内・屋外の区別なく様々なサービスを利

用できるようになれば、より便利で快適な社会が実現されるだけでなく、医療・福祉、

環境・エネルギー、教育・人材、防災・治安等の様々な社会的ジレンマがＩＣＴにより

解消されると期待される。 
特に、安全な社会の基本となる災害への対応にＩＣＴの果たす役割は大きい。災

害は、いつでも、どこでも、誰にでも突然起きる可能性があるが、ユビキタスネット社

会が実現すれば、災害時でも通信ネットワークやデジタル放送を活用した災害情報

の迅速な周知や収集が可能となり、安心・安全な社会を実現する上で大きな威力を

発揮する。また、少子高齢化が進行する中で、生活環境のバリアフリー化、情報機

器のインターフェースの改善、介護福祉器具等の利便性向上等は、国民の生活の

質（QOL：quality of life）を向上させるためには必要不可欠である。さらに、地域社

会に密着した報道・教養・教育等多様な生活ニーズに応えるコンテンツの供給が可

能となる等、社会的ジレンマの解消に貢献すると期待されている。 
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第5章で確認したとおり、生活者ニーズに基づく将来課題は生活に身近なものが

大半であり、ＩＣＴを日常生活の向上にどう役立てていくかについて、ＩＣＴ産業は独

創的なアイデアの提示と真摯な取組を求められている。 
 

６.１.３ ｕ－Ｊａｐａｎ実現における「社会全体の最適化」の視点 

ｕ－Ｊａｐａｎの実現にあたり留意すべきことは、部分的な効率性を追求するのではなく

社会全体としての効用を最大化すること、すなわち「社会の最適化」を図ることである。 

具体的には、民の新価値創造がｕ－Ｊａｐａｎ実現の原動力であることを認識し、官は

ネットワークインフラの基盤整備と民の新価値創造へのインセンティブ付与を行うことを

大前提とする。また、民の創造的な活動を促進するために、多様な主体間でのコミュニ

ケーションを活性化することも必要である。全ての主体がネットワークに接続されること

により、企業や団体を構成する者が組織内外の多様な主体とオープンに情報を交換・

結合し、イノベーションを誘発することが期待される。このような多様な主体間での自由

なコミュニケーションが促進されるように、ＩＣＴ環境の分散管理的な設計を行うことに留

意することが必要である。 

一方、情報化の進展に伴い、情報通信ネットワークの悪用を阻止することが必要な

場面も登場する。そのためには何らかの強制力の行使が求められることもあり、ネットワ

ークを集中的に管理・維持できるような集中管理的なアーキテクチャの視点を考慮す

ることも重要である。 

したがって、ｕ－Ｊａｐａｎにおいては、分散管理的アーキテクチャと集中管理的アーキ

テクチャの各々の視点を適切に組み合わせ、社会全体の最適化を図るようなネットワ

ーク環境を実現する必要がある。 

 

６．２ 今後のＩＣＴ産業の方向性 

６.２.１ 社会システムの変革による新技術と新ビジネスの好循環形成 

あらゆる産業や社会の横断的基盤となりつつあるＩＣＴ産業が、ｕ－Ｊａｐａｎ実現に向

けた２つの役割を果たすために目指すべき方向は、「戦略的な情報化によって社会シ

ステムを変えることにより、日本発の技術開発と新ビジネス創出との好循環を発生させ

る」ことである。すなわち、現行の社会システムの根本に最新のＩＣＴを戦略的に導入し

て、より創造性・生産性が高い社会へと枠組みを変えるように促す。これにより、新しい

社会に適したサービスのニーズを発生させ、先進的なビジネスの創出を促す。この先

進的ビジネスの提供により利益を確保した企業が、これを研究開発投資に充て、生み

出されたイノベーション・新技術を導入した更なる新ビジネス・新サービスの投入が市

場を拡大する。このように、技術革新と市場ニーズのポジティブなスパイラルを生み出

すのである。 

また、日本が世界に先駆けてこうした好循環創出の最先端のテストベッドになること

が重要である。日本のＩＣＴ産業が社会システムの変革を進めることに成功すれば、新
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サービス・新技術の海外展開により、この好循環がさらに加速されることも可能となる。 

ここで、「戦略的な情報化による社会システムの変革」のＩＣＴ産業にとっての意味が

重要となるが、前述のＩＣＴ産業の２つの役割を果たすための取組となっている必要が

ある。すなわち、ＩＣＴ産業としての高度な技術基盤を活かしつつ、社会的ジレンマを

解消するような課題解決型のＩＣＴ利活用により、社会システムの変革を促すことである。

例えば、電子タグが全ての商品に取り付けられることによってセンサーがリアルタイム

で個体の状態を認識し、トレーサビリティシステム等により個体の全体的な流れを把握

できるようになる。これによって、生産・流通・消費のプロセスの改革が可能となる。また、

家電等が情報端末としてネットワークに接続されることにより、「モノとサービスの一体

化」や「ハードとソフトの一体化」が進展し、新たなビジネスチャンスが次々と生まれるこ

とで産業構造に変革が生じる。このような社会的変革を生み出すことで、新技術と新ビ

ジネスの自律的なサイクルをもたらすことが可能となるのである。 

 

６.２.２ ＩＣＴ産業自体の変革 

戦略的な情報化を促し社会全体に変革をもたらす一方で、ＩＣＴ産業自体が変革に

自ら取り組むことも重要である。 

ここで参考までに、ＩＣＴの技術構造等を踏まえつつ、ユビキタスネット社会とこれを

支えるＩＣＴ産業の関係について整理を試みると、図表 6.1 のように示される。ここでは、

ＩＣＴ産業を、アプリケーションやコンテンツ等からなる「ソリューション層」と、認証や課

金・決済等の機能を担う「プラットフォーム層」、携帯電話やデジタルテレビ等に代表さ

れる「端末層」、光ファイバやデジタル放送等の物理的なインフラ部分に相当する「ネ

ットワーク層」の４つの層に分けている。 

 

図表６．１ ユビキタスネット社会を支えるＩＣＴ産業 

情報家電

ネットワークロボットカーナビ

電話・ＦＡＸ ウェアラブル端末

電子タグ
PDA・モバイル

ゲーム機
デジタルテレビ

パソコン

携帯電話・PHS

ユビキタス端末

プライバシー認証

課金・決済著作権管理
（DRM等）

セキュリティ

映像・音楽配信

電子書籍

オンライン
ゲーム

センサー

遠隔教育

電子/ビデオ
メール

オンライン
ショッピング

遠隔医療

電子政府・自治体

企業間電子市場

テレビ電話
ホームセキュリティ

ＳＣＭ

食品トレーサビリティ

災害監視

人に優しい
心と心の触れ合い

利用者の視点が

融けこむ

個性ある活力が
沸き上がる

あらゆる人や物が
結びつく

どこでもどこでも 何でも何でもいつでもいつでも 誰でも誰でも

ユビキタスネット社会

プラットフォーム層プラットフォーム層

端末層端末層

ＩＣＴ産業

固定電話網

ケーブルインターネット

地上デジタル放送

光ファイバ

衛星通信

ＤＳＬ
次世代携帯網

無線LAN

交通系（ＤＳＲＣ等）

電子タグネット

ホームネットワーク

Bluetooth

ネットワーク層ネットワーク層

センサーネット

位置情報システム基盤

電子データ交換就業システム

ＥＲＰ

ＣＲＭ

ＩＴＳ

衛星放送

ケーブルテレビ

ＤＶＲ・ビデオ

タイムスタンプ

ソリューション層ソリューション層
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ＩＣＴ産業自体の変革の方向性としては、具体的には、以下に述べるような変革が進

むと想定され、ｕ－Ｊａｐａｎ実現の観点からはその動きを円滑化するための環境整備が

必要となる。 

① 通信・放送サービスの連携 

マルチキャスト技術、サーバ型放送等の進展により、インフラ性能（有線・無線、Ｉ

Ｐ網等）に由来するサービス内容の制約から解放され、今後は、高度な情報通信イ

ンフラを活用した事業者が、通信・放送の別なく円滑なビジネスを展開するというニ

ーズが一層高まると想定される。 

したがって、こうした技術の進展及び事業者の動向を踏まえつつ、これらのビジネ

スをより自由に展開できるよう、必要に応じてインセンティブ付与や制度面での手当

等の環境整備を検討すべきである。 

② コンテンツサービス等の発展 

ユビキタスネット社会では、ネットワークを流通するコンテンツ・アプリケーション等

のサービスが多種多様かつ自由に提供されることが求められる。そのためには、簡

便な権利処理及び課金・決済を実現し、利用の利便性と権利保護の両立を図りな

がらコンテンツ・アプリケーションが自在にネットワーク内を流通する一方、社会的に

悪影響を及ぼす内容については何らかの抑制策を講じる必要があり、そのために

必要なルール整備等が行われるべきである。 

③ ユビキタス・サービス市場の拡大 

多くの人々が多種多様なユビキタス・サービスをストレスなく利用できるようにする

ためには、課金・認証、リモコン等の各種機能が搭載されたユビキタス端末が普及

するとともに、料金を気にすることなく長時間サービス利用できることが必要である。

今後は、携帯電話料金等の低廉化・定額化や携帯端末の高度化が進むと想定され

るが、ユビキタス・サービス市場の拡大を加速する観点から、民間企業等における

積極的な取組が望まれる。 

④ ＩＣＴ産業のボーダーレス化・グローバル化 

ユビキタスネットワーク化により「モノとサービスの一体化」や「ハードとソフトの一体

化」が進展するなど、ＩＣＴ産業及びその周辺産業との垣根があいまいになっている。

また、ＩＣＴ産業自体も国境を超えて活動し、従来の国内産業の枠組みでは捉えられ

ない状況が生じている。したがって、ＩＣＴ産業の国際化の動向も踏まえ、ＩＣＴ産業

やその周辺産業に係る制度や慣習を、国際的なハーモナイゼーションにも留意しつ

つ見直していく必要がある。 

⑤ ＩＣＴ産業のコアコンピタンスの明確化と国際的フラッグシップ企業の登場 

ユビキタスネット社会の実現を見据えつつ国際競争力を維持・強化するため、ＩＣ

Ｔ産業全体の基盤強化を図る必要があるが、今後のわが国のＩＣＴ産業では、情報

家電を構成する基幹部品の開発・製造に経営資源を集中する企業も登場してくると
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想定される。具体的には、各家庭等に設置する固定系の情報家電はホームサーバ

機能を内蔵した薄型デジタルテレビを中心として、個人が日常生活で利用する移動

系の情報家電はリモコン機能や認証・課金機能を備えるなど多機能化した携帯電

話を中心として、基幹部品の開発競争が行われると想定される。 

また、既存の家電に求められる性能（耐用性・安全性等）とベストエフォートを基本

とするＩＰネットワークの性能を融合し、情報家電として最終製品化するには、「摺り合

わせ」を伴う高度な技術レベルが必要である。このような製品の生産技術は日本企

業が得意とすることから、最終製品である情報家電そのものもわが国のＩＣＴ産業の

コアコンピタンスとして国際競争力を保つことが可能と想定される。 

さらに、民間企業における能動的・戦略的な取組により、日本のＩＣＴ産業の中か

ら、日本発の新技術・サービスを基にデファクト・スタンダードを獲得するなど、グロー

バルなリーダーシップを獲得できる国際的フラッグシップ企業が登場することが大い

に期待される。 

 

６.２.３ ＩＣＴ産業の将来像 

以上のような社会システムの変革とＩＣＴ産業自体の変革が共に成果をあげた暁に

は、ユビキタスネット社会におけるＩＣＴ産業の市場は順調に伸び、大きな成長を遂げ

るであろう。平成 16 年版情報通信白書によると、将来のユビキタスネット社会を支える

ネットワーク、情報通信関連機器、コンテンツ、アプリケーション等のユビキタスネットワ

ーク関連の市場規模は、2007年には59.3兆円、2010年には87.6兆円に達する見通

しとなっている。また、ユビキタスネットワーク関連市場が全産業に及ぼす経済波及効

果は、2010 年には 120.5 兆円になると推計されている（図表 6.2）。 

 

図表６．２ ユビキタスネット社会の実現による経済効果予測 
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ｕ－Ｊａｐａｎの実現に向けて、ＩＣＴが国民や起業生活の隅々まで普及浸透するように

なると、今後のＩＣＴ産業の全体像が大きく変貌していくことも予想される。既に、ユビキ

タスネットワーク技術の進展により情報化が加速し、その結果、ＩＣＴとの親和性の高い

産業分野を中心に既存産業とＩＣＴ産業との垣根が低くなり、両者の融合が進む傾向

が見られつつある。この傾向は、家電事業とパソコン事業、電力事業と通信事業といっ

た端末やインフラといったハード面の事業にとどまらず、物流業と情報サービス業、金

融業とソフトウェアエンジニアリング業といったソフト面での事業にも及んでいる。加え

て、家電等が情報端末としてネットワークに接続されることにより、「モノとサービスの一

体化」や「ハードとソフトの一体化」が進展し、これにより既存の産業の枠組みを超えた

新たなビジネスが次々と生まれつつある。 

このような状況下において、意欲に富む民間企業は既存の産業の枠組みを乗り越

えて自由な経済活動を追求するであろう。したがって、そのような活動を支える経済

的・社会的な基盤の整備や制度面での措置も必要である。 

ユビキタスネット社会の実現の暁には、ダイナミズムと創造性がより増大したＩＣＴ産

業が産業組織の再編成を通じて裾野の拡大や産業構造の進化を遂げていくことも可

能である。行政としても、ＩＣＴ産業がｕ－Ｊａｐａｎ実現に貢献する役割を踏まえたうえで、

必要に応じて、これを円滑かつ効果的に支援することが重要である。 

 



 

 

第Ⅲ編 

 

 

ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージ 
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第７章  ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージの概要 

７．１ ｕ－Ｊａｐａｎ実現のための前提条件 （三大要素） 

第 5 章で、わが国が目指すべき理想的な社会像の実現に向けて、解決すべき具体

的課題群を図表 5.2 に示した。本章では、これらの具体的課題を解決するために必要

な、ＩＣＴ利活用のモデル手法（ソリューション）の例と、このソリューションを実現するた

めの個別前提条件等について、有識者アンケートや企業インタビュー等を行い、図表

７．１として取りまとめた（詳細は参考資料 1.2 を参照）。 

各ソリューションの実現に必要な個別前提条件は、大きく３つに分類されたため、こ

れをｕ－Ｊａｐａｎ実現のための前提条件である三大要素として、以下に提示する。 

① 社会の隅々にまでネットワークが浸透していること 

ユビキタスネット社会という以上、まず何よりも、インフラとしてのネットワークが「ユ

ビキタス」という意味で完備していることが必要である。ユビキタスネット社会に向け

たソリューションは、「いつでも」「どこでも」接続可能であることを基本的に前提として

いる。そのためには、屋内外、機器の種類等によりネットワーク環境の違いを感じさ

せないシームレスなネットワークが必要とされている。 

また、全国的な基盤としては、デジタル・ディバイドの解消が重要である。現在の

ブロードバンドの整備状況からも分かるように、都市では順調にネットワークが完備

されたとしても、地方では市場原理に基づく整備のみでは現実的でなく、何らかの

抜本的な措置を講じない限りデジタル・ディバイドの解消は困難である。 

ユビキタスネット社会では、パソコンやインターネット上でのサイバー空間にとどま

らず、ネットワークが現実空間に浸透してくることが前提となって、サービスやソリュ

ーションが考案されていく。そのため、無線タグやセンサーネットワーク技術など現

実空間にある身の回りのあらゆるモノをネットワークに繋ぐ手段が不可欠であるととも

に、ＩＴＳ等の実物系ネットワークそのものと融合する技術も必要である。 

さらに、通信方式が標準化・規格化されていることが重要である。ユビキタスネット

社会においては、身の回りのありとあらゆるモノがネットワークにつながるため、通信

方式の標準化・規格化がされていないと、ネットワークに接続できなかったり、接続

できてもコミュニケーションできないという事態が生じてしまうからである。また、端末

レベルに止まらず、異なる業種・業態が多種多様な組み合わせでソリューションを提

供することとなるので、異なるシステム間・ネットワーク間の相互接続性を確保するプ
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ラットフォームの役割が重要となる。 

以上のような要件を満たしつつ、ネットワークが生活の隅々にまで溶け込み、シー

ムレスにつながるユビキタスネットワーク環境が整備されなければならない。 

②産業界がサービスを持続的に提供できる環境であること 

サービスやソリューションを提供する主体は基本的には産業界であることから、産

業界が持続的に供給できる環境を整備しておくことが前提となる。そのためには、ま

ず産業界が自由で新しい発想によりサービスを展開できるよう、一部時代遅れとな

った既存の社会システムをＩＣＴにより変革し、新たな社会システムやビジネスモデル

を構築していくことが不可欠である。 

また、サービスやソリューションの提供は、コンテンツや各種データの流通と一体

不可分の関係にある。そのため、アーカイブ化やデータベース化が適切に行われる

ことで、コンテンツが活発に利用され、ネットワーク上を流通し、さらには次々に創造

される環境が必要である。 

一方、優れたサービスやソリューションを提供されたとしても、利用者側にとって使

い勝手が悪ければニーズは長続きせず、利用者側にもそれなりのＩＣＴに対する素

養がないことには利活用の裾野を広げることはできない。その意味では、誰にでも

使いやすいインターフェースであるとともに、ユビキタスネット社会の時代に合った情

報リテラシーの向上が重要である。 

以上のような要件を満たし、産業界によってサービスが継続的に提供され、好循

環の下に、ＩＣＴの利活用が高度化される環境でなければならない。 

③ＩＣＴの「影」の部分に対する万全の対策がとられていること 

ユビキタスネット社会では、「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」ネットワークにつ

ながり、ＩＣＴが普及浸透することに伴って、いわゆる「影」の部分に対する不安や障

害が拡大する可能性がある。 

例えば、「いつでも」ネットワークにつながっている反面、常に個人情報が漏洩す

る可能性があり、「どこでも」つながる反面、電車や病院の中など他人に迷惑がかか

るような場所でもＩＣＴを利用してしまうおそれがある。また、「何でも」つながるというこ

とは、身の回りのあらゆるものがウィルスに感染してしまう危険があり、「誰でも」つな

がるとはいうものの、高齢者や障害者でも本当に簡単に使えるようになるのか疑問

が残る。したがって、ネットワークの高度化やＩＣＴの利活用が進展するのに歩を合

わせ、このようなＩＣＴの「影」への対策を含めた利用環境の抜本的整備に取り組ん

でいかなければならない。 
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図表７．１ ｕ－Ｊａｐａｎでの代表的ソリューション例と前提条件 

前  提  条  件 
優先課題

分野 

u-Japan

で期待さ

れる課題 

u-Japan でのソリューション例 

ネットワーク整備 ＩＣＴ利活用 「影」の対策 その他 

・ 災 害 時

の 安 否

確認 

 

災害時の安否確認システム 

 災害時において、被災者と家族等の間で、

安否状況等の必要な情報がやりとりできるｼ

ｽﾃﾑ。 

 集中的なｱｸｾｽにも耐えうる
通信ｼｽﾃﾑ 

 異なるｼｽﾃﾑ間の相互接続
性の確保 

  情報伝達の秘匿性、堅牢性
の確保 

 

 安否確認ｼｽﾃﾑの認知度向
上  

 

・食品トレ

ーサビリ

ティ 

 

食品トレーサビリティシステム 

 食品に電子ﾀｸﾞ等を貼附して、消費者が生

産・流通履歴ﾃﾞｰﾀを簡単にチェックできるｼｽ

ﾃﾑ。 

 精度の高い電子ﾀｸﾞ、ﾘｰﾀﾞの
開発と低価格化 

 流通経路に適したｺｰﾄﾞやﾌﾟﾛ
ﾄｺﾙの標準化 

 異なるシステム間の相互運
用性の確保 

 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの整備 

 履歴情報の利活用が生産
者にﾒﾘｯﾄを生む仕組みづく

り 

 履歴ﾃﾞｰﾀから食の安全性
を保証する仕組みの構築

 導入・運営経費負担 

  農作物の安全性を確保する
他の農業 IT ｼｽﾃﾑの確立 

 

・生活サポ

ート 

 

高齢者等生活サポートシステム 

 高齢者や共働き家族の幼児等を、各種ｾﾝ

ｻｰや家電の作動状況等から居場所や状態

等を見守るｼｽﾃﾑ。 

 

 緊急時の判断と自動通報 
 

 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの確立 
 

 親子以外の見守り活動にお
ける個人情報の取り扱い基

準の明確化  

 個人情報の適切な管理 
 情報伝達の秘匿性、堅牢性
の確保 

 IT とﾘｱﾙを組み合わせたｺﾐ
ｭﾆｹｰｼｮﾝの本質研究  

 予防効果の科学的実証 
 効果的な広報やﾁｬﾈﾙの拡
大による商品認知度の向上

 見守り活動の啓蒙  
・ユビキタ

スコンテ

ン ツ 流

通 

ユビキタスコンテンツ流通システム 

 ﾒﾀﾃﾞｰﾀ（ｺﾝﾃﾝﾂの属性情報等）を制御し

て、著作権保護と利便性を両立させ、多彩

なｺﾝﾃﾝﾂがいつでもどこでもどんな端末から

でも利用できるｼｽﾃﾑ。 

 機材やｼｽﾃﾑの相互運用性
の向上  

 信頼性の高い通信ﾈｯﾄﾜｰｸ
（家庭内ネット環境を含む） 

 課金・決済の電子化 

 ｻｰﾋﾞｽのｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ化への
対応（適度なｾｷｭﾘﾃｨ、適切

な DRM等を備えた環境）

 

  従来の放送とは異なる利用
者ｹｱ（放送と通信の連携に

よるもの）  

 

 

 

 

 
生 

活 

・ 

福 

祉 

分 

野 

・電子カル

テネット

ワーク 

 

電子カルテネットワークシステム 

 病院等が診療情報を電子ｶﾙﾃとして交換

することで、医療の質的向上や効率化、患

者指向の医療ｻｰﾋﾞｽを行うｼｽﾃﾑ。 

 異なるｼｽﾃﾑ間の相互接続性
の確保 

 ｶﾙﾃ構造や診療行為、名称
等の基本的標準化 

 分散ﾈｯﾄﾜｰｸ環境における生
涯ｶﾙﾃの実現 

 IT 投資に見合う収益回収
の仕組みづくり  

 医療従事者に使いやすいﾕ
ｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ開発 

 

 情報伝達の秘匿性、堅牢性
の確保 

 

 医療と情報技術の両者に精
通した専門家の育成  

 

・ネット市

民塾 

インターネット市民塾システム 

 ﾈｯﾄを利用して誰でも講師や生徒になり、

相互に受講し合うことで、地域に眠る知識を

顕在化させるｼｽﾃﾑ。 

 地域に根ざしたｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞ
ﾈｽの立ち上げなど経済的

自立 

  知識の地域交流が経済活
性化に与える効果の検証

 人間関係や知識などを定量
的に評価する仕組み 

 IT ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の人材育成
・転職・再

就 職 等

支援 

転職・再就職支援システム 

 中高年や女性の再就職、若者の就職支援

のため、能力評価と求人情報のﾏｯﾁﾝｸﾞや

能力開発ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの紹介等を行うｼｽﾃﾑ。 

 経験や能力等曖昧な情報の
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化 

 求人企業の同種のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
構築と高度なﾏｯﾁﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

 人材の流動化の促進  個人情報の適切な管理 
 

 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞとの組み合わせ

・ 店 舗 間

遠 隔 対

応 

遠隔応対システム 

 店舗などの応対業務のうち、必ずしも対面

が必要でないものを手が空いている店舗等

から遠隔対応を行うｼｽﾃﾑ。 

 多様な情報を組み合わせた
検索とﾏｯﾁﾝｸﾞを行う仕組み

づくり 

 高度なｴｰｼﾞｪﾝﾄ機能 

 誰にでも使いやすいﾕｰｻﾞｲ
ﾝﾀﾌｪｰｽの開発 

 地域の活動や事業化を支
援する組織の育成と支援

 情報伝達の秘匿性、堅牢性
の確保 

 

 
教 

育 

・ 

就 

労 

分 

野 
・経営層コ

ラボレー

ション支

援 

経営層コラボレーション支援システム 

経営層の企画・検討、意思決定の支援の

ため、各地に分散していながらﾊﾞｰﾁｬﾙに集

合して議論できるｼｽﾃﾑ。 

 高精細で臨場感のある高画
質な画像を表示可能なﾃﾞﾊﾞｲ

ｽ 

 誰にでも使いやすいﾕｰｻﾞｲ
ﾝﾀﾌｪｰｽの開発 

 IT を組み込んだ業務ﾌﾛｰの
ﾘﾃﾞｻﾞｲﾝ 

 情報伝達の秘匿性、堅牢性
の確保 

・資源・廃

棄物トレ

ーサビリ

ティ 

資源リサイクル及び廃棄物トレーサビリ

ティシステム 

 家庭や事業所から出る一般廃棄物に電子

ﾀｸﾞを分別後に貼付し、ｺﾞﾐ種別の回収量の

把握やﾘｻｲｸﾙ・処理の適正化を図るｼｽﾃﾑ。 

 ｱｸﾃｨﾌﾞﾀｸﾞを用いた一括読み
取り 

 車輌内の産業廃棄物RFID と
位置情報の常時読み取り 

 電子ﾀｸﾞの再利用 

 収集運搬業者、処理業者
が参加するｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞづくり

 本仕組みの信用力の確保

  電子ﾏﾆﾌｪｽﾄとの連携 
 知名度の向上による参加事
業者の拡大 

・ 公 共 交

通 情 報

ナビ 

公共交通機関情報ナビ 

 交通機関の到着時刻や遅延情報、代替交

通情報等をﾘｱﾙﾀｲﾑに入手できるｼｽﾃﾑ。 

 各主体が分散して持つﾃﾞｰﾀ
を一元的に利用可能な仕組

みづくり 

  

・ネットワ

ー ク 型

運 転 支

援 

ネットワーク型運転支援システム 

 交通情報、経路情報等の充実によって渋

滞を解消・抑制したり、自動車自律系ｼｽﾃﾑ

や車車間・路車間通信等によって交通事故

を削減するｼｽﾃﾑ。 

 高速で移動する車で可能な
新しい通信技術 

 通信の高い安定性や信頼性
の確保 

 技術や仕組みの標準化 

 ｼｽﾃﾑ搭載による車全体の
ｺｽﾄ上昇に対して普及を促

進する対策（ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞな

ど） 

 ｼｽﾃﾑ側が車を強制的に制
御することに対する社会的

受容性 

 

・ 情 報 端

末 付 き

ショッピ

ング 

情報端末付きショッピングシステム 

 情報端末の操作により、欲しい品物の位

置や在庫の確認を容易にすることで、買い

物が楽しく効率的になるｼｽﾃﾑ。 

 課金・決済の電子化 
 精度の高い測位とﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ

 消費者が使いやすいﾕｰｻﾞ
ｲﾝﾀﾌｪｰｽの開発 

 個人情報の適切な管理  ﾊﾞｯﾃﾘの長寿命化 
 消費者のｼｽﾃﾑ利用の動機
付け（ﾂﾎﾞを押さえたｻｰﾋﾞｽ）

 

 
産 

業 

・ 

行 

政 

分 

野 

・ 行 政 手

続 き 自

動更新 

行政手続き自動更新システム 

 住民票、婚姻届など一つ更新すればその

他の更新も自動的に行われるｼｽﾃﾑ。 

 各申請書類の手続きや名称
等の標準化 

 多様な主体によるﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
の共同利用化 

  個人情報の適切な管理 
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７．２ ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージの構造 

ｕ－Ｊａｐａｎ政策は、ｕ－Ｊａｐａｎの理想的な社会像を実現するための政策であり、ｕ－

Ｊａｐａｎ実現に向けて、まずはＩＣＴをフルに利活用したソリューションに取り組んでいくこ

とが有効である。そのためには、7.1 で分析されたとおり、ｕ－Ｊａｐａｎ実現の前提条件と

しての三大要素を踏まえた政策パッケージを形成していなければならない。 

これを踏まえ、「ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージ」の全体像をまとめたのが図 7.2 である。

政策パッケージの柱となるのは、上述の三大要素に対応する三つの政策群である。 

第一の柱は、「ユビキタスネットワーク整備」である。シームレスなユビキタスネットワ

ークの整備を進め、サイバー空間の拡大と実物空間への浸透を促進する。具体的に

は、「有線・無線のシームレスなアクセス環境の整備」、「ブロードバンド基盤の全国的

整備」、「実物系ネットワークの確立」、「ネットワーク・コラボレーションの基盤整備」の

四つの重点戦略を推進する。詳細は、第 8章に記述する。 

第二の柱は、「ＩＣＴ利活用の高度化」である。本格的な少子高齢化社会を迎え将来

課題が山積する中、社会的課題の解決にＩＣＴを役立てるよう、利活用の視点を転換

する。具体的には、「ＩＣＴによる先行的社会システム改革」、「コンテンツの創造・流通・

利用促進」、「ユニバーサルデザインの導入促進」、「ＩＣＴ人材活用」の四つの重点戦

略を推進する。詳細は、第 9章に記述する。 

第三の柱は、「利用環境整備」である。「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」ネットワ

ークにつながるユビキタスネット社会に向けての不安や障害を速やかに解消するため

に、ＩＣＴの利用環境整備を抜本的に強化する。具体的には、想起される様々な「影」

の課題を整理し、具体的なイメージを明確化するとともに、「ＩＣＴ安心・安全２１戦略」、

「ユビキタスネット社会憲章」の二点を推進する。詳細は、第 10章に記述する。 

また、以上の三つの柱に共通する「横断的戦略」として、「国際戦略」と「技術戦略」

があげられる。ユビキタスネット社会は本質的にグローバルであるため、国際的なネット

ワークや市場の視点が不可欠となる。また、ユビキタスネット社会は技術革新が原動力

となっており、ＩＣＴ分野の研究開発や標準化が戦略的に重要となる。この「横断的戦

略」については、詳細を第 11章に記述する。 

なお、図7.2の上部には、生活者のニーズから抽出した三分野の将来課題、すなわ

ちｕ－Ｊａｐａｎの「成果」に着目した理念にも対応する「人に優しい心と心の触れ合い」、

「利用者の視点が融け込む」、「個性ある活力が湧き上がる」が記されている。ＩＣＴの利

活用がこれらの課題の解決に寄与し、「価値創発」につながるよう、第 8～11 章に記述

する計四つの政策群から構成する「ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージ」を、民産学官が一体と

なって集中的・重点的に取り組み、実行に移していくことが重要である。 

具体的なｕ－Ｊａｐａｎ政策の実行のあり方については、第Ⅳ編の第 12～13 章に記述

する。 

 



 

図表７．２ 「ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージ」の全体像

ｕ
│
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ

ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝの基盤整備
（ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ、相互運用性、高信頼性、電子商取引等）

ｺﾝﾃﾝﾂの創造・流通・利用促進
（流通・決済､ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ､ｺﾝﾃﾝﾂ創造､ｿﾌﾄﾊﾟﾜｰ等）

ＩＣＴによる先行的社会システム改革
（社会･経営革新､制度改革､電子政府・自治体等）

ＩＣＴ人材活用
（人材育成､ﾍﾞﾝﾁｬｰ促進、教育改革､ 市民参加等）

ﾕﾋﾞｷﾀｽﾈｯﾄﾜｰｸ整備

ブロードバンド基盤の全国的整備
（ﾃﾞｨﾊﾞｲﾄﾞ解消、地域情報化､ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送、競争政策等）

国際戦略： 国内にとどまらず、国際的な市場やネットワークを視野に入れた政策を推進（アジア・ブロードバンド計画の推進によりアジアを世界の情報拠点に）

技術戦略： 重点分野の研究開発や標準化を戦略的に推進するとともに、持続的発展に向けたイノベーションを促し、国際競争力を高める

ＩＣＴ安心・安全２１戦略の推進
（優先的に対応すべき２１課題を抽出し、対応策を提示）

有線・無線のシームレスなアクセス環境の整備
（電波開放、固定・移動融合、通信・放送連携等）

実物系ネットワークの確立
（電子ﾀｸﾞ､ｾﾝｻｰﾈｯﾄ､情報家電､ITS、ﾕﾋﾞｷﾀｽ端末等）

ＩＣＴ利活用の高度化 利用環境整備

民産学官一体となって
集中的・重点的な取組みを推進

技術の成熟と
普及定着

利用者意識の
向上

２０１０年へ向けた将来課題 （生活者のニーズ調査から抽出）

乗客のイライラ
解消

若年・中高年
の社会参加

ＩＣＴの利活用が将来課題の解決に寄与

診療情報の
効率的利用

災害時の
安全確保

行政手続きの
オンライン化

高齢者に
優しい住宅

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの
効率化

生涯学習
の普及

勤務形態
の多様化

ﾎﾜｲﾄｶﾗｰの
協業支援

交通渋滞・
事故の削減

食の
安心・安全

ﾘｻｲｸﾙ・ｺﾞﾐ
処理の推進

ｺﾝﾃﾝﾂへの
自由なｱｸｾｽ

人に優しい心と心の触れ合い 利用者の視点が融け込む 個性ある活力が湧き上がる

２０１０年までに国民の１００％が
高速または超高速を利用可能な社会に

２０１０年までに国民の８０％がＩＣＴは
課題解決に役立つと評価する社会に

２０１０年までに国民の８０％が
ＩＣＴに安心感を得られる社会に

２０１０年には世界最先端の「ＩＣＴ国家」として先導

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの導入促進
（ｴｰｼﾞｪﾝﾄ技術、ﾕｰｻﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ、情報ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ等）

「影」に関する課題の整理・明確化
（「影」を１０分野・１００課題に整理し、イメージを明確化）

ユビキタスネット社会憲章の制定
（基本原則や共通認識を整理､「憲章」として世界に発信）

顕在化しつつある重要な課題への対応
（将来に向けて顕在化しつつある重要な課題を抽出）
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７．３ ｕ－Ｊａｐａｎ政策の特徴 

図 7.2 に示した「ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージ」の構造について、留意すべき特徴を提

示する。なお、第 4 章で記述した内容と重複するが、第Ⅲ編が「ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケ

ージ」をまとめるための独立した構成となっているため、再度ここに確認するものであ

る。 

 

７．３．１ 大目標：フロントランナーとしての２０１０年の目標設定 

ｅ－Ｊａｐａｎ戦略では「2005年に世界最先端のＩＴ国家となる」という大きな目標に向け

て、米国や韓国等のＩＴ先進国を目標としたキャッチアップを効果的に進めてきた。 

ｅ－Ｊａｐａｎ戦略の目標を達成し、世界最先端レベルとなったｕ－Ｊａｐａｎの社会では、

わが国はまさにフロントランナーとして、人類にとってより意義のあるＩＣＴ社会の実現に

向けた道筋を示し、世界を先導していくことが求められる。そこで、「ｕ－Ｊａｐａｎ政策パ

ッケージ」の各種取組を総括する大目標は、「2010 年には世界最先端のＩＣＴ国家とし

て先導する」とする。 

 

７．３．２ 基本思想：「ｅ」から「ｕ」への進化 

以下３点の基本軸を有した「ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージ」を着実に推進することにより、

「ｅ」から「ｕ」への進化を現実のものとし、ｕ－Ｊａｐａｎ政策のキャッチフレーズともなる「価

値創発」に結実させていく必要がある（図表 7.3）。生活の隅々にまで融け込む草の根

のようなＩＣＴ環境というインフラ面と、21 世紀の社会課題を解決するための創意工夫と

いう利活用面とのバランスのとれたリッチなＩＣＴ空間が拡大することによって「価値創

発」が起こり、社会全体の「質」の向上を実現していくことが期待される。 

基本軸①：ブロードバンドからユビキタスネットへ 

ｅ－Ｊａｐａｎ戦略以降のインフラ整備は、ナローバンドからブロードバンドであるＤＳ

Ｌ、ＣＡＴＶ、光ファイバへの発展という意味で、基本的には有線を中心に想定したも

のであった。ＩＴ戦略本部のもとで政府一体となって効果的な施策を推進してきたこ

とで、ｅ－Ｊａｐａｎ戦略の目標達成も目前の段階に届きつつある。 

ｕ－Ｊａｐａｎ政策においては、ネットワーク整備は、有線中心から進化し、有線・無

線を意識することなく扱うことができるシームレスなユビキタスネットワークを目指した

ものとなる。ネットワークから端末、認証、データ交換等を含め、継ぎ目の無いネット

ワーク環境を整備、高度化することにより、「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」とい

うユビキタスなネットワークを達成することが可能となる。 

基本軸②：情報化促進から課題解決へ 

利活用面では、ｅ－Ｊａｐａｎ戦略では電子商取引や電子政府を推進し、ｅ－Ｊａｐａｎ

戦略Ⅱでは先導的７分野を提示した。これらの利活用は、情報化促進の視点が中

心となっており、先導的な利活用を集中的に推進するとともに、利活用が遅れてい

る分野を積極的に底上げすることに傾注されたと言って良い。 
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しかし、ｕ－Ｊａｐａｎ政策では、ＩＣＴを有効に利活用することによって、今後の少子

高齢化社会にふりかかる多くの課題を解決することに主眼がある。つまり、ＩＣＴ利活

用を情報化促進型から課題解決型に転換することで高度化させようとするものであ

る。社会システム改革等を進めることで、医療・福祉、環境・エネルギー、防災・治安、

教育・人材といった 21世紀の課題を、ＩＣＴによって解決していくことが期待されてい

る。 

基本軸③：利用環境整備の抜本強化 

ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱでは「安全・安心な利用環境の整備」として特に情報セキュリテ

ィ対策に特化した各府省の施策を盛り込み、ｅ－Ｊａｐａｎ戦略にも安心・安全の視点

が加わった。 

しかし、ユビキタスネット社会では、ＩＣＴが生活の隅々にまで普及浸透することに

よって、サイバー社会で起こりつつある不安や障害が高まるとともに、現時点では想

定していない課題が新たに生じる可能性もある。そのため、ＩＣＴの利用に関する安

心・安全を確保し、不安や障害を未然に解消するために、利用環境整備を抜本的

に強化する必要がある。 

 

図表７．３ ｕ－Ｊａｐａｎ政策の特徴 

基本軸①：シームレスなユビキタス基盤の整備

インフラ

利活用

超高速ネットワークインフラ整備超高速ネットワークインフラ整備
高速高速30003000万世帯、超高速万世帯、超高速10001000万世帯万世帯

※※ＤＳＬ、ケーブル、光ファイバ（有線系を想定）ＤＳＬ、ケーブル、光ファイバ（有線系を想定）

シームレスなユビキタスネットワークの整備シームレスなユビキタスネットワークの整備

国民の１００％が高速または超高速を利用可能な社会に国民の１００％が高速または超高速を利用可能な社会に

※※有線から無線、ネットワークから端末、認証、データ有線から無線、ネットワークから端末、認証、データ
交換等を含め、継ぎ目のないネットワーク環境を整備交換等を含め、継ぎ目のないネットワーク環境を整備

先導的７分野による利活用促進先導的７分野による利活用促進
医療、食、生活、中小企業金融、医療、食、生活、中小企業金融、
知、就労・労働、行政サービス知、就労・労働、行政サービス

※※情報化促進の視点が中心情報化促進の視点が中心

2005年まで 2010年まで

基本軸②：２１世紀の課題解決にＩＣＴを利活用

利用環境

基本軸③：ＩＣＴの利用環境整備の抜本強化

利用環境整備で普及浸透に伴う不安を解消利用環境整備で普及浸透に伴う不安を解消

国民の８０％がＩＣＴに安心感を得られる社会に国民の８０％がＩＣＴに安心感を得られる社会に

※※ＩＣＴ安心・安全２１戦略を策定すると共にＩＣＴ安心・安全２１戦略を策定すると共に
ユビキタスネット社会憲章を制定し、世界に発信ユビキタスネット社会憲章を制定し、世界に発信

社会課題解決型のＩＣＴ利活用高度化社会課題解決型のＩＣＴ利活用高度化

国民の８０％がＩＣＴは課題解決に役立つと評価する社会に国民の８０％がＩＣＴは課題解決に役立つと評価する社会に

※※社会ｼｽﾃﾑ改革等により、医療・福祉、環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ、社会ｼｽﾃﾑ改革等により、医療・福祉、環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ、
防災・治安、教育・人材等の２１世紀の課題を解決防災・治安、教育・人材等の２１世紀の課題を解決

情報化促進から
課題解決へ

ブロードバンドから
ユビキタスネットへ

利用環境整備
を抜本強化

情報セキュリティ対策
e-Japan戦略Ⅱに「安全・安心な
利用環境の整備」を追加

※情報セキュリティ対策に特化
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第８章  ユビキタスネットワーク整備 

８．１ ユビキタスネットワーク整備に向けた新たな目標 

ｅ－Ｊａｐａｎ戦略等に基づくこれまでの取り組みによって、有線系を中心に高速・超高

速のネットワークが広く普及定着した。ｅ－Ｊａｐａｎ戦略の目標である高速 3,000 万世帯、

超高速 1,000 万世帯という数値も加入可能世帯数という環境整備の意味では既に前

倒しで達成し、今後は実加入数ベースで目標に近づくよう努力する段階にある。 

しかし、ユビキタスネット社会からの利益を万人が享受するには、有線中心のブロー

ドバンドにとどまらず、ニーズの増大する無線ネットワークをも融合させたユビキタスネ

ットワークの整備が不可欠である。したがって、新たな目標として「2010 年までに国民

の 100％が高速または超高速を利用可能な社会に」を設定することを提言する。これ

は、有線・無線の別を特に意識しない目標である1。シームレスなユビキタスネットワー

クを整備し、サイバー空間の拡大と実物空間への浸透を推進していくために、「有線・

無線のシームレスなアクセス環境の整備」、「ブロードバンド基盤の全国的整備」、「実

物系ネットワークの確立」、「ネットワーク・コラボレーションの基盤整備」という４つの重

点戦略を策定する（図表 8.1）。 

 

図表８．１ ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージ（１）：ユビキタスネットワーク整備 

有線・無線のｼｰﾑﾚｽなｱｸｾｽ環境の整備有線・無線のｼｰﾑﾚｽなｱｸｾｽ環境の整備

電波開放戦略の着実な推進電波開放戦略の着実な推進

実物系ネットワークの確立実物系ネットワークの確立 ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝの基盤整備ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝの基盤整備

ブロードバンド基盤の全国的整備ブロードバンド基盤の全国的整備

ブロードバンドのディバイド解消ブロードバンドのディバイド解消

地域情報化の推進地域情報化の推進

デジタル放送の推進デジタル放送の推進

競争政策の推進競争政策の推進

「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」簡単に
情報にアクセスできるユビキタスネットへの期待

ｅ－Ｊａｐａｎ戦略等により、有線系を中心に高速・超高速のネットワークが普及定着

（例） ｅ－Ｊａｐａｎ戦略の目標（高速3000万世帯、超高速1000万世帯）を、環境整備としては既に達成

シームレスなユビキタスネットワークの整備
～サイバー空間の拡大と実物空間への浸透を推進～

２０１０年までに国民の１００％が
高速または超高速を利用可能な社会に

固定・移動の融合（ＦＭＣ）促進固定・移動の融合（ＦＭＣ）促進

通信・放送の連携促進通信・放送の連携促進

ＩＰインフラの高度化ＩＰインフラの高度化

ネットワークの高信頼性確保ネットワークの高信頼性確保

ユビキタスプラットフォームの開発ユビキタスプラットフォームの開発

異業種ネットワーク間の相互運用性確保異業種ネットワーク間の相互運用性確保

電子商取引の基盤整備電子商取引の基盤整備

電子タグ・センサーネット・ネットロボットの技術開発電子タグ・センサーネット・ネットロボットの技術開発

情報家電のネットワーク化情報家電のネットワーク化

ユビキタス端末（脱ＰＣ化）の技術開発ユビキタス端末（脱ＰＣ化）の技術開発

ITS・ＧＩＳの創造的活用ITS・ＧＩＳの創造的活用

 

                                                   
1 「e-Japan 重点計画 2004」と同様、有線・無線を問わず、高速は 144kbps 以上 30Mbps 未満、

超高速は30Mbps以上とし、高速については有線はDSLとCATV、無線は第三世代携帯電話と無

線 LANや FWA等の無線アクセスを対象とする。 
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８．２ 有線・無線のシームレスなアクセス環境の整備 

ユビキタスネット社会では、「いつでも、どこでも」自由にネットワークにアクセスできる

ことが重要である。従来は、身の回りのアクセス環境が変わる毎に、光ファイバや無線

ＬＡＮ等のネットワークに応じて、自ら機器の複雑な設定や調整を行う必要があったが、

今後はネットワークの側が利用者に合わせてサービスの提供形態を柔軟に変更し、利

用者の複雑な操作が不要となる。その結果、自宅やオフィス、歩行中や車中、喫茶店

や図書館等の様々な生活シーンにおいて、固定・移動や有線・無線の区別を意識す

ることなく、機器やメディアの種類を問わず、シームレスかつマルチモーダルにアクセ

スできる環境となる。 

このような社会では、場所の制約を解放する携帯端末やモバイル機器、さらには利

用者の利便性を向上させ、安全・安心を確保するための電子タグ、センサー等のデバ

イスが普及し、電波利用の爆発的な拡大が生じる（図表 8.2）。また、固定系と移動系

に分かれた技術やサービスが融合するとともに、通信と放送の連携が進み、利用者が

コミュニケーションや視聴を行うにあたって、固定や移動、通信や放送の差をまったく

意識せずに利用するような時代となるであろう。さらには、身の回りのあらゆる機器や端

末がネットワークにつながることで、莫大なＩＰアドレスが必要となる。日常生活での映

像・音楽の利用やファイル伝送が進み、ネットワークを流通するトラヒックも加速度的に

拡大する可能性がある（図表 8.3）。 

 

図表８．２ 電波利用関連分野の市場規模の拡大 図表８．３ ＩＸにおけるトラヒックの伸び 
（月間平均値） 
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○医療 ○介護・福祉
○出版 ○ゲーム

○建設 など

潜在的電波利用産業潜在的電波利用産業

電波利用産業電波利用産業
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（Gbps）

IXのトラヒック（JPIX＋ JPNAP ＋NSPIXP ）

※ IX (Internet Exchange)：インターネット接続事業者間を相互接続する相互接続点
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(参考)英国IX （LINX）のトラヒック

・JPIX   Japan Internet exchange 
（日本インターネットエクスチェンジ株式会社が運営するIX）

・JPNAP   Japan Network Access Point 
（インターネットマルチフィード株式会社が運営するIX）

・NSPIXP  Network Service Provider Internet exchange Point
（WIDE Projectが運営するIX）

出典：各IXのデータを参考に作成。 なお、英国IX（LINX）については、HP等を参考に作成

※ LINX ：The London Internet Exchange
※ １日のピークトラヒックの一ヶ月の平均値  

（出典）中長期における電波利用の展望と行政が果たすべき役割       （出所）総務省「次世代ＩＰインフラ研究会」 
    （平成１５年７月３０日 情報通信審議会答申） 

 

以上を踏まえ、シームレスなアクセス環境を整備するため、以下の施策を推進する

ことを提言する。 

①電波開放戦略の着実な推進 

無線の利便性を飛躍的に高めるために、電波開放戦略を着実に推進する。具体

的には、移動通信システム、無線アクセスシステム等の高度化、利用拡大に向けた

周波数の再配分、第４世代移動通信システムの推進、電波利用料制度の見直し、
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等を行う。 

②固定・移動の融合（ＦＭＣ:Fixed and Mobile Convergence）の促進 

固定系サービスと移動系サービスを自由に組み合わせて利用できるよう、シーム

レス接続技術、マルチモーダルアクセス技術、アドホックネットワーク技術等を開発

するとともに、光技術、ＱｏＳ保証技術の推進等を行う。さらに、電力線搬送通信の

検討を行うとともに、宅内情報化を推進する。 

③通信と放送の連携 

持ち運び容易な携帯電話等の通信端末における放送受信や、やさしく操作がで

きるデジタルテレビにおける通信と連携した双方向番組など、ユビキタスネット社会

にかかせない情報流通を実現するものとして、通信と放送の連携が期待されている。

通信と放送の連携によりさらに高度な情報通信サービスを促進するため、役務利用

放送制度に基づく伝送路共有の促進、地上デジタル放送の高度利活用推進を図

るとともに、通信・放送融合技術開発を促進する。 

④ＩＰインフラの高度化 

ＩＰ化が急速に進展するネットワークインフラを高度化するため、情報家電ＩＰｖ６化、

ＩＰｖ６移行実証実験を推進するとともに、トラヒックの分散や通信品質の確保等を可

能とするＩＰバックボーン技術の研究開発、超高速インターネット衛星の研究開発等

を行う。 

８．３ ブロードバンド基盤の全国的整備 

ユビキタスネット社会では、ネットワークへアクセスし、情報を入手できることは、国民

にとって基本的な権利として認識されていくであろう。2000 年の「グローバルな情報社

会に関する沖縄憲章」や 2003 年の世界情報社会サミットの「基本宣言」においても、

デジタル・ディバイドの解消が最優先の項目に掲げられ、国際社会における認識は深

まりつつある。 

しかし、ブロードバンドのサービスが普及するにつれて、都市と地方の地域間格差

は逆に深刻な問題となりつつある（図表 1.7 参照）。また、誰もが均等に社会生活に必

要な情報を入手でき、災害にも強いデジタル放送は、ユビキタスネット社会の基盤イン

フラとしての重要な役割を担うこととなるが、地上デジタル放送が都市部から先行的に

始まる等、新たな放送サービスにおける地域間格差も問題となりかねない。 

ＩＣＴの利活用は地方まで浸透しつつあり、地域情報化によって創意工夫次第で魅

力ある地域を実現し、地域の再生や活性化に結び付けることが可能である（図表 2.8

参照）。各地域におけるＩＣＴ利活用の成功事例も増加しており、ノウハウの蓄積やキ

ーパーソンのネットワーク化等、ソフト面では着実に実績を積み重ねているが、ブロー

ドバンド等のインフラ面での地域間格差が顕在化すれば、このような流れに水をさしか

ねない。 

したがって、デジタル・ディバイドの解消を目的とした補助金等の支援策の抜本的
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拡充が求められるが、緊縮財政や三位一体改革の下では有効な打開策となりにくい

面もある。民間主導を原則とした競争政策のさらなる展開や、住民やＮＰＯ等との協力

による地域の固有資源活用等、さまざまなアイデアを見出していく必要がある。 

以上を踏まえ、ブロードバンド基盤の全国的整備を図るため、以下の施策を推進す

ることを提言する。 

①ブロードバンドのディバイド解消 

ブロードバンドの地域間格差の解消を図りつつ、全国的整備を推進するために、

電気通信基盤充実臨時措置法の見直しを行うとともに、光ブロードバンド網の整備、

ケーブルテレビ施設の整備等を推進する。 

②地域情報化の推進 

様々な地域課題の解決に有効な地域情報化を総合的に推進するために、地域

公共ネットワークの全国整備や次世代地域情報プラットフォームの開発を進め、こ

れらを前提とした公共アプリケーションの展開を推進する。また、地域提案型 ICT事

業の推進により、地域の創意と工夫に基づくネットワーク整備及びその利活用を促

進し、住民がＩＣＴの利便性を享受できる社会の構築を図る。 

③デジタル放送の推進 

あらゆるメディアにおけるデジタル放送を推進するために、地上デジタル放送の

全国展開を予定通り進め、２０１１年までの完全移行を着実に推進するとともに、携

帯端末向け放送やサーバ型放送等の高度なサービスの実用化を図る。また、地上

デジタルラジオの推進、衛星デジタル放送への完全移行等を行う。 

④競争政策の推進 

競争政策を推進し、多様かつ高度なサービスが低廉な価格で提供されるように

することによりサービスに対する需要拡大を図ることは、結果としてブロードバンド基

盤の全国的整備に資する。このような観点から、競争評価をさらに実施して政策へ

の反映を図るとともに、新たな接続料算定方式の検討・決定を進め、電気通信事業

における競争を一層促進させるための政策を引き続き推進する。 

８．４ 実物系ネットワークの確立 

ユビキタスネット社会においては、電子タグやセンサーネットワークが、野菜や医薬

品、窓ガラスなど、様々なモノに装着されることによって、これまでネットワークとは全く

無縁であったモノが、ネットワークにつながり、ネットワークの一部に取り込まれていく

（図表 8.4）。このような、現実界にある様々なモノに、電子タグのようなネットワーク接続

モジュールが装着されることによって、モノがネットワークの一部になるようなネットワー

クを、実物系ネットワークと呼ぶ。情報家電も、これまでネットワークにつながっていな

かった冷蔵庫や電子レンジがつながるようになるという意味では、広義の実物系ネット

ワークである（図表 8.5）。 
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図表８．４ 電子タグによるネットワーク化     図表８．５ 情報家電のネットワーク化 
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利用者が、実物系ネットワークを利活用するには、ユビキタス端末が必要である。ユ

ビキタス端末は、利用者がユビキタスネットワークに繋がる度毎に用いる端末であり、

携帯電話を発展させたものの他に、屋内では、ネットワークに繋がるデジタルテレビが

ユビキタス端末の機能をになう可能性もある。 

以上を踏まえ、実物系ネットワークの確立を推進するために、以下の施策を推進す

ることを提言する。 

①電子タグ・センサーネットワーク・ネットワークロボットの技術開発 

電子タグの多分野における利活用やセンサーネットの開発を推進するために、食

や医療等多様な分野における電子タグ利活用技術の研究開発を実施するとともに、

ＵＨＦ帯等の周波数使用の制度化を進める。また、自律的移動支援プロジェクト、セ

キュリティセンサー、食のトレーサビリティ等の実証実験を推進するとともに、センサ

ーネットワークの基盤技術の確立を図る。さらに、実生活での応用性が高いネットワ

ークロボットを開発するために、ネットワークロボットの基盤技術（リモート制御技術、

コミュニケーション技術等）を確立する。 

②情報家電のネットワーク化 

デジタル技術の活用により高機能化され、ネットワーク接続機能を搭載するデジ

タル情報家電は、ネットワーク接続により多様なサービスを実現するため、ネットワー

ク化の推進が今後のユビキタスネット社会に必要不可欠な要素である。これを実現

するため、情報家電の IPｖ６化の推進、相互接続の推進、ホームネットワークの標準

化推進等を実施する。 

③ＩＴＳ・ＧＩＳの創造的活用 

安全かつ快適な交通社会の創造、円滑な物流ネットワークを実現するため、人と

車と道路を有機的に結合するユビキタスＩＴＳの開発・実用化を目指し、その基盤と

なる信頼性の高い通信方式の開発とネットワーク整備を推進する。また、基礎情報

となる地図情報などは、高精度・高密度なＧＩＳ(地理情報システム)の実現を推進す
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る。 

④ユビキタス端末（脱ＰＣ化）の技術開発 

ユビキタスネットワークの整備が進んでくるにしたがって、利用者は多様なネットワ

ークにつながるようになる。その際には、各々のネットワークに対して、各々異なった

端末を持つのでなく、出来るだけ数の少ない端末でユビキタスネットワークにつなが

ることが出来ることを求めるはずである。このようなユビキタスネットワークに利用者が

つながるための端末をユビキタス端末と呼ぶ。常に利用者が持ち歩く重要な機器で

あり、多様なノウハウを統合する開発が必要である。現在、最も可能性が高いのは、

携帯電話の発展形としてのユビキタス端末であるが、家庭内においてはデジタルテ

レビがユビキタス端末になる可能性もある。このようなユビキタス端末の技術開発を

進めるために、ユニバーサルアプライアンス（万能端末技術、異機種コミュニケーシ

ョン技術等）の研究開発を推進する。 

８．５ ネットワーク・コラボレーションの基盤整備 

ユビキタスネット社会では、あらゆるものがネットワークに接続し、多彩なサービスや

動画･音声等のリッチなコンテンツを、多様な機器や通信メディアを使ってシームレス

に送受できるようになる。このような環境では、複数のネットワークやサービス、主体等

における連携や協力が不可欠となり、そのためのネットワーク上のコラボレーション（協

働）を行うための基盤整備が重要となる。 

中でも、高度な認証（図表 8.6）や課金・決済の機能を担うプラットフォームの役割が

非常に重要となる。個別のネットワーク毎にこのようなプラットフォームの機能をもたせ

るのは効率的でなく、複数のネットワークが相互に利用できる形態で、コラボレーション

に不可欠なプラットフォーム機能を提供する仕組みを構築することが、ユビキタスネット

社会実現の鍵となると言ってもよい。 

 

図表８．６ 時刻認証（タイムスタンプ）の例 

利用者

時刻認証局

②電子データ送付

③タイムスタンプ付与

④要求に応じて、タイム
スタンプ検証に必要な

情報を提供

① 相互認証 ・・・・・・・・・・・・ タイムスタンプを付与する前にお互いを認証する

② 電子データ送付 ・・・・・・・ タイムスタンプを付与してもらう電子データを送付する

③ タイムスタンプ付与 ・・・・・ 電子データにタイムスタンプを付与して返送する

④ タイムスタンプ検証 ・・・・・ 利用者その他の者の求めに応じて、タイムスタンプの検証に

必要な情報を提供する

①相互認証

標準時

< タイムスタンプ付与・検証のイメージ >

 

また、このようなプラットフォーム機能に関連して、多種多様なネットワークやサービ

スの相互運用性・相互接続性や、災害やテロ等にも強いネットワークの維持・構築等、
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安定性や信頼性を確保することも重要である。 

さらに、電子商取引における商品コードや政府調達等、ネットワークやサービスの相

互運用性を確保するには欠かせないデータ面での標準化も官民あげて取り組むべき

テーマである。 

以上を踏まえ、ネットワーク・コラボレーションの基盤を整備するために、以下の施策

を推進することを提言する。 

①ユビキタスプラットフォームの開発 

多種多様なネットワークやサービスが容易に相互接続し、相互運用できるユビキ

タスプラットフォームを開発するために、ユニバサールプラットフォーム（自然言語技

術、知識情報処理技術、コンテンツ創造・流通技術等）の研究開発を行う。また、高

度な課金・認証基盤の構築を図るため、タイムスタンプの技術開発及び制度化に関

する検討を進める等、電子認証の高度化を図る。 

②異業種ネットワーク間の相互運用性確保 

多種多様な異業種のネットワークやサービスが互いに接続し円滑に運用できるこ

とを確保するため、異なるアプリケーション間の連携を円滑化するＷｅｂサービスの

技術開発・実証実験を進めるとともに、行政分野及び民間分野における普及促進を

図る。 

③ネットワークの高信頼性確保 

脆弱性を克服し、災害やテロ等の非常時にも強いネットワークを実現し、高信頼

性を確保するために、セキュアネットの基盤技術の開発を推進する。 

④電子商取引の基盤整備 

生活や産業の隅々までICTの利活用が浸透することにより、行政分野及び民間

分野を含めた電子商取引の需要が飛躍的に増大することが予測される。この電子

商取引の基盤整備を図るために、政府調達等を通じた政府・企業間の電子商取引

の普及推進を図るとともに、電子商取引に使用されるメタデータの標準化・統合化を

進め、その成果を広く普及促進する。 

８．６ 工程表の策定 

以上の４つの重点戦略について、具体的なスケジュールや明確な成果目標を明示

した「工程表」を早急に策定して公表し、計画的かつ総合的に政策を推進することを

要請する。 （→第１３章を参照） 
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第９章  ＩＣＴ利活用の高度化 

９．１ ＩＣＴ利活用の高度化に向けた新たな目標 

ｅ－Ｊａｐａｎ戦略に基づく取り組みによって、電子商取引、電子政府の利活用が、ま

たｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱに基づく取組によって、医療、食、生活、中小企業金融、知、就

労・労働、行政サービスの先導的７分野の利活用が、それぞれ進められている。ＩＴ戦

略本部や評価専門調査会の場でも、利活用が遅れがちな医療や教育等の分野を中

心に、積極的な利活用推進策が検討されている。 

ユビキタスネット社会に対する期待は、すぐに到来する 21 世紀の少子高齢化社会

に向けて山積する社会的課題の解決に対し、ＩＣＴの高度な利活用が積極的に貢献

することである。したがって、課題解決の切り札としてＩＣＴというツールを利活用するよ

う、利用者である国民が常に意識することが必要である。したがって、新たな目標とし

て「2010 年までに国民の 80％がＩＣＴは課題解決に役立つと評価する社会に」を設定

することを提言する。このような社会課題解決型のＩＣＴ利活用にシフトするために、「Ｉ

ＣＴによる先行的社会システム改革」、「コンテンツの創造・流通・利用促進」、「ユニバ

ーサルデザインの導入促進」、「ＩＣＴ人材の活用」という４つの重点戦略を策定する（図

表 9.1）。 

 

図表９．１ ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージ（２）：ＩＣＴ利活用の高度化 

ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ等により、利活用が遅れていた分野でもＩＣＴが普及定着

（例） ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱの先導的７分野：医療、食、生活、中小企業金融、知、就労・労働、行政サービス

少子高齢化等で山積する課題に対し、

ＩＣＴの利活用がブレークスルーとなる期待

２０１０年までに国民の８０％がＩＣＴは
課題解決に役立つと評価する社会に

コンテンツの創造・流通・利用促進コンテンツの創造・流通・利用促進

デジタルコンテンツの流通・決済等の環境整備デジタルコンテンツの流通・決済等の環境整備

デジタルアーカイブの構築・利活用推進デジタルアーカイブの構築・利活用推進

魅力あるコンテンツの創造魅力あるコンテンツの創造

ソフトパワーを活用した日本ブランドの確立ソフトパワーを活用した日本ブランドの確立

ICT人材活用ICT人材活用

高度なICT人材の育成高度なICT人材の育成

ＩＣＴベンチャーの創出支援ＩＣＴベンチャーの創出支援

リテラシー・教育改革リテラシー・教育改革

市民参加の促進市民参加の促進

環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ

医療・福祉

防災・治安 教育・人材

ユニバーサルデザインの導入促進ユニバーサルデザインの導入促進

ユーザインタフェースの向上ユーザインタフェースの向上

高齢者・障害者のICT利活用支援体制の構築高齢者・障害者のICT利活用支援体制の構築

高度エージェント技術の開発高度エージェント技術の開発

情報アクセシビリティの確保情報アクセシビリティの確保

２１世紀の課題解決にＩＣＴを利活用
～社会課題解決型のＩＣＴ利活用にシフト～

ICTによる先行的社会システム改革ICTによる先行的社会システム改革

ＩＣＴを活用した社会・経営革新の啓発ＩＣＴを活用した社会・経営革新の啓発

ＩＣＴ利活用を促す制度改革ＩＣＴ利活用を促す制度改革

物流システムの改革物流システムの改革

電子政府・電子自治体の推進電子政府・電子自治体の推進
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９．２ ＩＣＴによる先行的社会システム改革 

ユビキタスネット社会では、さまざまな社会的課題の解決にＩＣＴを利活用することが

テーマとなる。課題解決に有効に結びつけるためには、ＩＣＴを利活用しやすい制度や

慣習、価値観等の環境が整っていることが不可欠となる。 

2001 年のｅ－Ｊａｐａｎ戦略策定以来、ＩＣＴの普及を促進するための制度整備は順次

進められてきたところである。例えば、2001年の「書面一括法」及び2003年の「行政手

続オンライン化法」により、国民等から行政機関への申請・届出等の書類や、企業から

顧客に交付する契約書類は、電子メール等の電子的なやりとりでも認められるように制

度改正が実施された。また最近では、いわゆる「ｅ文書法」により、書面での保存義務

が課せられていた文書について、電子的な保存を認める包括的な制度改正が実施さ

れた（2005 年 4月施行予定、図表 9.2）。この他にも、医療や教育等、ＩＣＴの導入が必

ずしも十分に進んでいないと考えられている分野については、ＩＴ戦略本部や評価専

門調査会の場において議題にとりあげ、積極的な対応を促す試みが進められている。 

 

図表９．２ 文書保存の電子化（ｅ文書法） 

○○国民等から行政機関への申請・届出等の書類は電子メールでも送付可能となった。国民等から行政機関への申請・届出等の書類は電子メールでも送付可能となった。

また、企業から顧客に交付する契約書類は電子メールでも送付可能となった。また、企業から顧客に交付する契約書類は電子メールでも送付可能となった。

（行政手続オンライン化法（行政手続オンライン化法〔〔H15/2H15/2施行施行〕〕、書面一括法、書面一括法〔〔H13/4H13/4施行施行〕〕など）など）

企業企業 顧客、株主等顧客、株主等

○○しかし、帳簿書類、領収書、注文書等の文書のしかし、帳簿書類、領収書、注文書等の文書の電子的な保存電子的な保存は未だ法律では未だ法律で

認められておらず認められておらず、企業はこれらの書類を紙で保存。このため、、企業はこれらの書類を紙で保存。このため、倉庫等に倉庫等に

おける書類の保管コストなど、企業にとって負担。おける書類の保管コストなど、企業にとって負担。

○○これらの電子化が容認されれば、電子化のコストをこれらの電子化が容認されれば、電子化のコストを

差し引いても、相当のコスト削減効果が期待。差し引いても、相当のコスト削減効果が期待。

契約書契約書

民間への紙による文書保存義務について、原則として
電子保存を容認する「ｅ文書法」が成立(2004年11月)。
民間の文書保存コストを軽減。（経済界全体の保存コスト試算：年間約3,000億円）

行政機関行政機関 国民、企業国民、企業

通知書通知書

申請・届出書申請・届出書

議決権行使議決権行使

 
（出所）内閣官房資料を修正。 

 

今後は、ＩＣＴを行政や社会、経営等において利活用して課題解決に結実させたモ

デル事例の蓄積を図り、普及啓発に努めるとともに、依然としてＩＣＴの積極的な導入

が課題となっていると思われる分野を集中的にとりあげ、環境整備を促していくことが

重要である。 

以上を踏まえ、ＩＣＴによる先行的社会システム改革を行うために、以下の施策を推

進することを提言する。 

①ＩＣＴを活用した社会・経営革新の啓発 
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ＩＣＴを活用した社会改革や経営革新を広く啓発するために、戦略的なＩＣＴ利活

用に関するソリューションやベストプラクティスの事例を蓄積し、広く国民や企業、地

域社会への普及啓発を図る。 

②ＩＣＴ利活用を促す制度改革 

ＩＣＴを利活用する上で阻害要因や隘路となっている制度・慣習等を洗い出し、そ

れらの改革を推進する。特に、医療分野において、医療の情報化の推進に貢献し、

遠隔医療の普及促進を図る。また、雇用分野において、国家公務員のテレワークの

全省庁における導入を進めるとともに、官民双方におけるテレワークの普及促進を

図る。 

③物流システムの改革 

情報化が進む中での経済の効率性を左右する主因となる物流システムを高度化

するために、電子タグの利活用による実証実験を推進する。 

④電子政府・電子自治体の推進 

ＩＣＴを通じた行政サービスの変革を進めるため、電子政府・電子自治体を推進し、

国民のオンライン利用を促進する。特に、各府省の業務・システムの最適化（計画

－実施－評価－改善）を引き続き推進するとともに、次世代地域情報プラットフォー

ムの開発や公共アプリケーションの展開を図る。また、行政分野における情報シス

テムの効率化を図るため、レガシーシステムの点検と必要に応じた段階的見直しを

進める。 

９．３ コンテンツの創造・流通・利用促進 

ユビキタスネット社会では、高速大容量のユビキタスネットワークを通じ、映像・音楽

等のリッチなコンテンツを、容量や速度を気にせずに、多様な機器や通信メディアを使

ってシームレスに送受できるようになる（図表9.3）。このような環境では、高画質や立体

画像、双方向サービス等の高度な手法を用いて、新しい魅力あるコンテンツを創造し、

豊かな価値を生み出していくことができるだろう。このようなコンテンツが、ユビキタスネ

ット社会におけるＩＣＴ利活用の起爆剤として期待される（図表 9.3）。 

ただし、ユビキタスネットワークが整備され、魅力あるコンテンツが登場しても、実際

に流通しなければ利活用は進まない。コンテンツ流通の課題の一つに著作権があげ

られるが、デジタル著作権管理（ＤＲＭ）の導入等により、創作者の権利にも配慮した

利用が進み、コンテンツ流通の市場規模が拡大することが予測される。 

また、いつでもどこでもネットワークに接続可能な環境が整うことによって、デジタル

アーカイブの利用価値も飛躍的に高められる。インターネット上のコンテンツも含め、

価値のあるコンテンツを幅広く収集し、可能な限り多くの利用者が利用できる仕組みを

構築することが求められる。 
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図表９．３ 通信速度とコンテンツの関係 

100Mbps

光ファイバ （FTTH）

1.5Mbps64kbps

■コンテンツのダウンロードに要する時間

アクセス回線の具体例

約2時間半 約6秒約6分

約125時間 約5分約5時間

電話

■スムーズな利用が可能となるコンテンツ･サービスの例

テレビ会議

※ 音声･映像デジタル信号をそれぞれの圧縮技術により情報量を小さくして伝送した場合。

CATV、ＡＤＳＬ、無線LAN

通常の
テレビ映像

約1分

約1時間

10Mbps 50Mbps

無線ＬＡＮ
（5GHz帯）

28.8kbps

携帯電話

約11秒

約9分

約5時間半

約278時間

（2.4GHz帯）

電子メール、Web閲覧 高精細度映像（ハイビジョンレベル）
のライブ中継

 

 

以上を踏まえ、コンテンツの創造・流通・利用促進を行うために、以下の施策を推進

することを提言する。 

①デジタルコンテンツの流通・決済等の環境整備 

利便性の高いデジタルコンテンツの流通環境を整備するために、これまで進めて

きた権利クリアランスの実証実験の成果普及や実ビジネス展開支援を進めるととも

に、流通促進に向けた著作権制度の見直しの検討を働きかける。また、コンテンツ

の信頼性を高めるため、コンテンツ安心マークの導入等の違法・有害コンテンツ対

策を推進する。さらに、大容量コンテンツの流通を促進するため、デジタルシネマに

向けた技術開発を推進する。 

②デジタルアーカイブの構築・利活用推進 

コンテンツの利活用に有効なアーカイブの構築や利活用推進を図るため、文化

遺産オンラインを推進し、Ｗｅｂ情報のアーカイブ化を促進する。また、多様な主体と

連携しつつ、各種アーカイブの利活用促進を図る。 

③魅力あるコンテンツの創造 

誰もが利用したくなる魅力あるコンテンツを創造するために、地域コンテンツの強

化やコンテンツに係るファイナンス環境の整備、教育用コンテンツの開発促進を図

る。 

④ソフトパワーを活用した日本ブランドの確立 

近年注目されているソフト面での日本の国際競争力をさらに高め、日本ブランド

を確立するため、ポップカルチャーの展開支援等の日本ブランド確立に向けた取組

を官民で推進する。また、韓国等の台頭が顕著な映像分野においては、日本発の

放送コンテンツの内外流通を促進する枠組みを検討する。 
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９．４ ユニバーサルデザインの導入促進 

ユビキタスネット社会では、「誰でも」ネットワークにアクセスできるような環境が実現

する。しかし、現状では、年齢・身体的な条件によるデジタル・ディバイド（格差）が存在

しており、物理的にユビキタスネットワーク環境が実現したとしても、そのような年齢・身

体的条件によるデジタル・ディバイドを解消するための取組が適切になされない限り、

そのような格差は縮まらないであろう（図表 9.4）。 

 

図表９．４ 世代及び障害の有無によるインターネット利用率の格差 

69.7

81.1

43.6 45.6

88.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

69.7

81.1

43.6 45.6

88.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

視
覚
障
害
者

聴
覚
障
害
者 肢

体
不
自
由
者

障
害
者
全
体

健
常
者
・
障
害
者
計

視
覚
障
害
者

聴
覚
障
害
者 肢

体
不
自
由
者

障
害
者
全
体

健
常
者
・
障
害
者
計

＜障害者別＞

（% ）

52.6

61.9

88.1
91.6 89.8 90.1

85.0

90.4

75.0

84.5

53.1

62.6

16.2
21.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

6～12歳 13～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上

（出典）総務省通信利用動向調査

＜世代別＞

（% ）
平成14年末

平成15年末

平成14年末

平成15年末

（出典） 障害者の利用率は、総務省 情報通信政策研究所報告書（平成１５年）より。
対象は都内１６－４９歳の障害者の男女。
障害の有無を問わない日本全体での利用率は総務省 通信利用動向調査
（平成１５年）を元に計算。調査対象は１３－４９歳の男女。  

 

一方で、ＩＣＴは高齢者や障害者にとって、自立した生活を送ったり、社会参加をす

るための重要なツールとなりうることも忘れてはならない。例えば、新聞記事がウェブサ

イトに掲載されたり、電子メールで配信されるようになることで、全盲の視覚障害者も音

声読み上げソフトを用いて記事を独力で読むことが可能になった。また、ＩＣＴの進歩

により在宅就業等の多様な就業形態が可能となりつつあるが、こうした動きは、高齢者

や障害者の就業や起業の可能性を高めることとなるだろう。 

このようなＩＣＴの利点を最大化し、「誰でも」ネットワークにアクセスできるようにする

ためには、既存の機器やサービスの複雑な操作に慣れにくい子供や、それらを使い

づらいと感じている、あるいは使うことができない多くの高齢者、障害者等への配慮が

必要である。そのためには、できるだけ多くの人々が利用できるようにすることを目指

すユニバーサルデザインの考え方を、開発段階から積極的に導入し、高齢者や障害

者への配慮をハード面及びソフト面に内在させていくことが期待される。また、社会全

体として、高齢者や障害者がより暮らしやすいＩＣＴ社会とするために、そのような利用

者のＩＣＴ利活用に対する社会的サポート体制の構築が求められる。 

以上を踏まえ、ユニバーサルデザインの導入を促進するために、以下の施策を推

進することを提言する。 

①高度エージェント技術の開発 

膨大な情報の取捨選択を支援し、利便性を高める高度エージェント技術を開発

するために、データマイニング、フィルタリング、ネゴシエーション等のエージェント基
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盤技術の実用化等を図るとともに、ヒューマンコミュニケーション（ユーザ状況の理解

技術、個人適応化技術、ユニバーサル化技術）の研究開発を推進する。 

②ユーザインタフェースの向上 

利用者を問わず情報機器やサービス等の操作性を高めるユーザインタフェース

の向上を推進するために、マルチメディアブラウジング技術等の開発を進める。 

③情報アクセシビリティの確保 

ホームページ等のコンテンツに関するアクセシビリティを確保するため、情報アク

セシビリティに関するガイドラインのＪＩＳ化や国際提案を行うとともに、情報アクセシビ

リティの確保に必要な体制のモデルの普及を進める。また、字幕番組等の普及方策、

新たな普及目標等を検討する。 

④高齢者・障害者のＩＣＴ利活用支援 

高齢者・障害者のＩＣＴ利活用を支援するために、高齢者・障害者向けの通信・放

送技術の研究開発や障害者向け通信・放送サービスの開発提供に対する助成に

加え、研究会の開催を通じた支援体制のモデルの普及等を進める。 

９．５ ＩＣＴ人材活用 

ユビキタスネット社会では、ＩＣＴを課題解決に利活用していくことがテーマであるが、

ＩＣＴはあくまで「ツール」であり、これをどのように活かし発展させていくかは、まさに利

用者個人やコミュニティ、社会の智恵に委ねられている。このような智恵は、ＩＣＴ人材

が豊富に有しているものであり、人材次第でその成果は大きく異なるものである。 

わが国としても、現在はプロジェクトマネジャーやＩＣＴアーキテクトと呼ばれるような

高度なＩＣＴ人材や、成長力のあるＩＣＴベンチャーを担う経営者は相当程度不足して

いると認識されており、これがＩＣＴ産業の国際競争力にも大きく影響すると考えられる

（図表 9.3～9.4）。 

 

図表９．３ ＩＣＴ人材の不足数           図表９．４ 世界各国の起業家率 
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（出典：情報通信ソフト懇談会人材育成ＷＧ（平成１５年１２月））      （出典： Global Entrepreneurship Monitor, 2003） 
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また、小中高や大学等の教育現場におけるＩＣＴの活用は必ずしも十分に進んでお

らず、基礎レベルのＩＣＴ教育やリテラシー向上にも積極的に取り組む必要がある。 

なお、地域におけるＩＣＴ利活用の成功事例をみると、ＩＣＴの豊富な能力を有する市

民やＮＰＯが地域情報化に参画することが成功の鍵となっており、このような市民参加

を促す仕組み作りも、ＩＣＴ人材活用の重要な課題となっている。 

以上を踏まえ、ＩＣＴ人材の活用を図るために、以下の施策を推進することを提言す

る。 

①高度なＩＣＴ人材の育成 

不足感の高い高度なＩＣＴ人材やコンテンツクリエイタ等の育成を図るため、高度Ｉ

ＣＴ人材育成プログラム開発の実施、ＩＣＴ人材・セキュリティ人材の研修支援を行う。

また、若手先端ＩＣＴ研究者の育成を支援する。 

②ＩＣＴベンチャーの創出支援 

経済の活性化を推進するＩＣＴベンチャーの創出を支援するために、政策金融の

活用、税制支援、資金助成といった資金調達面の支援策や、ＩＣＴベンチャーから

の政府調達の拡大、ＩＣＴベンチャーとベンチャーキャピタルや既存の事業会社との

連携の促進等の取組を推進する。 

③リテラシー・教育改革 

利用者のリテラシー向上やＩＣＴ分野の教育改革を進めるために、コンソーシアム

設立等によるＩＣＴ専門職大学院の設立支援を行うとともに、大学入試、教員試験等

における情報科目の導入の検討等、教育分野での積極的な取組を働きかける。ま

た、遠隔教育等を通じたリテラシー向上の基盤整備に資するため、ユビキタスラー

ニング基盤の開発・実証を推進する。 

④市民参加の促進 

情報化の高い知識や経験を有し、また意欲のある市民（NPO、NGO、地場企業

等を含む）によるICTを効果的に活用した社会的課題の解決の取組をより一層活性

化し、幅広い主体の参画を促進するため、地域情報化のキーパーソンや NPO のネ

ットワーク化等を推進する。 

９．６ 工程表の策定 

以上の４つの重点戦略について、具体的なスケジュールや明確な成果目標を明示

した「工程表」を早急に策定して公表し、計画的かつ総合的に政策を推進することを

要請する。 （→第１３章を参照） 
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ユビキタスネット社会に対する期待の一方で、多くの不安や障害が残されているのが現実

（例） 「いつでも」 ⇔ ２４時間ネットにつながっていて、プライバシーの確保は本当に大丈夫か？

「影」の部分についての理解を深め、
課題を整理しておくことが必要

２０１０年までに国民の８０％がＩＣＴに安心感を得られる社会に

ユビキタスネット社会の基本原則や共通認識を

総括して「憲章」とし、世界に発信

ＩＣＴの利用環境整備の抜本強化
～ユビキタスネット社会の不安や障害を速やかに解消～

ユビキタスネット社会に特有の課題で、

問題が顕在化しつつある重要な課題を抽出

顕在化しつつある重要な課題への対応

「影」に関する課題の整理・明確化

社会的影響力が大きく、対応が十分でない

優先２１課題を明確化して、戦略を策定

ＩＣＴ安心・安全２１戦略の推進 ユビキタスネット社会憲章の制定

ユビキタスネット社会の「影」を１０分野１００課題に整理し、具体的なイメージを明確化

ＩＣＴ分野を中心とした有識者１００人アンケートを実施し、課題の優先度を評価

自由で多様な

情報流通
安心で安全な

情報流通

新たな社会基盤の構築

調和

サポート

第１０章  利用環境整備 

 

１0．１ 利用環境整備の目標 

ユビキタスネット社会は、新しい財やサービスを生み出し、人々は「いつでも、どこで

も、何でも、誰でも」ネットワークに簡単につながることにより、利便性を享受しうる社会

である。 

一方、ユビキタスネット社会であるが故に生じる問題、すなわちＩＣＴの利用に関する

不安や障害、乗り越えるべき課題等（以下、「影」という）が懸念されており、これらの問

題に適切に対処し、解決するための道筋を示すことが求められる。 

そこで、まず、ＩＣＴの利用環境整備に関する目標として、「2010 年までに国民の

80％がＩＣＴに安心感2を得られる社会にすること」を設定することを提言する。これを実

現するために、次の３点に取り組むべきである。 

第一に、想起される様々な「影」の課題を整理し、具体的なイメージを明確化する。 

第二に、優先的に取り組むべき課題（優先２１課題）の抽出を行い、「ICT安心・安全

21戦略」を提示するとともに、その具体的な解決方法とスケジュールを示した工程表の

作成を、あわせて提言する。 

第三に、ユビキタスネット社会の到来に伴い顕在化すると考えられる課題に対処す

るため、その指針となる「ユビキタスネット社会憲章」の作成を提言する。 

 

 

                                                   
2 ここにいう「安心感」は、利用者が、ICT の持つリスク・危険性を十分に認識した上で得られる、確
かな安全性に基づく安心感でなければならない。 

図表１０．１ 利用環境整備の課題解決に向けたフローチャート 
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１0．２ ユビキタスネット社会の課題の整理 

１0．２．１ ユビキタスネット社会の進展に対する不安 

ユビキタスネット社会の進展に伴い、

人々に不安をもたらす問題点として、いくつ

かの例が考えられる（図表 10.2）。 

「いつでも」つながることから、個人情報が

正しく保護されているのか、またこれを保護し

ていくことが可能なのか等が懸念される。 

「どこでも」つながることから、携帯電話など

のモバイル機器の利用マナー等が問題とな

りうる。 

「何でも」つながるということは、これ

までパソコンなどに限定されていたコン

ピュータウイルス等の被害が、家庭の電

化製品などにも広がる可能性があること

を意味する。また、「誰でも」つながるとはいうものの、ＩＣＴを使いこなせない人が流

れに乗り遅れ、ＩＣＴによる利益を十分に享受できない事態も懸念される。 

 

１0．２．２ ユビキタスネット社会の「影」の部分に対する対応の必要性 

ユビキタスネット社会の実現による利益を誰もが享受できるものとするためには、こ

れらの不安や障害といったユビキタスネット社会の「影」の部分を確実に取り除いてい

かなければならない。そのため、これらの「影」の問題に対して適切に取り組むことが必

要である。 

しかし、「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」ネットワークにつながる社会であるユビ

キタスネット社会は、これまでの社会とは大きく異なる社会である。世界中の人々が一

つの場所に集まり、盛んに交流していることに相当するとも言えるネットワーク上の社

会は、相手の顔も見えず匿名性が強い等、従来社会と同じ対応では、必ずしも適切に

問題を解決できない。また、そもそもユビキタスネット社会の「影」の問題とはどのような

ものかについて、従来社会における問題意識とは異なる観点から把握しなければなら

ない。 

そこで、まず最初にユビキタスネット社会の「影」の正体をつかむ作業が必要となっ

てくる。次に、「影」の正体をつかんだ上で、所要の対応策について検討し、すでに十

分に対応されているものについては、より広く国民へ普及するように広報・啓発活動を

行い、不安の解消に努めなければならない。そして、いまだ対応策のないものまたは

不十分なものについては有効な対応策を検討し、実施していく必要がある。 

 

 

図表10.2 ユビキタスネット社会の進展に対する不安

いつでも
いつでもいつでも

24時間ネットにつながって
いてプライバシーの確保は本
当に大丈夫なの？

24時間ネットにつながって
いてプライバシーの確保は本
当に大丈夫なの？

どこでもどこでもどこでも
電車や病院の中のような場所
で使われて他人に迷惑となっ
て困ることが増えないの？

電車や病院の中のような場所
で使われて他人に迷惑となっ
て困ることが増えないの？

何でも何でも何でも

誰でも誰でも誰でも
高齢者や障害者等でも、
本当に簡単に使えるようにな
るの？

高齢者や障害者等でも、
本当に簡単に使えるようにな
るの？

身の回りの情報機器全てにウ
イルスの心配をしなくてはな
らないの？

身の回りの情報機器全てにウ
イルスの心配をしなくてはな
らないの？
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出典：総務省「通信利用動向調査」
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１0．２．３ 「影」の課題整理 

ＩＣＴが社会の隅々にまで浸透・普及したがゆえに生じる問題に起因する不安や障

害、すなわちユビキタスネット社会の「影」の問題は、その存在をあらかじめ明確に意

識し、これを速やかに解決することが望まれる。 

ユビキタスネット社会の実現に向けた政策提言をより有益なものとするためには、一

般的・抽象的に「影」の存在を指摘するだけでは十分なものとは言えない。 

具体的政策をより効果的なものとするために、まずは「影」とされる課題がどのような

ものであるか、その具体像を明確化した。 

 

１0．２．４ １０の大分類 

ユビキタスネット社会の「影」の問題として

想定される課題を、網羅的に列挙するため、

まずは各課題を属性ごとに整理した。具体

的には、次に示すとおり、１０の大分類に整

理した。 

① プライバシーの保護 

インターネット利用に際して、個人の利

用者が抱く不安・不満で最も上位に挙げら

れるものが、個人情報の保護に関する問

題である（図表 10.3）。 

新聞各紙に掲載されている個人情報の

流出事故件数を見ると、ここ数年で急激に

増大していることが分かる（図表 10.4）。 

ＩＣＴが各分野において活用され、利用

者とネットワークが絶え間なく接続されるこ

ととなった場合、ネットワーク経由での個人

情報の漏えい事件等が増加するなど、プラ

イバシーに係る問題が今後、一層深刻化

することが懸念されている。 

② 情報セキュリティの確保 

インターネット利用に際して、個人の利

用者が抱く不安・不満として、ウイルスの感

染が上位に挙げられている（図表 10.3）。 

また、コンピュータウイルスとの遭遇経

験を持つ利用者数の、全利用者数に占め

る割合も年々増加しつつあり、平成 14 年には、全体の 80％以上の利用者が、ウイ

ルスとの遭遇経験を有している（図表 10.5）。 

このように、ネットワークとの接続に起因したデータの破壊などが懸念されている。

図表10.3  

個人のインターネット利用における不安・不満

図表10.4：個人情報の流出事故件数の推移  

（新聞５紙の報道件数）
出典：平成1６年版情報通信白書
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図表10.5：コンピュータウイルス遭遇経験の推移

図表10.6：インターネットショッピングに係る相談

図表10.7： 

出会い系サイトに関連した事件の検挙件数 

図表 10.8：商業用レコードにおける侵害品の規模

その他に、情報ネットワークの物理的な

脆弱性によるトラブルの発生など、情報セ

キュリティについて懸念されている。 

③ 電子商取引環境の整備 

最近のネットワークを取り巻く環境は大

きく変化しつつあり、インターネットショッピ

ングに関する国民生活センターへの相談

件数が急増しつつある（図表 10.6）。 

ネットワークを経由した経済取引が活発

化している一方、悪質商法や契約上のトラ

ブルなどが発生しやすい環境にあるといえ

る。 

このように、電子商取引環境が十分に整

備されていないことに起因する問題の発生

が懸念されている。 

④ 違法・有害コンテンツ、迷惑通信への対
応 

最近の、いわゆる出会い系サイトに関連

した事件の検挙件数は急激に増加してい

る（図表 10.7）ほか、ネットの匿名性ゆえに簡

単に引き起こされる名誉毀損等が問題にな

っている。 

このような違法または有害なコンテンツが

ネット上で氾濫すること、更に、迷惑メール

などの迷惑通信によって被害が生じること

が懸念されている。 

⑤ 知的財産権への対処 

デジタル情報の特徴でもある、複製・共

有・頒布の容易性から、犯意を伴う著作権

等の侵害問題のほかにも、一般利用者が

無意識のうちに著作権等を侵害してしまう

問題が指摘されている。 

最近の動向として商業用レコードを見る

と、いわゆる海賊版レコードによる被害が

多く発生している。 

海外市場を見ると、特に中国において

は、商業用レコード市場全体に占める海賊

版レコードの割合は実に 90％、台湾にお

出典：情報処理推進機構セキュリティセンター
「情報セキュリティに関する調査」
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１．商業用レコード市場全体に占める侵害品の割合

国際レコード産業連盟調べ（2001年実績暫定版）
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国
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２．日本製商業用レコードの正規版市場と侵害品市場の規模（アジア地域、2002年）

●正規ライセンス版●

５００万枚（５００万枚（25002500タイトル）タイトル）

約５０億円

●海賊版●

７００～９００万枚７００～９００万枚

（RIAJ、MRI調べ）

出典：知的財産本部コンテンツ専門調査会資料
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図表10.9：情報通信に関する苦情・相談件数と全体

に占める割合                 

図表 10.10：世代別 インターネットの利用状況

図表10.11：ブロードバンドの普及状況 

いては 50％に上るなど、被害の規模は非常に大きくなっている（図表 10.8）。 

アジア全体の商業用レコード市場を見ても、いわゆる海賊版レコードの市場規模

が正規ライセンス版レコードの市場規模を大きく上回っており、知的財産権への侵害

が問題となっている。 

⑥ 新たな社会規範の定着 

ＩＣＴの急速な進歩に伴い、従来の社会規範では、社会が本来有している価値観

を維持できない事態に陥ることが考えられ、このような事態に起因する問題・トラブル

などが生じることが懸念される。 

一般の消費者を取り巻く環境を見ると、

例えば、国民生活センターに対して寄せら

れている情報通信に関する苦情・相談件

数は、近年急激に増えつつあり、全体の相

談件数に占める情報通信に係る相談件数

の占める割合も増加しつつある（図表

10.9）。 

このように、ＩＣＴの発展と普及が進むに

つれて、本来は当然とされていた社会のコ

ンセンサスが崩れ、利用者が情報通信に

係る紛争に巻き込まれる可能性が、高くな

ることが懸念される。 

⑦ 情報リテラシーの浸透 

ＩＣＴインフラの整備状況に比べ、利用

者の活用能力が相対的に未熟であること

に起因する問題のほか、ＩＣＴの利用に精

通した人と不慣れな人との間で発生する格

差などが懸念される。 

世代別のインターネット利用率を見ると、

高齢世代は若年世代に比べて低く（図表

10.10）、高齢者や障害者が不利な立場に

あるなど、情報リテラシーに起因する問題

が懸念されている。 

⑧ 地理的ディバイドの克服 

ＩＣＴインフラが十分に整備されている地

域の利用者と不十分な地域の利用者との

間で発生する格差が懸念されている。 

ユビキタスネット社会に不可欠な、ブロ

ードバンドサービスの現在の普及状況を地

域別に見ると、全国平均では 80％以上の普及率となっている一方、過疎地域にお

出典：総務省「通信利用動向調査」
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図表10.12：使用済 ICT 製品の発生量予測

けるブロードバンド普及率はおよそ 60％程度に止まっており（図表 10.11)、地域によ

る情報格差が存在していることが分かる。 

⑨ 地球環境や心身の健康への配慮 

携帯電話からの電波などのように、世界

的に安全と認められる基準に基づき運用

されているものの、利用者の持つ健康へ

の不安感が増大される場合があるほか、Ｉ

ＣＴ端末が発する光の健康への影響や、

青少年の過度なネットワークへの依存によ

る心身への影響等の問題が懸念されるほ

か、ＩＣＴ機器の廃棄に伴って自然界に排

出される物質等による環境汚染問題等が

懸念されている。 

使用済みとなったICT製品の発生量を見ると、平成１２年まで急激に増加し、その

後は横ばいとなることが予測されているが（図表 10.12）、至るところで ICT 機器が使

用されるユビキタスネット社会においては、ICT 製品の廃棄量が更に増加し、環境へ

深刻な影響を与えることも懸念される。 

⑩ サイバー対応制度・慣行の整備 

一般の生活が、電子メールやインターネット等を用いたサイバー社会にその基盤

を置いたものとなりつつある中、従来の対面、書面などを前提とした制度設計や商慣

習が社会の要請に適応しきれないことから生じる問題が懸念されている。 

 

１0．２．５ １００の個別課題 

ユビキタスネット社会の「影」の課題として、今日的な課題から将来的に顕在化する

ことが想定される課題まで、上記１０の大分類ごとにそれぞれ１０ずつ個別課題を列挙

し、合計１００課題を提示した（図表 10.13）。 

なお、全１００課題の詳細については参考資料３．１を参照されたい。 

出典：使用済コンピュータの回収・処理・リサイ
クルの状況に関する調査報告書
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図表10.13 １００課題一覧

【1. プライバシーの保護】 【6. 新たな社会規範の定着】

1)公的機関や事業者の保有する個人情報保護のあり方 51)情報機器の廃棄のルール

2)金融・決済等にかかわるプライバシー保護のあり方 52)誰にでもわかる情報提供

3)ウェブサイト等を利用した顧客情報の取得への対策 53)モバイル機器の利用マナー

4)医療におけるプライバシー保護のあり方 54)会社等におけるネット利用ルール

5)サービス利用における匿名化技術 55)ネットを利用した社会活動ルール

6)ホットスポット等における利用者管理のあり方 56)ネット利用に関するマナー（ネチケット）

7)撮影ルールのあり方 57)柔軟な勤務形態

8)生体認証の導入・普及のあり方 58)情報技術の研究開発における科学技術倫理のあり方

9)位置情報の取り扱いルールのあり方 59)映像コミュニケーションに関するマナー

10)電子タグの利用ルールのあり方 60)ロボット利用に関するルール

【2. 情報セキュリティの確保】 【7. 情報リテラシーの浸透】

11)ハイテク技術、製品等の輸出規制 61)外国語情報の比重

12)コンピュータウイルスへの対応 62)収入等による情報格差

13)盗聴、通信傍受への対応 63)障害者等への対応

14)不正アクセスへの対応 64)教育におけるＩＣＴ利用の促進

15)一般ユーザの情報セキュリティ意識の向上 65)社会性や適応力の低下の防止

16)トラヒックの急増等への対応 66)高度なＩＣＴ人材の不足の解消

17)無線インターネットのセキュリティのあり方 67)情報の氾濫への対応

18)情報ネットワークの脆弱性の克服 68)ソフト等のバージョンアップの問題

19)治安・安保へのICT活用 69)中小企業におけるICT活用

20)非ＰＣ機器のセキュリティのあり方 70)誰でも容易に使えるインターフェースの確保

【3. 電子商取引環境の整備】 【8. 地理的ディバイドの克服】

21)違法な電子商取引の増加 71)基礎的サービスの地域格差

22)消費者相談の急増 72)高度サービスの地域格差の解消

23)ネットを利用した悪質商法への対応 73)情報通信利用の南北格差

24)ネットを利用した広告の問題 74)社会資本整備におけるＩＣＴの優先度の見直し

25)利用者の知識や経験の不足 75)ICTを活用したまちづくりの格差

26)電子決済の安全性の確保 76)コンテンツやソフトに関する一極集中

27)電子商取引の国際的問題 77)電子自治体における格差の解消

28)ネット上の商業活動に関するルールの未整備 78)ＩCＴ産業集積の有無

29)電子商取引の規格 79)地下空間や移動中におけるネット利用

30)電子署名・電子認証の範囲 80)ソーシャルキャピタルの格差

【4. 違法・有害コンテンツ、迷惑通信への対応】 【9. 地球環境や心身の健康への配慮】

31)有害サイトの増加 81)廃棄物の増加

32)犯罪行為の助長の問題 82)不法投棄の問題

33)迷惑メールへの対応 83)エネルギー消費の増加

34)迷惑電話 84)紙消費の増加

35)匿名掲示板 85)新技術の人体への影響の軽減

36)ネット上の賭博行為 86)流通における情報財の未活用

37)青少年のコンテンツ利用の保護 87)電子タグのリサイクルのあり方

38)プロバイダー責任のあり方 88)青少年の発育への影響の健全化

39)コンテンツの安全性・信頼性の確保 89)仮想体験の増加による実体験不足

40)コンテンツ提供の国際的問題 90)体内へのハイテク機器の埋め込み

【5. 知的財産権への対処】 【10. サイバー対応の制度・慣行の整備】

41)ドメイン等の不正利用 91)対面販売や文書保存等の義務付け

42)デジタル財の著作権保護のあり方 92)ＩCTベンチャー等の資金調達

43)ビジネスモデル特許の範囲 93)電子政府の利便性の向上

44)海外における知的財産権侵害 94)税制分野におけるICTの利活用

45)コンテンツの二次利用不足の解消 95)農林水産分野におけるICTの利活用

46)ホームページ等における著作物の利用ルール 96)司法におけるICTの利活用

47)肖像権等の保護 97)医療におけるＩＣＴの利活用の促進

48)ソフトウェアのオープンソース化 98)労働分野におけるICTの利活用

49)知的財産戦略のあり方 99)地方公共団体の業務の標準化

50)パブリックドメイン 100)アジア等におけるリーダーシップ不足
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図表10.14：優先２１課題の抽出 

１０．３ 不安解消に向けた具体策 「ＩＣＴ安心・安全２１戦略」 

  これまでに、１０の大分類ごとに列挙した１００の個別課題は、想定される問題を幅

広く網羅的に含むものである。もちろん、これらの課題のすべてに適切に対処すること

が望ましいものであるが、より現実的に考えるならば、どの課題がどの程度の重要性を

持ち、また、どのくらい早期に対処すべきかなどについて総合的・多角的に考慮した

上で、優先的に取り組むべき課題を具体的に明らかにすることが必要である。 

なお、上記の１０分野に分類される課題について、国際的にはどのような取組がなさ

れているか、調査・比較を行った。 

調査を行った主要各国においては、１０分野のすべてにおいて、今日的な課題を抱

えており、ほとんどの分野で何らかの施策が講じられているが、「新たな社会規範の定

着」に係る政策レベルの取組は少ないことが分かった。なお、詳細については、参考

資料３．２「ユビキタスネット社会の影の課題（大分類）に係る国際的政策動向」を参照

されたい。 

 

１0．３．１ ＩＣＴ安心・安全２１戦略 

有識者へのアンケート調査を実施すること等により、網羅的に列挙された１００の課

題から優先的に取り組むべき優先課題を抽出した3（図表 10．14）。 

                                                   
3 優先課題の抽出はクラスター分析（メディアン法）を用いて行い、図中でより右上にあ
るグループを、優先課題として抽出した。 
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図表10.15：ＩＣＴ安心・安全２１戦略 

その結果、社会に対する影響が大きく、かつ、十分に対応がさなれていないものとし

て、２１の課題が抽出された。なお、アンケート票については参考資料３．３を、分析の

詳細については、参考資料３．４「『優先２１課題』の抽出」を参照されたい。 

次に、これらの課題を、その属する大分類ごとに整理すると、図表 10.15 に示すとお

り、２１の優先課題は特定の分野（大分類）に偏ることなく分布しており、分野にこだわ

らず対象を広く捉え、課題の解決に向けて取り組むべきものと考えられる。 

これらの優先２１課題を着実に解決することにより、安心・安全なユビキタスネット社

会の実現に向けた第一歩を踏み出すことを、「ＩＣＴ安心・安全２１戦略」として提唱す

る。 

 

１0．３．２ 優先２１課題の具体的内容 

優先２１課題の詳細な内容は、次に掲げる通りである。 

①医療におけるプライバシー保護のあり方 

医療分野において、カルテやレセプトの電子化が進み、個人の遺伝子情報等

を含む極めて重要な医療データが電子的に扱うことのできる段階に入りつつある

ため、プライバシー保護のあり方が問題となる。 

②公的機関や事業者の保有する個人情報保護のあり方 

大量の個人情報が扱われる現代社会において、国や自治体等の公的機関、事

業者における個人情報保護のあり方が問題となる。 

③一般ユーザの情報セキュリティ意識の向上 

ID・パスワードを他人に教えてしまうこと、ウイルス対策ソフトを導入していないこ

と、不審なメールに添付されたファイルを開いてしまうこと等、十分に浸透していな

い一般ユーザの情報セキュリティ意識の向上を促す必要がある。 
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④情報ネットワークの脆弱性の克服 

情報ネットワークが使用できない状態になれば社会に大きな影響を与える。サ

イバーテロや災害・停電等により機能が停止しやすいという脆弱性を内包したネッ

トワークはシステミックリスクにさらされており、その運用上、適切なセキュリティ対

策を施すなど、十分な危機管理を行う必要がある。 

⑤コンピュータウイルスへの対応 

ネットワークを介して感染し、データ破壊等の被害を及ぼすウイルス等は、新種

が次々と発生することや、ブロードバンドの常時接続化により被害が瞬時に大規

模に拡大しやすい等の特徴があるため、適切な対応をする必要がある。 

⑥電子決済の安全性の確保 

磁気読み取り装置を使ってクレジットカード情報を盗み、これを不正に使用する

「スキミング」対策のほか、インターネットや IC カード、携帯電話等を利用した電子

決済システムにおける電子マネー等の安全性を確保するための対策を行う必要

がある。 

⑦ネットを利用した悪質商法への対応 

利用した覚えのない有料サイト等の代金の支払いを突然聞いたこともない業者

から不正に請求される架空請求、インターネット・オークションにおける架空の出

品や偽物販売等の詐欺、ネットを利用したマルチ商法等による詐欺事件などへの

対策を行う必要がある。 

⑧迷惑メールへの対応 

これまで、携帯電話やパソコン等における迷惑メールへの対策として、迷惑メー

ル対策法による取締まりや、電気通信事業者の自主的対応により、一定の成果を

上げてきたが、近年、送信行為の巧妙化、悪質化等が進行しており、いまだ迷惑

メール問題は解決していないという状況が続いている。 

⑨知的財産戦略のあり方 

知的財産の重要性が増しつつある中、創造活動への報酬を確保するビジネス

モデルの未確立、コンテンツ輸出の不振、弁護士・弁理士等知的財産に係る専

門家の不足等、知的財産戦略のあり方が問題となる。 

⑩デジタル財の著作権保護のあり方 

1997 年には著作権法に公衆送信権という概念が導入されたが、頻発するウェ

ブサイト上での著作物の無断転載、不正複製・頒布、ファイル交換ソフトを利用し

た不正なファイル交換、コピープロテクションの解除等による著作物の不正利用

への対策を講じる必要がある。 

⑪コンテンツの二次利用不足の解消 

テレビ番組をはじめとして、コンテンツの二次利用やマルチユースに関する仕

組みが十分整備されておらず、二次利用ビジネス環境の整備とそのための制度・

条件整備が必要である。 

⑫情報技術の研究開発における科学技術倫理のあり方 
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違法な用途を意図したプログラムの作成、盗撮・盗聴機器として転用されるお

それの強い機器の開発等、新しい情報通信技術の実用化の是非等に関する判

断基準や利用ルールの策定プロセスのあり方が問題となる。 

⑬教育におけるＩＣＴ利用の促進 

児童生徒に対するＩＣＴ教育を改善するため、ＩＣＴに係る安全やネチケットに関

する教育の実施、教員のＩＣＴ習熟度等の向上、教育用のコンテンツやアプリケー

ションの整備等を行い、教育におけるＩＣＴ利用を促進する必要がある。 

⑭高度なＩＣＴ人材の不足の解消 

ＩＣＴ分野の国際競争力を確保するには高度なＩＣＴ人材が豊富に存在する必

要があり、特にプロジェクトマネージャやＩＣＴアーキテクト等高度人材の育成、ＩＣ

Ｔ人材の育成のための教育機関や適正な能力開発プログラムの整備を促進する

必要がある。 

⑮高度サービスの地域格差の解消 

光ファイバやＡＤＳＬ等の高速接続サービスや携帯電話の通話可能エリア等、

高度な情報サービスについて、地域格差を是正する必要がある。 

⑯電子自治体における格差の解消 

すべての地方公共団体において、ＩＣＴを利用した質の高い行政サービスを住

民が格差なく受けられるよう、共同アウトソーシングを推進するほか、携帯電話端

末を活用した電子申請等の身近な活用方策を提示するなど、電子自治体を積極

的に推進する必要がある。 

⑰社会資本整備におけるＩＣＴの優先度の見直し 

社会資本整備に関し、公共投資の多くが道路や橋梁等の建設に充てられたま

まシェアが固定化されており、社会的に必要なＩＣＴ関連の資本整備のあり方が問

題となる。 

⑱青少年の発育への影響の健全化 

成長段階にある子供がテレビやゲーム、インターネット等に過度に依存すること

によって生じる、運動不足や勉強不足、視聴覚機能の低下等、健康・発育への悪

影響を低減する必要がある。 

⑲電子政府の利便性の促進 

電子政府化は進展しているものの、電子調達時のデータ形式や規格が統一さ

れていないこと、添付書類は別途郵送や持参する必要があることなど、電子申請

化が不完全なことに起因する不便を解消する必要がある。 

⑳医療におけるＩＣＴの利活用の促進 

医師や病院が少ない地域においては、医療サービスを遠隔からＩＣＴを活用し

て利用することへのニーズは高く、本格的な遠隔医療を可能とする制度整備を進

展させる必要がある。また、医療サービスの高度化や効率化につながる電子カル

テやレセプトの整備を促進する必要がある。 

○21地方公共団体の業務の標準化 
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電子自治体を効率的に推進するため、共同アウトソーシングの推進等を通じた、

地方公共団体の業務システムやデータの標準化を推進する必要がある。 

 

１0．３．３ やがて問題が顕在化することが予想される重要な課題 

優先的に取り組むべきものとして抽出された２１課題のほかにも、現在において問題

として認識されはじめた段階であるが、ユビキタスネット社会の実現段階において深刻

化すると想定される課題（図表 10.16）を、あらかじめ認識しておくべきである。 

これらの課題は、ユビキタスネット社会に関連の深い課題であるものの、上記２１の

優先課題として抽出されなかったものであり、現在もしくは遅くとも近い将来までには、

顕在化することが予想される重要な課題である。 

具体的な内容は、次の通りである。 

① 金融・決済等にかかわるプライバシー保護のあり方 

金融面での信用情報である消費・返済の履歴（クレジットヒストリー）や、クレジッ

トカードの番号等は、個人の資産を守る重要な情報であり、金融・決済の電子化

に伴い、これらのプライバシー情報の保護が問題となる。 

② ウェブサイト等を利用した顧客情報の取得への対策 

ウェブサイトの閲覧状況を把握する「クッキー」、個人のパソコンに密かに送られ

る「スパイウェア」、金融機関等の正規ウェブサイトを装い、クレジットカード番号な

どを詐取する「フィッシング」等により、ネット利用者の個人情報が、本人が知らな

いうちに収集されるおそれがあり、プライバシー保護等のあり方が問題となる。 

③ 生体認証の導入・普及のあり方 

指紋、手相、静脈、虹彩、顔、声紋、DNA等、生体的特徴を利用した本人確認

等が導入されつつある中、電子的に蓄積された情報の漏えいや、利用者感情

（犯罪者を想起させる）の問題等が懸念され、バイオメトリックス認証のあり方が問

題となる。 

④ 位置情報の取り扱いルールのあり方 

ＧＰＳ等の技術により詳細な位置情報の取得が容易になったことや、交通系 IC

カードが急速に普及してきたことから、個人の居場所や行動履歴等、プライバシ

ーに係る位置情報の取り扱いルールが問題となる。 

⑤ 電子タグの利用ルールのあり方 

物流・食・医療・環境等多様な分野での利活用が期待されている電子タグの導

入に伴い、消費者がその意に反して嗜好や行動履歴等さまざまな個人情報を取

・金融・決済等にかかわるプライバシー保護 ・トラヒックの急増等への対応
・ｳｪﾌﾞｻｲﾄを利用した顧客情報の取得への対策 ・非ＰＣ機器のセキュリティのあり方
・生体認証の導入・普及のあり方 ・コンテンツの安全性・信頼性の確保
・位置情報の取り扱いルールのあり方 ・社会性や適応力の低下の防止
・電子タグの利用ルールのあり方 ・情報の氾濫への対応
・盗聴、通信傍受への対応 ・誰でも容易に使えるインターフェースの確保
・不正アクセスへの対応 ・新技術の人体への影響の軽減

図表10.16 ユビキタスネット社会特有の課題

・金融・決済等にかかわるプライバシー保護 ・トラヒックの急増等への対応
・ｳｪﾌﾞｻｲﾄを利用した顧客情報の取得への対策 ・非ＰＣ機器のセキュリティのあり方
・生体認証の導入・普及のあり方 ・コンテンツの安全性・信頼性の確保
・位置情報の取り扱いルールのあり方 ・社会性や適応力の低下の防止
・電子タグの利用ルールのあり方 ・情報の氾濫への対応
・盗聴、通信傍受への対応 ・誰でも容易に使えるインターフェースの確保
・不正アクセスへの対応 ・新技術の人体への影響の軽減

図表10.16 ユビキタスネット社会特有の課題
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得されるおそれがあり、電子タグの利用ルールのあり方が問題となる。 

⑥ 盗聴、通信傍受への対応 

小型高性能マイク等を使用した盗聴器による会話等の盗み聞き、インターネッ

トを使ったＩＰ電話やテレビ会議等の通信内容の傍受を防止する仕組みを整備す

る必要がある。 

⑦ 不正アクセスへの対応 

ＩＤやパスワードの窃取によりネットワークに侵入するなりすまし等のほか、ソフト

ウエアの欠陥を悪用した不正アクセス等を防ぐための対策が必要である。 

⑧ トラヒックの急増等への対応 

音楽､映像等のファイル交換の増加や、ウイルスの蔓延等により、ネットワーク

上のトラヒックが急増することが予想されるため、ＩＰバックボーンの高度化を図り、

通信障害等の問題の発生を防止する必要がある。 

⑨ 非ＰＣ機器のセキュリティ 

現在ではネットワークに接続するパソコンのセキュリティ対策が主流であるが、

携帯電話やＰＤＡ、情報家電等もネットワークに接続するようになると、幅広い機

器について、ウイルス対策や不正アクセス対策等を行う必要がある。 

⑩ コンテンツの安全性・信頼性の確保 

コンテンツが技術的に高度化し、ブラウザの稼働しているシステムの動作異常

を引き起こす「ブラウザクラッシャー」など、システムの欠点を突いて問題を引き起

こすものが登場したほか、風説の流布などコンテンツ自体の信頼性に疑問がある

ものもあり、ネット上のコンテンツの安全性・信頼性を確保する必要がある。 

⑪ 社会性や適応力の低下の防止 

ネット上における対人関係は現実社会におけるそれとは異なり、ネットワークを

介した関係に依存するあまり、現実社会でのコミュニケーション能力の不足、直接

的な人間関係の回避などによる社会性や適応力の低下を防ぐ必要がある。 

⑫ 情報の氾濫への対応 

ネット上には必ずしも真偽の定かではない情報が氾濫しているため、有用な情

報を検索し、抽出する能力が求められるため、膨大な情報を目的に応じて取捨

選択することをサポートするエージェント技術等を充実させる必要がある。 

⑬ 誰でも容易に使えるインターフェースの確保 

高齢者や子供をはじめとした、専門的な知識を持たない人や情報機器を利用

する機会が少ない人にとって、多くの情報機器は依然使いにくいものであり、音

声入力等によるインターフェースの改善が必要である。 

⑭ 新技術の人体への影響の軽減 

コミュニケーション技術の発達によって懸念されている、人間の知覚や認知へ

の悪影響を軽減するとともに、人体への影響に係る科学的研究成果等について

広報・啓発活動を行うことにより、利用者の不安を解消する必要がある。 
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図表10.17：ブロードバンドの普及状況 

図表 10.18：ＩＣＴの導入等に係る国際的宣言 

１０．４ ユビキタスネット社会憲章 

「ＩＣＴ安心・安全２１戦略」を踏まえ、「影」の優先課題を解決し、障害を取り除くこと

が、ユビキタスネット社会の実現へ向けた大きな一歩である。しかし、ユビキタスネット

社会の実現に向けた「影」の問題は、単

なる一過性の問題ではない。 

優先２１課題を解決した後にも、顕在

化することが予想される課題（１４の課

題）もすでに抽出されている。 

更にその後も、より要求レベルの高く

新しい課題が見えてくる可能性もある。

より良いユビキタスネット社会を追求す

るなら、むしろ新しい課題が次々と現れ

るはずである。 

ところが、ユビキタスネット社会は、それ特有の「利益」と「不利益」が存在し、これま

での社会とは性質を異にする社会である。したがって、今後の課題の解決へ向けた対

応策を検討していく上では、従来の社会における手法とは異なった、ユビキタスネット

社会に相応しい解決策を考える必要がある。そのため、ユビキタスネット社会特有の性

質を踏まえ、やがて顕在化する課題を

解決するための「指針」が必要となると

考えられる（図表 10.17）。 

しかし、ユビキタスネット社会の特徴を

踏まえた「指針」に相当するものは、国

内的にも、国際的にも作成された例が

ないのが実情である。 

ＩＣＴ社会に関する既存の指針等を見

ると、国内的には、個別分野ごとに、行

政、業界団体、公益法人等が作成した

指針、自主ルール等が、国際的には、Ｉ

ＣＴの導入促進を提唱する宣言など（図

表 10.18）が散見される。しかし、包括的

なユビキタスネット社会を前提とした指

針や原則などは、存在しない。 

よって、世界に先立ってユビキタスネ

ット社会の実現を見据えた日本におい

て、「指針」を提示し、世界を先導する役

割を果たすことが重要である。当懇談会

においては、次項に示すとおり、これを「ユビキタスネット社会憲章」として提案する。 

(参 考)ＩＣＴに係る国際的取決めの例 
○グローバルな情報社会に関する沖縄憲章 
・発効：平成 12年７月 
・根拠：Ｇ７/Ｇ８首脳会合にて宣言 
・概要： 
  ITが提供する機会の活用、情報格差の解
消、全世界的参加の推進等を促進すること

を提唱 

 
○ＷＳＩＳ「基本宣言」 
・発効：平成 15年 12月 
・根拠：国連世界情報社会サミットにて採択 
・概要： 

世界中のすべての者が情報と知識を活

用・共有し、持続可能な開発の促進等が可

能となり、開発指向の情報社会の構築を目

指した宣言 

現在 ユビキタスネット社会 将来

・・・

優先２１課題

IC
Tの
「影
」の
課
題

ユビキタスネット社会特有の「利益」と「不利益」

ＩＣＴ安心・安全
２１戦略

ユビキタスネット社会の
特徴を踏まえた「指針」

顕在化する課題

新たな課題
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１0．４．１ 憲章の意義 

「憲章」とは、国家や団体が理想として定めた大切な原則のことである。 

「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」簡単に情報通信ネットワークにつながり、容易

にＩＣＴを利用できるユビキタスネット社会は、不特定多数の者が、互いの距離を意識

せずに盛んに交流できる社会であり、従来の社会とは異なった特有の性質を有してい

る。 

したがって、従来の社会にはない、ユビキタスネット社会ならではの「利益」と「不利

益」の存在を考慮し、「利益」を最大化し、「不利益」を最小化する枠組みを備える必要

がある。 

そのため、ユビキタスネット社会特有の性質を踏まえ、ユビキタスネット社会の進展

に伴い、今後、適切な対処が求められる「影」の課題や障害を解決する「指針」として、

「ユビキタスネット社会憲章」を提示するものである。 

国内的には、利用環境の整備等に向けたルール作りの指針として、「憲章」を活用

していくことを期待するものであり、国際的には、わが国から世界へ向けてこれを発信・

貢献していくことが望まれる。 

 

１0．４．２ ユビキタスネット社会憲章の構成 

ユビキタスネット社会憲章は、以下に示すように、前文、第一章（自由で多様な情報

流通）、第二章（安心で安全な情報流通）及び第三章（新たな社会基盤の構築）の構

成として策定されるべきである。なお、憲章本文の案は参考資料３．５を参照された

い。 

① 前文 

ＩＣＴの潜在的可能性などを踏まえ、ユビキタスネット社会の意義、目的等を明

確にした上で、憲章の位置付けを行う。 

② 第一章（自由で多様な情報流通） 

ユビキタスネット社会において、情報流通をより活発化するための要素、いわ

ばコミュニケーションの「アクセル」に相当するものを明確化する。 

すなわち、情報利用の主体たる利用者の権利（情報の受発信に関する権利）

及びＩＣＴ活用能力（情報リテラシー）のほか、情報利用の客体であるコンテンツ等

の利用可能性（情報内容の多様性）等について、コミュニケーションを活性化する

観点から整理している。 

③ 第二章（安心で安全な情報流通） 

ユビキタスネット社会において、情報流通をより安心なものとするための、いわ

ばコミュニケーションの「ブレーキ」に相当する諸要素を明確化する。 

すなわち、情報利用の主体たる利用者に係る情報の安全性（プライバシーの

確保）、主に利用客体であるコンテンツの安全性（情報セキュリティ）のほか、ネッ

トワークの安全性や及びコンテンツの権利保護（知的財産権）等について、コミュ
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ニケーションを安心なものとする観点から整理している。また、ネットワークの利用

者やＩＣＴの開発者が踏まえるべき情報倫理も明確化している。 

第一章と第二章に掲げられた事柄の調和・共存こそがユビキタスネット社会の

健全な発展に資する重要な前提となる。 

④ 第三章（新たな社会基盤の構築） 

ユビキタスネット社会をサポートする諸要素のうち、上記に含まれないものを整

理している。地域的・国際的協調・協力体制を確立することのほか、相互に密接

な関係となった現実社会とサイバー社会の調和を図るべきことを明らかにしてい

る。 

 

１0．４．３ 今後の進め方 

ユビキタスネット社会憲章の今後の取扱いと活用方針は以下の通りとすべきである。 

① 最終取りまとめ 

ユビキタスネット社会憲章は、幅広い分野で、多くの人にとっての共通の規範と

するべきものであり、慎重に精査しつつとりまとめるべきである。 

したがって、最終的な策定の前に、パブリックコメントに付すなどして、広く一般

の人の意見を反映させるべきである。 

② 今後の活用 

本憲章は、今後、我が国におけるユビキタスネット社会の円滑な実現と、その

後の社会をより良いものとするための指針として活用していくべきである。また、Ｗ

ＳＩＳ（世界情報社会サミット）等の国際会議を通じて発表し、国際社会の発展に

貢献していくべきである。 

 

 

１０．５ 工程表の策定 

ユビキタスネット社会の実現のためには、「ＩＣＴ安心・安全２１戦略」の着実な達成に

向け、個々の優先２１課題をどのように解決するか、具体的な解決手法と成果目標を

明示するべきである。 

したがって、「ＩＣＴ安心・安全２１戦略」について、具体的なスケジュールや明確な成

果目標を明示した「工程表」を早急に策定して公表し、計画的かつ総合的に政策を推

進することを要請する。 （→第１３章を参照） 
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第１１章  その他横断的な政策 

１１．１ ｕ－Ｊａｐａｎ実現に向けた国際戦略・技術戦略の新たな目標 

ユビキタスネット社会の実現の前提条件として第８～１０章で記述した３つの政策パ

ッケージに共通する施策として、国際戦略と技術戦略が挙げられる（図表 11.1）。 

ユビキタスネット社会は、ユビキタスネットワークの性質上本質的にグローバルであり、

将来戦略を考える上で国際的な市場やネットワークの視点が不可欠となる。そこで、新

たな目標として「わが国の国際的プレゼンスの強化」と「アジアを世界の情報拠点に」

の２点を掲げることを提言する。このような国際戦略を推進するために、「国際的な連

携の推進」、「アジア・ブロードバンド計画の推進」という２つの重点戦略に取り組むべ

きである。 

また、ユビキタスネット社会の進展は技術革新が原動力となっており、ＩＣＴ分野の研

究開発や標準化が戦略的に重要である。そこで、新たな目標として「世界に先駆けた

ユビキタスネットワーク技術の実用化」を掲げることを提言する。このような技術戦略を

推進するために、「ユビキタスネット社会に向けた研究開発戦略」、「標準化の推進」と

いう２つの重点戦略に取り組むべきである。 

 

図表１１．１ ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージ（４）：その他横断的な施策 

◆ ユビキタスネット社会は本質的にグローバル 国際的な市場やネットワークの視点が不可欠

◆ ユビキタスネット社会は技術革新が原動力 ＩＣＴ分野の研究開発・標準化が戦略的に重要

横断的な国際戦略・技術戦略が不可欠

国際戦略国際戦略

技術戦略技術戦略

わが国の国際的プレゼンスの強化 アジアを世界の情報拠点に

国際的な連携の推進国際的な連携の推進

欧米各国・国際機関との連携強化欧米各国・国際機関との連携強化

ＩＴＵ等における標準化活動の強化ＩＴＵ等における標準化活動の強化

国際社会に対する情報発信力の強化国際社会に対する情報発信力の強化

EPA/FTAの推進EPA/FTAの推進

アジア・ブロードバンド計画の推進アジア・ブロードバンド計画の推進

世界に先駆けたユビキタスネットワーク技術の実用化

ユビキタスネット社会に向けた研究開発戦略ユビキタスネット社会に向けた研究開発戦略

新世代ネットワーク技術

（ﾕﾋﾞｷﾀｽﾈｯﾄﾜｰｸｱｰｷﾃｸﾁｬ､ﾌｫﾄﾆｯｸﾈｯﾄﾜｰｸ、新世代ﾓﾊﾞｲﾙ、未来型ＩＣＴ等）

新世代ネットワーク技術

（ﾕﾋﾞｷﾀｽﾈｯﾄﾜｰｸｱｰｷﾃｸﾁｬ､ﾌｫﾄﾆｯｸﾈｯﾄﾜｰｸ、新世代ﾓﾊﾞｲﾙ、未来型ＩＣＴ等）

標準化の推進標準化の推進

次世代ネットワーク（NGN）
等の国際標準化

次世代ネットワーク（NGN）

等の国際標準化

国際標準化提案支援等
の標準化活動の強化

国際標準化提案支援等
の標準化活動の強化

WSIS（世界情報社会ｻﾐｯﾄ）への貢献WSIS（世界情報社会ｻﾐｯﾄ）への貢献 アジア各国との

協力関係の構築

アジア各国との

協力関係の構築

アプリケーション導入、コンテン

ツ流通、基盤技術開発の推進

アプリケーション導入、コンテン

ツ流通、基盤技術開発の推進

ネットワーク・インフラ整備
の推進

ネットワーク・インフラ整備

の推進

ＩＣＴ分野の人材育成
の推進

ＩＣＴ分野の人材育成
の推進

安心安全のためのＩＣＴ

（ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ、次世代ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ、ｾﾝｻｰﾈｯﾄﾜｰｸ、ﾈｯﾄﾜｰｸﾛﾎﾞｯﾄ等）

安心安全のためのＩＣＴ

（ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ、次世代ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ、ｾﾝｻｰﾈｯﾄﾜｰｸ、ﾈｯﾄﾜｰｸﾛﾎﾞｯﾄ等）

ユニバーサル・コミュニケーション技術

（ﾋｭｰﾏﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ､ｺﾝﾃﾝﾂ創造･流通､ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ､ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ等）

ユニバーサル・コミュニケーション技術

（ﾋｭｰﾏﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ､ｺﾝﾃﾝﾂ創造･流通､ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ､ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ等）
競争的資金の充実等、民産学官連携体制の強化競争的資金の充実等、民産学官連携体制の強化
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１１．２ 国際戦略 

2000年 7月のG8九州・沖縄サミットにおける「グローバルな情報社会に関する沖縄

憲章（ＩＴ憲章）」や同年9月の国連ミレニアムサミットにおける「ミレニアム宣言」等により、

ＩＣＴの重要性は世界的に共有されつつある。これらの共通認識の下、2002年５月のＡ

ＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）第５回電気通信・情報産業大臣会合（ＴＥＬＭＩＮ５）に

おける「上海宣言」、2003 年 12 月のＷＳＩＳ（世界情報社会サミット）第Ⅰフェーズにお

ける「基本宣言」及び「行動計画」、さらに、2004年 7月のＡＰＴ（アジア・太平洋電気通

信共同体）アジア太平洋ブロードバンドサミットにおける「バンコクアジェンダ」及び「行

動計画」などに基づき、アジア・太平洋地域を始め世界各国・地域でＩＣＴに関する

様々な取組が行われている。 

わが国では、ｅ－Ｊａｐａｎ戦略等に基づく取り組みの結果、特にインフラ環境におい

ては世界最先端のレベルに達しつつあるが、この間の取り組みはキャッチアップを主と

し、わが国の独自の観点や国際社会との協調・連携体制の構築の観点からは必ずし

も十分なものであったとは言えない。 

 

図表１１．２ アジアを中心とする情報流通促進の必要性 

〔出典： Telegraphy社Packet Geography 2002〕
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距離や場所の制約が無くなるユビキタスネット社会においては、ネットワークやコン

テンツは国内にとどまらず、ボーダーレスでオープンなものである。さらに、利用環境

面においても、情報セキュリティや迷惑通信等ユビキタスネット社会のいわゆる「影」の

部分の多くの問題は、国内だけでは解決不可能であり国際的な対応が不可欠である。

このように本質的にグローバルな性質を有するユビキタスネット社会を早期に実現する

ためには、ｅ－Ｊａｐａｎ戦略等を通じて達成したわが国の経験を踏まえつつ、グローバ

ルな国際戦略が必要となる。すなわち、わが国の独自性・創造性を重視しつつ国際社

会との連携を推進する戦略が必要となる一方で、アジアの一員として地理的・経済的・

社会的に重要性を増すアジア重視を明確にし、わが国のリーダーシップに基づきアジ

アのＩＣＴ環境整備を推進する戦略が重要である（図表 11.2）。これらを実現するため

に、以下の施策を推進することを提言する。 

①国際的な連携の推進 

ＩＣＴ分野における国際的な連携を推進するために、欧米各国・国際機関との連
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携強化、ＷＳＩＳ（世界情報社会サミット）への貢献、ＩＴＵ等における標準化活動の強

化、経済連携協定（ＥＰＡ）・自由貿易協定（ＦＴＡ）の推進、国際社会に対する情報

発信力の強化を図る。 

②アジア・ブロードバンド計画の推進 

アジアへの貢献を重視し、アジアのブロードバンド環境を整備するための行動計

画であるアジア・ブロードバンド計画を着実に推進するために、アジア各国との協力

関係の構築、ネットワーク・インフラ整備の推進、アプリケーション導入、コンテンツ流

通、基盤技術開発の推進、ＩＣＴ分野の人材育成の推進を図る。 

 

１１．３ 技術戦略 

ｅ－Ｊａｐａｎ戦略や科学技術基本計画により情報通信分野の重要性が認識され、国

を挙げた取組が進められた結果、わが国はブロードバンドやモバイル等の分野で世界

をリードする状況にある。また、わが国が得意とする分野である情報家電、小型携帯機

器、大容量光通信の技術は、デジタル放送の開始や高速インターネットの普及とあい

まって、先端分野における競争力の発揮に大きく貢献することが期待される。一方、セ

キュリティの不安やバックボーンネットワークの通信量増大など新たな課題も発生して

おり、これらの課題を解決するための研究開発も極めて重要となっている。 

ユビキタスネット社会は技術革新が原動力であり、以上の動向を踏まえて 2010 年の

ユビキタスネット社会実現に向けて不可欠となる研究開発課題を見極め、重点的かつ

加速化した取組を推進する必要がある。そこで、2004年7月に総務省は「ユビキタスネ

ット社会に向けた研究開発の在り方」を情報通信審議会に諮問し、同年 12 月に議論

の中間とりまとめを公表したところである（図表 11.3）。 

 

図表１１．３ ＩＣＴ研究開発の重点領域 
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中間とりまとめによれば、時代の潮流やニーズ、社会基盤としてのＩＣＴへの期待や

課題等を踏まえると、わが国が取り組むべき研究開発の方向性としては、１）国際競争

力維持・強化、2)安全・安心社会の確立、3)知的活力の発現の３点が挙げられる。この
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方向性を踏まえ、イノベーションを生み出すための「知的活力の発現」を研究開発の

新たな方向とし、新しいパラダイムを支えうるアーキテクチャ重視の視点で、「新世代ネ

ットワーク技術」、「安全安心のためのＩＣＴ」、「ユニバーサル・コミュニケーション技術」

を今後重点化する必要がある。 

また、研究開発の推進にあたり、国立大学の国立大学法人化や、2006 年度から新

たに始まる政府の科学技術基本計画等の環境変化の中、今後のわが国全体のＩＣＴ

分野の研究開発に関して、民産学官の新たな役割分担を検討することが必要である。 

さらに、ユビキタスネットワークにおけるシームレスな接続環境を実現し、利用者利

便を確保するためには、相互接続性や規格等の標準化を多様な主体が参画して積極

的に進めることが重要である。 

以上を実現するために、以下の施策を推進することを提言する。 

①ユビキタスネット社会に向けた研究開発戦略（一部再掲を含む） 

ＩＣＴ分野における研究開発を戦略的かつ効率的に進めるため、上記の３つの重

点的研究開発領域に属する研究課題として、以下の研究開発を推進する。1)ユビ

キタスネットワークアーキテクチャ及びユビキタスネットワーク基盤技術、2)光ルータ

及び光パケットスイッチングによるペタビット級ネットワーク技術、3)第４世代移動通

信システム、ユビキタスＩＴＳ等、4)次世代衛星通信技術、5)量子情報通信ネットワー

ク技術、6)ネットワークセキュリティ基盤技術、7)次世代ＩＰバックボーン技術等、8)電

子タグ・センサーネットワーク・ネットワークロボット技術、9)ヒューマンコミュニケーショ

ン、10)ユニバーサルプラットフォーム、11)ユニバーサルアプライアンス。 

また、競争的資金の充実等民産学官による連携体制の強化を図るため、地域研

究開発力の強化、研究成果の活用、技術移転の推進等を行う。 

②標準化の推進 

ユビキタスネット社会で特に重要な相互接続性や規格の互換性等の標準化を進

めるため、国際標準化提案支援等による標準化活動の強化を推進し、特に次世代

ネットワーク（ＮＧＮ）に関し、ＩＴＵ－Ｔ等における日本発のユビキタスネットワーク関

連技術の国際標準化を推進する。 

１１．４ 工程表の策定 

以上の重点戦略について、具体的なスケジュールや明確な成果目標を明示した

「工程表」を早急に策定して公表し、計画的かつ総合的に政策を推進することを要請

する。 （→第１３章を参照） 

 



 

 

第 Ⅳ 編 

 

 

ｕ－Ｊａｐａｎ政策 

実施のあり方 
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第１２章  政策実施のあり方 

１２．１ 基本的な考え方 

１２.１.１ 「官」から広義の「民」へ 

従来の政策実施におけるさまざまな課題は、「官」と「民」を対にして捉えられること

が多かった。戦後のキャッチアップの時代では「官」による強力なリーダシップが功を奏

したが、経済が成長するに従って「官」主導の手法の問題点も明らかになり、民間活力

を最大限に活用し、「官」は環境整備に徹する時代へと移行しつつある。 

ユビキタスネット社会では、草の根的なＩＣＴ環境のもと、創意ある利活用を通じてま

ったく新しい価値が次々に湧き上がる。この「価値創発」の担い手はあくまで「民」であ

り、ｕ－Ｊａｐａｎ政策の実施にあたっても、「民」主体の視点で進めることが必要である。

しかし、個人やＮＰＯといった多様な主体がネットワークを通じて情報発信やコミュニテ

ィ形成を行うことが可能となり、社会における存在感が高まるにつれ、今後の政策実施

にあたり「民」の多様化を考慮することが不可欠となっている。したがって、産学に加え

て市民やＮＰＯ・ＮＧＯ、利用者等（狭義の「民」）を含めた広義の「民」の概念を明確化

し、ｕ－Ｊａｐａｎ政策の主役に位置づけていくことが必要である。 

 

１２.１.２ 「民」・「産」・「学」・「官」の連携の必要性 

ｕ－Ｊａｐａｎ政策は、ＩＣＴの利活用を社会的な課題解決に積極的に活かしていくこと

を特徴の一つとしているが、21 世紀の課題は多岐にわたっているため、「民」の多様な

主体が政策実施に参画し、オープンなガバナンスを形成することが不可欠となってい

る。この広義の「民」の構成については、狭義の「民」の情報発信力やネットワーク力が

格段に高まって大きな勢力となるとともに、ｕ－Ｊａｐａｎがユーザ・オリエンテッドな社会

であることを理念の一つとしていることも踏まえ、利用者たる「民」をまず先頭に位置づ

けて「民・産・学」とすることが適当である1。 

ｕ－Ｊａｐａｎ政策の実施にあたっては、これらの多様な主体との連携・役割分担を打

ち出すことが決定的に重要である。すなわち、民（市民、ＮＰＯ・ＮＧＯ・利用者）、産

（産業界）、学（大学等教育機関、研究機関等）、官（国、地方公共団体）が互いに連

携を深め、力を結集して政策の実行に取り組むべきである（図表 12.1）。 

なお、ｕ－Ｊａｐａｎ政策の主導権は「民・産・学」に委ねるものの、「官」も環境整備や

市場原理の補完、コーディネート等を確実に実行していく役割が求められている。 

                                                   
1 インターネットの世界では、非営利団体が主要な国際調整機能を担い、市民（利用者）が意志決

定に参加するなど、狭義の「民」が大きな役割を果たしている。 
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図表１２．１ 民産学官の有機的な連携のあり方 

 

民産学官の連携によるガバナンス形成

学 （学界）

官 （地方公共団体）

都道府県 市町村

大学等
教育機関

研究機関
等

民 （生活者）

市民
（個人、NPO等）

利用者

産 （産業界）

ＩＣＴを利用する産業ＩＣＴを利用する産業ＩＣＴを利用する産業
ＩＣＴ産業

（ユビキタスネット社会の基盤）

政策実施の基本的考え方

①民産学が主役 （官は環境整備）

②民産学官の多様な主体が政策実施に
参画し、オープンなガバナンスを形成

③階層毎に適切な役割分担を考慮

官 （国）

総務省 他府省

ＩＴ戦略本部 協調

 
 

１２．２ 「産」と「官」の役割分担のあり方 

以下、特にユビキタスネット社会の実現に向けた「産」と「官」の役割分担のあり方に

ついて議論が深められたため、ここに整理する。 

 

１２.２.１ 「産」と「官」の役割分担の基本的な考え方 

ユビキタスネットワーク技術の進展を見据え、ＩＣＴ産業における一部の意欲ある企

業においては、ネットワーク、端末、プラットフォーム、ソリューションといった垣根を越

えて競争を始めつつある。こうした状況下においては、「官」は真に自由な経済活動が

可能となるよう、また、既存の枠組みに安住する企業の意識改革が促されるよう、市場

の枠組み・ルールを柔軟に見直し、「産」の自由な新価値創造が促進されるようなイン

センティブ付与等の環境作りを行うべきである。一方で、ユビキタスネット社会は社会

的ジレンマが解消された社会でもあり、市場に任せておくだけでは膨大な投資や費用

を必要とし早期の実現が困難である部分については、官が積極的な役割を果たすべ

き面もある。すなわち、①「産」の新価値創造がｕ－Ｊａｐａｎ構想の原動力であることを前

提として、②「官」はネットワークインフラの基盤整備や「産」の新価値創造へのインセン

ティブ付与等を中心に行うことが重要である。 

 

１２.２.２ 階層（レイヤー）毎にみた「産」と「官」の果たすべき役割 

ｕ－Ｊａｐａｎを実現するためには、図表 6.1 に示すＩＣＴ産業の階層（レイヤー）毎に、

「産」と「官」の果たすべき役割を検討することが有効である。 

そこで、以下の通り、ソリューション層、プラットフォーム層、端末層、ネットワーク層の

４つの階層毎に、適切な「産官」の役割分担を検討した。ユビキタスネット社会を実
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現するため、「官」は各階層で以下の役割を果たし、それ以外は「産」の自主自

律的な活動に委ねることにより、民間活力を最大限に高めていくことが適当で

ある。 

①ソリューション層における「産」の活動及び「官」の果たすべき役割 

ＩＣＴの利活用に係るソリューション層においては、1)多種多様なサービスが発展

し、2)自由で効率的な企業活動が展開されること、そして、3)社会的なジレンマを解

消すること、の三点の達成を目標として役割分担を進めるべきである。 

多種多様なサービスが発展する状態を達成するためには、自由な発想に基づく

新ビジネス及びそれに向けた投資をどのように活発化するかが課題となる。また、自

由で効率的な企業活動が実施される状態を達成するためには、既得権益に縛られ

ず、各企業がコアコンピタンスに経営資源を集中できる環境をどのように確保するか

が課題となる。そうした課題に対応するために、政府としては、例えばビジョンの提示

による誘導・啓発、税制措置等による間接支援、既存制度の見直し等、民間の活動

を活性化させることを目的とした側面的な政策支援を行うべきである。 

一方、少子高齢化の進展、環境問題等の様々な社会的ジレンマを解消するため

には、どのように実社会にＩＣＴを組み込ませるかが課題となる。そのため、政府とし

ては、社会的弱者への配慮の義務付け等、より積極的な役割を果たす必要がある。 

②プラットフォーム層における「産」の活動及び「官」の果たすべき役割 

ユビキタスネット社会に向けて重要性が飛躍的に高まるプラットフォーム層におい

ては、1)インターフェースの確立・標準化、2)国際的プレゼンスの確立、3)安全性の

確保、の三点の達成を目標として役割分担を進めるべきである。 

インターフェースが確立・標準化された状態を達成するためには、端末間、ネット

ワーク間、サービス間等の相互接続・相互運用性をどのように確保するかが課題と

なる。そうした課題に対応するために、政府としては、相互接続・運用性確保のため

の体制作り、必要な予算面での手当て等を通じて、民間による標準化を支援するほ

か、電子政府・電子自治体構築時のユーザの立場としての知見も活かし、適切な施

策を効果的に実施するべきである。 

また、我が国の国際的プレゼンスが確立された状態を達成するためには、日本発

の設計思想等の知見をどのように世界に広めるかが課題となる。そうした課題に対

応するために、政府としては、国際規格・標準化策定への参加を支援する等の協力

を行うべきである。 

さらに、安全性が確保された状態を達成するためには、セキュリティ、プライバシ

ー保護等のために必要となる仕様（システム構造、設計手法）をどのように確立する

かが課題となる。そうした課題に対応するためには、政府としては、実証実験の実施

等により民間による標準化を支援する、または電子政府・電子自治体構築時のユー

ザの立場としての知見を活かす等、効率的・効果的な施策を実施するべきである。 

③端末層における「産」の活動及び「官」の果たすべき役割 
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ユーザの利便性に直接影響する端末層においては、1)誰でも簡単に使えるユニ

バーサルなデザインを確保すること、2)どんな環境でもシームレスに接続できること、

そして、3)より便利で安価な高度端末が次々に開発されること、の三点の達成を目

標として役割分担を進めるべきである。 

ユニバーサルデザインの確保を達成するためには、設計段階から高齢者や障害

者の視点をも意識した端末の開発が課題となる。そのため、政府としては、障害者

向け端末の研究開発支援や社会的弱者への配慮の義務付け等、積極的な役割を

果たす必要がある。 

シームレスな接続を達成するためには、有線・無線をはじめとした多様なネットワ

ークとの相互接続性等が課題となる。そのため、政府としては、民間による標準化活

動の支援等、側面的な施策を効果的に実施するべきである。 

また、高度端末の開発を確保するためには、産業界による活発な競争が必須とな

る。そのため、政府としては、ビジョンによる方向性提示等を行いつつ、競争促進の

ための環境整備を行うべきである。 

④ネットワーク層における「産」の活動及び「官」の果たすべき役割 

ユビキタスネット社会を実現する鍵となる物理的なネットワーク層においては、1)通

信の安定的かつ低廉なサービス提供、2)地域間格差解消、3)安全保障・防災等の

国民生活保護、等の達成を目標として役割分担を進めるべきである。 

通信の安定的かつ低廉なサービス提供を達成するためには、日常生活における

一般の通話やインターネット接続の安定的供給をいかに確保するかが課題となる。

そうした課題に対応するためには、政府としては、ビジョンの提示による誘導・啓発、

電波など必要な資源の供給、既存制度の見直し等、民間の活動を活性化させる方

向で政策支援を行うべきである。 

また、地域間の情報格差を解消しつつ、ブロードバンドサービスの全国的整備を

どのように確保するかも課題となる。そうした課題に対応するためには、政府としては、

補助金等によるインフラ整備に対する直接支援など、より積極的な施策を行うべきで

ある。 

さらに、安全保障や防災等の観点から国民生活を保護するためには、有線・無線、

通信・放送等の組合せにより、何らかのネットワークが常時確保される必要がある。

特に、非常時の通信ライフラインをＩＰ（インターネット・プロトコル）ベースのネットワー

クでどのように確保するかが今後の課題となる。政府としては、そうした課題に対応

するための環境整備を行うため、必要に応じて、法令に基づく措置も含めた検討を

行うべきである。 

 

１２．３ 役割分担の具体策 

以上の議論を踏まえ、「ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージ」における個々の施策については、

「民産学官」の間でどのような連携や役割分担を行うのか明確にした上で、取り組んで
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いくことが有効である。具体的には、以下の考え方のもとで推進していくことが適当で

ある。 

 

１２．３．１ 総務省自らが取り組むべき事項 

主として総務省所管に係るネットワーク政策を自ら着実に実施し、ユビキタスネット

社会にふさわしい高度なＩＣＴ基盤の整備を推進することが必要である。さらに、ＩＣＴ産

業の円滑な変革が促されるための環境整備や課題解決のための利活用方策につい

て、必要な支援措置等を検討する必要がある。また、すべての利用者が安心してＩＣＴ

を利用することができるよう、いわゆる「影」の問題については、制度的対応を含め、具

体的な解決手法と成果目標を明示して積極的に取り組むべきである。 

なお、「ｕ－Ｊａｐａｎ政策」の普及啓発に取り組むことも非常に重要である。例えば、映

像やパンフレットの制作、シンポジウム開催等、一般国民ができる限り分かりやすい形

で積極的に進めていくべきである。 

 

１２．３．２ 政府部内・地方公共団体に働きかける事項 

主として課題解決のための利活用方策や「影」の問題に関する具体策については、

医療、教育等の総務省所管にとどまらない分野をも包含している。これについては、

総務省が関係府省に協力・連携を呼びかけていくとともに、ＩＴ戦略本部等の場を活用

して議論を喚起していくことが望ましい。 

また、地域情報化や電子自治体等の地方公共団体に関係する部分については、

地域住民のニーズを的確に踏まえる必要もあるため、総務省が該当する地方公共団

体との協力・連携を呼びかけていくことも必要である。 

なお、「ｕ－Ｊａｐａｎ政策」の活用方策として、ＩＴ戦略本部の場で総務省が報告してい

くとともに、2006 年以降に次世代のＩＴ戦略の策定にＩＴ戦略本部が着手することとなっ

た場合には、総務省が積極的にその議論に貢献していくことが期待される。 

 

１２．３．３ 「産」で取り組む事項 

「産」に対しては、「ｕ－Ｊａｐａｎ政策」のコンセプトを十分に理解したうえで、わが国経

済の活性化を担う主役として、自主的かつ積極的な取り組みを期待したい。具体的に

は、まず、新技術と新ビジネスの好循環による新価値の創造を促進することが必要で

ある。そして、ユビキタスネット社会に相応しい新サービスの開発と導入を積極的に進

め、経済の活力と利用者の利便性向上に大きく寄与することが期待される。 

次に、コアコンピタンスの明確化による「選択と集中」をさらに進めることも重要である。

国際競争が激化する中、多角的経営戦略や最終製品におけるマーケットシェアを重

視するような経営戦略から距離を置き、わが国の強みでもあるユビキタスネットワーク分

野など、真に得意な競争力のある分野に経営資源を集中し、それ以外の分野につい

てはアウトソーシングを進めるような経営戦略も一考に値する。 
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１２．３．４ 「学」・「民」で取り組む事項 

「学」（大学等の教育機関、研究機関等）や狭義の「民」（個人、ＮＰＯ等）に対しては、

「ｕ－Ｊａｐａｎ政策」のコンセプトを十分に理解したうえで、政策実行の積極的な担い手と

しての貢献を期待したい。具体的には、「産」だけでは取り組めないようなリスクの高い

基礎研究の実施、市場原理の働きにくい地域におけるＮＰＯ等の協力を得たインフラ

整備、市民参画による実情に即したソリューションの創出等々、創意工夫に基づく新し

いモデルの創出が望まれる。 

また、ＩＣＴの「影」の部分については、インターネット上のコンテンツの監視やネチケ

ットの普及啓発、ＡＤＲ（裁判外紛争処理）の実施等、既にＮＰＯ等が先行的に有効な

取組を進めている事例もあることから、「民産学官」がまさに幅広く有機的に連携するこ

とにより、さらに効果的な実施手法を確立することが期待される。 

 

１２．３．５ 国外に働きかける事項 

ｕ－Ｊａｐａｎ政策のコンセプトは国際的にみてもほとんど例がないため、二国間・多国

間の協議や、国際機関における会議等、さまざまな国際舞台を通じて、わが国から積

極的に紹介し、情報発信していくことが望ましい。また、特に「ユビキタスネット社会憲

章」については、次世代ＩＣＴ社会のルール作りの模範例として、世界情報社会サミット

等の場を通じて、世界に先駆けて提示していくべきである。 

一方、個別的な施策については、アジア・ブロードバンド計画等の国際戦略を通じ

て、アジア地域等における国際協調体制の構築を推進することが必要である。 

以上のような取組を通じ、諸外国におけるユビキタスネット社会の早期実現をも促し、

ＩＣＴ分野における日本の国際貢献を高めていくことが期待される。 
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２００５ ２００６ （暦年）２００７ ２００８ ２００９ ２０１０２００５ ２００６ （暦年）２００７ ２００８ ２００９ ２０１０

施策A

施策B

施策C

明確な
成果目標

工

程

表

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｐｌａｎ（計画） Ｄｏ（実施） Ｃｈｅｃｋ（評価） Ａｃｔ（改善）

フィードバック

第１３章  工程表とＰＤＣＡ 

１３．１ 工程表の策定 

本報告書の第８章から第１１章に盛り込まれたｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージは、2010

年のユビキタスネット社会の実現に向けて確実な達成が求められる重要な施策ばか

りである。 

ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージをより実効あるものとするために、総務省に対し、以下

の内容を含む「工程表」を早急に策定して公表し、計画的かつ総合的に政策を推進

することを要請する。 

①２００５年から２０１０年までの具体的なスケジュール 

②可能な限り数値を伴った明確な成果目標 

 

図表１３．１ 工程表イメージ図 

 

１３．２ ＰＤＣＡの徹底 

ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージの実行にあたっては、以上の「工程表」を基本としつつ、

２００５年から具体的な施策を着実に推進することが必要であるが、そのための重要

な視点として「ＰＤＣＡ」が不可欠である。「ＰＤＣＡ」とは、Plan-Do-Check-Act のサイ

クルを言う。ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージを計画（Plan）とすれば、これに基づく施策を

実行（Do）し、事後評価（Check）を行って、措置（Act）するというプロセスを確立し、

これを継続的に行って好循環を生み出すことが必要である。このプロセスの中で、

特に重要な要素は次の２点である。 

 

図表１３．２ ＰＤＣＡイメージ図 
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１３．２．１ 評価 

施策の進捗状況等を、定期的に評価することが重要である。その際には、具体的

かつ計測可能な成果指標を可能な限り整備し、分かりやすい評価に努める必要が

ある。 

 

１３．２．２ 政策の不断の見直し 

ＩＣＴの進展は、ドッグイヤーやマウスイヤーと言われるように我々の想像をはるか

に上回るスピードで進んでおり、現時点では適切である政策目標や具体的施策等

についても、技術の発展動向によっては必ずしも適切でなくなる可能性も否定でき

ない。したがって、評価の結果次第では、政策の不断の見直しを行うことを総務省に

対して求めるものである。 

また、本報告書の内容について、重要課題やさらなる検討が必要なものについて

は、情報通信審議会や研究会等の場を活用し、引き続き専門家等による検討を進

めることも必要である。 
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２０１０年に向けて我が国が取り組むべき

テーマ・課題の抽出

２０１０年に向けて我が国が取り組むべき２０１０年に向けて我が国が取り組むべき

テーマ・課題の抽出テーマ・課題の抽出

２０１０年ユビキタスネット社会に向けて我が国が取り組むべきテーマ
と、テーマごとの具体的課題を抽出するために、次の作業を行った。

１．国や地方の中長期計画の背景となっている課題や有識者の見解
等から10分野、24テーマ、159課題を選定。（別紙１参照）

２．このうち、17テーマについては生活者の問題意識、解決へのニー
ズをアンケートにて把握。（別紙２参照）

３．生活者になじみが薄い残り7テーマについては、政策懇談会メン
バーに対しアンケートにて把握。

４．以上の結果に対し、政策懇談会メンバーに全体像を見渡して最終
評価を頂き、2010年ユビキタスネット社会に向けて我が国が取り組
むべきテーマ・課題として、以下のとおり整理。

参考資料1.1



参考－2

優先課題分野 解決すべき優先テーマ ｕ－Ｊａｐａｎで解決可能な課題 

 安全・安心な生活環境の
実現 

 

 災害時における迅速・正確な情報の共有化 
 日常の防犯体制の強化 
 食の安全・安心確保 

 高齢者・障害者の生きが
いづくり・社会参加の促

進 

 

 多様で利用しやすい介護サービスの充実 
 高齢者に優しい住宅の供給 
 高齢者の知恵や経験を活かせる就業機会の提供 

 多様なコミュニティ活動
の実現 

 

 高齢者、障害者の社会参加の促進と自立支援 
 子供から高齢者まで幅広い年齢層による世代間交流の活発
化 

 家族や友人間の交流活発化 

1．国民生活分野 

 

 文化・芸術、スポーツ活
動を活かした豊かな国づ

くり 

 

 多種多様なコンテンツが安全に流通する仕組みづくり（知的
財産権の保護、セキュリティ向上 等 

 文化・芸術・スポーツの鑑賞機会、参加機会の充実 
 エンターテイメント・コンテンツ産業の振興（資金、人材等
多面的な支援） 

 医療機関や介護施設の経
営効率と利用サービスの

向上 

 

 診療記録、医用画像の保管と活用（病診連携、病病連携等 
 遠隔病理診断や遠隔放射線画像診断等による遠隔地医療の
推進 

 救急医療体制の充実 

2．医療福祉分野 

 

 患者中心の医療サービス
の充実 

 

 異なる医療機関間の連携強化 
 救急医療体制の充実 
 診察情報・医師情報の電子化と個人への提供 

3．環境・エネル

ギー分野 

 循環型社会・環境共生型
社会の構築 

 ごみの減量化、資源リサイクルの推進 

4．教育・人材育

成分野 

 

 生涯学習の普及 
 

 講座の内容や募集方法、施設の場所等、必要な情報の提供 
 講座や講演、学習会等に利用する施設・場所の確保 
 生涯学習に関する指導者・講師、ボランティア等の育成 

 就職機会の拡大と多様化
 

 中高年層の再就職支援 
 若年層の失業問題の解決 
 雇用機会の拡大 

 就業形態や勤務形態の多
様化 

 勤務形態の多様化 

5．就労・労務 

分野 

 

 ホワイトカラーの生産性
向上 

 知識ワーカの創造物の蓄積・共有化促進支援 
 知識ワーカ同士の協業支援 

 物流システムの効率化 
 

 規制緩和や行政手続きの電子化・迅速化（ペーパレス申請等）
 トータルコストの削減やリードタイムの短縮、時間精度の向
上 

6．交通・物流 

分野 

 

 持続可能、安全な都市交
通システムの形成 

 

 交通渋滞の緩和 
 交通機関の時刻表情報、目的地の周辺情報の充実 
 公共交通サービスの充実と利用促進（バスの定時性確保、乗
り換え利便性の向上） 

 国際競争力の強化  電子マネーによる流通・決済の高度化 7．経済・産業 

分野 

 

 既存産業の高度化 
 

 効率的な商業システムの構築（ネット販売、商品のタグ管理、
ポイントシステム 等） 

 国土安全保障問題へのへ
の対応 

 出入国管理の強化 8. 危機管理 

分野 

  ネット社会のリスク管理
 

 ネットワーク犯罪の防止 
 ネットワーク上の倫理問題対策 
 ネット社会の利用者のモラルや意識向上 

 地方の自立・活性化 
 

 行政事務手続きの効率化（複数の地方公共団体による共同ア
ウトソーシング等） 

9．行政サービス

分野 

  電子政府の実現と行政改
革 

 

 各種行政・法務手続きのオンライン化 
 税金、社会保険料、各種手数料の納付のオンライン化 
 自宅や勤務先等から電子投票の実現 

ユビキタスネット社会で解決すべきテーマ・課題一覧 



参考－3

解決すべき優先テーマ は有識者を対象とした調査を行う「解決すべき優先テーマ」（生活者向けでは設問の設定なし）

分野 解決すべき優先テーマ 解決すべき優先テーマの説明 個別課題 生活者 有識者

１．国民生活分野 1-1 多様なコミュニティ活動の実現 自治会、PTA、商店街等による地域コミュニティ活動活性化のための環境づくり ○

ボランティア活動活性化のための環境作り

高齢者、障害者の社会参加の促進と自立支援

地域密着企業の異業種間交流の活発化

家族や友人間の交流活発化

子供から高齢者まで幅広い年齢層による世代間交流の活発化

異なる地域間の交流活発化

1-2 安全・安心な生活環境の実現 便利で快適な住環境の実現 ○

消費生活の質的な向上（価格や製品情報の入手の容易化　等）

食の安全・安心確保（BSE、残留農薬、生産地偽証問題 等への対応）

個人の資産形成の支援（年金問題や資産運用の多様化への対応、セーフティネットによる消費者保護 等）

日常の防犯体制の強化（ストーカー対策、空き巣対策、テロ等緊急情報の入手　等）

女性の出産支援、社会全体での育児支援環境の充実

生活習慣病（糖尿病、肥満、高脂血症、慢性気管支炎 等）の予防

居住地域周辺のゴミ問題・公害問題の解消

高齢者、障害者等に配慮したまちづくり（バリアフリー化）

災害時における迅速・正確な情報の共有化（被害や復旧状況、安否状況等の情報共有）

災害に強いくらしづくり（高層ビルや地下街、木造住宅密集市街地への対策、治山・治水対策　等）

1-3 文化・芸術、スポーツ活動を活かした豊かな国づく 文化資産、歴史的遺産の収集と保存、活用 ○

エンターテイメント・コンテンツ産業の振興（資金、人材など多面的な支援）

多種多様なコンテンツが安全に流通する仕組みづくり（知的財産権の保護、セキュリティ向上　等）

文化・芸術やスポーツ振興団体の支援

文化・芸術・スポーツの鑑賞機会、参加機会の充実

文化・芸術・スポーツ活動における指導体制の強化（指導者の育成、指導手段の高度化　等）

文化・芸術、スポーツ活動における指導者の育成

スポーツやレクリエーション時の怪我や事故等の危険防止

1-4 高齢者・障害者の生きがいづくり・社会参加の促進 高齢者の知恵や経験を活かせる就業機会の提供 ○

生涯学習機会の提供

同じ趣味や価値観を共有できる人、子供や孫等とのコミュニケーションの活性化

高齢者に優しい住宅の供給（バリアフリー化、使いやすい家電や情報機器　等）

多様で利用しやすい介護サービスの充実

シニアボランティア活動の活性化

精神的ストレスの解消等メンタルヘルスケア対策の充実

２．医療福祉分野 2-1 患者中心の医療サービスの充実 診療所、病院内の快適化（待合い時間の短縮、清潔で過ごしやすい環境作り　等） ○

救急医療体制の充実（救急車内での治療の高度化　等）

診療情報・医師情報の電子化と個人への提供（電子カルテ、医師データベース　等）

異なる医療機関間の連携強化（チーム医療推進、診療記録・医用画像の共有化　等）

点滴、輸血、投薬、手術等の医療行為における医療過誤対策

在宅医療の充実等による自宅療養患者の生活の質の向上

個人情報（カルテ記載情報等）の保護（プライバシー保護）

2-2 医療機関や介護施設の経営効率と利用サービスの向 診療記録、医用画像の保管と活用（病診連携、病病連携等） ○

医療行為の進捗管理や品質管理、医療コスト分析による経営効率化

医療材料物流の円滑化

遠隔病理診断や遠隔放射線画像診断等による遠隔地医療の推進

注射や予薬業務等における医療過誤対策

救急医療体制の充実

インフォームドコンセントと診療情報の提供（多様な医療ニーズへの対応）

病気になると誰でも不安になります。また、診察
までに時間がかかったり、診療情報に関するプラ
イバシー保護、医療過誤対策なども問題となって
います。患者側の視点に立ち、安心して信頼でき
る質の高い医療サービスを受けるための仕組みづ
くりが求められています。

医療や介護においても、より良いサービスを提供
するためには経営的な視点からの発想が必要で
す。医療行為の品質管理やコスト分析、医療過誤
対策等により、多様な医療ニーズへ対応していく
ことが必要です。

コミュニティ活動とは私たちの地域社会を快適で
住み良いものにしていこうとする共同活動です。
ボランティア活動を活性化したり、高齢者と子供
など世代間交流を活発化したりするほか、異業種
間交流を進めることなどで地域産業の活性化にも
つながります。

食の安全やストーカー・空き巣対策など安全・安
心な日常生活へのニーズが高まっています。さら
に、地震や火災、水害など災害時の対策や防犯体
制の強化等、私たちの日常生活のまわりにある
様々な不安の種や心配事をなくし、安全で安心し
て生活できる環境をつくっていくことが重要で
す。

日常生活を豊かで充実した潤いのあるものにする
ために、趣味や遊びの種類や機会を増やしていく
ことが考えられます。文化や芸術、スポーツなど
を見るだけでなく参加する機会を充実したり、コ
ンテンツ産業の振興を図ったりしていくことが重
要です。

高齢者や障害者が生きがいを持って働いたり趣味
を楽しんだりすることのできる、明るく心豊かな
社会の実現が期待されます。元気な人々には働く
場所や学ぶ機会を提供したり、介護が必要な人向
けには充実したケアサービスを提供することなど
が必要です。

別紙１
評価対象となった１０分野、２４テーマ、１５９課題の一覧



参考－4

分野 解決すべき優先テーマ 個別課題 生活者 有識者

３．交通物流分野 3-1 持続可能、安全な都市交通システムの形成 交通渋滞の緩和 ○

交通事故の削減

自動車による排ガス問題や沿道騒音の改善

自動車によるCO2の排出量削減（地球温暖化防止）

公共交通サービスの充実と利用促進（バスの定時性確保、乗り換え利便性の向上　等）

駅や歩行空間のバリアフリー化（段差の解消、エレベータの設置　等）

交通機関の時刻表情報、運行情報、目的地の周辺情報等の充実

3-2 物流システムの効率化 中小企業における物流の集約化・協業化への対応（人手、資金、施設不足） ○

環境問題への対応（地域社会との調和、循環型社会の構築）

多頻度少量輸送ニーズやドアツードアの複合一貫輸送ニーズへの対応（荷主ニーズの多様化対応）

トータルコストの削減やリードタイムの短縮、時間精度の向上

保管等を含めた総合的な物流サービスの提供

投資の重点化・効率化による港湾、空港、道路等の物流関連公共インフラの整備の最適化

輸出入や港湾手続きに関する手続きの簡素化、窓口の24時間化・統一化（国際物流の効率化）

規制緩和や行政手続きの電子化・迅速化（ペーパレス申請等）←国内物流

４．環境・エネルギー分野 4-1 循環型社会・環境共生型社会の構築 地球温暖化問題への対応（CO2排出量の削減　等） ○

ごみの減量化、資源リサイクルの推進

廃棄物の排出抑制、適正処理

大気や河川、海洋、土壌等、環境汚染の未然防止

都市部におけるヒートアイランド現象の抑制

化石燃料の利用に起因する酸性雨問題の解決

ダイオキシン等の環境ホルモン問題の解決

4-2 エネルギー問題の解決 省エネルギー・省資源対策の促進（住宅の断熱構造化、都市の緑化、公共交通機関の利用促進　等） ○

再生可能エネルギー技術（太陽光、風力、水力、地熱　等）の開発と普及促進

リサイクルエネルギー技術（廃熱利用、廃棄物利用、バイオマス　等）の開発と普及促進

環境に配慮した従来型エネルギー（天然ガス、メタノール、燃料電池 等）の利用促進

５．教育・人材育成分野 5-1 青少年の健全な育成 不登校や引きこもり問題の解消 ○

青少年のボランティア活動への参加促進

個人の適正に応じた教育内容や教育方法の提供

児童の健全育成のための地域コミュニティ活動の推進

青少年の福祉を害する犯罪防止やモラルの向上

青少年指導者の養成と確保

家庭教育を支援する子育て支援ネットワーク等の充実

社会的援助を必要とする児童・家庭への福祉の充実

5-2 大学及び大学院等の高度化 創造性・独創性豊かな優れた研究者の育成 ○

産官学の交流の促進や研究成果の効果的な社会還元の推進

教員・学生の流動性の確保（教員の任期制、教職員の大学間異動の活発化、転入学の容易化、単位の共通化 等）

社会人が学びやすくするための学習環境の充実（夜間コースの設置、遠隔授業の実現　等）

教員構成の国際化の推進や外国人研究者・留学生の受け入れ促進

大学院における教育・研究指導の改善・充実

大学等を核とする世界的な研究教育拠点の形成

大学等と産官の連携による産業振興

5-3 生涯学習の普及 講座の内容や募集方法、施設の場所等、必要な情報の提供 ○

生涯学習に関する指導者･講師、ボランティア等の育成

講座や講演、学習会等に利用する施設・場所の確保

生涯学習向け教材の充実

生涯学習活動に必要な金銭面での支援制度の充実

社会環境やライフスタイルの変化、価値観の多様
化など社会が変化しつつある中で、未来を担う青
少年の健全な育成に向けて、教育活動や人格形
成、犯罪防止等の課題について社会全体で取り組
む必要があります。

本格的な「知の時代」に向け、21世紀の人材育成
の中核を担う高等教育の充実が必要です。大学や
大学院等の高等教育機関の個性化や多様化、国際
競争力のある教育研究活動、社会への貢献などが
求められています。

自ら学ぶ喜び、励む楽しさを実感し自分らしく生
きるため、いつでも、誰でも自由に学習機会を選
択して学ぶことができる仕組みが求められていま
す。生涯学習に関する情報を簡単に入手したり、
教材を充実化したりすることが必要です。

自動車の利用による渋滞や事故、環境汚染が社会
問題になっています。渋滞の緩和や事故の削減、
公共交通の利用促進などによる課題解決への取り
組みが求められています。

大量生産、大量消費、大量廃棄といった私たちの
これまでのライフスタイルは、地球温暖化やオゾ
ン層の破壊、ごみ問題などを深刻化させていま
す。地球上の限られた資源を有効に活用しなが
ら、自然と人間が良好な関係を保ちながら共存し
ていくことが求められています。

枯渇が時間の問題と言われている化石燃料（石
油・石炭・天然ガス）の利用については、地球温
暖化対策の観点からも、エネルギー消費の削減
や、化石燃料に代わる新しいエネルギーの開発や
利用が求められています。

物流システムは様々な産業活動のインフラとなる
部分です。荷主の多様なニーズへの対応が求めら
れる一方で環境問題や公的な物流施設（空港や港
湾、道路等）への投資、規制緩和等への取り組み
も必要です。

評価対象となった１０分野、２４テーマ、１５９課題の一覧（続き）
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分野 解決すべき優先テーマ 個別課題 生活者 有識者

６．就労・労務分野 6-1 就業形態や勤務形態の多様化 仕事と育児を両立できる制度と環境の整備（社内外託児所の設置、育児介護休暇の充実、職場復帰のための能力開発研修　等） ○

就業形態の多様化（ワークシェアリング、パートタイマー、契約社員　等）

勤務形態の多様化（在宅勤務、フレックス勤務、裁量労働勤務　等）

能力や適正に応じ個人で自由に選択できるキャリアパス（目標に向けて経験やスキルを積み、計画的にキャリアアップ）

高齢者や女性でも働きやすい環境整備（高齢化対応の職場環境、各種福利厚生制度の整備　等）

6-2 就職機会の拡大と多様化 求人と求職のミスマッチの解消（雇用者と求職者の出会い、雇用条件と就職条件のずれ　等） ○

若年層の失業問題の解決

中高年層の再就職支援

就業前教育訓練の実施（ビジネスインターン　等）

日本的雇用制度（終身雇用、年功序列　等）の改革

就職、転職、退職等、労働移動（職業や職種、就職先の変更）の円滑化

雇用機会の拡大（ワークシェアリング、パートタイマー等による雇用機会拡大）

NPOやNGO等への就職

6-3 ホワイトカラーの生産性向上 知識ワーカの創造物の蓄積・共有化促進支援 ○

快適なオフィス空間の実現

業務支援環境の充実（定型的な作業の軽減、IT環境の整備　等）

サービス残業の解消

知識ワーカ同士の協業支援

７．危機管理分野 7-1 ネット社会のリスク管理 ネットワーク犯罪の防止（不正コピー、不正アクセス、盗聴、妨害、改ざん、なりすまし等の防止） ○

ネットワーク上の倫理問題（プライバシー問題、誹謗中傷等）対策

コンピュータや通信ネットワークのシステム障害による社会的被害（ATMダウン、携帯電話の不通 等）の回避、軽減

デジタル化された著作物等知的財産の適切な管理

セキュリティ関連の技術者育成

ネット社会の利用者のモラルや意識向上

7-2 国土安全保障問題への対応 出入国管理の強化 ○

テロ・凶悪犯罪対策

安定的な食糧の供給（食糧自給率の向上）

安定的な水・エネルギーの供給確保

ウィルスや感染症等への対策（SARS、O157、鳥インフルエンザ、花粉症　等）

８．経済・産業分野 8-1 既存産業の高度化 生産性向上や管理負担の軽減、効率化 ○

効率的な商業システムの構築（ネット販売、商品のタグ管理、ポイントシステム　等）

次世代を担う若手経営者や専門技術者等人材の育成

積極的な研究開発投資と新規分野の開拓

8-2 新たな産業の育成 起業家精神の醸成 ○

ベンチャー企業の育成機能の充実（企業の立地環境の整備、研究開発基盤の整備　等）

ベンチャー・中小企業の資金調達環境の改善

経営ノウハウの伝授や販路開拓支援等の経営面での支援

中小企業における社員教育の充実（各社共同実施の社員研修プログラム　等）

人的交流の活発化（企業間、企業・大学間等）

大学の研究成果の特許化及び企業への技術移転の促進

8-3 国際競争力の強化（高コスト体質の克服、透明性 市場メカニズムの強化（商取引、金融・資本、雇用等） ○

の高い市場・取引システムの形成） 取引システム・制度の国際標準化

電子マネーによる流通・決済の高度化

労働力移動の自由化

近年の景気低迷や国内外競争環境の激化を受け、
企業は、新規採用の抑制や希望退職の実施など人
員削減を実施してきました。その結果、新卒者の
就職難や中高年者の再就職が困難になるなど日本
の雇用情勢は厳しい環境となっており、今後ます
ます、就職機会の拡大と多様化が求められていま
す。

ITやインターネットの普及で一般にもネット社会
が浸透しつつあります。一方、ネットワークを悪
用した犯罪や倫理問題、ATMダウンなどシステム
障害時の社会的影響の回避が課題となりつつあり
ます。

戦後高成長を遂げてきた日本経済は、これまで有
効に機能してきた経済・社会システムが限界を持
ち、グローバリゼーションの進展による競争環境
の激しさにも直面しています。今後、日本が競争
力を維持し発展を持続するためには、新たな産業
を育成し、就労の機会を拡大し、経済の活性化を
図ることが期待されます。

経済や産業のサービス化が進展する中で第三次産
業における生産性向上が課題となっています。中
でもホワイトカラーと呼ばれるデスクワーク中心
の人々を対象とした取り組みが求められます。

国家を取り巻く様々なリスクを想定した準備が必
要です。テロや凶悪犯罪のみならず、食糧やエネ
ルギーの安定供給、ウィルスや感染症等、多種多
様な可能性を考慮した対応が必要です。

社会環境の急速な変化にともない既存産業への風
当たりが強まっています。従来からの生産性向上
の活動はもとより、次世代を睨んだ人材育成や積
極的な研究開発投資等、より一層の高度化に向け
た対応が必要です。

グローバリゼーションの進展に対応すべく、我が
国産業・経済の国際競争力強化が求められます。
高コスト体質の克服、透明性の高い市場・取引シ
ステムの形成などが課題となっています。

日本の産業構造の変化、日本的雇用制度（終身雇
用、年功序列　等）の改革、個人の生き方や働き
方に対する意識の変化、女性や高齢者の積極的な
社会参加などを受け、就業形態や勤務形態の多様
化が求められています。

評価対象となった１０分野、２４テーマ、１５９課題の一覧（続き）
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分野 解決すべき優先テーマ 個別課題 生活者 有識者

９．行政サービス分野 9-1 地方の自立・活性化 地方分権の推進 ○

地場産業の活性化

地域人材の育成

行政事務手続きの効率化（複数の地方公共団体による共同アウトソーシング等）

パブリックインボルブメント等、住民参加型手法の採用

社会保険や公的年金制度等の充実

行政サービスの民間開放

9-2 電子政府の実現と行政改革 各種行政・法務手続き（申請や届出、裁判手続き　等）のオンライン化 ○

自宅や勤務先等からの電子投票の実現

税金、社会保険料、各種手数料の納付のオンライン化

公開情報入手・相談等のオンライン化によるコミュニケーション機能の強化

政府調達手続きのオンライン化

電子文書の偽造や改ざんの防止（信頼性の確保）

行政の情報化を担当する職員の専門能力の向上

１０．国際分野 10-1 国際化の推進 草の根レベルでの国際的な相互理解の増進、コミュニケーションの円滑化（語学の壁突破　等） ○

外国人が一人歩きできる環境整備（旅行者向け案内標識　等）

入国手続きの円滑化（パスポートの高機能化による手続き時間短縮　等）

海外の大学や研究機関との交流ネットワークの構築

国際化に適応した人材育成（より若年層向けの留学支援、語学教育の強化、国際的な視野・発想を持てる教育充実　等）　

内なる国際化の推進（在住外国人とともに生きる環境及び意識の醸成）

外国人労働者の円滑な受け入れ（入国審査・手続きの改善による不法入国の削減　等）

企業活動・経済の国際化、日本人の海外旅行の多
様化、外国人労働者の増加、国際社会における日
本の役割への期待増（地球環境問題など地球的規
模の問題解決や国際平和維持への貢献　等）など
国内外の国際環境は激しく変化しており、ますま
す、日本の適切な対応が求められています。

行政サービスの利便性の向上や運営の効率化をは
かるために、手続きをオンラインで行えるように
したり、IT化に対応した業務改革をすすめるなど
の取り組みが求められています。

国土の均衡ある発展を目指すためには地方自立
し、自らが活性化していくことが必要です。地域
に根ざした人材の育成や行政改革、官民共同の取
り組みなどが期待されています。

評価対象となった１０分野、２４テーマ、１５９課題の一覧（続き）
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別紙２

生活者アンケートの概要
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（１）生活者アンケートの実施概要

１）目的

生活者視点で、ユビキタスネット社会で解決して欲しい課題の順位付け

２）アンケート設計の基本方針

目標時間軸は2010年

回答者のスタンスは、「個人として」（個人限定の問題意識）ではなく、「社会として」の意識で回答して頂く

３）実施概要

アンケート会社の持つサンプル集団に対し、インターネットを利用したウェブアンケートを実施

サンプリングの方針：

15歳以上の男女を対象

男女比及び年齢層のバランスは日本の人口動態を反映するように設定

： 15～59歳は平成15年3月時点の人口を元に割り付け

：60歳以上は元々の母集団が少ないため、集計数に重み付けをして分析

地域 ：一都三県＆二府一県：その他地域＝65：35 となるように設定

目標回収数 5,000サンプル（性・年齢（5歳刻み）の最小セルで200サンプルを回収目標に設定）

実施期間 2004年3月26日（金）～2004年3月30日（火）

４）基本構成

2010年に向け解決すべきテーマの提示2010年に向け解決すべきテーマの提示

Q2．解決すべき重要な課題の選択
※テーマ毎に整理された複数の個別課題の中から重要課題の選択

（Q1で「非常に重要だと思う」、「やや重要だと思う」と評価されたテーマのみ回答。
なお、回答者の負担を考え最大5テーマをシステムがランダムに割り振り）

Q2．解決すべき重要な課題の選択
※テーマ毎に整理された複数の個別課題の中から重要課題の選択

（Q1で「非常に重要だと思う」、「やや重要だと思う」と評価されたテーマのみ回答。
なお、回答者の負担を考え最大5テーマをシステムがランダムに割り振り）

Q3．ユビキタスネット社会で解決して欲しい（解決可能な）課題の選択
※ Q2で選択した課題から絞り込み

（Q2で「非常に重要だと思う」、「やや重要だと思う」と評価された課題のみ回答）

Q3．ユビキタスネット社会で解決して欲しい（解決可能な）課題の選択
※Q2で選択した課題から絞り込み

（Q2で「非常に重要だと思う」、「やや重要だと思う」と評価された課題のみ回答）

Q4 ．ユビキタスネット社会への課題解決への期待
※自由回答

Q4 ．ユビキタスネット社会への課題解決への期待
※自由回答

F．フェースシート
①性
②年齢
③地域
④情報リテラシー
⑤テーマに関係する属性
（例：要介護老人との
同居等）

⑥その他（年収、職業等
）

F．フェースシート
①性
②年齢
③地域
④情報リテラシー
⑤テーマに関係する属性
（例：要介護老人との
同居等）

⑥その他（年収、職業等
）

テーマ数だけ繰り返し
ユビキタスネット社会の可能性の提示

※イメージ図及び文章で説明

ユビキタスネット社会の可能性の提示
※イメージ図及び文章で説明

Q1．重要と思われるテーマの選択
※2010年に向けて、日本社会が取り組むべきこと
Q1．重要と思われるテーマの選択
※2010年に向けて、日本社会が取り組むべきこと
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５）対象とするテーマと課題

10の分野で24のテーマを設定した。このうち、17の解決すべきテーマを対象に生活者向けアンケートで把握。

分野 テーマ 課題

１．国民生活分野 1-1 多様なコミュニティ活動の実現

1-2 安全・安心な生活環境の実現

1-3 文化・芸術、スポーツ活動を活かした豊かな国づくり

1-4 高齢者・障害者の生きがいづくり・社会参加の促進 

２．医療福祉分野 2-1 患者中心の医療サービスの充実

2-2 医療機関や介護施設の経営効率と利用サービスの向上

３．交通物流分野 3-1 持続可能、安全な都市交通システムの形成

3-2 物流システムの効率化

４．環境・エネルギー分野 4-1 循環型社会・環境共生型社会の構築

4-2 エネルギー問題の解決

５．教育・人材育成分野 5-1 青少年の健全な育成

5-2 大学及び大学院等の高度化

5-3 生涯学習の普及 

６．就労・労務分野 6-1 就業形態や勤務形態の多様化

6-2 就職機会の拡大と多様化

6-3 ホワイトカラーの生産性向上

７．危機管理分野 7-1 ネット社会のリスク管理

7-2 国土安全保障問題への対応

８．経済・産業分野 8-1 既存産業の高度化

8-2 新たな産業の育成

8-3 国際競争力の強化

９．行政サービス分野 9-1 地方の自立・活性化

9-2 電子政府の実現と行政改革

１０．国際分野 10-1 国際化の推進 

部は有識者向けとして、今回のアンケートでは設定しなかった設問

テ
ー

マ
ご
と
の
個
別
具
体
の
課
題
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地域分類

35.9%31.1%

32.9%

特別区＋政令指定都市（13市）

その他県庁所在地＋人口密度2,000人／k㎡
以上、人口10万人以上の市町村
それ以外

n=6,016

１）回答者の属性

サンプリング方針に則り、ほぼ日本の人口構成に近い男女比、年齢構成となるよう、60歳以上の階層で重み付け
を実施。重み付け後の有効回答数は6,016件

分類後の割合が概ね同様となるよう、①「都市部」：東京都特別区（23区）＋政令指定都市（13市）、② 「都市周辺
部」：その他県庁所在地＋市町村（人口密度2,000人／k㎡以上、人口10万人以上）、③「それ以外」：それ以外の
市町村 で地域を分類

（２）アンケート結果の概要

性別

男性
50.0%

女性
50.0%

n=6,016

年齢(10歳刻み)

7.7%
16.9%

20.9%

17.0%

19.2%

18.4%

15～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

n=6,016

２）2010年に向け日本社会が取り組むべき課題

Q1. 2010年に向け日本社会が取り組むべき課題の重要性

17.1%

19.2%

19.6%

20.0%

27.4%

30.0%

32.1%

32.3%

32.6%

38.0%

44.8%

47.3%

50.1%

52.7%

54.9%

55.5%

69.2%

0% 20% 40% 60% 80%

大学及び大学院等の高度化

電子政府の実現と行政改革

生涯学習の普及

文化・芸術・スポーツ活動を活かした

豊かな国づくり

国際化の推進

多様なコミュニティ活動の実現

就業形態や勤務形態の多様化

新たな産業の育成

持続可能、安全な都市交通システムの形成

就職機会の拡大と多様化

ネット社会のリスク管理

青少年の健全な育成

高齢者・障害者の生きがいづくり・

社会参加の促進

循環型社会・環境共生型社会の構築

患者中心の医療サービスの充実

エネルギー問題の解決

安全・安心な生活環境の実現

「非常に重要」と回答 n=6,016

取り組むべき最も重要な課題は、「安全・
安心な生活環境の実現」（69.2％）

次いで、「エネルギー問題の解決」、「患
者中心の医療サービスの充実」、「循環
型社会・環境共生型社会の構築」、「高
齢者・障害者の生きがい作り・社会参加
の促進」、「青少年の健全な育成」、「ネッ
ト社会のリスク管理」、「就職機会の拡大
と多様化」と続く（これらは回答者の3割
以上が「非常に重要」と回答）

分野としては「国民生活分野」「医療福祉
分野」「環境・エネルギー分野」であり、比
較的身近な生活環境の課題を重要視す
る傾向が見られる。

以降、いくつかのテーマにおける個別課
題の重要度合い、及びユビキタスネット
社会による解決への期待度合いについ
て整理する。

3人に1人以上が回答
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３）解決すべきテーマ別にみた具体的課題の重要性とユビキタスネット社会への期待（集計例）

テーマ①：「安全・安心な生活環境の実現」

現状の課題は「食の安全・安心確保」「日常の防犯体制の強化」「災害時における迅速・正確な情報の共有化」で
あり、ユビキタスネット社会への期待も高い

「便利で快適な住環境の実現」や「消費生活の質的な向上」は現状の課題としての認識は低いが、ユビキタスネッ
ト社会への期待は高い

Q2. 2010年に向け日本社会が取り組むべき具体的課題の重
要性_安全・安心な生活環境の実現

19.4%

24.3%

25.7%

28.9%

35.1%

36.7%

38.3%

39.5%

46.1%

57.9%

61.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

消費生活の質的な向上
（価格や製品情報の入手の容易化 等）

便利で快適な住環境の実現

生活習慣病（糖尿病、肥満、高脂血症、慢性

気管支炎 等）の予防

個人の資産形成の支援（年金問題や資産運

用（並替え）の多様化への対応、セーフティ

女性の出産支援、社会全体での育児支援環

境の充実

居住地域周辺のゴミ問題・公害問題の解消

高齢者、障害者等に配慮したまちづくり（バリ

アフリー化）

災害に強いくらしづくり（高層ビルや地下街、木
造住宅密集市街地への対策、治山・治水対策

災害時における迅速・正確な情報の共有化

（被害や復旧状況、安否状況等の情報共有）

日常の防犯体制の強化（ストーカー対策、空

き巣対策、テロ等緊急情報の入手 等）

食の安全・安心確保（BSE、残留農薬、生産地

偽証問題 等への対応）

「非常に重要」と回答
n=3,227

Q3. 「ユビキタスネットワーク社会」が具体的課題を解決するこ
とへの期待_安全・安心な生活環境の実現

19.5%

20.5%

21.8%

23.5%

24.1%

24.9%

25.5%

27.6%

36.1%

36.2%

39.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

女性の出産支援、社会全体での育児支援環

境の充実

生活習慣病（糖尿病、肥満、高脂血症、慢性

気管支炎 等）の予防

居住地域周辺のゴミ問題・公害問題の解消

高齢者、障害者等に配慮したまちづくり（バリ

アフリー化）

個人の資産形成の支援（年金問題や資産運
用の多様化への対応、セーフティネットによる

災害に強いくらしづくり（高層ビルや地下街、木

造住宅密集市街地への対策、治山・治水対策

消費生活の質的な向上（価格や製品情報の

入手の容易化 等）

便利で快適な住環境の実現

食の安全・安心確保（BSE、残留農薬、生産地

偽証問題 等への対応）

日常の防犯体制の強化（ストーカー対策、空

き巣対策、テロ等緊急情報の入手 等）

災害時における迅速・正確な情報の共有化
（被害や復旧状況、安否状況等の情報共有）

「非常に期待」と回答

現状の課題 ⇒ ユビキタスネット社会への期待

（注☆）

（注☆）Q3では、各課題に対し、Q2で「非常に重要だと思う」、「やや重要だと思う」と回答された場合に回答者から評価を得ており、n数が課題毎に異なるため省略する。

テーマ②：「エネルギー問題の解決」

「再生可能エネルギー技術の開発と普及促進」は現状の課題として最も注目され、またユビキタスネット社会に最
も期待される課題でもある

Q2. 2010年に向け日本社会が取り組むべき具体的課題の重
要性_エネルギー問題の解決

45.2%

47.5%

57.9%

63.3%

0% 20% 40% 60% 80%

環境に配慮した従来型エネルギー（天然ガス、
メタノール、燃料電池 等）の利用促進

省エネルギー・省資源対策の促進
（住宅の断熱構造化、都市の緑化、公共交通

機関の利用促進 等）

リサイクルエネルギー技術（廃熱利用、廃棄物

利用、バイオマス 等）の開発と普及促進

再生可能エネルギー技術（太陽光、風力、水
力、地熱 等）の開発と普及促進

「非常に重要」と回答 n=2,667

Q3. 「ユビキタスネットワーク社会」が具体的課題を解決するこ
とへの期待_エネルギー問題の解決

26.7%

27.6%

30.9%

34.1%

0% 10% 20% 30% 40%

環境に配慮した従来型エネルギー（天然ガ

ス、メタノール、燃料電池 等）の利用促進

省エネルギー・省資源対策の促進（住宅の断
熱構造化、都市の緑化、公共交通機関の利用

促進 等）

リサイクルエネルギー技術（廃熱利用、廃棄

物利用、バイオマス 等）の開発と普及促進

再生可能エネルギー技術（太陽光、風力、水

力、地熱 等）の開発と普及促進

「非常に期待」と回答

現状の課題 ⇒ ユビキタスネット社会への期待

（注☆）

（注☆）Q3では、各課題に対し、Q2で「非常に重要だと思う」、「やや重要だと思う」と回答された場合に回答者から評価を得ており、n数が課題毎に異なるため省略する。



参考－12

テーマ③：「患者中心の医療サービスの充実」

現状の課題としては「医療行為における医療過誤対策」「個人情報の保護」といったトラブル対策が注目される

ユビキタスネット社会に期待されるのは「異なる医療機関間の連携強化」「救急医療体制の充実」「診療情報・医
師情報の電子化と個人への提供」といった、より優れた医療行為を受けるための仕組みづくりである

Q2. 2010年に向け日本社会が取り組むべき具体的課題の重
要性_患者中心の医療サービスの充実

37.2%

40.1%

42.6%

49.1%

51.4%

62.6%

68.8%

0% 20% 40% 60% 80%

診療情報・医師情報の電子化と個人への提供

（電子カルテ、医師データベース 等）

在宅医療の充実等による自宅療養患者の生
活の質の向上

診療所、病院内の快適化（待合い時間の短

縮、清潔で過ごしやすい環境づくり 等）

異なる医療機関間の連携強化（チーム医療推

進、診療記録・医用画像の共有化 等）

個人情報（カルテ記載情報等）の保護（プライ
バシー保護）

救急医療体制の充実（救急車内での治療の
高度化 等）

点滴、輸血、投薬、手術等の医療行為におけ

る医療過誤対策

「非常に重要」と回答 n=2,553

Q3. 「ユビキタスネットワーク社会」が具体的課題を解決するこ
とへの期待_患者中心の医療サービスの充実

31.5%

32.7%

34.8%

39.0%

41.8%

42.1%

43.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

在宅医療の充実等による自宅療養患者の生

活の質の向上

診療所、病院内の快適化（待合い時間の短

縮、清潔で過ごしやすい環境づくり 等）

個人情報（カルテ記載情報等）の保護
（プライバシー保護）

点滴、輸血、投薬、手術等の医療行為におけ

る医療過誤対策

診療情報・医師情報の電子化と個人への提供

（電子カルテ、医師データベース 等）

救急医療体制の充実
（救急車内での治療の高度化 等）

異なる医療機関間の連携強化

（チーム医療推進、診療記録・医用画像の共

「非常に期待」と回答

現状の課題 ⇒ ユビキタスネット社会への期待

（注☆）

（注☆）Q3では、各課題に対し、Q2で「非常に重要だと思う」、「やや重要だと思う」と回答された場合に回答者から評価を得ており、n数が課題毎に異なるため省略する。

Q2. 2010年に向け日本社会が取り組むべき具体的課題の重
要性_循環型社会・環境共生型社会の構築

45.2%

48.5%

58.7%

58.8%

63.6%

65.7%

66.7%

0% 20% 40% 60% 80%

都市部におけるヒートアイランド現象の抑制

化石燃料の利用に起因する

酸性雨問題の解決

廃棄物の排出抑制、適正処理

ダイオキシン等の環境ホルモン問題の解決

大気や河川、海洋、土壌等、

環境汚染の未然防止

ごみの減量化、資源リサイクルの推進

地球温暖化問題への対応

（CO2排出量の削減 等）

「非常に重要」と回答 n=2,388

テーマ④：「循環型社会・環境共生型社会の構築」

「地球温暖化問題への対応」「ごみの減量化、資源リサイクルの推進」は現状の課題として注目されており、また
ユビキタスネット社会への期待も高い

Q3. 「ユビキタスネットワーク社会」が具体的課題を解決するこ
とへの期待_循環型社会・環境共生型社会の構築

23.7%

24.1%

27.8%

28.1%

28.8%

29.0%

32.9%

0% 10% 20% 30% 40%

都市部におけるヒートアイランド現象の抑制

化石燃料の利用に起因する
酸性雨問題の解決

大気や河川、海洋、土壌等、
環境汚染の未然防止

ダイオキシン等の環境ホルモン問題の解決

廃棄物の排出抑制、適正処理

地球温暖化問題への対応
（CO2排出量の削減 等）

ごみの減量化、資源リサイクルの推進

「非常に期待」と回答

現状の課題 ⇒ ユビキタスネット社会への期待

（注☆）

（注☆）Q3では、各課題に対し、Q2で「非常に重要だと思う」、「やや重要だと思う」と回答された場合に回答者から評価を得ており、n数が課題毎に異なるため省略する。



参考－13

テーマ⑤：「高齢者・障害者の生きがいづくり・社会参加の促進」

「多用で利用しやすい介護サービスの充実」「高齢者に優しい住宅の供給」は現状の課題として注目されており、
またユビキタスネット社会への期待も高い

趣味やボランティア、就業機会創出よりも、まずは生活するための環境重視の傾向が見られる。

Q2. 2010年に向け日本社会が取り組むべき具体的課題の重要
性_高齢者・障害者の生きがいづくり・社会参加の促進

17.9%

20.5%

26.2%

30.5%

35.0%

41.5%

49.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

生涯学習機会の提供

同じ趣味や価値観を共有できる人、子供や孫
等とのコミュニケーションの活性化

シニアボランティア活動の活性化

精神的ストレスの解消等メンタルヘルスケア対

策の充実

高齢者の知恵や経験を活かせる就業機会の

提供

高齢者に優しい住宅の供給（バリアフリー化、

使いやすい家電や情報機器 等）

多様で利用しやすい介護サービスの充実

「非常に重要」と回答 n=2,280

Q3. 「ユビキタスネットワーク社会」が具体的課題を解決するこ
とへの期待_高齢者・障害者の生きがいづくり・社会参加の促進

21.9%

24.6%

25.0%

25.4%

27.2%

30.2%

33.1%

0% 10% 20% 30% 40%

シニアボランティア活動の活性化

生涯学習機会の提供

高齢者の知恵や経験を活かせる就業機会の

提供

精神的ストレスの解消等メンタルヘルスケア対

策の充実

同じ趣味や価値観を共有できる人、子供や孫

等とのコミュニケーションの活性化

高齢者に優しい住宅の供給（バリアフリー化、

使いやすい家電や情報機器 等）

多様で利用しやすい介護サービスの充実

「非常に期待」と回答

現状の課題 ⇒ ユビキタスネット社会への期待

（注☆）

（注☆）Q3では、各課題に対し、Q2で「非常に重要だと思う」、「やや重要だと思う」と回答された場合に回答者から評価を得ており、n数が課題毎に異なるため省略する。

テーマ⑥：「青少年の健全な育成」

「青少年の福祉を害する犯罪防止やモラルの向上」は現状の課題として重要度が高い

ユビキタスネット社会への期待が3割を越える重点課題は見当たらない

現状の課題 ⇒ ユビキタスネット社会への期待

Q2. 2010年に向け日本社会が取り組むべき具体的課題の重要
性_青少年の健全な育成

20.9%

27.7%

29.1%

30.1%

31.0%

32.5%

35.8%

51.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

青少年のボランティア活動への参加促進

児童の健全育成のための地域コミュニティ活
動の推進

不登校や引きこもり問題の解消

個人の適性に応じた教育内容や
教育方法の提供

家庭教育を支援する子育て支援ネットワーク
等の充実

社会的援助を必要とする
児童・家庭への福祉の充実

青少年指導者の養成と確保

青少年の福祉を害する
犯罪防止やモラルの向上

「非常に重要」と回答 n=2,1,41

Q3. 「ユビキタスネットワーク社会」が具体的課題を解決すること
への期待_青少年の健全な育成

19.3%

19.4%

19.7%

21.7%

22.8%

25.5%

26.6%

27.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

不登校や引きこもり問題の解消

青少年指導者の養成と確保

青少年のボランティア活動への参加促進

社会的援助を必要とする児童・家庭への福祉
の充実

児童の健全育成のための地域コミュニティ活
動の推進

個人の適性に応じた教育内容や教育方法の
提供

青少年の福祉を害する犯罪防止やモラルの向
上

家庭教育を支援する子育て支援ネットワーク
等の充実

「非常に期待」と回答
（注☆）

（注☆）Q3では、各課題に対し、Q2で「非常に重要だと思う」、「やや重要だと思う」と回答された場合に回答者から評価を得ており、n数が課題毎に異なるため省略する。



参考－14

テーマ⑦：「ネット社会のリスク管理」

現状の課題として「ネットワーク犯罪の防止」は非常に高く注目（72.6％）されている

ユビキタスネット社会への期待も高く、全ての重点課題で3割以上が「非常に期待」と回答している

現状の課題 ⇒ ユビキタスネット社会への期待

Q2. 2010年に向け日本社会が取り組むべき具体的課題の重要
性_ネット社会のリスク管理

35.5%

46.8%

55.7%

57.7%

58.4%

72.6%

0% 20% 40% 60% 80%

デジタル化された著作物等知的財産の適切な
管理

セキュリティ関連の技術者育成

コンピュータや通信ネットワークのシステム障
害による社会的被害（ATMダウン、携帯電話の

不通 等）の回避、軽減

ネット社会の利用者のモラルや意識向上

ネットワーク上の倫理問題（プライバシー問題、
誹謗中傷 等）対策

ネットワーク犯罪の防止（不正コピー、不正アク
セス、盗聴、妨害、改ざん、なりすまし等の防

止）

「非常に重要」と回答 n=2,038

Q3. 「ユビキタスネットワーク社会」が具体的課題を解決すること
への期待_ネット社会のリスク管理

34.6%

35.7%

37.2%

40.7%

41.4%

46.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

デジタル化された著作物等知的財産の適切な
管理

セキュリティ関連の技術者育成

ネット社会の利用者のモラルや意識向上

ネットワーク上の倫理問題（プライバシー問
題、誹謗中傷 等）対策

コンピュータや通信ネットワークのシステム障
害による社会的被害（ATMダウン、携帯電話

の不通 等）の回避、軽減

ネットワーク犯罪の防止（不正コピー、不正ア
クセス、盗聴、妨害、改ざん、なりすまし等の防

止）

「非常に期待」と回答
（注☆）

（注☆）Q3では、各課題に対し、Q2で「非常に重要だと思う」、「やや重要だと思う」と回答された場合に回答者から評価を得ており、n数が課題毎に異なるため省略する。

Q3. 「ユビキタスネットワーク社会」が具体的課題を解決すること
への期待_就業形態や勤務形態の多様化

31.8%

32.1%

32.3%

32.5%

37.0%

0% 10% 20% 30% 40%

能力や適性に応じ個人で自由に選択できる
キャリアパス（目標に向けて経験やスキルを積

み、計画的にキャリアアップ）

仕事と育児を両立できる制度と環境の整備（社
内外託児所の設置、育児介護休暇の充実、職

場復帰のための能力開発研修 等）

高齢者や女性でも働きやすい環境整備（高齢
化対応の職場環境、各種福利厚生制度の整

備 等）

就業形態の多様化（ワークシェアリング、パート
タイマー、契約社員 等）

勤務形態の多様化（在宅勤務、フレックス勤
務、裁量労働勤務 等）

「非常に期待」と回答

テーマ⑧：「就業形態や勤務形態の多様化」

現状の課題としては「高齢者や女性でも働きやすい環境整備」「仕事と育児を両立できる制度と環境の整備」とい
った職場環境の整備が注目されている

しかし、ユビキタスネット社会に期待されるのは「勤務形態の多様化」「就業形態の多様化」といった形態面の変化
であり、さらに全ての重点課題で3割以上が「非常に期待」と回答している

現状の課題 ⇒ ユビキタスネット社会への期待

Q2. 2010年に向け日本社会が取り組むべき具体的課題の重要
性_就業形態や勤務形態の多様化

37.8%

41.3%

45.4%

48.6%

50.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

能力や適性に応じ個人で自由に選択できる
キャリアパス（目標に向けて経験やスキルを積

み、計画的にキャリアアップ）

就業形態の多様化（ワークシェアリング、パート
タイマー、契約社員 等）

勤務形態の多様化（在宅勤務、フレックス勤
務、裁量労働勤務 等）

仕事と育児を両立できる制度と環境の整備（社
内外託児所の設置、育児介護休暇の充実、職

場復帰のための能力開発研修 等）

高齢者や女性でも働きやすい環境整備（高齢
化対応の職場環境、各種福利厚生制度の整

備 等）

「非常に重要」と回答 n=1,422
（注☆）

（注☆）Q3では、各課題に対し、Q2で「非常に重要だと思う」、「やや重要だと思う」と回答された場合に回答者から評価を得ており、n数が課題毎に異なるため省略する。
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Q2. 2010年に向け日本社会が取り組むべき具体的課題の重要
性_就職機会の拡大と多様化

15.9%

26.9%

27.6%

36.7%

40.6%

43.3%

56.1%

56.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

NPOやNGO等への就職

就業前教育訓練の実施
（ビジネスインターン 等）

日本的雇用制度
（終身雇用、年功序列 等）の改革

就職、転職、退職等、労働移動（職業や職種、
就職先の変更）の円滑化

求人と求職のミスマッチの解消（雇用者と求職
者の出会い、雇用条件と就職条件のずれ 等）

雇用機会の拡大（ワークシェアリング、パートタ
イマー等による雇用機会拡大）

中高年層の再就職支援

若年層の失業問題の解決

「非常に重要」と回答 n=1,666

テーマ⑨：「就職機会の拡大と多様化」

「若年層の失業問題の解決」「中高年層の再就職支援」は現状の課題として注目されており、またユビキタスネット
社会への期待も高い

現状の課題 ⇒ ユビキタスネット社会への期待

Q3. 「ユビキタスネットワーク社会」が具体的課題を解決すること
への期待_就職機会の拡大と多様化

25.2%

25.3%

27.5%

32.1%

32.5%

32.5%

35.6%

35.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

NPOやNGO等への就職

日本的雇用制度（終身雇用、年功序列 等）の
改革

就業前教育訓練の実施（ビジネスインターン
等）

雇用機会の拡大（ワークシェアリング、パートタ
イマー等による雇用機会拡大）

求人と求職のミスマッチの解消（雇用者と求職
者の出会い、雇用条件と就職条件のずれ 等）

就職、転職、退職等、労働移動（職業や職種、
就職先の変更）の円滑化

若年層の失業問題の解決

中高年層の再就職支援

「非常に期待」と回答
（注☆）

（注☆）Q3では、各課題に対し、Q2で「非常に重要だと思う」、「やや重要だと思う」と回答された場合に回答者から評価を得ており、n数が課題毎に異なるため省略する。

テーマ⑩：「電子政府の実現と行政改革」

Q3. 「ユビキタスネットワーク社会」が具体的課題を解決すること
への期待_電子政府の実現と行政改革

37.4%

42.3%

42.4%

44.5%

50.0%

50.6%

51.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

行政の情報化を担当する職員の専門能力の
向上

政府調達手続きのオンライン化

公開情報入手・相談等のオンライン化によるコ
ミュニケーション機能の強化

電子文書の偽造や改ざんの防止
（信頼性の確保）

自宅や勤務先等からの電子投票の実現

税金、社会保険料、各種手数料の
納付のオンライン化

各種行政・法務手続き（申請や届出、裁判手続
き 等）のオンライン化

「非常に期待」と回答

テーマ別にみた場合、「電子政府の実現と行政改革」を重要とする割合は低い（19.2％）が、ユビキタスネット社会
への期待は全般的に高く、全ての重点課題で3割以上が「非常に期待」と回答している

現状の課題としては「電子文書の偽造や改ざんの防止」が注目される。

現状の課題 ⇒ ユビキタスネット社会への期待

Q2. 2010年に向け日本社会が取り組むべき具体的課題の重要
性_電子政府の実現と行政改革

34.5%

35.6%

40.1%

42.8%

47.8%

49.2%

58.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

公開情報入手・相談等のオンライン化によるコ
ミュニケーション機能の強化

政府調達手続きのオンライン化

自宅や勤務先等からの電子投票の実現

税金、社会保険料、各種手数料の
納付のオンライン化

行政の情報化を担当する職員の専門能力の
向上

各種行政・法務手続き（申請や届出、裁判手続
き 等）のオンライン化

電子文書の偽造や改ざんの防止
（信頼性の確保）

「非常に重要」と回答 n=952
（注☆）

（注☆）Q3では、各課題に対し、Q2で「非常に重要だと思う」、「やや重要だと思う」と回答された場合に回答者から評価を得ており、n数が課題毎に異なるため省略する。
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ｕ－Ｊａｐａｎでの代表的ソリューション例と

その前提条件

ｕ－Ｊａｐａｎでの代表的ソリューション例とｕ－Ｊａｐａｎでの代表的ソリューション例と

その前提条件その前提条件

有識者アンケート、企業インタビュー及び生活者

グループインタビューにより、２０１０年に向けて社会

に求められるソリューションを抽出したもの。

参考資料1.2
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その他「影」の対策ＩＣＴ利活用ネットワーク整備
現状の発展段階

安否確認システムの認
知度向上

情報伝達の秘匿
性、堅牢性の確保

集中的なアクセス
にも耐えうる通信シ
ステム

異なるシステム間
の相互接続性の確保

災害時の安否確認システム

災害等の緊急時にアクセスすることで、自ら
の安否状況、居場所、連絡事項等を登録し、複
数の利用者で共有することが可能な仕組みを構
築し、家族などの第三者が被災者の安否を確認
することができるようにするシステム

・ 災害時におけ
る迅速・正確な情
報の共有化
(39.9%)

安全・安心
な生活環境の
実現

(69.2%)

1．国民
生活分野

利用者のシステム利用
の動機付け（信頼関係
の構築や成功事例の積
上げ）

個人情報の適切
な管理

高齢者でも使いやす
いインターフェースの
開発

個人の経験や能力
等曖昧な情報のデー
タベース化

高齢者スキル高度活用システム
地域のシニアが持つ能力のデータベースをも

とに、ある作業を求めている人が地域のシニア
の中から適当な人にお願いできる（やってほし
いことを投げれば、できる高齢者がやってあげ
る；修理、子供の世話など）

・ 高齢者の知恵
や経験を活かせる
就業機会の提供
（25.0%）

施設の空き状況を
自動判断する安価で
人手を要しない装置
の開発

介護施設等情報システム
介護施設やヘルパー派遣会社の情報や空き状

況をリアルタイムで探すことができるシステム

・ 多様で利用し
やすい介護サービ
スの充実（33.1%）

ITとリアルを組み合わ
せたコミュニケーショ
ンの本質研究

要介護の予防効果の科
学的実証

効果的な広報やチャネ
ルの拡大による商品認
知度の向上

行政による見守り活動
自体の啓蒙

親子以外の見守
り活動における個
人情報の取り扱い
基準の明確化

個人情報へのア
クセス権限の管理

情報伝達の秘匿
性、堅牢性の確保

ビジネスモデルの確
立

緊急時の判断と自
動通報

高齢者等生活サポートシステム

一人暮らしの高齢者等を対象として、各種セ
ンサーや家電の動作状況等などから居場所や健
康状態等を監視・管理し、必要に応じて第三者
に通知（もしくは能動的にアクセス）すること
で、高齢者の安否確認などを行うシステム。同
システムの応用で共働き家庭などの支援も図る。

・ 高齢者に優し
い住宅の供給
(30.2%)

高齢者・障
害者の生きが
いづくり・社会
参加の促進

(50.1%)

農作物の安全性を確保
する他の農業ITシステ
ムの確立

履歴情報の利活用が
生産者にメリットを生
む仕組みづくり
履歴データから食の
安全性を保証する仕組
みの構築
導入・運営経費負担

悪環境下でも精度
を維持出来るRFIDタ
グ、リーダの開発と
低価格化

複雑な流通経路に
適用可能なコードや
プロトコルの標準化

異なる複数の企業
や業界にまたがる相
互運用性を持つシス
テムの構築

トレーサビリ
ティ・データベース
の整備

食品トレーサビリティシステム

食品（青果物、食肉、鮮魚、加工品等）に電
子タグ等を貼附し、生産段階での生産履歴（日
時、生産地、生産者名、使用農薬等）や流通段
階での流通履歴（日時、事業者名、作業内容
等）データを管理できる仕組みを構築し、その
データの閲覧を容易にすることで、食の安全・
安心を確保することを達成するシステム

・ 食の安全・安心
確保(36.1%)

状態の変化を機敏
に感じ取るセンサー
システム

防犯通報システム
玄関が開けられたことや家族以外が進入した

ことを自動的に検知して通報する。

・ 日常の防犯体
制の強化（36.2%）

被災者の正確な位
置の把握

悪環境下でも通信
経路を維持可能な
ネットワーク

災害状況リアルタイム配信システム
災害時に、遠隔の家族、親族や友人等が地域
の被災情報を動画を用いてリアルタイムに知る
ことができるシステム

前 提 条 件

u-Japan でのソリューション例

u-Japanで解
決可能な課題

解決すべき

優先テーマ

優先課題
分野

先
駆
的
導
入

普
及

実
証
実
験

先
駆
的
導
入

構
想

先
駆
的
導
入

構
想



参考－19

前 提 条 件

現状の発展段階u-Japan でのソリューション例

u-Japanで解
決可能な課題

解決すべき

優先テーマ

優先課題
分野

その他「影」の対策ＩＣＴ利活用ネットワーク整備

利用者のシステム利用
の動機付け（流通して
いる情報の質確保、信
頼性の向上）

相手への信頼に基
づくコミュニケー
ション

地域に根ざしたコ
ミュニティビジネス
の立ち上げ

地域のオンライン掲示板システム
地域の連絡事項伝達や意見交換、交流がい

つでもどこででも行える場

・ 高齢者、障害
者の社会参加の
促進と自立支援
（29.5％）

・子供から高齢者
まで幅広い年齢層
による世代間交流
の活発化（24.9%）

・ 家族や友人間
の交流活発化
（24.8%）

多様なコミュ
ニティ活動の
実現（30.0%）

流通している情報の質
確保、信頼性の向上

電子処方箋発行に関わ
る制度上の対応（現行
は医師の記載した原紙
のみ有効）

情報伝達の秘匿性、
堅牢性の確保

処方箋の記載事
項・方法の標準化

病院・医師検索システム
病院や医師の情報をもとに患者が自分に

あった病院、医師を検索することができる

オンライン処方箋システム
かかりつけの医師からの処方箋をネットで

ダウンロードでき、それをもってどこででも
（海外でも）薬を購入（宅配）することがで
きる

・ 異なる医療機
関間の連携強化
（43.1%）

・ 診察情報・医師
情報の電子化と
個人への提供
（41.8%）

患者中心の
医療サービス
の充実
（54.9%）

医療と情報技術の両者
に精通した専門家の育
成

情報伝達の秘匿性、
堅牢性の確保

IT投資に見合う収
益回収の仕組みづく
り

医療従事者に使い
やすいユーザインタ
フェース開発

システム間の相互
接続性の確保

カルテの構造や診
療行為名称称等の基
本的標準化

分散ネットワーク
環境における生涯カ
ルテの実現

電子カルテネットワークシステム

病院や診療所がお互いの診療情報を電子的
に交換することで医療の質的向上や効率化を
実現する医療情報ネットワークを構築し、患
者指向の医療提供に向けた情報活用を図る

・ 診療記録、医
用画像の保管と
活用（病診連携、
病病連携等）
(76.5%)

医療機関や
介護施設の経
営効率と利用
サービスの向
上
（70.6％）

2．医療
福祉分野

適度なセキュリ
ティ、適切なDRM
等を備えた環境

高精細で臨場感の
ある高画質な画像を
表示可能なデバイス

ご近所バーチャル美術館・博物館システム
高画質な画像、3Dなどを利用して遠隔地で
もよりリアルな作品を鑑賞することができる

各種催しの情報のほか、混雑状況をリアル
タイムで配信するシステム

全国図書館情報共有システム
国内の図書館をつなぎ、本や映像などを一

度に検索できるシステム

・ 文化・芸術・ス
ポーツの鑑賞機会、
参加機会の充実
（29.0%）

従来の放送とは異なる
利用者ケア（放送と通
信の融合によるもの）

サービスのクロス
オーバー化への対応
（適度なセキュリ
ティ、適切なDRM
等を備えた環境）

課金・決済の電子
化 （少額決済の効率
化）

テレビ放送の機材
やシステムの共通化
によるトラブル回避

信頼性の高い通信
ネットワーク（家庭
内ネット環境含む）

ユビキタスコンテンツ流通システム

デジタル化されたコンテンツをメタデータ
（権利情報、内容についての情報等の属性情
報）によって制御し、多彩な利用者端末にお
ける適切かつ自由な利用を促進するシステム。
コンテンツの複製禁止やコピー履歴管理等の
仕組みを持つ。利用者の嗜好に応じたコンテ
ンツの検索、自動生成や、コンテンツ流通に
必要な著作権の確認を円滑に出来るような機
能を備える。

・ 多種多様なコ
ンテンツが安全に
流通する仕組みづ
くり（知的財産権
の保護、セキュリ
ティ向上 等）
(29.3%)

文化・芸術、
スポーツ活動
を活かした豊
かな国づくり
（20.0%）

1．国民
生活分野

先
駆
的
導
入

先
駆
的
導
入

構
想

先
駆
的
導
入

先
駆
的
導
入

構
想

病院・医師検索オンライン処方箋
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前 提 条 件

現状の発展段階u-Japan でのソリューション例

u-Japanで
解決可能な
課題

解決すべき

優先テーマ

優先課題
分野

その他「影」の対策ＩＣＴ利活用ネットワーク整備

電子マニフェストとの
連携

知名度の向上による参
加事業者の拡大

収集運搬業者、処
理業者が参加するイ
ンセンティブづくり
（投資対効果の確
保）

本仕組みの信用力
の確保（本仕組みに
加盟することによる
排出者責任の回避）

アクティブタグを
用いた一括読み取り

移動中の収集運搬
車輌内の常時監視
（車輌内の産業廃棄
物RFIDと位置情報を
関連づけた常時読み
取り）

RFIDタグの再利用

資源リサイクル及び廃棄物トレーサビリティシス
テム

家庭及び事業所から出る一般廃棄物については、分別
後に収集単位に電子タグを添付し、ごみ種別に応じた回
収量の把握や処理の適正化を図る。このうち、電化製品
等の粗大ごみについては、製造段階で管理用に添付され
た電子タグを有効活用し、部材やメンテ履歴に応じたリ
サイクルを支援する。一方、事業所から出る産業廃棄物
については、電子タグを処理単位等に添付し、排出事業
者から運搬事業者、処理業者に至る輸送及び最終処理を
トレースし、適正な処理を確実なものとする。

・ ごみの減量
化、資源リサイク
ルの推進
(65.7%)

循環型社
会・環境共生
型社会の構
築

(52.7%)

3．環境・
エネルギー
分野

地域内の知識交流が経
済活性化に与える効果
の検証

人間関係や知識など目
に見えない資本を定量
的に評価する仕組み

ITボランティア等の人
材育成

地域に根ざしたコ
ミュニティビジネス
の立ち上げなど経済
的自立

インターネット市民塾システム

インターネットを利用していつでもどこでもだ
れでも生徒や講師になれる生涯学習システム。相
互に受講し合うなど新しい学習パターンにより地
域に眠る知識の顕在化や新しい地域コミュニティ
の形成により、地域の活性化につながる。

・ 講座の内容
や募集方法、施
設の場所等、必
要な情報の提供
（33.6%）

生涯学習の
普及

(19.6%)

4．教育・
人材育成
分野

情報伝達の秘匿性、
堅牢性の確保

誰にでも使いやす
いユーザインタ
フェースの開発

地域の活動や事業
化を支援する組織の
育成とそれらへの経
済的支援

多様な情報を組み
合わせた検索とマッ
チングを行う仕組み
づくり

インテリジェント
なエージェント機能

遠隔承認システム
いつでもどこにいても意思決定者から指示や承

認を受けることが可能になり、業務の効率化が図
られる

遠隔応対システム
店舗などの応対業務のうち必ずしも直接応対が

必要でないものについて、手の空いている支店等
から遠隔応対をすることでサービスの向上を図る

お母さんの秘書システム
日常生活で必要な多種多様な手配・手続き（役

所申請、学校連絡、加入手続き、支払い等）を効
率的に滞りなく実施できるように支援

地域ベビーシッターシステム
急に子どもを預ける必要が生じたとき、地域で

預かってくれる託児所や個人ボランティアの空き
状況から相手先をリアルタイムに探せる

・ 勤務形態の
多様化（37.0%）

就業形態や
勤務形態の
多様化
（32.1%）

カウンセリングとの組
み合わせ

個人情報の適切な
管理

人材の流動化の促
進

都市部と遜色のな
い高質なインター
ネット回線の一層の
普及

多様な情報を組み
合わせた検索とマッ
チングを行う仕組み
づくり

就職トータル支援システム
会社の欲しい人材と個人の能力などの情報をも

とにしたマッチングや、転職者が働きながらでも
仕事を探せるよう各種手続きや説明会への参加が
オンラインでもできる

・ 若年層の失
業問題の解決
（35.6%）

・ 雇用機会の
拡大（32.1%）

カウンセリングとの組
み合わせ

個人情報の適切な
管理

人材の流動化の促
進

求職者個人の経験
や能力等曖昧な情報
のデータベース化

求人側企業の同種
のデータベース構築
とインテリジェント
なマッチングシステ
ム

転職・再就職支援システム

求職者が再就職するまでの支援を行うシステム。
前職で身に付いた能力や経験を活かし速やかに現
場復帰を果たしたい人に対しては、自身の能力を
的確に評価した上で、求人情報にマッチングでき
る仕組みを提供する。一方、少し時間を掛けてで
も新たな職業に挑戦したい人に対しては、能力開
発プログラムの紹介等を行う。中高年層の他、女
性や若年層などへの応用も図る。

・ 中高年層の
再就職支援
(35.7%)

就職機会の
拡大と多様化

(38.0%)

5．就労・
労務分野

先
駆
的
導
入

先
駆
的
導
入

先
駆
的
導
入

構
想

構
想
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前 提 条 件

現状の発展段階u-Japan でのソリューション例

u-Japanで解
決可能な課題

解決すべき

優先テーマ

優先課題
分野

その他「影」の対策ＩＣＴ利活用ネットワーク整備

情報伝達の秘匿
性、堅牢性の確保

誰にでも使いやすい
ユーザインタフェース
の開発

ITを組み込んだ業務
フローのリデザイン

高精細で臨場感の
ある高画質な画像を
表示可能なデバイス

経営層コラボレーション支援システム

経営層の報告・意思決定、企画・検討、相互触
発の支援を目的に、ITの知識がなくても直感的
に使え、いつでもどこでも利用できるオフィス
環境によりコラボレーションを促進するシステ
ム

利用者のシステム利
用の動機付け（流通し
ている情報の質確保、
信頼性の向上）

潜在的な人材の発掘ネットワーク上で
行える本人認証技術

課金・決済の電子
化

高精細で臨場感の
ある高画質な画像を
表示可能なデバイス

オンライン専門家アドバイスシステム
高画質な画像を用いて状況を説明し専門家に

アドバイスを求めることができるシステム（調
子が悪い花の状態を写真で取って専門家に送り
指導を受ける等）

・ 知識ワーカの創
造物の蓄積・共有
化促進支援
（57.9%）

・ 知識ワーカ同
士の協業支援
（52.6%）

ホワイトカ
ラーの生産性
向上（26.3%）

5．就労・
労務分野

川上から川下まで一
連の企業を巻き込んだ
仕組みづくり

導入・運営経費負担

複雑な流通経路に
適用可能なコードや
プロトコルの標準化

異なる複数の企業
や業界にまたがる相
互運用性を持つシス
テムの構築

タグやリーダの機
種間の互換性の確保

サプライチェーンマネジメントシステム

アパレルメーカから店頭に並ぶまでの流通経
路における商品管理のため、製品の一つ一つに
RFIDをつけて管理するシステム

・ トータルコストの
削減やリードタイム
の短縮、時間精度
の向上（63.2%）

物流システ
ムの効率化
（64.7%）

各主体が分散して
持つデータを一元的
に利用可能な仕組み
づくり

公共交通機関情報ナビ
公共交通機関の到着時刻や遅延情報、

代替輸送情報等が携帯端末を用いてリアルタイ
ムに入手することができる。

また、車内では、個人の趣味や好みを認識し、
それに合ったコンテンツが情報端末などに配信
される

・ 交通機関の時
刻表情報、目的
地の周辺情報の
充実（32.3%）

・ 公共交通サー
ビスの充実と利用
促進（バスの定時
性確保、乗り換え
利便性の向上）
（31.6%）

持続可能、
安全な都市交
通システムの
形成

(32.6%)

6．交通・
物流分野

システム側が車
を強制的に制御す
ることに対する社
会的受容性

システム搭載による
車全体のコスト上昇に
対して普及を促進する
対策（インセンティブ
など）

高速で移動する車
とでも通信可能な新
しい通信技術

安全性や生命に関
わる分野のため通信
の高い安定性や信頼
性確保

技術や仕組みの国
際標準化

ネットワーク型運転支援システム

通信技術を利用し、車両と車両、路側インフ
ラと車両間で情報を交換することにより安全運
転を支援するシステム

・ 交通渋滞の緩
和（33.0%）
・ 交通事故の削
減（29.2%）

バッテリの長寿命化

消費者のシステム利
用の動機付け（ツボを
押さえたサービス）

個人情報の適切
な管理

消費者が使いやすい
ユーザインタフェース
の開発

課金・決済の電子
化

精度の高い測位と
ナビゲーション

情報端末付きショッピングシステム
RFIDタグ付きの商品と情報端末付きの

ショッピングカートの組み合わせにより、購買
商品の即時精算を可能にしたり、来店者の店内
での行動や購買情報等を収集したりする。消費
者ニーズを把握し、適当な商品情報の提供等に
よる販促活動に利用するほか、店舗内の商品配
置や動線の改良等に利用する。また、リアルタ
イムの在庫管理等SCMの活用による販売機会の
損失にもつなげる。

・ 効率的な商業
システムの構築
（ネット販売、商品
のタグ管理、ポイ
ントシステム 等）
(68.4%)

既存産業の
高度化

(41.2%)

7．経済・
産業分野

構
想

実
証
実
験

実
証
実
験

実
証
実
験

構
想

構
想

（一部先駆的
導入段階）

（海外では
実証実験）
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前 提 条 件

現状の発展段階u-Japan でのソリューション例

u-Japanで
解決可能な
課題

解決すべき

優先テーマ

優先課題
分野

その他「影」の対策ＩＣＴ利活用ネットワーク整備

個人情報の適切な
管理

各申請書類の手続き
や名称等の標準化

多様な主体による
データベース・システ
ムの共同利用化

行政手続き自動更新システム
婚姻届や住民票などの更新によってその他

の更新が自動的に行われるもしくは手続きが
必要なものが何かを自動的に教えてくれる
サービス

・ 各種行政・法
務手続きのオン
ライン化
（51.6%）

自由な意思による
投票の確保

情報リテラシーの
向上

オープンネット
ワークのセキュリ
ティ技術

投票時間帯でのシ
ステム障害時の対応
と信頼性保障

全ての人に優しい
ユーザーインター
フェースの実現

ネットワーク上で行
える本人認証技術

電子社会参加・集計システム

投票用紙による投票などと比較して、集計
時間を短縮したり、作業の効率化を図るなど
のメリットのほか、書き損じによる無効票の
防止やバリアフリー対策等にも役立てること
ができる

また、会社や自宅等からもネットワーク経
由で投票などを可能とすることで、行政過程
へ参加率の向上につなげることが可能である
（投票については現在は法的な制限があり実
現不可）。

・ 自宅や勤務
先等からの電子
投票の実現
(50.0%)

電子政府の
実現と行政改
革

(19.2%)

8．行政
サービス

分野

構
想

構
想
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「ユビキタスネット社会」に向けた

各国・各企業等の動き

「ユビキタスネット社会」に向けた「ユビキタスネット社会」に向けた

各国・各企業等の動き各国・各企業等の動き

近年、「ユビキタス」又は同義・類似概念を使って、新ＩＣＴパラダイムを

示したり、国家レベル・企業レベルでの戦略やビジョンを策定するなどの

動きが始まっている。

そこで、国家レベルの戦略の代表例であるｕ－Ｋｏｒｅａの概要【別紙１】

と新ＩＣＴパラダイムを示す様々な言葉【別紙２】を提示することとする。

参考資料1.3
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ｕ－Ｋｏｒｅａ実現に向けた韓国の取組ｕ－Ｋｏｒｅａ実現に向けた韓国の取組

WiBroサービス
DMBサービス
Home Networkサービス
Telematicsサービス
RFID活用サービス
W-CDMAサービス
地上波DTV
Internet電話(VoIP)

広帯域統合網

(BcN)

U-センサーNetwork
(USN)

IPv6導入

次世代移動通信

デジタルTV
Home Network
IT SoC
次世代PC
エンベッディドソフト

デジタルコンテンツ

テレマティックス

知能型ロボット

次世代移動通信

デジタルTV
Home Network
IT SoC
次世代PC
エンベッディドソフト

デジタルコンテンツ

テレマティックス

知能型ロボット

8大新規ｻｰﾋﾞｽ 3大インフラ 9大新成長動力

【別紙１】

ユビキタスコンピューティング技術を基盤として、国のすべての資源を知能化・ネットワーク化し、
これを基盤として国家社会システム革新、国民の生活の質向上、国家発展を追求する国家戦略。

ユビキタスコンピューティング技術を基盤として、国のすべての資源を知能化・ネットワーク化し、
これを基盤として国家社会システム革新、国民の生活の質向上、国家発展を追求する国家戦略。

１．ｕ－Ｋｏｒｅａの概念

(1) ＩＴのサービス、インフラ、技術開発という３つの要素を並立させ、相互補完的に発展させることが
「知能基盤社会（ｕ－Ｋｏｒｅａ）」への突入の条件。

(2) このために、新しい技術を国家社会全般に適用可能とするべく、「ＩＴ８３９戦略」を実践。これを通
じてｕ－Ｋｏｒｅａ突入を目指すとともに、国民所得１人当たり２万ドルを達成させる。

(1) ＩＴのサービス、インフラ、技術開発という３つの要素を並立させ、相互補完的に発展させることが
「知能基盤社会（ｕ－Ｋｏｒｅａ）」への突入の条件。

(2) このために、新しい技術を国家社会全般に適用可能とするべく、「ＩＴ８３９戦略」を実践。これを通
じてｕ－Ｋｏｒｅａ突入を目指すとともに、国民所得１人当たり２万ドルを達成させる。

２．ｕ－Ｋｏｒｅａ推進のための戦略

(1) ＩＴ産業の価値連鎖により

８大新規サービスの導入を活性化し、

(2) 有無線通信・放送・インターネット

に関連した３大インフラに対する

投資を誘発し、

(3) これを基礎として９つの新成長動力

を共に成長させるためのＩＴ産業の

発展戦略

(1) ＩＴ産業の価値連鎖により

８大新規サービスの導入を活性化し、

(2) 有無線通信・放送・インターネット

に関連した３大インフラに対する

投資を誘発し、

(3) これを基礎として９つの新成長動力

を共に成長させるためのＩＴ産業の

発展戦略

３．ＩＴ８３９戦略とは
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新新ICTICTパラダイムを示す様々な言葉パラダイムを示す様々な言葉

Ubiquitous Network
Zen Computing

Pervasive Computing
Pervasive Computing

Calm Computing
Ubiquitous Computing

• Pervasive Computing 、Ubiquitous Computing、Ambient
Intelligence 、Calm computing、Zen Computing・・・・

• Pervasive Computing 、Ubiquitous Computing、Ambient
Intelligence 、Calm computing、Zen Computing・・・・

Ambient 
Intelligence

Ubiquitous Computing

Pervasive Computing Ubiquitous Computing

様々な21世紀のIＣTパラダイムを示す言葉が流布しているが、IＣTがあまねく繋がって、実世界の人の
活動を支えたり、増力化したりするという意味では同じで、ユビキタスネットワークとほぼ同じ方向へ

【別紙２】
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ユビキタスネットワーク関連ユビキタスネットワーク関連IIＣＣT T パラダイムパラダイム

http://www.nri.co.jp/opinion/book/book49.html
http://www.nri.co.jp/english//opinion/papers/2004/np20
0479.html等一連のユビキタスネットワーク関連論文

野村総合研究所Ubiquitous Network

http://pcweb.mycom.co.jp/articles/2004/05/13/ipax1/
http://www.mlab.t.u-
tokyo.ac.jp/wireless2004/2004.07.02-
UbiquitousNet.pdf
http://www.nikkei.co.jp/digitalcore/online/contents/cont
ent004_1.html

徳田英幸（慶応大学）

森川智之（東京大学）

Zen Computing

http://www.cordis.lu/ist/istag.htm
http://www.ercim.org/publication/Ercim_News/enw47/i
ntro.html

eEuropa
IST Advisory Group 
(ISTAG)

Ambient 
Intelligence

http://www.research.ibm.com/thinkresearch/pervasive.
shtml

IBMPervasive 
Computing

http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/acmfuture2endn
ote.htm
http://www.research.ibm.com/journal/sj/384/weiser.ht
ml

Mark Weiser and John 
Seely Brown

Calm Computing

http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/UbiHome.htmlMark WeiserUbiquitous 
Computing

参考URL出所用語
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u-Japan に向けたＩＣＴ産業政策の基本理念 

 
１ ＩＣＴ産業から見た u-Japan 構想の意義・目的 

（１）ＩＣＴ産業の将来性に対する期待と不安 

ＩＣＴ産業は今や我が国の経済を支える中心的な存在へと成長している。昨今、

薄型テレビ、ＤＶＤレコーダ、デジタルカメラなどのデジタル家電の好調な売れ

行きを背景とした「デジタル景気」が経済回復を牽引していると言われている。

中でも薄型デジタルテレビは、放送の受信端末としての役割だけでなく、通信と

連携する新しいサービスに対しても、やさしく操作ができる端末として、これか

らの家庭や社会に欠かせない、情報窓口として役割が期待されている。 

ブロードバンドの普及や携帯電話によるインターネット接続は世界最高水準

を保ち、情報家電等の分野において国際競争力を有している。また、地上デジタ

ル放送は、携帯端末向け放送やサーバ型放送等、我が国独自の優れた特徴を有し

ており、一定の市場の創出に成功すれば、ＩＣＴ分野における我が国の国際競争

力を確保・向上し得る可能性がある。さらに、携帯端末の分野においては、世界

に先駆けて携帯電話による電子マネーの利用を可能とするなど世界を牽引して

おり、「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」ネットワークに接続されるユビ

キタスネット社会の萌芽とも言える兆候を示している。 

ユビキタスネット社会においては、①全ての機器等へのネットワーク対応機能

の付加、②接続される端末等の数量・種類の飛躍的増加、③情報システムのモジ

ュール化・コンポーネント化・オープン化の進展、④異業種間におけるネットワ

ークの相互接続・相互運用の進展等により、事業環境が急激に変化し、ＩＣＴ産

業のビジネスモデルが大きく変化すると想定される。このような変革期は、①他

産業分野や生活分野におけるＩＣＴ利活用の更なる浸透、②新たな技術・サービ

スの導入による新事業創出（イノベーション）、③日本発の技術規格・ビジネス

モデルを世界標準とすることによるグローバルマーケットの獲得等により、我が

国ＩＣＴ産業が更に成長を遂げる絶好の機会でもある。 

我が国ＩＣＴ産業は、こうした好機を確実に捉え、21 世紀におけるリーディン

グ産業として今後の我が国の経済社会の中核を担うことにより、ユビキタスネッ

ト社会を世界に先駆けて実現し、国際競争を勝ち抜くことを期待されている。 

このような状況を踏まえ、我が国のＩＣＴ産業に大きな期待が集まっている一

方で、今後のＩＣＴ産業の動向も含め我が国の将来性に不安を抱く向きもある。

それは、「ＩＣＴが高度化することで、逆に日本の技術的優位が失われるのでは

ないか。それは日本という共同体のサバイバル戦略という面でも問題ではない

か」という漠としたものである。しかしながら、実際問題として、情報化やネッ

トワークの高度化により、我が国がこれまで築き上げた製造業に関するノウハウ

や技術が、簡単に海外に流出してしまう状況にある。また、現実に海外諸国との
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水平分業により、我が国の一部産業の空洞化が進展していること、デファクト・

スタンダードを獲得する等の市場戦略の欠如により、ＩＣＴのコアとなるべき基

幹部品であるＣＰＵやＯＳについては、海外企業が世界市場を席巻していること、

その一方で、これらに対抗すべき国際的フラッグシップ企業が現れないこと等の

事情を考慮すれば、根拠のない話として無視できる状況にはない。ＩＣＴ産業に

大きな期待が寄せられている今こそ、足下を慎重に見据えた対応が求められてい

ると言える。 

 

（２）u-Japan に向けてＩＣＴ産業に期待される２つの役割 

ＩＣＴ産業の将来性に対する期待と不安が交錯している状況においても、ＩＣ

Ｔの発達のスピードは止まるところを知らず、むしろ加速している。このように

ＩＣＴの発達が不可逆的に進展するなか、将来に向けて我が国が引き続き繁栄を

享受するためには、ＩＣＴ産業はどのような役割を果たす必要があるのか。この

点については、経済面及び社会面からの大きく２つの役割が期待されていると言

えよう。すなわち、 

① 国際競争力を維持・強化するための日本の技術基盤の抜本的強化 
② ＩＣＴの活用による社会的ジレンマの解消 
である。 

経済面から考えれば、国際競争が激化する中、日本経済が今後とも発達するた

めの必要十分条件は、商品・サービスの高付加価値性、技術力の優位性を保持す

るために必要な国内生産基盤を抜本的に強化することである。マーケットのグロ

ーバル化が進み、国境を超えた企業間競争が激化するなか、日本企業は効率性を

追求してコアコンピタンスに業務を集中しようとしている。特に、デジタル家電

を中心とするＩＣＴハード機器分野を中心に、最終製品の差別化・高付加価値化

をもたらす基幹部品の開発力の確保・向上が重要な経営課題となっている。こう

いった基幹部品の開発に不可欠なのが、新技術を生み出す人材や研究実績の蓄積、

研究環境、ノウハウといった「技術基盤」である。今後の産業面におけるＩＣＴ

の重要性に鑑みれば、ＣＰＵやＯＳといった分野も含めたＩＣＴの基盤的な技術

を発展させるとともに、ＩＣＴに関する技術基盤（ハード・ソフト・人材）を整

備・高度化し、日本の産業全体の技術基盤の底上げを図ることが、我が国の発展

のためにＩＣＴ産業に期待される重要な役割である。 

他方、社会面から見れば、ＩＣＴを活用して家庭・屋外の区別なく様々なサー

ビスを利用できるようになれば、より便利でより楽しい社会が実現されるだけで

なく、環境問題、教育問題、安全な社会の維持等の様々な社会的ジレンマがＩＣ

Ｔにより解消されると期待されている。特に、社会の安全の最も基本となる災害

への対応にＩＣＴの果たす役割は大きい。災害はいつでも、どこでも、誰にでも

起きる可能性がある。ユビキタスネット社会の実現によりはじめて、災害放送に

よる災害情報の迅速な周知や収集が可能となり、大きな威力を発揮する。また、

我が国の高齢化が進行するなかで、生活環境のバリアフリー化、介護福祉器具等
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の高度化や一般器具のインターフェースの改善は、国民の生活の質（ＱＯＬ：ク

オリティ・オブ・ライフ）を向上させるためには必要不可欠である。例えば、デ

ジタルテレビは高齢者にも使いやすく慣れ親しんだ端末として、デジタルデバイ

ドの解消へ、また字幕放送などは社会的弱者等への貢献が期待されている。さら

に、生活に密着した報道・教養・教育といった国民の文化向上に資するコンテン

ツの重要性が増し、社会的ジレンマの解消に貢献すると期待されている。 

国民が老若男女を問わず潤いのある豊かな生活を送るためには、ＩＣＴを日常

生活の向上にどのように導入・活用するかが大きな課題であり、ＩＣＴ産業はそ

のための真摯な取組を求められている。 

 

（３）繁栄のためのﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ：u-Japan 実現による新技術と新ﾋﾞｼﾞﾈｽの好循環形成 

日本の技術基盤を抜本的に強化するとともに、社会的ジレンマを解消するため

に、ＩＣＴ産業が目指すべき方向は、「情報化によって社会システムを変えるこ

とにより、日本発の技術開発と新ビジネス創出との好循環を発生させる」ことで

ある。すなわち、現行の社会システムの根本に最新のＩＣＴを導入して、より創

造性・生産性が高い社会へと枠組みを変える。これにより、新しい社会に適した

サービスのニーズを発生させ、新しいビジネスの創出を促す。新サービスの提供

により利益を確保した企業は、この利益を研究開発投資に充て、これにより生み

出されたイノベーション・新技術を導入した新ビジネス・新サービスの投入が更

に市場を拡大する。こうした技術革新と市場ニーズのポジティブなスパイラルを

生み出すのである。海外に先駆けて社会システムの変革を実施すれば、新サービ

ス・新技術の海外輸出により、このような好循環が加速されることが想定される。 

社会システムの変革にあたっては、社会全体の効用を最大化するため、便利で

有益なＩＣＴサービスの提供を促進すべく、戦略的に社会システムを情報化する

必要がある。また、日本発の新技術・新ビジネスの実社会における実現が可能と

なるよう、高度なＩＣＴ基盤を整備する必要がある。 

こうした、ＩＣＴ産業による社会システム変革の究極の目標となるのが、ユビ

キタスネット社会である。ＩＣタグが全ての商品に取り付けられ、各種センサー

があらゆる活動をデジタルデータ化すること等によって、経済面では生産・流

通・消費の流れを改革し、社会面でも真のバリアフリーな暮らしをもたらすこと

が可能となる。また、家電等が情報端末としてネットワークに接続されることに

よって、「モノとサービスの一体化」や「ハードとソフトの一体化」が進展し、

これにより新たなビジネスが次々と生まれることが可能となる。ユビキタスネッ

ト社会（u-Japan）の実現は、新技術と新ビジネスの好循環により社会的ジレン

マを解消しつつ、日本の技術基盤を抜本的に強化し、日本の経済社会の持続的発

展を可能とする大きな起爆剤となる可能性を秘めている。 

 

（４）u-Japan における最適化の視点 

u-Japan の実現にあたり留意すべきことは、部分的な効率性を追求するのでは
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なく社会全体としての効用を最大化すること、すなわち「社会の最適化」を図る

ことである。 

具体的には、民の新価値創造がu-Japan 構想の原動力であり、官は基礎インフ

ラの基盤整備と民の新価値創造へのインセンティブ付与を行うことを大前提と

し、民の創造的な活動を促進するために、多様な主体間でのコミュニケーション

を活性化することが必要である。全ての主体がネットワークに接続されることに

より、企業や団体を構成する者が組織内外の多様な主体と情報を交換・結合し、

イノベーションを誘発することが期待される。このような多様な主体間での自由

なコミュニケーションが促進されるようなＩＣＴ環境にすること、すなわちオー

プンアーキテクチャの視点に留意することが重要である。 

一方、情報化の進展に伴い、情報通信ネットワークの悪用を阻止することも必

要である。そのためには一定の強制力の行使が求められることもあり、当面は官

主体でネットワークを集中的に管理・維持できるような集中管理的なアーキテク

チャの視点を考慮することも重要である。 

したがって、u-Japan においては、オープンアーキテクチャと集中管理的アー

キテクチャのそれぞれの視点を適切に組み合わせ、社会全体の効用を最大化する

ようなネットワークシステムの運用を行う（社会の最適化を図る）必要がある。 
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２ u-Japan 構想における官民の役割分担のあり方 

（１）u-Japan の早期実現に向けた官民連携の必要性 

ユビキタスネット社会の実現により、ＩＣＴを活用して家庭・屋外の区別なく

様々なサービスを利用することが可能となれば、より便利でより楽しい社会が実

現されるとともに、高齢化問題、環境問題、安全な社会の維持等の様々な社会的

ジレンマがＩＣＴにより解消されると期待される。（図１） 

こうしたu-Japan の実現は、基本的には民による新価値創造が原動力となるも

のであるが、u-Japan への移行は大きな変革を伴うものであり、民による個別の

取組だけでは社会システム変革に伴う膨大な機会費用・投資をまかなうことは困

難である。また、u-Japan を支える物理基盤技術や、これら基盤技術と実ビジネ

スを結びつけるミドルウェアに関する様々な課題の解決を民のみに任せていて

は、期待される技術革新と市場拡大の好循環の効果・利益を最大限に得ることが

できなくなるおそれがある。 

したがって、民の新価値創造を促すために、官も積極的な役割を果たす必要が

あり、少子高齢化、環境問題等の進展に伴う社会の変化を、行政のあり方からビ

ジネスの組み立て方まで全く新しい視座で再編していくタイミングとして官民

双方が積極的に捉え、u-Japan 実現に向けた取組を官民が連携して講じることが

必要である。 

具体的には、民間企業は「モノとサービスの一体化」や「ハードとソフトの一

体化」によるＩＣＴ産業のボーダーレス化に対応して、隣接産業のマーケットを

目指した積極経営へ踏み出すこと、国等の公的セクターはＩＣＴ分野における

「民主導」の原則を尊重しつつ、安全で豊かな社会の実現に向けて積極的な政策

を展開することが必要である。もっとも、官民のうち一方が先走ったり躊躇した

りすれば、変革の方向性はバランスを欠いたものとなる。官民の適切な役割分担

のもとではじめて、積極的な社会システムの変革を可能とするのである。 
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（図１）ユビキタスネット社会とそれを支えるＩＣＴ産業の構造 
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（２）官民役割分担の基本的な考え方 

電電公社の民営化以来、我が国の情報通信分野の市場原則は「民主導」であり、

これが過去約 20 年にわたっての世界的な潮流でもあった。もっとも、当時は同

一条件により事業者間で競争することが可能な状況にはなかったため、例えば、

長距離通信サービス市場における公正かつ有効な競争状態が成立するように、官

が市場の枠組み・ルールを決める必要があり、通信事業者はその枠組み・ルール

の下で競争を繰り広げてきた。 

しかし最近では、ＩＣＴの更なる発展、特にユビキタスネットワーク技術の進

展を見据え、一部の意欲ある民間企業において、例えば、ネットワーク、プラッ

トフォーム、コンテンツ・アプリケーションといった垣根を越えて競争を始めつ

つある。こうした状況下においては、官は民間部門の真に自由な経済活動が可能

となるよう、あわせて、既存の枠組みに安住する民間企業の意識改革を促すよう、

市場の枠組み・ルールを不断に見直し、民間の自由な新価値創造（創発）が促進

されるようなインセンティブ付与等の環境作りを行うべきである。一方で、ユビ

キタスネット社会は社会的ジレンマが解消された社会でもあり、マーケットに任

せておくだけでは早期の実現が困難である部分については、官は積極的な役割を

果たすべきである。すなわち、①民の新価値創造が u-Japan 構想の原動力である

ことを前提として、②官はＩＰｖ６、光ファイバ等の基礎インフラの基盤整備と

民の新価値創造へのインセンティブ付与を行うことが重要である。 

このように、官は、市場の活性化を目指した環境整備とともに社会の公益性を

保護するような部分に役割を特化し、民はこれを前提として官から自立・自律し

た経済活動を行う、という役割分担を目指すべきである。 

 

（３）階層（レイヤー）毎にみた民の活動及び官の果たすべき役割 

u-Japan という形で社会システムの最適化を図っていく上で、具体的な官民の

役割分担はどうあるべきか。当ワーキンググループでは、いわゆる通信レイヤー

の発想ではなく、エンタープライズ・アーキテクチャ（ＥＡ）の考え方などを参

考に、階層（レイヤー）毎に民の活動及びそれを前提とした官の果たすべき役割

を検討することとした。当報告で用いるレイヤーの考え方及びおおよその官民の

役割は以下のとおりである。 

①実利用層：ＩＣＴを利用した一般的な業務・経営戦略の遂行に関する体系。 

②論理ソリューション層 

○データ層：業務処理に必要となるデータ及びデータ間の連携を確保するため

のＩＣＴ体系。最適化にはデータの標準化が求められるが、各業界

では業界団体主導で標準化作業が進められており、日本の産業全体

でのデータ標準化に国が関与する可能性がある。 

○プラットフォーム層：業務処理を実現するために必要となる情報システムと

当該業務処理とを連携させるためのＩＣＴ体系。連携するための設
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計や構成を含む。最適化にはシステム間の連携手段・方法について

社会全体での効用最大化を図ることが不可欠であり、国が関与する

可能性がある。 

③物理層：ユビキタスネットワークを実現する物理的なハードウェア、ソフトウ

ェア、ネットワークに係るＩＣＴ体系。ＩＰｖ６、無線ＬＡＮのほ

か、具体的なネットワーク（光ファイバ、衛星通信、放送ネットワ

ーク等）が該当。市場メカニズムが機能しない部分等について国の

果たすべき役割が存在。 

これを前提として、ユビキタスネット社会を実現するため、官は各階層で以下

の役割を果たし、それ以外は民間の自主自律的な活動に委ねることにより、社会

全体の最適化を進めることが適当である。（表１） 
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（表１）ユビキタスネット社会における官の役割 
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①実利用層における民の活動及び官の果たすべき役割 

ＩＣＴを利用した一般的な業務、経営戦略の遂行に係る実利用層においては、

ⅰ多種多様なサービスが発展し、ⅱ自由で効率的な企業活動が展開されること、

そしてⅲ社会的なジレンマを解消すること、の３点の達成を目標として最適化を

進めるべきである。 

多種多様なサービスが発展する状態を達成するためには、自由な発想に基づく

新ビジネス及びそれに向けた投資をどのように活発化するかが課題となる。そう

した課題に対応するために、政府としては、全体として関与の度合を弱め程度で、

税制措置等による間接支援、既存制度の見直しなど、民間の活動を阻害しない程

度の政策的支援を行うべきである。 

また、自由で効率的な企業活動が実施される状態を達成するためには、既得権

益に縛られず、各企業がコアコンピタンスに業務を集中できる環境をどのように

確保するかが課題となる。そうした課題に対応するために、政府としては、全体

として関与の度合を弱め程度で、ビジョンの提示による誘導・啓発、既存制度の

見直しなど、民間の活動を阻害しない程度の政策的支援を行うべきである。 

他方で、少子高齢化の進展、環境問題などの様々な社会的ジレンマを解消する

ためには、どのように実社会にＩＣＴを組み込ませるかが課題となる。そのため、

政府としては全体として関与の度合を強め程度で、社会的弱者への配慮の義務付

けなど、より積極的な役割を果たす必要がある。 

 

②論理ソリューション層における民の活動及び官の果たすべき役割 

データ層及びプラットフォーム層から構成される論理ソリューション層にお

いては、ⅰインターフェースの確立・標準化、ⅱ国際プレゼンスの確立、ⅲ安全

性能の確保、の３点の達成を目標として最適化を進めるべきである。 

まずインターフェースが確立・標準化された状態を達成するためには、端末間、

ネットワーク間等の相互接続・相互運用性をどのように確保するかが課題となる。

そうした課題に対応するために、政府としては、全体として関与の度合を強め程

度で、電子政府・電子自治体構築の際にユーザとしてデファクトを主導する一方、

全体として関与の度合はやや弱め程度で、民間による標準化を支援するなど、適

切な施策を効果的に実施するべきである。 

また、我が国の国際プレゼンスが確立された状態を達成するためには、日本発

の設計思想等の知見をどのように世界に広めるかが課題となる。そうした課題に

対応するために、政府としては、国際規格・ルール作りへの参加を支援するなど、

全体としての関与はやや弱め程度で協力していくべきである。 

さらに、安全性能が確保された状態を達成するためには、セキュリティ、プラ

イバシー保護等のために性能仕様（システム構造、設計手法）をどのように確立

するかが課題となる。そうした課題に対応するためには、政府としては、全体と

して関与の度合をやや弱め程度で、実証実験の実施等により民間による標準化を

支援する、あるいは、全体として関与の度合を強め程度で、電子政府・電子自治
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体構築の際にユーザとして仕様化を主導するなど、効率的・効果的な施策を実施

するべきである。 

 

③物理層における民の活動及び官の果たすべき役割 

ユビキタスネットワークを実現する物理的なハードウェア・ソフトウェア・ネ

ットワークに係る物理層においては、ⅰ一般通信の安定供給、ⅱ地域間格差解消、

ⅲ安全保障・防災等の国民生活保護、の３点の達成を目標として最適化を進める

べきである。 

一般通信の安定供給を達成するためには、日常生活における一般通話やインタ

ーネット接続の安定供給をいかに確保するかが課題となる。そうした課題に対応

するためには、政府としては、全体としては関与の度合を弱め程度で、ビジョン

の提示による誘導・啓発、既存制度の見直しなど、民間の活動を阻害しない程度

の政策的支援を行うべきである。 

他方で、物理層における地域間の情報格差を解消するためには、不採算地域に

おけるユニバーサルサービスをどのように確保するかが課題となる。そうした課

題に対応するためには、政府としては、全体として関与の度合をやや強め程度で、

補助金等によるインフラ整備に対する直接支援など、より積極的に施策を行うべ

きである。 

また、安全保障や防災等の観点から国民生活保護を確保するためには、非常時

においても、有線・無線、通信・放送、衛星・地上を問わずあらゆるネットワー

クが確保される必要があるが、ユビキタスネット社会の実現に向けては、今後、

非常時の通信ライフラインをＩＰ（インターネット・プロトコル）ベースのネッ

トワークでどのように確保するかが課題となる。そうした課題に対応するために

は、政府としては、法律等による強制規格の整備、業務改善命令などにより、直

接的な関与を強め程度に保つべきであり、具体的には、緊急通報を優先的に伝送

し、通報者と警察等との接続を確保するだけでなく、通報者の位置の特定や最寄

りの警察署等への接続を確保することが可能となるよう措置すべきである。 
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３ u-Japan 構想における今後のＩＣＴ産業の方向性 

（１）ＩＣＴ産業組織の変革のうねり 

u-Japan により社会が最適化され、民の新価値創造を官が加速する社会に変わ

ることを踏まえれば、今後のＩＣＴ産業自体が大きく変革していくことが想定さ

れる。これはユビキタスネット社会の実現による必然的な流れである。現在、ユ

ビキタスネットワーク技術の進展により我が国の産業における情報化が一層加

速され、その結果、ＩＣＴとの親和性の高い産業分野を中心に既存産業とＩＣＴ

産業との垣根が不透明となり、ＩＣＴ産業と既存産業との融合が進みつつある。

この傾向は家電事業とＰＣ事業、電力事業と通信事業といったハード事業にとど

まらず、物流業の高度化による物流業と情報サービス業の融合、インターネット

バンキングや金融工学の高度化による金融業とソフトウェアエンジニアリング

業の融合といったソフト事業にも及びつつある。加えて、家電等が情報端末とし

てネットワークに接続されることにより、「モノとサービスの一体化」や「ハー

ドとソフトの一体化」が進展し、これにより既存の産業の枠組みを超えた新たな

ビジネスが次々と生まれつつある。 

このような状況下において、意欲に富む民間企業は既存の産業の枠組みを乗り

越えて自由な経済活動を追求するであろうし、それを促すために制度上の制約も

可能な限り取り払われるべきである。一方で、そのような活動を支える経済的・

社会的な基盤の整備も必要である。 

ユビキタスネット社会の実現の暁には、ダイナミズムと創造性がより増大した、

ＩＣＴ産業組織の再編成は不可避であり、それを円滑にかつ効果的に実現するこ

とが重要である。 

 

（２）ＩＣＴ産業の将来像 

情報通信白書（平成 16 年版）によると、将来のユビキタスネット社会を支え

るネットワーク、情報通信関連機器、コンテンツ、アプリケーション等のユビキ

タスネットワーク関連の市場規模は、2007 年には 59.3 兆円、2010 年には 87.6

兆円に達する見通しである。また、ユビキタスネットワーク関連市場が全産業に

及ぼす経済波及効果は、2010 年には 120.5 兆円になると推計されている。このよ

うに、ＩＣＴの高度化は、我が国の経済に大きな影響を与えると予想される。そ

れに伴い、ＩＣＴ産業は、具体的には以下のとおり変革が進むと想定され、その

動きを加速しつつ円滑なものとするための環境整備が必要となる。 

①通信・放送サービスの融合 

今後は、情報通信インフラをつかった事業者が、通信・放送の別なく円滑なビ

ジネスを展開すると想定される。マルチキャスト技術、サーバ型放送等の進展に

より、インフラ性能（有線・無線、ＩＰ網等）に由来するサービス内容の制約か

ら解放される。 

したがって、これらのビジネスを自由に展開できるよう、必要な制度改正を行
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うほか、事業展開のためのインセンティブ付与を検討すべきである。 

②コンテンツサービス等の発展 

今後は、ユビキタスネットワークを流通するコンテンツ・アプリケーション等

に係るサービスが多種多様かつ自由に提供されることが求められる。そのために

は、簡便な権利処理を実現し、新たなユビキタスネット時代にふさわしい形での

利用と権利保護の両立を図りながらコンテンツ・アプリケーションが自在にネッ

トワーク内を流通する一方、社会的に悪影響を及ぼす内容については厳格な事後

処罰が適用され、コンテンツ等流通に係る事後抑制の原則が貫徹される必要があ

り、そのために必要な制度整備等が行われるべきである。 

③ユビキタス・サービス市場の拡大 

多くの人々が多種多様なユビキタス・サービスをストレスなく利用できるよう

にするためには、認証、課金、リモコン等の各種機能が搭載された携帯端末（ユ

ビキタス端末）が普及するとともに、基本コストである携帯電話料金を気にする

ことなく長時間サービス利用できることが必要である。今後は、携帯電話料金の

低廉化・定額化や携帯端末の高度化が進むと想定されるが、ユビキタス・サービ

ス市場の拡大を加速する観点から、民間企業等における積極的な取組が望まれる。 

④ＩＣＴ産業のボーダーレス化・グローバル化 

上述のとおり、ユビキタスネットワーク化により「モノとサービスの一体化」

や「ハードとソフトの一体化」が進展するなど、ＩＣＴ産業及びその周辺産業と

の垣根があいまいになることが想定される。また、ＩＣＴ産業自体もネットワー

クの高度化により国境を超えて活動し、従来の国内産業の枠組みでは捉えられな

くなると予想される。したがって、ＩＣＴ産業の国際化の動向も踏まえ、ＩＣＴ

産業（ソフト・ハード）やその周辺産業に係る制度を国際的なハーモナイゼーシ

ョンに留意しつつ見直す必要がある。 

⑤ＩＣＴ産業のコアコンピタンスの明確化と国際的フラッグシップ企業の登場 

ユビキタスネット社会の実現を見据えつつ国際競争力を維持・強化するため、

我が国のＩＣＴ産業は、産業全体の基盤強化を図る必要があるが、今後は情報家

電を構成する基幹部品の開発・製造に経営資源を集中すると想定される。具体的

には、各家庭等に設置する固定系の情報家電は、ホームサーバ機能を内蔵した薄

型デジタルテレビを中心として、個人が日常生活で利用する移動系の情報家電は、

リモコン機能や認証・課金機能を備えるなど多機能化した携帯電話を中心として、

基幹部品の開発競争が行われると想定される。 

また、既存の家電に求められる性能（耐用性・安全性等）とベストエフォート

を基本とするＩＰネットワークの性能を融合し、情報家電として最終製品化する

には、製造現場において相当綿密な摺り合わせが必要である。こうした濃密な調

整による製品生産を日本企業は得意とすることから、情報家電を構成する基幹部

品のみならず、最終製品である情報家電そのものも我が国ＩＣＴ産業のコアコン

ピタンスとして国際競争力を保つことができると想定される。 
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さらに、民間企業における能動的・戦略的な取組により、日本のＩＣＴ産業の

中から、日本発の新技術・サービスを基にデファクト・スタンダードを獲得する

など、世界におけるリーダーシップを取ることができる国際的フラッグシップ企

業が登場することが大いに期待される。 
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u-Japan 実現のためのＩＣＴ産業戦略 
 

序章 u-Japan 実現のための戦略体系 

u-Japan を可能な限り早期に実現し、新技術と新ビジネスの好循環を生み出す

ための具体的方策を講じるに際しては、官民の適切な役割分担のもとで戦略的に

推進する必要がある。 

対応方策は、システム面での対応に関するものと、個別各論的な対応に関する

ものとに大きく区分される。前者は、多種多様で便利なＩＣＴサービスの提供を

促進できるように、個別の重要な社会システムを戦略的に情報化するための一連

の取組である。後者は、日本発の新技術・新ビジネスを迅速に実社会において実

現できるように、高度なＩＣＴ基盤を整備するための一連の取組である。 

まず、前者に関し、u-Japan とは情報化による社会システムの変革である以上、

個別企業や個人・グループといった単独の活動主体でシステムの見直しを行うの

は極めて困難であり、産業全体・社会全体で積極的に枠組みを変えていく取組が

求められる。また、変革により最大限の効果・効用を上げるためには、関係者間

の緊密な連携が不可欠である。そのため、重要な枠組みの変更についてはあらか

じめあるべき姿を示し、その方向に向けて関係者が一丸となって努力できるよう

な環境整備に取り組むことが重要である。第２部前段（第１章、第２章）では、

こうした社会システムの変革のために講ずべき施策を、特にＩＣＴの利活用によ

り活性化されるような個別社会システムの変革に関するものと、全ての社会シス

テムの変革に共通的に求められるＩＣＴ人材に関するものとに分けて論ずる。 

次に、そのようなシステム面での取組を明確にし、経済活動のおおよその枠組

みが示されることを前提として、民間企業の自由で活発な経済活動を促進するた

めには、経済活動における社会的基盤を確立させる必要がある。u-Japan におけ

る社会的基盤とは情報通信インフラに他ならず、情報通信インフラを新技術・新

ビジネスの投入に性能上十分耐えられるように高度化することが求められてい

る。情報通信インフラの高度化に向けた取組は従来から精力的に行われてきてい

ることから、第２部後半（第３章～第５章）においては、残された個別重要課題

に対する方策を、ネットワークの高度化、端末の高度化、コンテンツ・アプリケ

ーションの高度化の３つの側面に分けて論じる。 

参考資料 2.2
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第１章 ＩＣＴによる先行的社会システム改革戦略 

 

ＩＣＴ産業のビジネスモデルは、単なる音声やデータを媒介するだけのサービ

スから、通信と放送が連携した多彩なサービスの展開、さらには、ネットワーク

を高度に利活用してユーザや顧客の事業に付加価値をもたらす複合的なものへ

と進化しつつある。実際、ＩＣＴの効用の大きい金融・物流業においては、ネッ

トワークを高度に利活用した新規サービスの多くがビジネスモデル特許により

保護されており、将来的には、このような企業は金融・物流・ＩＣＴの複合企業

へと進化していくと想定される。今後、ユビキタスネット社会の実現に向けて、

ＩＣＴ産業の裾野を円滑に拡大していくためには、隣接産業分野を取り込んでＩ

ＣＴ産業の全体構造を変革しなければならない時期に差しかかっている。 

このようなＩＣＴ産業の構造変革は、我が国の社会システムにも影響を与える。

社会システムの様々な場面でＩＣＴの利活用が進展することにより、社会システ

ム全体が活性化すると同時に、効率的・効果的なものへと変化すると想定される。

また、ＩＣＴを活用してより安心、安全な社会、持続的発展が可能な社会を構築

していくことも求められている。 

そうしたユビキタスネット社会の姿を早期に実現するためには、社会システム

全体への波及効果の高い個別の社会システムについて、ＩＣＴ産業が先行して戦

略的に対策を講じる必要がある。そのため、今後、以下のような課題について取

り組む必要がある。 

 

１ 通信・放送連携サービスによる社会システムの高付加価値化 

（１）地上デジタル放送の高度利活用 

放送のデジタル化によって、視聴方法を制御する様々な情報を付加したり、デ

ジタル化された通信サービスと連携をしたり、コンテンツを加工・蓄積したりす

ることが容易となるため、携帯端末向け放送やサーバ型放送等多様な視聴を可能

とする高度なサービスの実現が期待される。これにより、娯楽サービスに加え報

道・教育といった文化面、緊急災害時への対応といった公共面でも高度なサービ

スを提供することが可能となる。特に、地上放送は国民の基幹的メディアである

ことから、公共分野における地上デジタル放送の高度な利活用は国民の安心・安

全な生活の確保に大きく貢献するだけでなく、娯楽・報道・教育といった他分野

での利活用も促進することにより、地域住民の利便性を大幅に向上させるととも

に、経済を活性化させる役割がある。 

例えば、携帯端末向け放送により、災害に関する緊急情報を輻輳無く地域住民

の携帯端末に起動制御を行い受信させたり、サーバ型放送により、限られた授業

時間の中で授業目的にあった映像を選択して視聴したり、予習・復習のために重

要な箇所のみまとめた映像を視聴することなどが容易に可能となる。 

こうした高度なサービスの開発・普及を促進し、地上デジタル放送の全国普及

を加速・推進するため、国が率先して高度なサービスを公共分野に導入した場合
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の機能と効果を実証する実験を行い、一般の利用者や地方公共団体による認知と

理解の向上に努める必要がある。 

さらに、地上放送は国民生活に最も密着した情報通信基盤であり、全国的均衡

のとれた整備を実施していく観点からは、条件不利地域における投資を含め、投

資促進のための環境整備が重要である。 

 

（２）通信・放送連携サービスの拡大を促す制度運用 

通信・放送の連携は、①同じ伝送路を通信と放送で共用する等といった伝送路

面、②通信・放送双方に利用できる端末の登場といった端末面、③電気通信事業

と放送事業の兼業といった事業体面、の各側面から不可逆的に進展してきた。伝

送路面の連携に対応するため、平成 14 年１月より電気通信役務利用放送法が施

行され、電気通信役務を利用して放送を行うことを制度面で可能としたところで

ある。今や電気通信役務利用放送事業者の登録事業者は、平成 16 年８月現在で、

通信衛星を利用する形態が 38 事業者、有線電気通信回線を利用する形態が 11 事

業者に達している。 

通信と放送の連携は今後更に進展し、当初予想していなかった競争相手が登場す

る一方、従来考えられなかった市場が現れることにより、マーケット全体では今後さら

に拡大すると考えられる。したがって、そのような新サービスの成長を妨げることのな

いよう、既存制度を柔軟に運用するなど、制度の見直しを継続的に検討していく

必要がある。 

すでに顕在化しているものとして、例えば、著作権法においては、電気通信役

務利用放送の位置付けが必ずしも明確とは言えない。そのため、著作権の権利処

理について、クリエータ権利者の保護を考慮した上で、簡易に包括処理が可能な

方法について検討することが必要である。 

 

 

２ 課金・決済システムの変革 

ユビキタスネット社会においては、多種多様なサービスがネットワークを介して提供

されるが、提供されるサービスの種類が増え、内容が多岐にわたるにつれて、より複

雑な課金処理が求められる。これにより、一企業内で課金処理のすべてを行うこと

が難しくなってきている。実際、インターネット接続可能な携帯電話を利用したコン

テンツサービスが新しい市場を創造したのは、携帯電話会社が自らの電話料金回収

の仕組みの中でコンテンツ料金を自由に設定・回収できる仕組みを準備したことが大

きな要因となったと言われている。 

このように、ネットワーク上でのサービス提供に際し、多くの企業、ユーザが

課金・決済等の場として共通に利用することが可能な「課金・決済プラットフォ

ーム」の構築が重要である。 

当該分野には既に民間による多様な課金・決済プラットフォームサービスが登

場しつつあるが、これらサービス提供者は今後、インターネットというオープン
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なネットワークを介した、一般ユーザによる多種多様かつ非継続的な取引に対応

してシステムを高度化させる必要がある。 

具体的には、与信について、現行の信用照会システムをいかにオープンネット

ワークから利用するかが課題となる。また、プリペイドカード方式、銀行振込等

のポストペイド方式、デビットカード方式、クレジットカード方式、及び電子マ

ネーといった貨幣によらない支払い方式など、あらゆる決済手段をサポートする

システム構築が求められる。 

特に、少額課金・決済への対応が重要である。現行のクレジットカード方式は、金額

の多少に関わらず、利用者の負担するコストがあまり変わらないため、商品価格が小

額の場合はクレジットカードが使用できない。プリペイドカード方式であればそのよう

な問題は発生しないが、利用店舗が限られている。これらは既存の課金・決済シ

ステムが現金との併用を視野に入れて設計されていることに起因しており、取引

に現金を介しない電子課金・決済システムの構築が必要である。こういった新し

い電子課金・決済システムを、システムの維持管理・拡張コストの低いオープン

アーキテクチャで構築するとともに、既存のシステムとの相互運用性の確保を図

る必要がある。 

加えて、単一のプラットフォームで全てのユーザや店舗を把握することは困難

であることから、異なるプラットフォームをまたがって販売者・購入者を認証・

与信できるようにする必要がある。したがって、現行のクレジットカード方式の

ような共通与信の仕組みや互いが直接クロス認証する仕組みを構築する必要が

ある。さらに、プラットフォームサービス毎にヒューマンインターフェースが異

なると、販売者側・消費者側ともに利用の利便が損なわれることから、共通ルー

ル作りが必要であり、例えば、購入者が初めて利用するときに登録すべき情報、

基本操作の統一などについて検討する必要がある。 

以上のような課題解決に向けて、官民連携による検討の場を設け、ガイドライ

ン作りやサービスの標準化に向けた取組を行うことが必要である。 

なお、現行の課金・決済システムについても、近年の金融業界における、銀行・

信託・証券・保険・クレジット等の業態間の垣根の形骸化や、プライベートバン

キングやリレーションシップ商品など新しいサービスの出現により、競争力を維

持するためには、ＩＣＴ活用に際し、品質・信頼性の確保に加え、異業種・他企

業のシステムとの連携や開発期間・コストの短縮や、複雑化したシステムの見直

しが不可欠である。そこで、既存システムのデータ資産を有効活用しながらオー

プンアーキテクチャの視点による柔軟なシステム構築を実現する必要がある。 

 

 

３ 物流と情流の連携による物流情報システムの変革 

これまで緩やかな連携を保ってきた我が国の物流と情報のネットワークが、Ｉ

ＣＴを活用しリアルタイムで密接に連携することにより、付加価値性の高いサー

ビスを提供することが可能となっている。 
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例えば物流情報（発注データ、入荷データ、トラックの輸送状況・位置状況等）

を情報システムで一元的に管理することにより、物流事業者は、顧客の在庫一元

化による在庫コスト減と配送コストの最小化をめざし、複数の仕入先から複数の

出荷先に振り分けるクロスドック型の効率的な物流ネットワークを構築するこ

とができるようになった。これにより状況にあわせて混載便による共同配送、専

用車輌による配送など柔軟な対応が可能となっただけでなく、生産者に対しては

生産・出荷時に有益な販売状況及び在庫に関する情報を提供し、同時に消費者に

対しては配送状況に関する情報を提供することが可能となっている。 

今後物流事業者は、物流・情報サービス業へ進化し、物流の枠を超えた幅広い

サービスを提供すると想定される。具体的には売上分析情報を顧客に提供するに

留まらず、受注・物流・売上分析のシステム運営自体を顧客から一括して受託し、

顧客のＳＣＭ構築・経営改革のサポートサービスを展開することが期待される。 

このように、物流ネットワーク事業者を新しいサービスを担える企業体へと早

期に移行させることが、他産業への波及効果・活性化の観点からは重要である。 

その移行を加速するため、商品に電子タグを付与してネットワークで追跡可能

とし、生産者に対し生産・出荷時に有益な販売状況及び在庫に関する情報を提供

し、同時に消費者に対し商品購入時に有益な生産地・流通経路に関する情報を提

供するための物流情報システムの構築を目指したモデル事業を実施する必要が

ある。 

 

 

４ 多品種少量生産システムの高度化 

ユビキタスネット社会においては生産者と消費者がネット上で直接結び付け

られ、消費者の多様な意向を生産過程に反映することが可能となる。そのため、

既存商品に満足せず、自分の求めるものを自ら部品調達して加工するクリエイテ

ィブな消費者、いわゆるプロシューマーが出現・拡大してくるものと想定され、

従来の大量生産・大量消費を前提とした製造工程は大幅な変革を求められ、多品

種少量生産方式への移行を加速することが求められることになる。 

一方で、更なる多品種少量生産方式への移行は、国際分業の輪の中で、日本の

産業全体を支えていた技術基盤の空洞化を防止する契機となり得る。低コストと

いう理由だけで外国へ生産設備を移転させていては技術ノウハウ等が流出する

おそれがあるが、基幹部品等を中心に海外と同程度のコストで国内生産すれば、

我が国の技術力維持、国際競争力強化に資するものと考えられる。 

そのためには、高品質できめ細やかな仕様を持つ少量品を大量品と同等レベル

のコストで極めて短時間で生産することが必要となり、従来のライン生産方式で

は対応不可能なことから、今後はコンピュータ制御により作業の標準化を実現し、

高い品質の製品を最初から完成まで全て一人の作業者がこなすデジタル屋台生

産方式に移行することが求められる。 

ただし、デジタル屋台生産方式では作業者への精神的・肉体的負担が大きくな
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ることから、作業者間の能力差等の要因も相まって、製品の品質維持が大きな課

題となる。そのため、作業工程の各所にセンサーを設置してネットワーク管理す

ることにより、人為的なミスを防止して不良品率を低下させたり、製造工程毎の

品質確保を可能とするユビキタスセンシングネットワークを導入したりするこ

とが必要であり、導入に向けた技術的課題を解消するための調査研究が求められ

る。 

 

 

５ 産業社会のオープンアーキテクチャの推進 

（１）情報システムアーキテクチャのオープン化 

企業が今後国際競争力を維持・強化するためには、事業を再構築して経営資源

を得意分野（コアコンピタンス）へ集中させることが必要である。そのため、業

務の効率化については従来から様々な企業で情報システムを導入したＢＰＲ等

が進められてきたが、これらは企業内の特定の単独業務の効率化や、部門・事業

部レベルでの効率化に留まっており、システムアーキテクチャもモノリシック

（一枚岩）なものであった。 

昨今のＩＣＴの進展により、システムアーキテクチャは企業レベルまで拡大し、

企業組織全体でコンピュータシステム同士の情報共有やコスト削減、さらには機

動的な経営戦略を目指したシステム構築が行われつつあり、その手法も企業の業

務全体をパッケージ化する手法から、企業内の個別のビジネスプロセスを１単位

（サービス）としてモジュール化し、サービス間を効率よくバリューチェーン化

するＳＯＡ（サービス指向アーキテクチャ）という手法へと進化しつつある。 

今後のユビキタスネット社会においては、ＳＣＭのような仮想企業体ともいう

べき企業間連携が発展し、ビジネスプロセス自体が一企業の枠を超えて構築され

る。また、消費者が情報通信ネットワークを介して生産者と直接に結びつくプロ

シューマー化の進展が見込まれる。そのため、将来的にはシステムアーキテクチ

ャは、企業や企業集団の範囲を大きく超えて地域・社会のあり方も視野に入れて

設計することが求められる。すなわち、個人や集団が保有する情報端末や彼らの

形成するＬＡＮ・システムに対しても、ある程度相互運用性が確保されるよう、

外部ネットワークに対してオープンな構造のシステム構築を行う必要がある。 

そのため、現在個別企業や企業グループで導入しつつあるＳＯＡの設計につい

ては、アーキテクチャを産業全体・社会全体を見据えた、ネットワーク親和性の

高いものとすべきであり、そのための技術の標準化及びオープンソース化を進め

る必要がある。 

 

（２）民間部門におけるレガシーシステムの見直し 

レガシーシステムとは、主要な開発言語として ＣＯＢＯＬなどを使い、メイ

ンフレーム（大型汎用機）の上で稼動するシステムであり、現在でも日本国内の

多くの企業において基盤的な役割を担っている。これらのシステムは安定性こそ
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高いものの柔軟性に欠け、維持コストが高止まりするという指摘もある。既に政

府の行政機関については、2003 年７月の「電子政府構築計画」でレガシーシステ

ムの見直しと徹底的改善が指示されているところであるが、ユビキタスネット社

会においては企業間のシステム連携がスムーズに行われる必要があり、民間部門

においてもレガシーシステムをオープンな環境に移行させていくことが大きな

課題となる。 

レガシーシステムの最適化については、長期的にはシステム全体を新しい技術

を活用したオープンなものに再構築する必要があるが、安全面での技術成熟度の

問題やオープンシステムの開発・導入コストの負担が膨大なものとなることから、

全体最適に向けた段階的な移行の検討も必要であり、当面は具体的な導入効果や

Ｗeb サービスの活用等も比較考慮した着実な「レガシー・マイグレーション」（ホ

ストマシンをオープン系システムに変更する方策。基本的にはレガシーシステム

で利用していたＣＯＢＯＬプログラムをオープンＣＯＢＯＬと呼ばれるオープ

ン系システム用のＣＯＢＯＬに変換する。）を実施する必要がある。なお、移行

段階においては、業務ロジックの再利用を念頭に置き、標準技術を採用したオー

プンシステムについても検討する必要がある。 

また、上述のとおり短期的にＣＯＢＯＬを用いたシステムを維持管理する必要

があるが、国内のＣＯＢＯＬ技術者は高齢化等により年々減少しており今後深刻

な技術者不足が懸念される。そのため、ブラックボックス化している既存システ

ムのドキュメント整備を促進する必要がある。また、ＣＯＢＯＬ等を学んだＩＣ

Ｔ技術者の多いインド等の外国人技術者の活用が必要であり、海外ＩＣＴ企業の

国内誘致やインターネットを活用したＩＣＴ関連業務のオフショア化を進める

必要がある。 

 

（３）データマイニングシステムの導入 

データマイニングとは、大量のデータからパターンやルールを見出し、新しい

知識を獲得するプロセスである。ユビキタスネット社会においては、情報家電や

各種センサーなど様々な機器がネットワークに接続することにより、膨大かつ多

種多様なデータが生み出され、これを活用したデータマイニングが可能となる。 

例えば、プロシューマー化の進展によりサービスの選択権は消費者の側に移行

すると考えられ、消費者のニーズや行動様式をいかに把握するかが今後の大きな

経営課題となる。データマイニングを活用して顧客の属性データと購買データの

間に有為な関係を見いだすことにより、顧客のニーズに的確に対応したサービス

を提供して収益を確保することが可能となる。また、人々の日常の活動プロセス

をデータ化して収集・分析することにより、生活環境における問題に対する情報

面からの解決策を探求する情報社会学の発達を促し、日常生活における様々な社

会問題の解決に資することも期待される。 

そのため、データマイニングシステムの本格的な活用に向け、個人情報保護に

十分配慮したデータの円滑かつ簡易な収集方策の検討や、データ分析に用いる知
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識工学、特にＡＩ（人工知能）技術の開発を推進する必要がある。 

 

 

６ その他の主要な社会システムの情報化 

（１）医療の情報化の推進 

「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」ネットワークに接続できるユビキタ

スネット社会においては、新たなシステムとして居住地域に依存しない医療シス

テムの構築が可能となる。特に我が国の高齢化や、医療の高度化、専門化等が進

行しており、患者本位でより質が高く効率的な医療を提供するための環境整備が

課題となっているなかで、これを解決する方策として、ＩＣＴを活用して医療の

情報化を積極的に推進していくことが求められている。 

そのためには、電子カルテ等個人に関する情報を安全安心に流通できる環境の

整備や、電子タグの活用による医薬品・医療機器の管理強化、各種センサーを活

用した医療事故の防止を図るとともに、遠隔診断・遠隔医療を可能とするための

技術開発・制度改善を図る必要がある。 

 

（２）環境に配慮した社会の実現に向けたＩＣＴの活用 

戦後の復興期から高度成長期、さらにバブル期にかけて我が国経済の基本潮流

であった開発至上主義は、国土の自然体系の破壊や地球規模での環境問題の発生

により、方向転換を余儀なくされている。今後は環境保全を重視する回復主義に

より、持続的発展が可能な社会を実現することが求められている。企業の情報化

によりＯＡ機器が職場に大量配置されたことにより、都市部におけるヒートアイ

ランド現象、果ては地球温暖化が加速されているとの意見も一部にあるが、ＩＣ

Ｔの活用は持続的発展が可能な社会の実現に大きく貢献するものであり、回復に

向けた取組をＩＣＴを手段として加速・増幅させること、人間の活動をサイバー

スペースに取り込む方策を講じること、を基本として総合的な施策を企画、推進

することが必要である。 

具体的には、人々の日常活動に必要な機器類について、ＩＣＴを制御手段とし

て運転の効率化を図るとともに、電子商取引を推進して一部活動をサイバースペ

ース上で代替することによりエネルギー消費の削減を図る必要がある。また、ユ

ビキタス技術の活用により、テレワーク、ＩＴＳ等による通勤量の減少・渋滞改

善や、ＩＣタグ等による生産・物流・消費の効率化等を積極的に推進し、環境負

荷の低減作用を社会システムとして内在化させていくことにより、環境保全に寄

与する社会システムを積極的に構築していく必要がある。 
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第２章 ＩＣＴ人材等育成戦略 

 

ユビキタスネット社会とは、創意・工夫により地域ニーズや利用者ニーズに適

合した新ビジネス・新サービスが次々に生まれる社会である。グローバル化した

経済社会の中で我が国が経済を活性化し、国際競争力を維持するためには、ユビ

キタスネット社会に適合し、世界に通用するような創意・工夫をこらすことので

きるＩＣＴ人材を大量に育成するとともに、その能力向上を図る必要がある。そ

のためには国民全体のＩＣＴリテラシーの向上を図ることは当然として、最先端

のＩＣＴ分野で能力を存分に発揮できる高度ＩＣＴ人材が必要であり、新技術を

開発・実用化する技術者・研究者や、優良なネットワークコンテンツを創造する

コンテンツクリエータ、さらに企業や社会の情報化を円滑に成し遂げるための設

計者等が輩出されるような人材育成システムを我が国に根付かせることが求め

られる。あわせて、そのような人材が積極的に自らの能力と責任において起業す

ることができる環境を整備することも、我が国経済の活性化を促進する観点から

重要である。そのため、今後、以下のような課題について戦略的に取り組む必要

がある。 

 

１ 高度ＩＣＴ人材の育成 

（１）企業ニーズをふまえた戦略的な人材育成 

現在、企業におけるＩＣＴ実務者の人材育成の立ち遅れが著しく、技術やサー

ビスの面で優位性を保っている分野においても、欧米各国やアジア諸国の追随が

激しいこともあり、今後競争力が低下するという危惧が強い。しかしながら、技

術革新のスピードの速いＩＣＴ分野に対応できる人材を、長期的な視点をもって

企業の内部で育成することは昨今の経済情勢等から相当難しくなってきている。

したがって、今後我が国が国際競争力を維持・強化するためには、時々の企業の

ニーズにマッチした人材を適宜供給できるような人材育成の仕組みを構築する

ことが重要である。 

例えば、現在では企業のＩＣＴ化を進めるため、ＩＣＴを踏まえた経営戦略を

立案できる人材が必要であり、ＩＣＴ部門をまとめるマネージャー職の育成が求

められている。また、ＩＣＴを活用して新たなビジネスモデルを実際に導入しよ

うとする場合には、システムアーキテクチャを設計する人材が不足しているほか、

一般的なセキュリティ対策も含めて企業内システムの維持管理を行う人材や社

会インフラとしてのネットワークを維持管理するソフトウェアエンジニアリン

グやネットワーク技術分野における人材の確保も重要な課題となっている。 

これらの人材については、企業単独で確保・育成することが困難な状況である

ことにかんがみ、企業業務のモジュール化の進展も踏まえ大胆なアウトソーシン

グを実施するほか、多くの企業が共通して求めるＣＩＯやＩＴマネージャーのよ

うな人材については民間団体や公的セクターが主導的に育成を図る必要がある。 

そのため、ＩＣＴに係る資格認定制度を活用・充実してＩＣＴ関連技能の修得
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に対するインセンティブを高めるほか、企業等における戦略的情報化に携わるこ

とのできるＩＴアーキテクト及びＣＩＯ等を育成するための体系的・標準的な研

修プログラムの開発等を行う必要がある。 

 

（２）ＩＣＴ人材育成を促進する高等教育機関の改革 

 上述のとおり、企業等の情報化に携わることのできるＩＣＴ人材を育成するに

は、これまで体系化されたことのない教材・手法等を開発し、これを普及させる

ことが重要であり、このような体系だった人材育成を行うことのできる場の確保

が喫緊の課題となっている。この問題を迅速に解決するには現行の高等教育機関

に専門的人材育成機能を付加することが効率的である。高度ＩＣＴ人材を育成す

る専門職大学院の設立を促進し、高等教育機関におけるＩＣＴに係る実践的人材

育成機能の強化を加速させる必要がある。また、情報系の学科では実践的なシス

テム教育を殆ど教えていないとも言われており、専門職大学院での試みをモデル

にして、大学・専門学校の段階から長期的な人材育成が可能となるよう大学・専

門学校におけるＩＣＴ人材育成システムの抜本的改革を促す必要がある。 

 

（３）創造性豊かな高度ＩＣＴ人材の育成 

我が国のＩＣＴ分野における国際競争力を維持・強化するためには、コアな技

術を生み出せる、超最先端の要素技術の開発に取り組めるようなトップガンの育

成も必要である。特に安全保障に関わるようなサイバーセキュリティに係る分野、

情報システムのオープンソース化に係る分野、情報家電等の機器の動作を制御す

るいわゆる組み込み系システムに係る分野の人材育成を積極的に推進する必要

がある。 

加えて、ユビキタスネット社会におけるキラーコンテンツを創出するためには、

コンテンツを作成するクリエータの育成が必要である。また、キラーコンテンツ

を普及させるには人々のライフスタイルを変えるインパクトのある新しいサー

ビスの提案ができる人が必要であり、そのような「デジタルプロデューサー」を

育成・支援していくことが求められる。 

海外では産学官の連携により計画的に人材育成を進めており、そのような方策

を我が国でも講じる必要がある。 

 

 

２ オフショア開発の推進とＩＣＴ人材の空洞化防止 

ユビキタスネット時代に必要な組込み開発技術者等のＩＣＴ人材不足が大き

な問題になっており、我が国においても海外のソフト会社への開発委託が進みつ

つある。委託形態も従来の外国人技術者を自国に招いてサービスを受けるオンサ

イト・サービスに加え、通信網の発達により海外から直接サービスを受けるオフ

ショア・サービスが増えており、欧米企業では日本に先駆けてＩＣＴサービスの

オフショア化が進んでいる。 
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一方で、このような動きには我が国の技術基盤を低下させ、ＩＣＴ人材の空洞

化を招くという指摘がある。ＩＣＴ分野の国内市場が充実しており、製品開発に

関わる技術的専門知識を蓄積・向上させる機会に恵まれていることから、国内の

ＩＣＴ人材の育成に重点を置くべきとの議論である。 

しかしながら、欧米はもとよりインドや中国についても既にオープン系やイン

ターネット技術の一部については日本の技術者よりも優れているとも言われて

おり、海外技術者との交流がなければ将来的に日本の技術レベルが世界の潮流か

ら取り残されるおそれがある。これにより日本の優秀な若手エンジニアも米国等

海外に出ていくことになれば、結果として更なるＩＣＴ技術者の空洞化を招くこ

とになりかねず、諸外国と適切に連携・役割分担することが重要である。 

そのためには、海外のＩＣＴ技術者を日本の下請け構造に組み込むのではなく、

対等なビジネスパートナーとして扱う必要がある。さらに日本企業の海外企業と

の連携のあり方も見直す必要がある。海外企業はＣＭＭ（Capability Maturity 

Model）というソフトウェア開発基準に基づいて開発仕様書を作成しているが、

日本では日本独自の仕様書、開発の手法や仕様書に書かれていない部分の開発な

どが存在しており、こういった面での改善を海外のＩＣＴ技術者の日本語能力の

育成にあわせて取り組む必要がある。 

以上のように、今後オフショア開発が進展する中で、開発したソフトの活用技

術、ノウハウ、管理技術については日本国内で保有するなどの方法で海外との連

携・役割分担を図る必要がある。こういった課題に対処するために、今後官民に

よる検討の場を設け、総合的な対策を構築する必要がある。 

 

 

３ ＩＣＴベンチャーの創出促進 

ユビキタスネット社会においては、様々な新しいライフスタイル等が多数提案

され、それに伴いマーケットニーズも急激に変化していくことが予想されるが、

このような中にあっては、サービスの供給側についても、既存のＩＣＴ企業に加

えて、消費者ニーズに対する感度と機動性に優れたベンチャー企業が、一層大き

な役割を担っていくと考えられる。 

また、ユビキタスネット社会においては、着メロサービスに代表されるように、

コンテンツやネットワーク、端末機器等を自在に調達し、これらを組み合わせて

新しいビジネスを創造することが容易になっている。 

しかしながら、創業後間もない段階のＩＣＴベンチャーは、事業実績が乏しく、

技術的評価が確立されていないこと、物的担保や信用力がないこと等の理由によ

り、資金調達、人材確保、販路開拓等の点において、困難な状況に陥る場合が多

い。 

このため、こうした新規ビジネスに挑戦するＩＣＴベンチャーの資金調達を円

滑にすべく、知的財産権（無形固定資産）、新株予約権などを活用した多様なフ

ァイナンスの実施・普及が重要であり、政策金融の活用、リスクマネー供給を促
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進するための税制支援、研究開発資金や新規事業化資金の助成等を推進する必要

がある。 

また、ＩＣＴベンチャーの創出を一層促進していく観点から、このような資金

調達面の支援策に加え、①ＩＣＴベンチャーと、経営・財務ノウハウや販売チャ

ンネル等を有するベンチャーキャピタルや既存の事業会社との連携の促進、②幅

広い視野・経験や起業家精神の醸成に資する教育環境の整備、③政府規制の更な

る緩和、柔軟な経営が可能となる新たな会社形態等の制度整備、各種支援制度の

手続の簡素化・透明化など、起業を一層容易にする制度改革の推進、等の取組を

通じて、我が国の社会システム全般の構造改革を進めていく必要がある。 
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第３章 ネットワークコラボレーション促進戦略 

 

我が国では、近年、ＩＣＴの急速な進展により、これまで想定されなかったよ

うな多種多様な業種・業態間における連携が加速化している。例えば、携帯電話

に搭載された非接触ＩＣカードを電子マネー、社員証等として利用できるサービ

スなど、ユビキタスネット社会の先駆けとなるサービスが次々と展開されている。 

こうした動きは、現時点ではＩＣＴ産業、大企業、一部の先進的企業等に限ら

れるが、ユビキタスネット社会においては、あらゆる商品・サービスがネットワ

ーク化されるため、中小企業を含め、すべての産業・企業において、ネットワー

クを活用して最適な企業と機動的に連携することにより、高度かつ柔軟性の高い

サービスの提供や効率的な事業運営の実現が期待される。例えば、Ｗeb サービス

の仕組みを利用することにより、飛行機、ホテル予約、通関等の諸手続きを一括

して行うことが可能な旅行手配サービスを構築するなど、サービス同士のダイナ

ミックな連携による高付加価値サービスを容易に創出することが可能となる。 

このように、ユビキタスネット社会においては、あらゆる分野、あらゆる商品・

サービスにおいて、ネットワークを活用したダイナミックな事業展開が広く行わ

れることにより、多種多様な業種・業態においてサービスの高付加価値化が進展

することが期待されるが、その実現のためには高度なネットワーク環境の整備が

必要不可欠であり、今後、以下のような課題について戦略的に取り組む必要があ

る。 

 

１ 高度ネットワーク基盤の整備 

（１）大容量トラフィックの管理手法の確立 

ユビキタスネット社会においては、大量のデータ、大容量コンテンツ等を自由

かつ安全に流通・利用することが可能となる。そのために必要となるのが、映像

等の大容量のコンテンツが常時ネットワークを流通するに当たり、大容量のトラ

フィックを処理し、様々な端末に合わせてフォーマットされ、途切れることなく

配信できる仕組みの構築である。 

こうした大容量トラフィックのスムーズな伝達を実現するため、トラフィック

交換の分散化を促進する「分散型バックボーン構築技術」の開発、実証等、トラ

フィックの急増等に対応し得るバックボーン（基幹通信網）を強化するための取

組を推進する必要がある。 

また、今後は映像等の大容量コンテンツ流通の劇的な増加が予想されるが、マ

ルチキャスト技術は、配信元のサーバに大きな負荷をかけることなく、多数の視

聴者に同時に同じデータを配信することが可能である。さらにマルチキャスト技

術を活用することにより、放送に匹敵する最大約 1,000 万クライアント程度の利

用者への一斉データ配信が可能となり、放送類似の新たなビジネスの開拓が期待

される。そのため、マルチキャストの実用化について、マルチキャスト機能を標
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準装備したＩＰｖ６の普及にあわせて推進することが重要である。 

さらに、コンテンツ制作者が意図した品質を保証（ギャランティードサービス、

帯域保証）することが重要であり、画質や音質、遅延特性、帯域確保などの技術

開発もあわせて進めていく必要がある。 
 

 

（２）宅内配線の整備・高度化 

ネットワークの高度化のためには、家庭内ＬＡＮが整備されていることが大前

提となるが、現状の住宅の多くは仕様・構造が宅内ネットワークの高度化に対応

したものとなっておらず、特に既存家屋で問題となっている。家庭内における通

信路を確保するためには、ホームサーバやＳＴＢを介して全ての情報家電をオン

ライン化できるような、有線・無線がシームレスに接続された宅内ネットワーク

の整備・普及が重要である。特に、配線に制約の多い既存住宅、集合住宅等にお

いては、無線ＬＡＮ、ウルトラワイドバンド（ＵＷＢ）等の無線システムの活用

が重要である。加えて、外部ネットワークの宅内への取り込みに際しても、宅内

配線とのシームレスな接続が必要となる。 

また、情報家電をネットワークに簡単に接続するためには、電源コンセント及

びアンテナ端子と、電話のモジュラージャックが同じ場所にないという住宅設計

上の問題について早急に対応する必要がある。あわせて、電力線を宅内回線とし

て活用する方策についても、現在、民間において実験が進んでおり、その結果を

待って実用化に向けた対応を検討する必要がある。 

 

（３）アドホックネットワークの構築 

ユビキタスネット社会において全ての情報端末をネットワークにアクセス可

能な状態にするためには、ネットワークインフラが整備されていない山間地等や、

逆に一時的に一部地域に端末が集中するスタジアム等においていかに通信品質

を確保するかが課題となる。そのためには、広くコンピュータ等の無線接続に用

いられているブルートゥース等の技術を用いながら多数の端末をアクセスポイ

ントの介在なしに簡易かつ安価に相互に接続するアドホックネットワークが有

効である。また、今後はＩＴＳにおける車々間通信等への活用も期待されている。

さらに携帯電話においてアドホックネットワークが構築できれば無料通信とい

った携帯電話のキラーアプリともなり得る。 

そのため、常に移動する端末間のルーティングの構築手法の確立など、アドホ

ックネットワーク技術に関する研究開発を推進する必要がある。 

 

（４）ユビキタスネットワーク実現のための研究開発の推進 

「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」がつながるユビキタスネットワーク

を実現するためには、小型化が実現したことによりあらゆるモノに添付できるよ

うになった電子タグを用いて、人・モノをネットワークに結びつけることが重要
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な要素になる。また、センサーを用いることで、様々な問題解決につながる多数

のリアルタイム情報を取得するといったより高度な利活用も期待される。その際

には、極めて多数の超小型チップを制御し、通信サービス環境を一定に保つこと

が重要となる。 

そのため、ユビキタスネットワーク技術、電子タグの高度利活用に関する技術、

ユビキタスセンサーネットワーク技術等のユビキタスネットワーク実現に必要

な技術について研究開発等を推進する必要がある。 

 

 

２ ネットワーク認証基盤等の整備 

ユビキタスネット社会において電子商取引を始めとする様々な社会・経済活動

を円滑に進めるためには、インターネットの安全性・信頼性の向上に資する確実

な本人確認が必要であるが、現行の認証機関の発行する電子証明書を活用した認

証技術（ＰＫＩ技術）は、ネット上の確実な本人確認を実現する上で有効ではあ

るものの、現状はサービス提供者及びユーザが求める様々な認証のレベルや内容

に応じて、個別に認証のためのシステムを構築し、複雑なシステム設定を行う必

要がある。そのため、ＰＫＩ技術を活用した本人確認はその重要性が十分認識さ

れているにもかかわらず、民民間の取引においては、その技術を活用した本人確

認は進んでおらず、やむなくＩＤ・パスワード方式を使っているケースも多い。 

したがって、企業が大規模で煩雑なシステムを導入することなく、厳格な認証

機能を手軽に利用できる仕組みの構築に向け、高度ネットワーク認証基盤技術に

関する研究開発等に取り組む必要がある。その上で、ユビキタスネット社会にお

いては個々の情報端末にも固有のＩＤを付すことが一般的になることから、認証

基盤の対象範囲を、ユーザ（本人認証）とともに情報端末等へ拡大することを検

討する必要がある。 

また、ネットワーク上で行われる電子商取引や電子文書の保存において、電子

契約文書等の電子データが存在していた時刻の証明及びその時刻以降改ざんさ

れていないことを証明する必要性が高まっていることから、日本標準時を利用し

て、有効かつセキュリティの高いタイムスタンプを高速に付与することができる

タイムスタンプ・プラットフォーム技術を確立するための研究開発及びタイムス

タンプに係る業務の信頼性向上に向けて取り組む必要がある。 

 

 

３ 異業種ネットワーク間の相互運用性の確保 

（１）オンラインサービス間の連携技術の標準化 

現在、Ｗeb サービスのトランザクション技術等、ユビキタスネット社会のイン

フラを支える技術の開発に当たっては、ＩＴベンダー主導による相互接続性の確

保、標準化の動きが盛んである。しかしながら、これまでのところ、関係者の思

惑が入り乱れ、その動きは各種組織・団体ごとに異なっている。したがって、多
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種多様な業種・業態連携を実現するためには、e ビジネスに関連する技術につい

て国内外の標準化動向のレビューを実施するとともに、ユーザ企業の啓発や標準

化プロセスへの参画により、必要に応じ標準・規約の見直しを含む検討を行い、

国際組織・団体へ積極的に働きかけるなど、オンラインサービス間の連携技術の

標準化に係る施策に取り組む必要がある。 

また、現在、Ｗeb サービス技術の出現により、ネットワーク上の様々なシステ

ムの連携による、社会システムの効率化や新サービス創出の実現への期待が高ま

りつつある。しかしながら、Ｗeb サービス技術は開発リスクが高いため、民間に

よる開発や実装は進んでおらず、大規模なサービス連携は実現されていない。し

たがって、Ｗeb サービス技術を活用した次世代地域情報プラットフォームの開発

に取り組む必要がある。 

 

（２）グリッドの利活用促進 

大容量ネットワークが整備されたことにより、ネットワークに接続された全て

のパソコン等情報端末の処理能力を活用して、スーパーコンピュータをバーチャ

ルに構築するグリッドが実現された。これにより、企業の情報化投資を削減する

とともに情報システムの処理能力アップに柔軟に対応することが可能となった。

さらに、複数の事業所やデータセンターを連携させたり、取引先ネットワークと

のシームレスな運用を図る手段としての利用が進展しつつある。 

今後は、企業や組織を超えた協働を促進してオープンアーキテクチャに根ざし

た新しいビジネススタイルを構築するために、社内の各事業所だけでなく、他企

業や個人が所有する情報処理リソースを仮想化し、必要な時に必要なだけ、あた

かも公共サービスのようにネットワークから引き出すことができるようなユー

ティリティグリッドを実現することが重要であり、そのためのセキュリティの確

保に配慮した技術開発及び利用促進のための適切なルール作りに取り組む必要

がある。 

 

（３）電子商取引に係る業務フロー・商品コード等の標準化 

多種多様な企業間の連携により、質の高いサービスの提供や効率的な事業運営

を実現するためには、企業間、業種間によって異なる電子商取引基盤を共通化す

ることが必要となる。例えば、電子カタログを用いた商取引においては、企業、

業種ごとに個別のコード体系に基づく商品・サービスカタログを使用しており、

現状では、企業毎に情報の加工・更新等の膨大な作業が生じうる。 

電子商取引の推進のためには、電子カタログ等を構成する属性情報等について、

ある程度の規約を策定し、類似するコードの分類体系が存在することを許容しな

がら、複数の商品・サービス情報の統合化を図ることが望まれる。また、現在、

一部の国々においては、電子政府の取組の一環として政府調達にも電子カタログ

等を利用している。企業間だけでなく、政府と企業の取引時に発生する手続きの

効率化等も考慮して検討を進める必要がある。 
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したがって、我が国としても、国内外の動向を踏まえつつ、必要に応じて国際

組織・団体への働きかけ等も視野に入れながら、商品コード等の相互運用性を確

保する規約の策定に向けた検討等の取組を推進することが必要である。 
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第４章 情報家電等のネットワーク化促進戦略 

 

我が国では、昨今、薄型テレビ、ＤＶＤレコーダ、デジタルカメラなどのデジ

タル家電の好調な売れ行きを背景とした「デジタル景気」が経済回復を牽引して

いると言われているが、デジタル技術を活用した家電について、ネットワーク接

続機能が搭載された製品が次々と市場に登場し始めており、一段と高度なサービ

スが実現される可能性が高まっている。 

ユビキタスネット社会においては、身の回りのあらゆる機器がネットワークに

接続されるようになり、相互に連携した利用や遠隔操作等が可能となる。例えば、

外出先から家庭内の様々な電気製品のスイッチ（エアコン、湯沸かし、炊飯器等）

を携帯電話で遠隔操作することが現実のものとなる。そのほか、家電機器等を日

常生活で利用することで自動的に健康データが測定され、遠隔地にいる専門家が

診断、必要に応じて健康相談を受ける、といったサービスの提供が可能となるな

ど、家庭生活の自動化・快適化が進行することが期待されている。また、薄型テ

レビは、放送の受信端末だけでなく、通信と連携する新しいサービスに対しても、

やさしく操作できる端末として、これからの家庭や社会に欠かせない情報の窓口

としての役割が期待されている。 

こうした情報家電等のネットワーク化による安心で豊かな暮らしを実現する

ためには、今後、以下のような課題について戦略的に取り組む必要がある。 

 

１ 端末数激増への対応 

（１）ＩＰｖ６の普及促進 

ユビキタスネット社会においては、情報家電等身の回りのあらゆる機器がネッ

トワークに接続されるため、接続端末の数や種類は飛躍的に拡大する。現行のＩ

Ｐｖ４では、利用できるアドレス空間が不足することが懸念されており、接続端

末の数や種類の増大に対応するためには、ほぼ無限と言えるアドレス空間を備え

るＩＰｖ６への円滑な移行を実現することが必要となる。また、ＩＰｖ６は、通

信品質の確保、プライバシー保護・セキュリティ確保など、現在のインターネッ

トが抱える問題の解決に資するため、その観点からも国内外を問わずＩＰｖ６へ

の早期移行が望まれる。 

したがって、ＩＰｖ６への円滑な移行のための実証実験、情報家電のＩＰｖ６

化に関する総合的な研究開発、情報システムの政府調達におけるＩＰｖ６対応の

要件化等に取り組む必要がある。 

 

（２）Ｐ２Ｐ技術の利用促進 

Ｐ２Ｐとは(Peer to Peer）の略で Peer とは「対等の」という意味があり、コ

ンピュータ同士を直接接続してお互いの持つ情報をやり取りする通信形式であ

る。現在Ｐ２Ｐ技術を利用した違法ソフトの流通が問題化しているが、Ｐ２Ｐ技
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術自体はデータ処理を端末間で分散して行うために端末性能や回線容量を抑えるこ

とができるほか、通信の匿名性に優れた技術である。端末数が飛躍的に増加すると、

サーバを介した中央集中型のネットワークでは、サーバへの過剰負荷等により十

分な信頼性が確保できないおそれがある。サーバを利用しないＰ２Ｐ型ネットワ

ークの併用等により、ネットワークの信頼性を高めることが可能である。そのほ

か、Ｐ２Ｐ技術を活用することにより遠隔地の複数の利用者の共同作業を可能と

したり、オンラインゲーム等新しいビジネスの創出が可能となる。そのため、著

作権保護などの技術的、制度的課題の解決に配慮しつつ、Ｐ２Ｐに関する研究開

発を積極的に推進する必要がある。 

 

 

２ 情報家電の相互接続・相互運用性の確保 

情報家電のネットワーク化を実現するためには、デジタルテレビとパソコン端

末、電話機、白物家電などの各種情報家電等の間で情報伝達・相互連携等を実施

するために必要な通信規格の共通化・標準化の推進が不可欠である。しかしなが

ら、現状では、各家電機器を接続する方式については、それぞれの種類、分野の

系統ごとに検討されているため、規格が統一化されていない。しかも、メーカー

ごとに家電機器を接続する方式及びその動作をコントロールする方式が異なっ

ており、同じ分野の機器であっても異なるメーカーの製品はネットワーク化でき

ないなど、問題点が多く指摘されている。 

そのため、情報家電間の通信規格の共通化・標準化を推進するための研究開発

や産学官連携による相互接続実証実験等に取り組むことが必要である。その際に

は、オープンなアーキテクチャであることは当然として、自由度の高い接続を実

現するために、物理的基盤層だけでなく、アプリケーションレベルまでを含めた

相互接続性の確保が必要である。その際には、ＰＣに比べ機器の設定が複雑な情

報家電の特性に配慮した簡単な設置及び接続（プラグアンドプレイ）が実現する

よう配慮する必要がある。 

また、従来単独機器として機能発揮すればよかった家電製品にネットワーク対

応機能等を付加するため、通信機能や情報処理機能に関するソフトウェアが組み

込まれ、消費者ニーズの多様化と相まって、必要とされるソフトウェアはさらに

増加・複雑化している。これらソフトウェアについては、家電の仕様・性能に由

来する様々な制約により開発が困難になってきていることから、共通機能部分を

オープンプラットフォーム化し、ソフトウェア開発を容易なものとする必要があ

る。 

 

 

３ セキュアな環境の構築 

ネットワーク化された情報家電の利用を促進するためには、ネットワークの安

全性、信頼性を確保することが重要な課題となる。ユビキタスネット社会におい
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ては生活基盤を構成するあらゆる情報家電等がネットワークでつながることか

ら、ネットワークの安全性・信頼性が確保できない場合、大きな社会的混乱を招

く危険性をはらんでいる。 

したがって、家庭内の機器を外部の機器と接続して利用する際に、外部からの

不正進入を防止するシステムを構築することが求められる。 

具体的には、情報家電機器への抗ウィルス対策を講じるほか、端末側の「脆弱

性レベル」をリアルタイムに評価分析し、インターネット全体又は接続相手と比

較して危険性が高いと考えられる場合には、通信を拒否したり、セキュリティ対

策の実施を促すような技術及びシステムの研究開発に取り組むことが必要であ

る。 

また、情報家電を活用したネットワークサービスには、プロバイダ、機器メー

カー、回線事業者等の連携が不可欠であり、トラブル発生時の責任範囲の明確化

等について、事業者間及び社会的なコンセンサス作りが必要である。 

 

 

４ ユビキタス端末の高機能化・利便性の向上 

（１）端末等の普及・高度化 

ユビキタスネット社会においては、身の回りのあらゆるものが多機能の端末

（ユビキタス端末）となり、多様なサービスをいつでもどこでも利用することが

可能となると同時に、新しいサービスや産業が生み出されると想定される。 

技術の進歩による通信・放送の融合により、通信及び放送の両サービスを利用

できる携帯情報端末が出現しているが、本格的なユビキタスネット社会到来に向

けて、１台の情報端末で様々なネットワークに接続し、情報家電の遠隔操作や少

額現金決済等に利用したり、端末の小型化や外国語の翻訳機能など使いやすいユ

ーザインターフェースにしたりするなど、情報端末の高度化・利便性向上が求め

られている。 

携帯端末はあらゆる生活者がユビキタスネット社会で快適に暮らすために、ユ

ニバーサルデザインを基本としつつ、特に専門知識がなくとも容易に操作できる

とともに、必要に応じて個人の使い勝手がいいようにカスタマイズされた情報端

末に進化すると想定される。そのため、各種サービスを携帯端末において提供す

るための機能をオブジェクト化、カスタマイズ化するための手法を確立する必要

がある。加えて、そのような携帯端末が家庭内でも街中でも使えるよう、宅内Ｌ

ＡＮと通信ネットワークのシームレスな接続策を講じる必要がある。 

 

（２）携帯端末を利用した認証・課金手法の開発 

ネットワークに接続された情報機器等の能力を活用したサービスを展開する

ためには、安全で簡易な認証・課金システムをどのように確立するかが大きな課

題となっている。その点、韓国では携帯電話が認証・課金プラットフォームとし

てはデファクト・スタンダードな位置付けを確立しており、固定端末等も含め携
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帯メールを使用してパスワードを配布する方法等によりＩＳＰが課金代行する

手法が一般的となっている。 

ユビキタスネット社会においては、多種多様な固定端末にそれぞれ認証・課金

システムを導入するのではなく、例えば、有料放送番組やネットワークコンテン

ツを蓄積したホームサーバと携帯電話間でデータを交換し、認証・課金は携帯電

話で処理するという手法が迅速かつ効率的な認証・課金プラットフォームの構築

という点で有効と考えられる。これにより、例えば、最初からハードディスクに

優良コンテンツ等のデータを豊富に入れたＨＤＤレコーダを出荷するといった

新しいコンテンツの流通方策も可能となる。そのため、固定情報端末に携帯電話

をかざして非接触でＤＲＭを処理し、携帯で認証・課金するためのプロトコルを

整備するなど、携帯電話の課金システムを情報家電に活用するための取組を推進

する必要がある。 

 

（３）ユビキタス端末の普及促進のための実証実験の実施 

ユビキタスネット社会においてはデジタルＩＤが大きな役割を果たすが、電子

タグ（ＲＦＩＤ）は個人利用に加え、製品に係る調達・生産・販売・再利用まで

の一貫した管理に有用であり、流通革新をもたらすものとして期待されている。

そのため、ＩＣカードやＲＦＩＤなど、ユビキタスネットワークに係る先進的技

術を実社会に導入するためのパイロットプロジェクトを政府全体で強力に取り

組む必要がある。 
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第５章 コンテンツの創造・流通・利用促進戦略 

 

我が国では、近年のデジタル化の進展、ブロードバンドや携帯インターネット

の急速な普及等により、コンテンツに対する需要が増大している。アニメやゲー

ムを中心とする我が国のコンテンツ産業の国際競争力に対する高い評価も相ま

って、ユビキタスネット社会におけるコンテンツの重要性はますます高まるもの

と予想される。ユビキタスネット社会においては、こうした娯楽サービスに加え、

文化面での向上に資するコンテンツの重要性もますます高まるものと考えられ

る。さまざまな情報を誰もが容易に収集・発信できる環境の整備や、新たな表現

手法の開発が進むことにより、豊かなコンテンツの創造が期待される。 

さらにユビキタスネット社会においては、ホームサーバ等から大容量の動画、

音楽、ゲームなどのコンテンツを、有線や無線、通信や放送といったネットワー

クの性質に関係なく、携帯電話やデジタルテレビといった様々な端末に自由にか

つ安全に移動して利用することが可能となる。また、個人の特性・状況・嗜好に

合うようカスタマイズされたコンテンツを利用できるようになる。 

このように多様なコンテンツの創造や潤沢な流通、自由で安全な利用の促進を

推進するため、今後、以下のような課題について戦略的に取り組む必要がある。 

 

１ コンテンツの流通促進と権利保護の両立 

ユビキタスネット社会においては、デジタルネットワークを基盤として、膨大

な情報を自由自在に利用することが可能になると期待される。しかし、現状では、

デジタルネットワーク上のコンテンツ流通に関して、川上である権利者、コンテ

ンツホルダーから、配信事業者を通じ、川下である利用者までの多くの関係者の

あいだで著作権処理について煩雑な処理を行う必要がある。また、利用者が保

有・利用する多様な機器まで、権利者が許諾した条件に基づく利用を制御するシ

ステムは確立しておらず、多様な流通ルートをコンテンツが一貫してシームレス

に流れるための技術的仕組み等が実現していない。 

したがって、創作のインセンティブを確保しつつ、コンテンツの制作者等が安

心して著作物等をネットワーク上に提供できるような環境、具体的には、コンテ

ンツに係る利用利便性と権利の保護の両立を実現する環境を整備することが求

められており、そのための仕組み構築に向けた開発、実証等に取り組む必要があ

る。 

 

 

２ コンテンツの利用利便性の向上 

技術の進歩による通信・放送の融合により、通信及び放送の両サービスを利用

できる携帯情報端末が発売されるなど、高度な機器が次々と登場している。ユビ

キタスネット社会では、１台の情報端末で様々なネットワークに接続し、情報家
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電の遠隔操作や少額現金決済等に利用したり、外国語の翻訳機能が付加されるな

ど、情報端末の機能の高度化が進展すると想定されるが、現状ではユーザインタ

ーフェースが高度な機能に十分対応したものとなっておらず、使い勝手の悪さ・

煩雑さが、利用者の拡大を妨げる一因となっている。 

また、ユビキタスネット社会においては、現在とは比較にならないほどの大量

のデータ、コンテンツが流通するため、蓄積された膨大なコンテンツの中から、

利用者が求める特定の映像シーンなどのコンテンツを容易に高速検索する機能

が求められる。 

さらに、リッチなコンテンツにおいては、特に制作者の意図を保証するという

視点から、画質、音質、遅延特性など放送品質を維持・確保することが必要であ

る。 

したがって、簡単な操作による通信・放送メディア横断的な検索・取得や、利

用履歴に基づく自動的な取得等が可能となるエージェント技術・多言語間での自

動翻訳技術の開発及び実証等、ユーザインターフェースの向上に取り組む必要が

ある。 

 

 

３ 魅力あるコンテンツの創造 

（１）実利用を牽引する娯楽系コンテンツの充実 

1990 年代より米国の若年層を中心に我が国発のポップカルチャーが浸透し、我

が国に対する諸外国のイメージが一新されつつある。その中で、アニメやゲーム

といった、これまで単なる娯楽と見なされ、産業的にもさほど注目されなかった

コンテンツが世界的に高い評価を受け、我が国の知的産業の国際競争力だけでな

く、経済的な指標では計れない新たな知的・文化的基盤の充実・強化を担ってい

る。デジタル化の進展、ブロードバンドや携帯インターネットの急速な普及等に

より、ユビキタスネット社会におけるコンテンツの重要性は更に高まるものと予

想される。 

しかしながら、アニメについては単純作業の中国等への下請けが進み、人材面

での基盤の低下が心配されている。また、最近２～３年は国内外でのゲーム市場

の伸び悩みが深刻なものとなっている。一方で、中国や韓国では国を挙げてコン

テンツ産業振興策が進められており、オンラインゲーム等で我が国を急速に追い

上げている。 

エンターテインメントに係るコンテンツは実利用を促進する大きな誘因とな

ることから、娯楽系の魅力あるコンテンツについて、次世代映像となる超高精細

映像や、薄型テレビを用いて家族全員で楽しめるような web コンテンツ及び着メ

ロサービスコンテンツなど、ネットワークを活用して創造される新しい形態のコ

ンテンツを含めて創造を促進することが必要である。そのため、低コストで多様

なコンテンツの制作が可能となるよう、人材育成及び研究開発を進める必要があ

る。 



 参考－62

 

（２）文化資産のデジタルコンテンツ化など文化の向上に資するコンテンツの創造 

ユビキタスネット社会では、いつでも、どこでも、どんな情報でも手に入れる

ことと共に、誰でもが情報を発信することができるようになる。こうした環境の

中で、コンテンツ制作者は、より知的な情報収集手段と新たな表現手法の開拓に

より得られた情報を、深く掘り下げ、豊かなコンテンツの創造が可能である。ま

た、人々が世界的な規模での観点から解決策や将来像を的確に考えさせる報道番

組や教養番組コンテンツを創造することができる。さらに、豊かなコンテンツに

よって、人々はさまざまな価値観にふれる機会を得ることができる。ユビキタス

ネット社会における、生活の基本となる情報を人々が共有することにより、とも

に支えあい、絆を深めることにつながり、人々が多様な生き方や考え方を持つこ

とが可能となる。そういった観点から、文化の向上に資するコンテンツの創造が

重要である。 

例えば、伝統と歴史に彩られた我が国は、永きにわたり様々な文化を創造して

きた。デジタル技術を使い、先人たちの生み出した、あるいは現在生み出されて

いる文化資産・歴史遺産などをデジタル化して保存・活用するデジタルアーカイ

ブは、新たな文化や知識生成に役立つだけでなく、我が国の文化情報を世界に発

信し、我が国の観光や伝統産業の活性化に大きく貢献する。さらにユビキタスネ

ット社会においては、ＩＣＴを活用してデジタル・ミュージアムやアーカイブデ

ータを活かしたビジネスが生まれてくることが期待されている。現状では一部の

美術館・博物館等の所蔵品のアーカイブ化が緒に就いたところで、保存されるデ

ータも画像が主であり、伝統芸能についての動画像や仏像等の三次元データの収

集は進んでいない。また、アーカイブ資産の保存作業そのものは地味でコストの

かかるものであることから、文化財等のデジタルアーカイブ化を国家的事業とし

て位置付け推進する必要がある。その際、メタデータの体系化・分類手法の開発

及び画像の高精細化を進めるとともに、アーカイブ間及び電子図書館（デジタル

ライブラリー）等との連携を進める必要がある。そのため、デジタルデータの保

存及びアーカイブ資産のネットワーク化に対する公的支援措置を講ずる必要が

ある。 

 

（３）教育現場の変革に対応した教育コンテンツの開発促進 

ＩＣＴの教育現場への導入により現行教育も大きな変革が迫られている。例え

ば筆記具や黒板等をデジタル機器化することにより、プロジェクターを使用して

生徒にとって見やすいレイアウトでの授業が可能となるほか、内容をネット上に

のせることで生徒の事後の見直し・復習に活用することができる。また、ネット

ワークを介して他校との共同学習を行うことにより、インタラクティブな授業が

可能となるなど、まさに生徒を主体とした教育が実現される。更に教育内容が情

報化社会に対応したものへと変化していくと想定される。例えば英語授業におい

ては、電子メールの普及と国際化の進展が相まって、今後は読解力よりは口語表
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現能力がより重要視されると見込まれている。 

また、ホームサーバを活用することにより、限られた授業時間の中で授業目的

にあった映像を選択して視聴したり、予習・復習のために重要な箇所のみまとめ

た映像を視聴したりすること等が容易に可能となる。 

ユビキタスネット社会においては多様な教育コンテンツが潤沢にネットワー

ク上を流通し、教師及び生徒の両者が自由に入手することが可能となることから、

このような傾向がますます加速し、情報端末やメディアをうまく利用して個人の

能力を開発するための情報リテラシー教育や、ＩＣＴを活用した生徒に効果的な

授業を行うための教育手法の開発が重要となる。 

そのため、ＰＣやネットワークを活用した、意見交換や多様な情報の出入力・

修正、さらに生徒の能力・特性に合わせてカスタマイズ可能な新しい教材の開発

を促進するとともに、教師自身の情報リテラシーの向上や新しい教材を取り扱う

技能の向上を図るための取組が必要である。また、教育コンテンツの充実のため、

学校へのサーバの導入など新しい教育環境の整備に取り組む必要がある。あわせ

て、関連する教育産業の活性化を図ることが重要である。 
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１００の個別課題詳細 

 

1. プライバシーの保護 

1) 公的機関や事業者の保有する個人情報保護のあり方 

大量の個人情報が扱われる現代社会において、国や自治体等の公的機関、事業者における個人情報保

護のあり方が問題となる。 

2) 金融・決済等にかかわるプライバシー保護のあり方 

金融面での信用情報である消費・返済の履歴（クレジットヒストリー）や、クレジットカードの番号等は、個人

の資産を守る重要な情報であり、金融・決済の電子化に伴い、これらのプライバシー情報の保護が問題とな

る。 

3) ウェブサイト等を利用した顧客情報の取得への対策 

ウェブサイトの閲覧状況を把握する「クッキー」、個人のパソコンに密かに送られる「スパイウェア」、金融機

関等の正規ウェブサイトを装い、クレジットカード番号などを詐取する「フィッシング」等により、ネット利用者の

個人情報が、本人が知らないうちに収集されるおそれがあり、プライバシー保護等のあり方が問題となる。 

4) 医療におけるプライバシー保護のあり方 

医療分野において、カルテやレセプトの電子化が進み、個人の遺伝子情報等を含む極めて重要な医療デ

ータが電子的に扱うことのできる段階に入りつつあるため、プライバシー保護のあり方が問題となる。 

5) サービス利用における匿名化技術 

ウェブサイト閲覧時に、アノニマイザーや公開プロキシといった技術によって利用者のサーバやアドレス等

の個人情報を特定できないようにすることが可能となっており、悪意ある者がこれらの匿名化技術を利用し

て、身元を隠してネット上での不適切な行為に及ぶ可能性がある。 

6) ホットスポット等における利用者管理のあり方 

人の出入りが多い場所に設置された無線 LAN接続サービスであるホットスポットにおいては、匿名で利用

できるため不適切なネット利用が行われやすい、キーボードの操作内容を復元できる「キーロガー」という技

術によってＩＤや接続履歴等の個人情報が勝手に収集される可能性がある、等の問題が生じる。 

7) 撮影ルールのあり方 

小型化・高性能化した撮影機器やカメラ付き携帯電話によるマナーを欠いた撮影や盗撮、それらの映像

のネット上での流通がプライバシーを侵害するおそれがある。また、公的な場における防犯カメラによる撮影

についても、同様の懸念が議論となっている。 

8) 生体認証の導入・普及のあり方 

指紋、手相、静脈、虹彩、顔、声紋、DNA 等、生体的特徴を利用した本人確認等が導入されつつある中、

電子的に蓄積された情報の漏えいや、利用者感情（犯罪者を想起させる）の問題等が懸念され、バイオメト

リックス認証のあり方が問題となる。 

9) 位置情報の取り扱いルールのあり方 

ＧＰＳ等の技術により詳細な位置情報の取得が容易になったことや、交通系 IC カードが急速に普及してき

たことから、個人の居場所や行動履歴等、プライバシーに係る位置情報の取り扱いルールが問題となる。 

10) 電子タグの利用ルールのあり方 

物流・食・医療・環境等多様な分野での利活用が期待されている電子タグの導入に伴い、消費者がその

意に反して嗜好や行動履歴等さまざまな個人情報を取得されるおそれがあり、電子タグの利用ルールのあ

り方が問題となる。 

参考資料 3.1
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2. 情報セキュリティの確保 

11) ハイテク技術、製品等の輸出規制 

ハイテク機器の高性能化に伴い、兵器の開発等に利用される恐れのある技術・製品として輸出規制され

ている技術や製品が違法に輸出され、暗号ソフトや技術等、国のセキュリティが脅かされる事態を招く可能

性がある。 

12) コンピュータウイルスへの対応 

ネットワークを介して感染し、データ破壊等の被害を及ぼすウイルス等は、新種が次々と発生することや、

ブロードバンドの常時接続化により被害が瞬時に大規模に拡大しやすい等の特徴があるため、適切な対応

をする必要がある。 

13) 盗聴、通信傍受への対応 

小型高性能マイク等を使用した盗聴器による会話等を盗み聞き、インターネットを使ったＩＰ電話やテレビ

会議等の通信内容傍受を防止する仕組みを整備する必要がある。 

14) 不正アクセスへの対応 

ＩＤやパスワードの窃取によりネットワークに侵入するなりすまし等、不正アクセス等を防ぐための対策が

必要である。 

15) 一般ユーザの情報セキュリティ意識の向上 

ID・パスワードを他人に教えてしまうこと、ウイルス対策ソフトを導入していないこと、不審なメールに添付さ

れたファイルを開いてしまうこと等、十分に浸透していない一般ユーザの情報セキュリティ意識の向上を促す

必要がある。 

16) トラヒックの急増等への対応 

音楽､映像等のファイル交換の増加や、ウイルスの蔓延等により、ネットワーク上のトラヒックが急増するこ

とが予想されるため、ＩＰバックボーンの高度化を図り、通信障害等の問題の発生を防止する必要がある。 

17) 無線インターネットのセキュリティのあり方 

無線ＬＡＮ等によるインターネット利用が普及する中、セキュリティ機能の設定が十分でない場合、電波が

届く範囲内であれば、有線ネットワークよりも比較的容易に通信内容を傍受したり不正アクセスできる可能性

がある。 

18) 情報ネットワークの脆弱性の克服 

情報ネットワークが使用できない状態になれば社会に大きな影響を与える。サイバーテロや災害・停電等

により機能が停止しやすいという脆弱性を内包したネットワークはシステミックリスクにさらされており、その

運用上、適切なセキュリティ対策を施すなど、十分な危機管理を行う必要がある。 

19) 治安・安保へのＩＣＴ活用 

治安や安全保障に対する意識が高まる中、IC チップや生体認証技術を導入した電子パスポートや、運転

免許証のＩＣ化、携帯電話の GPS 機能を活用した最寄り警察・消防等への緊急通報システムなど、ＩＣＴを積

極的に活用すべき分野が多い。 

20) 非ＰＣ機器のセキュリティのあり方 

現在ではネットワークに接続するパソコンのセキュリティ対策が主流であるが、携帯電話やＰＤＡ、情報家

電等もネットワークに接続するようになると、幅広い機器について、ウイルス対策や不正アクセス対策等を行

う必要がある。 
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3. 電子商取引環境の整備 

21) 違法な電子商取引の増加 

ウェブサイトやインターネット・オークション等を通じて、違法薬物や未承認医薬品、武器・銃器、盗品等の

広告や売買が行われる可能性がある。 

22) 消費者相談の急増 

インターネット通販やオークション、匿名掲示板等に関わるトラブルの急増や複雑多様化に伴い、消費者

相談窓口の業務が追いつかないという問題が発生している。 

23) ネットを利用した悪質商法への対応 

利用した覚えのない有料サイト等の代金の支払いを突然聞いたこともない業者から不正に請求される架

空請求、インターネット・オークションにおける架空の出品や偽物販売等の詐欺、ネットを利用したマルチ商

法等による詐欺事件などへの対策を行う必要がある。 

24) ネットを利用した広告の問題 

希望していないのに一方的に送られてくる広告メールや、ウェブサイトを開くと表示されるポップアップ広告

等については、度が過ぎると、消費者に反感や苛立ちを与え、迷惑行為として受け止められる。中には、ポッ

プアップ広告が表示されるだけで、パソコン内のメールアドレス等の情報を勝手に送信するスパイウェアが仕

掛けられるような悪質なものもある。 

25) 利用者の知識や経験の不足 

インターネット通販等で申込ボタンを２回クリックして二重注文になったり、操作ミス等によって不必要なも

のを購入してしまうなど、利用者の知識・経験の不足による問題が増加している。また、販売者側でも、シス

テム上のプログラムミスや違法性の認識不足等によって、悪意がなくても違法販売等の問題を起こす可能性

がある。 

26) 電子決済の安全性の確保 

磁気読み取り装置を使ってクレジットカード情報を盗み、これを不正に使用する「スキミング」対策のほか、

インターネットや IC カード、携帯電話等を利用した電子決済システムにおける電子マネー等の安全性を確保

するための対策を行う必要がある。 

27) 電子商取引の国際的問題 

各国の法制度や商慣習等が異なる中で、国境を越えた電子商取引の拡大に伴い、合法的な取引の範囲、

課税の有無、広告規制、クーリングオフ制度等、国際的な整合性に関わる様々な問題が顕在化している。 

28) ネット上の商業活動に関するルールの未整備 

インターネット上の電子商取引に係る法令又はルール等の整備が不十分であり、既存の法体系の中での

電子商取引に関する解釈も未整備な点が多く残る等、事業者や消費者が混乱する可能性がある。 

29) 電子商取引の規格 

電子商取引において、伝票、データフォーマット、通信プロトコル等が標準化されておらず、各社が個別仕

様に基づき開発を行っている EDI 等においては、各社独自のシステム変更やデータ変換プログラムの作成

等を強いられるという非効率が発生している。 

30) 電子署名・電子認証の範囲 

電子署名・電子認証を利用する機会が増えつつあるが、電子政府や電子自治体ではその本格的な導入

が必ずしも十分に進んでおらず、電子文書の確定時刻を証明するタイムスタンプ、指紋や顔による生体認証、

医師・弁護士等の資格保有の認証等への用途拡大も課題となっている。 
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4. 違法・有害コンテンツ、迷惑通信への対応 

31) 有害サイトの増加 

インターネット上では情報の発信が容易であるため、公序良俗に反する内容のサイト（ポルノ、暴力、カル

ト又は差別的な内容等を含むもの）が多く存在する。 

32) 犯罪行為の助長の問題 

インターネット上の電子掲示板において違法行為を呼びかける投稿が行われることが多く、犯罪ほう助的

な情報を掲載しているサイトも存在し、実際にそのようなサイトを参考とした事件も発生している。 

33) 迷惑メールへの対応 

これまで、携帯電話やパソコン等における迷惑メールへの対策として、迷惑メール対策法による取締まり

や、電気通信事業者の自主的対応により、一定の成果を上げてきたが、近年、送信行為の巧妙化、悪質化

等が進行しており、いまだ迷惑メール問題は解決していないという状況が続いている。 

34) 迷惑電話 

携帯電話にワンコールのみ行い、着信履歴を残すことにより有料電話番号にコールバックさせる、いわゆ

る「ワン切り」の手口が巧妙化している他、古典的ないたずら電話、執拗なセールス、広告ＦＡＸなどの問題も

ある。 

35) 匿名掲示板 

多数の参加者が情報を共有できる匿名掲示板においては、その匿名ゆえの誹謗中傷や、根も葉もない噂、

個人情報の不当な公開の他、特定の掲示板に対して集団で書き込みを行う嫌がらせ等の問題が生じてい

る。 

36) ネット上の賭博行為 

日本において違法とされる賭博行為や一部のネットゲーム等に、国内から海外のサーバに接続すること

によって参加できるようにして刑法の網をくぐる等、法制度上の問題がある。 

37) 青少年のコンテンツ利用の保護 

ネット上には大量の違法・有害コンテンツが氾濫し、ネットを青少年が健全に利用できるような仕組み必要

ではあるが、ネット上の情報に関するフィルタリングやＶチップ、年齢確認等の手段が未確立で十分に機能し

ておらず、制度的な対応も課題となっている。 

38) プロバイダー責任のあり方 

プロバイダーはしばしば掲示板等における誹謗中傷や権利侵害の加害者と被害者の板ばさみとなり、そ

の責任範囲が明確でなかったため、2001 年にプロバイダー責任法が成立し基準が確立したが、現段階では

判例の蓄積を進める段階であると共に、さらなる対応を図る余地がまだ残されている。 

39) コンテンツの安全性・信頼性の確保 

コンテンツが技術的に高度化し、ブラウザの稼働しているシステムの動作異常を引き起こす「ブラウザクラ

ッシャー」など、システムの欠点を突いて問題を引き起こすものが登場したほか、風説の流布などコンテンツ

自体の信頼性に疑問があるものもあり、ネット上のコンテンツの安全性・信頼性を確保する必要がある。 

40) コンテンツ提供の国際的問題 

国境をまたいでのコンテンツ流通が常識的となりつつある中、各国の宗教や文化、言語等の差異からコン

テンツの内容について、国際的なトラブルが生ずるおそれがある。 
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5. 知的財産権への対処 

41) ドメイン等の不正利用  

著名人、有名企業などが利用すると思われるドメインをあらかじめ取得し、のちに転売しようとする「サイバ

ースクワッティング」等が問題になり、裁判によって解決を図る例も見られる（近年では日本知的財産仲裁セ

ンターが仲裁を行っている）。 

42) デジタル財の著作権保護のあり方 

1997 年には著作権法に公衆送信権という概念が導入されたが、頻発するウェブサイト上での著作物の無

断転載、不正複製・頒布、ファイル交換ソフトを利用した不正なファイル交換、コピープロテクションの解除等

による著作物の不正利用への対策を講じる必要がある。 

43) ビジネスモデル特許の範囲 

経営へのインターネット活用の普及によりビジネスモデル特許が普及したが、軽微なアイディアまで特許

の対象とされることにより、技術進歩を発展させ公衆の利益に資するという特許の本来の趣旨が形骸化する

おそれがある。 

44) 海外における知的財産権侵害 

海外展開をしているコンテンツ分野等の企業の多くが、模倣品・海賊版などの被害にあっており、特に中

国、韓国等アジアにおける被害が大きいと見られている。 

45) コンテンツの二次利用不足の解消 

テレビ番組をはじめとして、コンテンツの二次利用やマルチユースに関する仕組みが十分整備されておら

ず、二次利用ビジネス環境の整備とそのための制度・条件整備が必要である。 

46) ホームページ等における著作物の利用ルール 

ホームページの登場により、著作物の引用や利用に新しい形態が生まれ、リンクの許諾の必要や他人の

著作物の表示方法等に関し、統一的なルールの整備が十分に進んでいない。 

47) 肖像権等の保護 

ネット上で自由に静止画や動画を公開できるようになったことにより、コンサート会場で無断撮影されたア

イドルの写真がネット等を通じて売買されたり、いわゆるアイコラのように無断で虚偽の映像を作成・公開し

たりする等、肖像権等の侵害が広がっている。 

48) ソフトウェアのオープンソース化 

ウィンドウズに対抗するリナックスに代表されるオープンソースソフトウェアは、ソースを公開することにより

問題点がいち早く発見され広く利用されるという利点を持つと同時に、その脆弱性を悪意ある人も含め大勢

に周知するという問題点も有している。 

49) 知的財産戦略のあり方 

知的財産の重要性が増しつつある中、創造活動への報酬を確保するビジネスモデルの未確立、コンテン

ツ輸出の不振、弁護士・弁理士等知的財産に係る専門家の不足等、知的財産戦略のあり方が問題となる。 

50) パブリックドメイン 

パブリックドメイン（PD）とは著作権が放棄された、あるいは切れた著作物のことであり、多くの人が安価に

利用でき、次の創造活動の糧として重要であるが、日本の著作権法では著作権を完全に放棄することは困

難とされており、PD といえば法律、公文書、あるいは著作権切れの著作物のみであり、その数が十分でな

い。 
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6. 新たな社会規範の定着 

51) 情報機器の廃棄のルール 

情報機器に保存されたデータは、削除されたとしても、特殊なソフトを用いることにより、第三者が復元、入

手することができるため、中古・廃棄パソコンのハードディスク等から重要な情報等が漏洩する可能性があ

る。 

52) 誰にでもわかる情報提供 

ネット上では、専門用語や外来のカタカナ用語等が頻繁に使用されている上、これら用語の定義は一定し

ていないことから、一般の人では情報を正確に把握することが困難なことがある。 

53) モバイル機器の利用マナー 

公共の場や教育現場、医療機関等において、携帯電話等のモバイル機器を節度なく使用することによっ

て生じる騒音または電磁波等が、周囲に対して迷惑又は健康上の悪影響を及ぼす可能性がある。 

54) 会社等におけるネット利用ルール 

会社等におけるネット利用に関して、社員のプライバシーや内部告発の保護等の観点から社内ＬＡＮ利用

者の秘密を保護する方向性と、機密情報の漏洩防止や労務管理上の観点から管理者による社内ＬＡＮの監

視を強化する方向性とがあるが、これらの調和について統一的な指針が確立していない。 

55) ネットを利用した社会活動ルール 

ネットを利用したボランティア活動やコミュニティ活動、兼業等に関し、明確なルールが整備されておらず、

これらの活動に際してネットの利用に起因するトラブルが生ずる可能性がある。 

56) ネット利用に関するマナー（ネチケット） 

メールやホームページ、掲示板等は、不特定多数の者に対して情報を発信することができるが、新しいコ

ミュニケーションの手段であるために、必ずしもマナーが（いわゆるネチケット）が定着しておらず、不快感を

与えてトラブルが生じる可能性がある。 

57) 柔軟な勤務形態  

テレワークのように、使用者と労働者とが勤務場所を一にしない形態の勤務について、（制度的な問題以

外にも）業務の明確化や勤務管理や評価等を行うための方法・ルールが定着しておらず、労働者が疎外感

を味わう等、企業内の雇用面でＩＣＴを活用するノウハウが十分に確立していない。 

58) 情報技術の研究開発における科学技術倫理のあり方  

違法な用途を意図したプログラムの作成、盗撮・盗聴機器として転用されるおそれの強い機器の開発等、

新しい情報通信技術の実用化の是非等に関する判断基準や利用ルールの策定プロセスのあり方が問題と

なる。 

59) 映像コミュニケーションに関するマナー 

テレビ会議やテレビ電話等映像を使った情報交換に係るマナーが未確立であり、直接対面による情報交

換に近い感覚を伴うことがむしろ、微妙な感覚の取り違いやそれに起因する誤解が生じる可能性がある。 

60) ロボット利用に関するルール  

情報機器の発展に伴い、ペットロボット、介護ロボット、ネットワークロボット等、人間生活の深部にまで影

響をもたらすロボットが開発され始めている中、倫理上、公序良俗に反するロボットが開発される可能性があ

る。 
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7. 情報リテラシーの浸透 

61) 外国語情報の比重 

ネット上に存在する情報の多くが外国語であり、利用者の語学習熟度により利用者の情報受信や活用に

格差が生じたり、文化的な多様性が阻害されかねない等の可能性がある。 

62) 収入等による情報格差 

比較的高額で利用方法の複雑なブロードバンドやモバイルのサービスの普及に伴い、利用者の所得水準

や職業、年齢等の違いによって情報格差が生じることがある。 

63) 障害者等への対応 

現在の情報機器に係るインターフェースに関し、利用者に対する情報の入出力は、視覚情報や音声情報、

マウスやキーボードによる入力が鍵となっており、視覚や聴覚、心身等の不自由な障害者は高度な情報機

器を利用しにくい傾向にある。 

64) 教育におけるＩＣＴ利用の促進 

児童生徒に対するＩＣＴ教育を改善するため、ＩＣＴに係る安全やネチケットに関する教育の実施、教員のＩＣ

Ｔ習熟度等の向上、教育用のコンテンツやアプリケーションの整備等を行い、教育におけるＩＣＴ利用を促進

する必要がある。 

65) 社会性や適応力の低下の防止 

ネット上における対人関係は現実社会におけるそれとは異なり、ネットワークを介した関係に依存するあま

り、現実社会でのコミュニケーション能力の不足、直接的な人間関係の回避などによる社会性や適応力の低

下を防ぐ必要がある。 

66) 高度なＩＣＴ人材の不足の解消 

ＩＣＴ分野の国際競争力を確保するには高度なＩＣＴ人材が豊富に存在する必要があり、特にプロジェクトマ

ネージャやＩＣＴアーキテクト等高度人材の育成、ＩＣＴ人材の育成のための教育機関や適正な能力開発プロ

グラムの整備を促進する必要がある。 

67) 情報の氾濫への対応 

ネット上には必ずしも真偽の定かではない情報が氾濫しているため、有用な情報を検索し、抽出する能力

が求められるため、膨大な情報を目的に応じて取捨選択することをサポートするエージェント技術等を充実さ

せる必要がある。 

68) ソフト等のバージョンアップの問題 

ソフトウェアのバージョンアップが次々に進むと、メーカーの旧バージョンに対するサポートが不十分となり、

旧バージョンを使用する利用者に不便を来したり、新規投資や習熟の努力等過度な負担を強いる可能性が

ある。 

69) 中小企業におけるＩＣＴ活用 

中小企業における情報システム導入の遅れ、ＩＣＴ活用のノウハウ不足、サポート体制の不備等に加えて、

いわゆる２００７年問題（団塊の世代が定年退職することにより企業内からノウハウが消失するとされる問

題）が顕在化することが懸念されている。 

70) 誰でも容易に使えるインターフェースの確保 

高齢者や子供をはじめとした、専門的な知識を持たない人や情報機器を利用する機会が少ない人にとっ

て、多くの情報機器は依然使いにくいものであり、音声入力等によるインターフェースの改善が必要である。 
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8. 地理的ディバイドの克服 

71) 基礎的サービスの地域格差 

インターネットへのアクセスや受信可能な地上放送の数等、基礎的な情報サービスについて、地域格差が

広がるおそれがある。 

72) 高度サービスの地域格差の解消 

光ファイバやＡＤＳＬ等の高速接続サービスや携帯電話の通話可能エリア等、高度な情報サービスについ

て、地域格差を是正する必要がある。 

73) 情報通信利用の南北格差 

国際的な観点から、先進国と発展途上国との間の情報サービスについて、南北格差が広がるおそれがあ

る。 

74) 社会資本整備におけるＩＣＴの優先度の見直し 

社会資本整備に関し、公共投資の多くが道路や橋梁等の建設に充てられたままシェアが固定化されてお

り、社会的に必要なＩＣＴ関連の資本整備のあり方が問題となる。 

75) ＩＣＴを活用したまちづくりの格差 

各地域によって、ＩＣＴにおけるキーパーソンの有無や、まちづくりや地場産業の活性化に関するＩＣＴの活

用度合に差が生まれ、住民が得る恩恵に格差が生じる可能性がある。 

76) コンテンツやソフトに関する一極集中 

番組制作会社やクリエータ、システムエンジニア等の大半が首都圏に一極集中しており、地方における魅

力的なコンテンツの制作や発信が進まないことの一因となっている。 

77) 電子自治体における格差の解消 

すべての地方公共団体において、ＩＣＴを利用した質の高い行政サービスを住民が格差なく受けられるよう、

共同アウトソーシングを推進するほか、携帯電話端末を活用した電子申請等の身近な活用方策を提示する

など、電子自治体を積極的に推進する必要がある。 

78) ＩＣＴ産業集積の有無 

地域クラスター形成への取組姿勢によって、ＩＣＴ産業が集積的に立地した地域としなかった地域との間で、

経済成長や若年雇用等の面での経済的格差等が生じる可能性がある。 

79) 地下空間や移動中におけるネット利用 

「いつでもどこでも」ネットにつながるようになる中で、電波の届きにくい地下空間や電波の送受信が不安

定となる高速移動中におけるモバイル機器の利用に支障を来し、利便性が低下する可能性がある。 

80) ソーシャルキャピタルの格差 

地域内のＩＣＴインフラの整備状況により情報ネットワークを通した人間関係に差が生じ、ソーシャルキャピ

タル（いわゆる近所付き合いやＮＰＯ・ボランティア等の結びつきによって醸成される地域コミュニティの相互

的な信頼関係）に格差が生じ、経済力や住みやすさに影響を与える可能性がある。 
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9. 地球環境や心身の健康への配慮 

81) 廃棄物の増加 

情報機器は短期間のうちに高性能な新製品が次々に開発されるため、機器の陳腐化も早く、買い換え等

に伴い、機器や電池等多量のゴミや廃棄物が生じる。 

82) 不法投棄の問題 

リサイクルや処分時に費用を個人で負担する必要があるため、電池や金属等自然環境や人体に有害な

物質が含まれうる情報機器を不法投棄しやすいという問題がある。 

83) エネルギー消費の増加 

常時接続の普及によって、バックアップが必要となったり、電源が入ったままの情報機器が増え、電力エ

ネルギーの消費が増加する可能性がある。 

84) 紙消費の増加 

情報をパソコン上でやりとりすることが可能となっても、一覧性等の問題から紙に印刷して配布することも

なくならず、逆に紙資源の消費が増加する可能性がある。 

85) 新技術の人体への影響の軽減 

コミュニケーション技術の発達によって懸念されている、人間の知覚や認知への悪影響を軽減するととも

に、人体への影響に係る科学的研究成果等について広報・啓発活動を行うことにより、利用者の不安を解消

する必要がある。 

86) 流通における情報財の未活用 

現在の流通形態では、例えばソフトの販売では何重にも包装を施すなど資源や労力を大量に消費してお

り、データ頒布へ切り替えることで効率化を図るといった取組が十分になされていない。 

87) 電子タグのリサイクルのあり方 

今後電子タグが生活の至るところに利用されるようになると、その寿命を考えながら、どのように利用して

リサイクルし、廃棄するかが問題となってくるが、そのような検討はまだ十分になされていない。 

88) 青少年の発育への影響の健全化 

成長段階にある子供がテレビやゲーム、インターネット等に過度に依存することによって生じる、運動不足

や勉強不足、視聴覚機能の低下等、健康・発育への悪影響を低減する必要がある。 

89) 仮想体験の増加による実体験不足 

パソコンやインターネット等を通じた仮想体験に過度に依存すると、直接経験・実感し、自然に触れるとい

った実体験が不足したり、仮想体験を実体験と錯覚したりするようになるといった危険性がある。 

90) 体内へのハイテク機器の埋め込み 

脳への人工記憶装置の埋め込みによる記憶・情報処理能力の増大や、体内への電子タグの埋め込みに

よる誘拐等の防止というように、ハイテク機器を体内へ埋め込むような利活用の局面が想像されるが、その

安全性や倫理上の問題等が大きな課題となる。 
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10. サイバー対応の制度・慣行の整備 

91) 対面販売や文書保存等の義務付け 

インターネットやテレビ電話、記憶媒体等の発達により、対面販売や物理的な店舗設置、紙での書類保存

等の必要は低下してきているが、それらが規制等によって義務づけられていることにより、新しいサービスの

創出や利便性の低下を招く状況が生じる。 

92) ＩＣＴベンチャー等の資金調達 

ＩＣＴベンチャー等は優秀な技術や将来性を有していても、現在の制度では、ソフトやコンテンツを担保とす

ることの困難性、目利きのできるベンチャーキャピタルの不足、再挑戦のしにくい風土等により、資金調達が

困難であることが多い。 

93) 電子政府の利便性の向上 

電子政府化は進展しているものの、電子調達時のデータ形式や規格が統一されていないこと、添付書類

は別途郵送や持参する必要があることなど、電子申請化が不完全なことに起因する不便を解消する必要が

ある。 

94) 税制分野におけるＩＣＴの利活用 

確定申告や納税にパソコンやインターネットを利活用する取組が部分的にとどまり、電子納税制度が未発

達であるため、納税者の利便性の向上や徴税の効率化が十分に進んでいない。 

95) 農林水産分野におけるＩＣＴの利活用 

食の安全についての関心が高まる中、生産者や生産地等の特定を可能とするトレーサビリティの確保に

ついてはＩＣＴの利活用が進みつつあるが、農業や水産業全体については、ＩＣＴを積極的に活用し、効率化

や生産性の向上を図る取組が十分に進んでいない。 

96) 司法におけるＩＣＴの利活用 

地方の中には弁護士が少ない地域もあり、裁判や弁護士相談、判例検索等の司法サービスを遠隔からＩ

ＣＴを活用して利用することへのニーズは高いが、司法分野におけるＩＣＴの利活用は全体的に遅れており、

e-Japan 戦略における目標設定もなされていない状況にある。 

97) 医療におけるＩＣＴの利活用の促進 

医師や病院が少ない地域においては、医療サービスを遠隔からＩＣＴを活用して利用することへのニーズ

は高く、本格的な遠隔医療を可能とする制度整備を進展させる必要がある。また、医療サービスの高度化や

効率化につながる電子カルテやレセプトの整備を促進する必要がある。 

98) 労働分野におけるＩＣＴの利活用 

職場から離れた場所で仕事ができるテレワークやＳＯＨＯ等の新しい労働形態への対応や、ＩＣＴを活用し

た人材紹介システムの整備、外国人ＩＣＴ技術者の入管規制の緩和等、変化の激しいＩＣＴ分野の労働環境に

ついて柔軟な制度的対応が求められている。 

99) 地方公共団体の業務の標準化 

電子自治体を効率的に推進するため、共同アウトソーシングの推進等を通じた、地方公共団体の業務シ

ステムやデータの標準化を推進する必要がある。 

100) アジア等におけるリーダーシップ不足 

日本はＩＣＴ先進国となりつつあるが、ＩＣＴ導入や技術の標準化、ユビキタスネット社会実現の成功モデル

の提示、発信等の面において、アジア・太平洋地域を中心に国際的なリーダーシップを強力に発揮していくこ

とが内外から期待されている。 
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ユビキタスネット社会の影の課題（大分類）ユビキタスネット社会の影の課題（大分類）
に係る国際的政策動向に係る国際的政策動向

参考資料3.2
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「プライバシーの保護」に関する政策の近年動向「プライバシーの保護」に関する政策の近年動向

各組織に関して、公的部門についての個人情報保護は比較的早い段階で整備されている。民間部門についても引き続いて法的な対応は取られている。しかし、法
的対応だけでは限界があり、運用上の様々な対処を行っているのが現状である。

米
国

米
国

欧
州

欧
州

国
際
機
関

国
際
機
関

ア
ジ
ア

ア
ジ
ア

○ プライバシー法 ほか
公的部門を対象とした情報の取扱いを定めたものが1974年に制定。民間部門に対する
包括的な法律は無い。ビデオ・プライバシー法（1988年）や児童オンラインプライバシー法
（1998年）が個別に定められている以外は、自主規制によって対応されている。

○ FTC（連邦取引委員会） によるプライバシー関連対策（現在実施分）
National Do-Not-Call List の作成 / スパムメール対策の強化 / ID窃盗被害者の救済
/ 個人金融情報詐取の防止 / 信用調査の正確性の向上と法令遵守の徹底 / プライバ
シー保護の徹底 / Children’s Online Privacy 規定の徹底 / プライバシー問題に関する
消費者申し立て窓口の設置 / 電話勧誘販売に関する規則の強化 / 潜在顧客情報の利
用に関する制限 / GLBA（金融機関における顧客情報取扱いに関する法律）の徹底

○ プライバシー法 ほか
公的部門を対象とした情報の取扱いを定めたものが1974年に制定。民間部門に対する
包括的な法律は無い。ビデオ・プライバシー法（1988年）や児童オンラインプライバシー法
（1998年）が個別に定められている以外は、自主規制によって対応されている。

○ FTC（連邦取引委員会） によるプライバシー関連対策（現在実施分）
National Do-Not-Call List の作成 / スパムメール対策の強化 / ID窃盗被害者の救済
/ 個人金融情報詐取の防止 / 信用調査の正確性の向上と法令遵守の徹底 / プライバ
シー保護の徹底 / Children’s Online Privacy 規定の徹底 / プライバシー問題に関する
消費者申し立て窓口の設置 / 電話勧誘販売に関する規則の強化 / 潜在顧客情報の利
用に関する制限 / GLBA（金融機関における顧客情報取扱いに関する法律）の徹底

○ EU
個人情報保護指令 （Directive 95/46/EC.1995年）
対象国は本指令を満たすための法律、規則、および行政規定の施行を要求された。
OECD8原則に加え、特別カテゴリーの処理、個人データのEU外移動の制限などが定め
られている。
データ保護指令 （Directive 2002/58/EC, 2002年）
電子通信装置及びサービスの法人利用者の正当な利益の保護に関してDirective 
95/46/ECを補完するもの。
○ データ保護指令について各国における対応法の制定状況 （カッコ内は制定年）
ベルギー（1998年） / デンマーク（2000年） / ドイツ（2001年施行） / スペイン（1999年） / 
フランス（2004年施行） / ギリシア（1997年） / イタリア（1996年） / アイルランド（2003年）
/ ルクセンブルク（2002年） / オランダ（2000年） / オーストリア（2000年） / ポルトガル（
1998年） / スウェーデン（1998年） / フィンランド（1999年） / イギリス（1998年）

○ EU
個人情報保護指令 （Directive 95/46/EC.1995年）
対象国は本指令を満たすための法律、規則、および行政規定の施行を要求された。
OECD8原則に加え、特別カテゴリーの処理、個人データのEU外移動の制限などが定め
られている。
データ保護指令 （Directive 2002/58/EC, 2002年）
電子通信装置及びサービスの法人利用者の正当な利益の保護に関してDirective 
95/46/ECを補完するもの。
○ データ保護指令について各国における対応法の制定状況 （カッコ内は制定年）
ベルギー（1998年） / デンマーク（2000年） / ドイツ（2001年施行） / スペイン（1999年） / 
フランス（2004年施行） / ギリシア（1997年） / イタリア（1996年） / アイルランド（2003年）
/ ルクセンブルク（2002年） / オランダ（2000年） / オーストリア（2000年） / ポルトガル（
1998年） / スウェーデン（1998年） / フィンランド（1999年） / イギリス（1998年）

○ W3C国際標準規格P3P
Webサイト上のプライバシーポリシーの表示方法を提供するための方法を標準化した規
格。この情報を機械可読式な状態で提供することにより、個人情報利用の適切性を機械
的に判断できるようになる。
○ OECD理事会勧告
「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」 （1980年）
この勧告により加盟国の国内法による個人情報保護への対応を求めている。強制力は
ない。付属文書「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」のう
ちの第2部「国内適用における基本原則」で示された８原則（①収集制限の原則、②デー
タ内容の原則、③目的明確化の原則、④利用制限の原則、⑤安全保護の原則、⑥公開
の原則、⑦個人参加の原則、⑧責任の原則）は、各EU指令にも反映されている。

○ W3C国際標準規格P3P
Webサイト上のプライバシーポリシーの表示方法を提供するための方法を標準化した規
格。この情報を機械可読式な状態で提供することにより、個人情報利用の適切性を機械
的に判断できるようになる。
○ OECD理事会勧告
「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」 （1980年）
この勧告により加盟国の国内法による個人情報保護への対応を求めている。強制力は
ない。付属文書「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」のう
ちの第2部「国内適用における基本原則」で示された８原則（①収集制限の原則、②デー
タ内容の原則、③目的明確化の原則、④利用制限の原則、⑤安全保護の原則、⑥公開
の原則、⑦個人参加の原則、⑧責任の原則）は、各EU指令にも反映されている。

○ シンガポール
個人情報保護法は存在しないが、慣習法や個別法（コンピュータ不正使用法、電気通信
法等）において、個人情報保護を定めている。

○ 韓国
公共機関の個人情報保護に関する法律（1999年）
個人情報保護ガイドライン（2000年）
信用情報の利用及び保護に関する法律（2000年） など

○ マレーシア
サイバー法 電子署名や個人情報保護などの電子商取引関係の法律。

○ オーストラリア
改正連邦プライバシー法

○ シンガポール
個人情報保護法は存在しないが、慣習法や個別法（コンピュータ不正使用法、電気通信
法等）において、個人情報保護を定めている。

○ 韓国
公共機関の個人情報保護に関する法律（1999年）
個人情報保護ガイドライン（2000年）
信用情報の利用及び保護に関する法律（2000年） など

○ マレーシア
サイバー法 電子署名や個人情報保護などの電子商取引関係の法律。

○ オーストラリア
改正連邦プライバシー法

日
本
日
本

○法令
住民基本台帳法 / 個人情報保護法 / 貸金業の規制等に関する法律 / 割賦販売法 / 電子署
名法 / 警察法 / 行政機関個人情報保護法 / 独立行政法人個人情報保護法 / 電気通信事業
法 / 有線電気通信法 / 電波法
○指針・ガイドライン
労働者の個人情報保護に関する行動指針（厚労省） / 情報サービス産業個人情報保護ガイドラ
イン（JISA） / ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（文科省ほか） / 個人遺伝情報流
通ガイドライン（バイオインダストリー協会） / 政府の地理情報の提供に関するガイドライン（内閣
官房） / 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン（総務省） / 電子タグに関す
るプライバシー保護ガイドライン（経産省、総務省）

電気通信事業法 / 有線電気通信法 / 電波法 / 信用情報機関の運営等に関する通達（財務省・
経産省） / 

○教育・啓発
携帯電話等に着信する迷惑メールに対する自衛策について（総務省） / デジタル万引き防止ポ
スター（日本雑誌協会、TCA） / 情報通信白書 for kids （総務省）



参考－77

「情報セキュリティの確保」に関する政策の近年動向「情報セキュリティの確保」に関する政策の近年動向

各国とも情報ネットワークが重要な社会インフラであるという認識は有しており、法整備や担当機関の設置は成されている。しかしながら情報セキュリティ先進国で
ある米国においても、まだ充分な体制とはいえない。

米
国

米
国

欧
州

欧
州

国
際
機
関

国
際
機
関

ア
ジ
ア

ア
ジ
ア

○ 大統領指示事項第63号（1998年）
サイバーテロに対応するために、官民の協力、政府機構の整備を発表
○ 連邦コンピュータ成績表（2000年～）
下院の政府改革委員会によって毎年実施。各省庁の情報セキュリティ対策や主要な情報
資産の棚卸の実施程度を評価している。
○ 情報システム防衛計画（2002年）
社会インフラやコンピュータネットワークへの防御を強化するために20億ドルの予算を割
り当てる。人員の育成、試験システムの構築などの活動が行われた。
○ 連邦情報セキュリティ管理法（FISMA, 2002年）
電子政府法の一環として成立。各省庁は年に一回、自らの情報セキュリティを見直し、行
政管理予算局に対してセキュリティ報告書を提出することが義務付けられた。
○ US-CERT (Computer Emergency Readiness Team) による対策（2004年）
National Cyber Alert System 部門を新設。企業、政府機関、一般人に対して情報セキュ
リティの脆弱性・危険性について情報を提供する。

○ 大統領指示事項第63号（1998年）
サイバーテロに対応するために、官民の協力、政府機構の整備を発表
○ 連邦コンピュータ成績表（2000年～）
下院の政府改革委員会によって毎年実施。各省庁の情報セキュリティ対策や主要な情報
資産の棚卸の実施程度を評価している。
○ 情報システム防衛計画（2002年）
社会インフラやコンピュータネットワークへの防御を強化するために20億ドルの予算を割
り当てる。人員の育成、試験システムの構築などの活動が行われた。
○ 連邦情報セキュリティ管理法（FISMA, 2002年）
電子政府法の一環として成立。各省庁は年に一回、自らの情報セキュリティを見直し、行
政管理予算局に対してセキュリティ報告書を提出することが義務付けられた。
○ US-CERT (Computer Emergency Readiness Team) による対策（2004年）
National Cyber Alert System 部門を新設。企業、政府機関、一般人に対して情報セキュ
リティの脆弱性・危険性について情報を提供する。

○ EU
情報システムへの攻撃に対する欧州委員会としてのフレームワーク （2002年）
情報システムに対する違法なアクセスに対応するためのもの。具体的には国際的なハッ
キング行為や、コンピュータウィルスの散布などを想定している。
ENISAによる活動 (European Network and Information Security Agency)
EU各国の情報ネットワーク構築に関して助言やリスク分析を実施する。
FP6 （2002年～2006年）
2002年～2006年のEUにおける第六次研究開発フレームワーク（FP6）において、情報通
信技術の国際的な信頼性と安全性の向上は予算を付与する対象として挙げられている。
○ イギリス（1999年）
省庁横断の情報セキュリティ組織として国家インフラストラクチャ安全調整局を設置。
○ ドイツ
内務省内部に情報化統括責任者室を設置。
○ フランス
国防総事務局に情報セキュリティ機能を集積し、情報セキュリティ関連政策を立案。

○ EU
情報システムへの攻撃に対する欧州委員会としてのフレームワーク （2002年）
情報システムに対する違法なアクセスに対応するためのもの。具体的には国際的なハッ
キング行為や、コンピュータウィルスの散布などを想定している。
ENISAによる活動 (European Network and Information Security Agency)
EU各国の情報ネットワーク構築に関して助言やリスク分析を実施する。
FP6 （2002年～2006年）
2002年～2006年のEUにおける第六次研究開発フレームワーク（FP6）において、情報通
信技術の国際的な信頼性と安全性の向上は予算を付与する対象として挙げられている。
○ イギリス（1999年）
省庁横断の情報セキュリティ組織として国家インフラストラクチャ安全調整局を設置。
○ ドイツ
内務省内部に情報化統括責任者室を設置。
○ フランス
国防総事務局に情報セキュリティ機能を集積し、情報セキュリティ関連政策を立案。

○ BS7799
英国規格協会によって規定される、企業・団体向けの情報システムセキュリティ管理のガ
イドラインのことを指す。特にセキュリティの運用管理に重点が置かれている点が特徴。
○ ISO/IEC15408 （情報セキュリティ評価基準）
情報技術セキュリティの観点から、情報技術に関連した製品およびインターネットシステ
ムが適切に設計され、その設計が過不足なく実装されていることを客観的に評価・保証す
るために必要な各種事項を定義する国際標準規格。
○ OECD情報セキュリティガイドライン改訂版（2002年）
1992年の採択以来10年ぶりの改訂。そもそもは加盟各国における情報システムのセキュ
リティ施策の整合性を取るためのガイドラインという位置付けである。本改訂により情報
ネットワークの急拡大などの変化に対応するための更新が行われた。
○ ISO/IEC17799（2000年）
BS7799のPart1を国際標準化したもの。情報セキュリティの管理を実施する上での規範を
定めた国際規格。

○ BS7799
英国規格協会によって規定される、企業・団体向けの情報システムセキュリティ管理のガ
イドラインのことを指す。特にセキュリティの運用管理に重点が置かれている点が特徴。
○ ISO/IEC15408 （情報セキュリティ評価基準）
情報技術セキュリティの観点から、情報技術に関連した製品およびインターネットシステ
ムが適切に設計され、その設計が過不足なく実装されていることを客観的に評価・保証す
るために必要な各種事項を定義する国際標準規格。
○ OECD情報セキュリティガイドライン改訂版（2002年）
1992年の採択以来10年ぶりの改訂。そもそもは加盟各国における情報システムのセキュ
リティ施策の整合性を取るためのガイドラインという位置付けである。本改訂により情報
ネットワークの急拡大などの変化に対応するための更新が行われた。
○ ISO/IEC17799（2000年）
BS7799のPart1を国際標準化したもの。情報セキュリティの管理を実施する上での規範を
定めた国際規格。

○ 中国
・電信条例（2000年） 第５８条
情報の詐取、コンピュータウィルスの作成・伝達などを禁止。その他、より詳細な事項に
ついてはインターネット関連法規により管理されている。 （いずれも2000年に可決）
・インターネットセキュリティ保護の決定 国際接続管理やセキュリティ保護について
コンピュータ情報システムの安全保護に関する条例
コンピュータ情報ネットワークのインターネットへの接続安全保護の管理規定
コンピュータ情報ネットワークのインターネットへの接続の機密保持管理規定
など。
○ シンガポール
コンピュータ不正使用法
○ マレーシア
コンピュータ犯罪法（1997） 不正アクセスについて規定。
○ 韓国
韓国情報保護振興院による各種活動

○ 中国
・電信条例（2000年） 第５８条
情報の詐取、コンピュータウィルスの作成・伝達などを禁止。その他、より詳細な事項に
ついてはインターネット関連法規により管理されている。 （いずれも2000年に可決）
・インターネットセキュリティ保護の決定 国際接続管理やセキュリティ保護について
コンピュータ情報システムの安全保護に関する条例
コンピュータ情報ネットワークのインターネットへの接続安全保護の管理規定
コンピュータ情報ネットワークのインターネットへの接続の機密保持管理規定
など。
○ シンガポール
コンピュータ不正使用法
○ マレーシア
コンピュータ犯罪法（1997） 不正アクセスについて規定。
○ 韓国
韓国情報保護振興院による各種活動

日
本
日
本

○法令
通信傍受法 / 不正アクセス禁止法 / 行政手続きオンライン三法
○指針・ガイドライン
コンピュータウィルス対策基準（経産省） / コンピュータ不正アクセス対策基準（経産省） / 情報
セキュリティポリシーに関するガイドライン / 無線インターネットのセキュリティに関するガイドライ
ン（総務省） / 無線LANのセキュリティに関するガイドライン（JEITA） / サイバーテロ対策に係る
官民の連絡・連携体制について（IT戦略会議） / 地方公共団体における情報セキュリティポリシ
ーに関するガイドライン

○教育・啓発
国民のための情報セキュリティサイト（総務省） / ハイテク犯罪対策サイト（警察庁）



参考－78

「電子商取引環境の整備」に関する政策の近年動向「電子商取引環境の整備」に関する政策の近年動向

電子商取引については各国とも情報化政策の第一項目として取り組んでいる。比較的遅く（2000年代に入ってから）情報化が進んだ国においても、まずはじめに
電子商取引関連法（取引自体に関する規定や電子署名関連の規定）を制定する傾向がある。

米
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米
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○ 統一商事法典第2編 （2003年）
第二編は「販売（Sales）」について定めた部分である。
○ 統一電子取引法(UETA) （1999年）
各州法のための電子署名等に関する統一モデル法。
○ 電子署名法（2000年）
文書への署名を法的に義務づけていた契約に対しても電子署名を利用することが可能と
する法律。取引国に対する電子署名の受け入れの促進や、消費者保護条約を含む。
○ インターネットを利用した取引に対する特別課税の禁止（2004年5月）
2003年11月に失効していたインターネット取引に対する特別な課税を禁止する法律（
Internet Tax Freedom Act）を継続させるもの。同法は州などの地方自治体がインターネ
ットを利用した取引に対して特別な課税をすることを禁止するもの。

○ 統一商事法典第2編 （2003年）
第二編は「販売（Sales）」について定めた部分である。
○ 統一電子取引法(UETA) （1999年）
各州法のための電子署名等に関する統一モデル法。
○ 電子署名法（2000年）
文書への署名を法的に義務づけていた契約に対しても電子署名を利用することが可能と
する法律。取引国に対する電子署名の受け入れの促進や、消費者保護条約を含む。
○ インターネットを利用した取引に対する特別課税の禁止（2004年5月）
2003年11月に失効していたインターネット取引に対する特別な課税を禁止する法律（
Internet Tax Freedom Act）を継続させるもの。同法は州などの地方自治体がインターネ
ットを利用した取引に対して特別な課税をすることを禁止するもの。

○ EU
・電子商取引指令（2000年）
・電子署名指令（1999年）
・消費者金融サービスの遠隔マーケティングに関する指令（2002年）
・プライバシーと電気通信に関する指令（2002年）
・情報社会における複製権とそれに類する権利の調和化指令（2001年）
・電子商取引におけるVATの取り扱いに関する指令（2002年）

○ EU
・電子商取引指令（2000年）
・電子署名指令（1999年）
・消費者金融サービスの遠隔マーケティングに関する指令（2002年）
・プライバシーと電気通信に関する指令（2002年）
・情報社会における複製権とそれに類する権利の調和化指令（2001年）
・電子商取引におけるVATの取り扱いに関する指令（2002年）

○ OECD
電子商取引について、消費者保護策の勧告書を公表 （2003年）
消費者保護当局が二国間や多国間で悪質業者の情報を共有、交換するよう促した。具
体策として（１）消費者の苦情（２）悪質業者の所在地、電話番号（３）悪質行為の証拠書
類などを盛り込んだデータベース構築を提唱した。各国政府が国外の消費者被害を放置
しないよう、外国の消費者を狙った国内業者の悪質商行為の取り締まりも求めた。国内
外の消費者や事業者を同等に扱うため、各国が二国間で取り決めを結ぶことも提言して
いる。
○ WTO （世界貿易機関）
グローバルな電子商取引に関する宣言（1998年）
2001年には1998年の宣言を支持、継続する閣僚宣言が出された。
○ UNCITRAL （国連国際商取引委員会）
電子商取引一般についてのモデル法（1996年）

○ OECD
電子商取引について、消費者保護策の勧告書を公表 （2003年）
消費者保護当局が二国間や多国間で悪質業者の情報を共有、交換するよう促した。具
体策として（１）消費者の苦情（２）悪質業者の所在地、電話番号（３）悪質行為の証拠書
類などを盛り込んだデータベース構築を提唱した。各国政府が国外の消費者被害を放置
しないよう、外国の消費者を狙った国内業者の悪質商行為の取り締まりも求めた。国内
外の消費者や事業者を同等に扱うため、各国が二国間で取り決めを結ぶことも提言して
いる。
○ WTO （世界貿易機関）
グローバルな電子商取引に関する宣言（1998年）
2001年には1998年の宣言を支持、継続する閣僚宣言が出された。
○ UNCITRAL （国連国際商取引委員会）
電子商取引一般についてのモデル法（1996年）

○ 中国
商用暗号管理条例（1999年）
○ シンガポール
電子商取引法
○ 韓国
電子文書利用促進法の制定、電子金融取引法の制定。
電子取引基本法・商標法・不正競争防止法・著作権法の改正。
電子商取引消費者保護方針の制定、標準約款の制定など。
○ マレーシア
電子商取引法（2001年）
電子取引法令（2004年）
デジタル署名法（1997年）

○ 中国
商用暗号管理条例（1999年）
○ シンガポール
電子商取引法
○ 韓国
電子文書利用促進法の制定、電子金融取引法の制定。
電子取引基本法・商標法・不正競争防止法・著作権法の改正。
電子商取引消費者保護方針の制定、標準約款の制定など。
○ マレーシア
電子商取引法（2001年）
電子取引法令（2004年）
デジタル署名法（1997年）

日
本
日
本

○法令
特定商取引法 / 景品表示法 / 下請代金支払遅延等防止法 / 無限連鎖講の防止に関する法律
/ 個人情報保護法 / 電子署名法
○指針・ガイドライン
インターネット接続サービス契約約款モデル条項（テレコムサービス協会） / 架空請求に対する
対策（国民生活センター） / 消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問
題点と留意事項（公取委） / 在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン /日本通販協会ガイ
ドライン（日本通販協会） / 電子商取引に関する準則（経産省） /

ICカード型電子マネーシステムセキュリティーガイドライン（ECOM）/ 消費者保護のための規則（
金融庁） / 商業登記情報に基づく電子認証システムの利用方法に関するガイドライン（電子認証
システム推進検討会）
○教育・啓発
消費者被害速報（国民生活センター） / 悪徳商法への注意喚起（警察庁） / インターネットを利
用する方のためのルール＆マナー（財団法人インターネット協会） / インターネット自己防衛マニ
ュアル（テレコムサービス協会）



参考－79

「違法・有害コンテンツ、迷惑通信への対応」に関する政策の近年動向「違法・有害コンテンツ、迷惑通信への対応」に関する政策の近年動向

違法・有害コンテンツ、迷惑通信への対応のうち、迷惑メール対策とフィルタリングについては積極的になされている。ただし、米国のCIPAを例として挙げられるよう
に有害コンテンツを不用意に制限することは言論の自由に抵触することとなるため、フィルタリングを超えて対策が行われている例は稀である。
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○ CIPA （Children's Internet Protection Act：児童インターネット保護法） （2000年）
政府補助を受けている学校などにフィルタリングを義務付ける法律。ただし、言論の自由
を侵害するとして、違憲判決を受けており、制定はされたものの、施行はされていない。
○ CAN-SPAM法 （Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act ）

受信者にスパムメールを受信拒否できる選択肢を与える法律。 未承諾のポルノグラフィ
ーおよびマーケティング攻撃に対する規制を定めている。該当メールには件名に特定ラ
ベルを付けることが義務づけられ、違反者は罰金もしくは禁固の刑に処せられる。
○ COPPA （The Children's Online Privacy Protection Act ）
アメリカで1998年に制定・公布された法律。インターネット上で子供を保護するため、児童
向け商用サイトで児童の個人情報を収集する際には保護者の同意や情報漏洩の防止な
どの対応を講じることが義務付けられている。
○ Vチップ
2001年より13インチ以上のテレビにはVチップを搭載することが義務付けられている。
○ セイフハーバー時間
「みだら」の定義に当てはまる放送を午後10時から午前6時の間のみ許可するFCC規則。

○ CIPA （Children's Internet Protection Act：児童インターネット保護法） （2000年）
政府補助を受けている学校などにフィルタリングを義務付ける法律。ただし、言論の自由
を侵害するとして、違憲判決を受けており、制定はされたものの、施行はされていない。
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受信者にスパムメールを受信拒否できる選択肢を与える法律。 未承諾のポルノグラフィ
ーおよびマーケティング攻撃に対する規制を定めている。該当メールには件名に特定ラ
ベルを付けることが義務づけられ、違反者は罰金もしくは禁固の刑に処せられる。
○ COPPA （The Children's Online Privacy Protection Act ）
アメリカで1998年に制定・公布された法律。インターネット上で子供を保護するため、児童
向け商用サイトで児童の個人情報を収集する際には保護者の同意や情報漏洩の防止な
どの対応を講じることが義務付けられている。
○ Vチップ
2001年より13インチ以上のテレビにはVチップを搭載することが義務付けられている。
○ セイフハーバー時間
「みだら」の定義に当てはまる放送を午後10時から午前6時の間のみ許可するFCC規則。

○ EU
「グローバルネットワーク上の違法および有害情報への対処による安全なインターネット
利用の促進に関する行動計画」 （1999年）
これに加え1999年から2001年までの三年間で2500万ユーロを補助金として供出。
○ データ保護指令（Directive 2002/58/EC, 2002年）
受信者の同意なしに商業目的で電子的なメッセージ(電子メール/携帯電話メールのみな
らずファックス通信も含まれる)を送ることを規制する。データ保護指令についての各国の
国内法への対応策については、「プライバシーの保護」の項で示した通りである。
○ Safer Internet Project （1999年～）
違法・有害コンテンツに対する欧州委員会によるプロジェクト。第1フェーズとして、1999-
2002年には37のプロジェクトが採択された。うち、13のプロジェクトはインターネット上のコ
ンテンツに対するレイティングとフィルタリングの技術を向上させるプロジェクトである。第2
フェーズとしてSIAP(Safer Internet Action Plan Work Program)が2003～2004年に実施。
第3フェーズとしてSIP(Safer Internet Action Plus)が2005～2008年に実施予定。

○ EU
「グローバルネットワーク上の違法および有害情報への対処による安全なインターネット
利用の促進に関する行動計画」 （1999年）
これに加え1999年から2001年までの三年間で2500万ユーロを補助金として供出。
○ データ保護指令（Directive 2002/58/EC, 2002年）
受信者の同意なしに商業目的で電子的なメッセージ(電子メール/携帯電話メールのみな
らずファックス通信も含まれる)を送ることを規制する。データ保護指令についての各国の
国内法への対応策については、「プライバシーの保護」の項で示した通りである。
○ Safer Internet Project （1999年～）
違法・有害コンテンツに対する欧州委員会によるプロジェクト。第1フェーズとして、1999-
2002年には37のプロジェクトが採択された。うち、13のプロジェクトはインターネット上のコ
ンテンツに対するレイティングとフィルタリングの技術を向上させるプロジェクトである。第2
フェーズとしてSIAP(Safer Internet Action Plan Work Program)が2003～2004年に実施。
第3フェーズとしてSIP(Safer Internet Action Plus)が2005～2008年に実施予定。

○ 米・連邦取引委員会 (FTC) と英・公正取引庁 (OFT)の声がけで、初の迷惑メール（ス
パムメール）対策機関国際会議が開催された。ロンドンでの同会議に、20余か国の政府
機関が参加。 （2004年10月）

○ 国際電気通信連合（ＩＴＵ）はインターネット上で広告や宣伝を無差別に送りつける「迷
惑電子メール」問題を解決するには、国境を超えた情報交換や迅速な摘発が決め手だと
し多国間了解覚書の締結を提唱。国ごとの強力な法整備や技術的な防止策の向上を目
指し、2年後をメドに解決する目標を打ち出した。（2004年8月）

○ 米・連邦取引委員会 (FTC) と英・公正取引庁 (OFT)の声がけで、初の迷惑メール（ス
パムメール）対策機関国際会議が開催された。ロンドンでの同会議に、20余か国の政府
機関が参加。 （2004年10月）

○ 国際電気通信連合（ＩＴＵ）はインターネット上で広告や宣伝を無差別に送りつける「迷
惑電子メール」問題を解決するには、国境を超えた情報交換や迅速な摘発が決め手だと
し多国間了解覚書の締結を提唱。国ごとの強力な法整備や技術的な防止策の向上を目
指し、2年後をメドに解決する目標を打ち出した。（2004年8月）

○ 中国
電信条例（2000年） 第５７条
国家を害する情報、民族的差別、デマ、ポルノ、中傷などの情報の作成、伝送を禁止。本
条例に準拠する形で、より詳細な法規が定められている。
インターネット情報サービス管理規則 情報公開のために必要な審査について。
インターネット電子公告サービス管理規定 不特定多数への情報伝達の規制について。
○ シンガポール
“Family Access Network” 利用者は各ISPに対して有害コンテンツを除去した形式でのコ
ンテンツを閲覧できるように指定できる。
○ 韓国
公正取引委員会によるスパムメール対策（2003年）
i-safe マーク（2000年） インターネットサイトを対象に、個人情報保護、システム保安など
に対する評価を通じて認定を行う。韓国情報通信産業協会が認定主体。
○ ASEAN
e-ASEANタスクフォースによるASEANフレームワーク協定（2000年）

○ 中国
電信条例（2000年） 第５７条
国家を害する情報、民族的差別、デマ、ポルノ、中傷などの情報の作成、伝送を禁止。本
条例に準拠する形で、より詳細な法規が定められている。
インターネット情報サービス管理規則 情報公開のために必要な審査について。
インターネット電子公告サービス管理規定 不特定多数への情報伝達の規制について。
○ シンガポール
“Family Access Network” 利用者は各ISPに対して有害コンテンツを除去した形式でのコ
ンテンツを閲覧できるように指定できる。
○ 韓国
公正取引委員会によるスパムメール対策（2003年）
i-safe マーク（2000年） インターネットサイトを対象に、個人情報保護、システム保安など
に対する評価を通じて認定を行う。韓国情報通信産業協会が認定主体。
○ ASEAN
e-ASEANタスクフォースによるASEANフレームワーク協定（2000年）
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○法令
刑法（第175条）/プロバイダ責任制限法/迷惑メール対策法/特定商取引法/児童買春禁止法/
青少年保護育成条例（各地方自治体）/コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律/
出会い系サイト規制法/不正アクセス禁止法/電気通信事業法/ＮＴＴ法/有線電気通信法 ほか
○指針・ガイドライン
プロバイダ責任制限法ガイドライン（プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会）/ 広告メ
ールガイドライン（迷惑メール対策連絡会） / IP電話規制判断に向けたガイドライン（迷惑メール

対策連絡会） /インターネットを利用する方のためのルール＆マナー集（電子ネットワーク協議会
） /インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドライン / 名誉毀損・プライ
バシー関係ガイドライン（テレコムサービス協会） ほか
○教育・啓発
少年がインターネットを安心して利用するために（全国防犯協会連合会） / インターネットを楽し
むために（日本インターネットプロバイダー協会）/ 携帯電話等に着信する迷惑メールに対する
自衛策について（総務省） / メールに記載されたＵＲＬへの不用意なアクセスについて（総務省）
ほか

○ 米・連邦取引委員会 (FTC) と英・公正取引庁 (OFT)の声がけで、初の迷惑メール（ス
パム）対策法執行に関するワークショップが開催された。ロンドンでの同会議に、20余か
国の政府機関が参加。 （2004年10月）
○ 国際電気通信連合（ＩＴＵ）
インターネット上で広告や宣伝を無差別に送りつける「迷惑メール」問題を解決するには、
国境を超えた情報交換や迅速な摘発が決め手だとし多国間了解覚書の締結を提唱。国
ごとの強力な法整備や技術的な防止策の向上を目指すべきとした。（2004年7月）
○経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）
スパムが世界規模で問題となっており、多面的な対策が必要との認識のもと、2004年２
月に「スパムに関するワークショップ」を立ち上げ、同年10月の第２回会合においてスパ
ム対策（ツールキット）概要を示した。
○アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）
2004年２月の電子商取引ステアリンググループ会合（ＥＣＳＧ）において、スパムに関して
情報交換、各国対策の取りまとめ、他機関との連携推進について合意がなされた。同年
９月の電気通信・情報ＷＧ会合（ＴＥＬ）においてもセキュリティ対策の一環として、スパム
対策が議論された。

○ 米・連邦取引委員会 (FTC) と英・公正取引庁 (OFT)の声がけで、初の迷惑メール（ス
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ごとの強力な法整備や技術的な防止策の向上を目指すべきとした。（2004年7月）
○経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）
スパムが世界規模で問題となっており、多面的な対策が必要との認識のもと、2004年２
月に「スパムに関するワークショップ」を立ち上げ、同年10月の第２回会合においてスパ
ム対策（ツールキット）概要を示した。
○アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）
2004年２月の電子商取引ステアリンググループ会合（ＥＣＳＧ）において、スパムに関して
情報交換、各国対策の取りまとめ、他機関との連携推進について合意がなされた。同年
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対策が議論された。
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「知的財産権への対処」に関する政策の近年動向「知的財産権への対処」に関する政策の近年動向
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○ 反サイバースクワッティング消費者保護法（1999年）
不正の目的によるドメイン名の登録・使用を排除することが意図。
○ ファーストセールドクトリン法理（1908年の判例を元に明文化）
米国著作権法に基づいて作成された著作物の複製物の所有者または当該所有者から許
諾を得た者は、著作権者の許諾を得ずに当該複製物の販売、処分ができるという原理。
○ デジタル・ミレニアム著作権法（1998年成立、2000年施行）
WIPO「著作権条約」「実演・レコード条約」に基づき制定されたもので、デジタル化された情
報の著作権のあり方などを規定。その特徴として、著作権保護技術(コピー防止機能など)
を回避したり無力化するような手段の公表を禁じる規定がある。
○ スペシャル301条（1988年）
知的財産権の保護の不備国または地域を認定し、制裁を行う。

○ 反サイバースクワッティング消費者保護法（1999年）
不正の目的によるドメイン名の登録・使用を排除することが意図。
○ ファーストセールドクトリン法理（1908年の判例を元に明文化）
米国著作権法に基づいて作成された著作物の複製物の所有者または当該所有者から許
諾を得た者は、著作権者の許諾を得ずに当該複製物の販売、処分ができるという原理。
○ デジタル・ミレニアム著作権法（1998年成立、2000年施行）
WIPO「著作権条約」「実演・レコード条約」に基づき制定されたもので、デジタル化された情
報の著作権のあり方などを規定。その特徴として、著作権保護技術(コピー防止機能など)
を回避したり無力化するような手段の公表を禁じる規定がある。
○ スペシャル301条（1988年）
知的財産権の保護の不備国または地域を認定し、制裁を行う。

○ EU
著作権関連の域内法に関する協議会の設置（2004年7月）
既存の著作権関連法規について単純化と微調整をするための協議会を設置。これは、こ
れまでに発行された指令等の間に矛盾する規定も含まれているため。
Community Patent （欧州統一特許構想, 1999年～）
欧州委員会「特許を通じた技術革新の促進」により、各国毎の特許制度、欧州特許条約に
基づく欧州特許制度の現行二制度に次ぐ、第三の制度として提案された。
欧州特許条約の改正 （2000年）
今までEU各国において行われていた、特許付与後の特許訂正等の手続きを欧州特許庁
において集中して行えるようにするなどの改正が成された。
MEDIA Programme
EUのメディア振興制度。2001～2006年まで、総額4億ユーロにて実施。
知的財産権のエンフォースメントに関する指令
域内市場で一貫したエンフォースメント措置を創設するべく2004年４月に採択。
○フランス
国立映像センター（CNC）による映画製作、配給、テレビ番組制作の振興。
○イギリス
CIEPAG(1998～2002年)によるクリエイティブ産業の海外進出支援。

○ EU
著作権関連の域内法に関する協議会の設置（2004年7月）
既存の著作権関連法規について単純化と微調整をするための協議会を設置。これは、こ
れまでに発行された指令等の間に矛盾する規定も含まれているため。
Community Patent （欧州統一特許構想, 1999年～）
欧州委員会「特許を通じた技術革新の促進」により、各国毎の特許制度、欧州特許条約に
基づく欧州特許制度の現行二制度に次ぐ、第三の制度として提案された。
欧州特許条約の改正 （2000年）
今までEU各国において行われていた、特許付与後の特許訂正等の手続きを欧州特許庁
において集中して行えるようにするなどの改正が成された。
MEDIA Programme
EUのメディア振興制度。2001～2006年まで、総額4億ユーロにて実施。
知的財産権のエンフォースメントに関する指令
域内市場で一貫したエンフォースメント措置を創設するべく2004年４月に採択。
○フランス
国立映像センター（CNC）による映画製作、配給、テレビ番組制作の振興。
○イギリス
CIEPAG(1998～2002年)によるクリエイティブ産業の海外進出支援。
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知的財産権関係の対策としては、その保護を中心に対策が進んでいる。知的財産戦略の振興についてもEU、フランス、シンガポール、韓国、日本など積極的に取
り組んでいる国が増加している。

○ 中国
コンピュータソフトウェア保護条例（2001年）
コンピュータソフトウェア著作権登録弁法（2002年）
これらは知財関連法規のなかでも情報産業に関わるものである。
ドメインネーム紛争解決センターにおける紛争解決 / 技術輸出入管理条例
外国企業の中国企業に対する技術導入に関する規制を緩和。中国側の秘密保持義務など
を強化。
○ 韓国
文化産業振興基本法（1999年） / オンラインデジタルコンテンツ産業振興法（2002年）
○ シンガポール
SurfIP（2000年） シンガポール政府知的財産ポータルサイト / 知的財産裁判所の設立（
2002年） / SCOPE IP（2003年） 知的財産の創造、権利化・保護及び活用のための戦略
改正商標法（1998年） / 改正著作権法（1999年） / 改正意匠法（2000年）
○ マレーシア
改正著作権法（1997年） これまでの著作権法では対象とならなかったコンピュータ情報など
も保護の対象とし、ネットワーク環境に配慮した著作物の保護が図られている。
○ 台湾
両兆双星産業発展計画（2002年） バイオとデジタルコンテンツ産業の育成を目指す。

○ 中国
コンピュータソフトウェア保護条例（2001年）
コンピュータソフトウェア著作権登録弁法（2002年）
これらは知財関連法規のなかでも情報産業に関わるものである。
ドメインネーム紛争解決センターにおける紛争解決 / 技術輸出入管理条例
外国企業の中国企業に対する技術導入に関する規制を緩和。中国側の秘密保持義務など
を強化。
○ 韓国
文化産業振興基本法（1999年） / オンラインデジタルコンテンツ産業振興法（2002年）
○ シンガポール
SurfIP（2000年） シンガポール政府知的財産ポータルサイト / 知的財産裁判所の設立（
2002年） / SCOPE IP（2003年） 知的財産の創造、権利化・保護及び活用のための戦略
改正商標法（1998年） / 改正著作権法（1999年） / 改正意匠法（2000年）
○ マレーシア
改正著作権法（1997年） これまでの著作権法では対象とならなかったコンピュータ情報など
も保護の対象とし、ネットワーク環境に配慮した著作物の保護が図られている。
○ 台湾
両兆双星産業発展計画（2002年） バイオとデジタルコンテンツ産業の育成を目指す。

○法令
知的財産基本法/特許法/実用新案法/意匠法/商標法/不正競争防止法/著作権法/著作権等
管理事業法/種苗法/信託業法/関税定率法/知財高等裁判所設置法/コンテンツの創造、保護
及び活用の促進に関する法律/消費者基本法/ ほか
○指針・ガイドライン等
e-Japan重点計画2004（内閣官房）/知的財産推進計画2004（内閣官房）/特許・実用新案審査基
準（特許庁）/意匠審査基準（特許庁）/商標審査基準（特許庁）/新たな分野における特許と競争
政策に関する研究会報告書（公取委）文化審議会著作権分科会報告書（文化庁）/プロバイダ責

任法著作権関係ガイドライン（プロバイダ責任法ガイドライン等検討協議会）/学校その他の教育
機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン（著作権法第35条ガイドライン
協議会）/知的財産情報開示指針（経産省）/オープンソースソフトウエアの利用状況調査/導入
検討ガイドライン（経産省） ほか
○教育・啓発
自由利用マーク（文化庁） /知的財産権セミナー等イベントの開催（総務省、特許庁、文科省、東
京都及び特許庁等関係団体） /法科大学院への知的財産法関連の授業科目の設置 ほか

○ WIPO (World Intellectual Property Organization)
2006年を目処に、特許の審査基準の統一を日米欧が提案。商標の国際登録制度（マドリー
ド協定議定書, 1996）に米欧が相次ぎ加盟。国際特許の出願をネットで受け付け。 （2003年）
○ ベルヌ条約（1886年作成、1971年最終改正）著作権に関する基本条約
○ ローマ条約（1961年作成） 著作隣接権に関する基本条約
○ WCT(ＷＩＰＯ著作権条約 1996年採択) ＷＰＰＴ(ＷＩＰＯ実演・レコード条約 1996年採択)
WCT：ベルヌ条約に加え、コンピュータプログラムの保護、データベースの保護、著作物の技
術的保護手段回避に関する規制等を定める。
ＷＰＰＴ：実演（「音に関するもの」のみ）及びレコードについて利用可能化に関する権利を定
める / 周知商標の保護規則に関する共同勧告
○ ICANN 統一ドメイン名紛争処理方針
○ アジア太平洋経済協力会議（APEC)
知的財産の保護強化が経済成長等に貢献するとの認識の下、「APEC知的財産に関する包
括戦略」を強化する必要性について合意（2004年11月）

○ WIPO (World Intellectual Property Organization)
2006年を目処に、特許の審査基準の統一を日米欧が提案。商標の国際登録制度（マドリー
ド協定議定書, 1996）に米欧が相次ぎ加盟。国際特許の出願をネットで受け付け。 （2003年）
○ ベルヌ条約（1886年作成、1971年最終改正）著作権に関する基本条約
○ ローマ条約（1961年作成） 著作隣接権に関する基本条約
○ WCT(ＷＩＰＯ著作権条約 1996年採択) ＷＰＰＴ(ＷＩＰＯ実演・レコード条約 1996年採択)
WCT：ベルヌ条約に加え、コンピュータプログラムの保護、データベースの保護、著作物の技
術的保護手段回避に関する規制等を定める。
ＷＰＰＴ：実演（「音に関するもの」のみ）及びレコードについて利用可能化に関する権利を定
める / 周知商標の保護規則に関する共同勧告
○ ICANN 統一ドメイン名紛争処理方針
○ アジア太平洋経済協力会議（APEC)
知的財産の保護強化が経済成長等に貢献するとの認識の下、「APEC知的財産に関する包
括戦略」を強化する必要性について合意（2004年11月）



参考－81

「新たな社会規範の定着」に関する政策の近年動向「新たな社会規範の定着」に関する政策の近年動向

民間レベルでネット上のエチケット（ネチケット）に係る自主規制等は散見されるものの、政策レベルでの動向はあまり見られない。
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○ 公共イベント会場での携帯電話を禁止するニューヨーク市条例が可決
携帯電話で話す、ダイヤルする、通話を聞く、公演中に１回着信音を鳴らすことにより罰
金５０ドルが課せられる。適用場所は、コンサートや映画、演劇、博物館、図書館、画廊。

○ テレワークへの対応
事業性が薄く、保護が必要な者に対し、雇用契約関係や経済実態状況を見ながら、失
業保険の受給資格等を認める。また、地域・地区条例の厳しい州によっては、在宅就業
自体が禁止されている場合もある。

○ 公共イベント会場での携帯電話を禁止するニューヨーク市条例が可決
携帯電話で話す、ダイヤルする、通話を聞く、公演中に１回着信音を鳴らすことにより罰
金５０ドルが課せられる。適用場所は、コンサートや映画、演劇、博物館、図書館、画廊。

○ テレワークへの対応
事業性が薄く、保護が必要な者に対し、雇用契約関係や経済実態状況を見ながら、失
業保険の受給資格等を認める。また、地域・地区条例の厳しい州によっては、在宅就業
自体が禁止されている場合もある。

ＥＵのＥｕｒｏｃｏｍｍｅｒｃｅとＵｎｉ－Ｅｕｒｏｐａ Ｃｏｍｍｅｒｃｅによる「商業部門におけるテレワ
ークに関するガイドライン協定」
加盟各国あるいは各企業レベルの労働協約等を通じたテレワーク規制のための具体
的なガイドラインを示したもの。

テレワークへの対応
○ イギリス
「被雇用者」を保護する法律を雇用契約を結んでいると見なしがたいテレワーカーにも
適用できるように、法律の対象を新たに「労働者」としようと模索している。それにより、不
公正解雇からの保護等がテレワーカーにも適用可能となることが考えられる。
○ ドイツ
テレワーク促進に関する情報キャンペーンやテレセンターの設立、テレワーカー希望者
のためのＩＴ講習等を行ったが、信頼性やデータ保護等の観点からあまり効果は見られな
かった。また、在宅ワーカーに対して従来の家内労働法を適用していく可能性が高いと見
られている。

ＥＵのＥｕｒｏｃｏｍｍｅｒｃｅとＵｎｉ－Ｅｕｒｏｐａ Ｃｏｍｍｅｒｃｅによる「商業部門におけるテレワ
ークに関するガイドライン協定」
加盟各国あるいは各企業レベルの労働協約等を通じたテレワーク規制のための具体
的なガイドラインを示したもの。

テレワークへの対応
○ イギリス
「被雇用者」を保護する法律を雇用契約を結んでいると見なしがたいテレワーカーにも
適用できるように、法律の対象を新たに「労働者」としようと模索している。それにより、不
公正解雇からの保護等がテレワーカーにも適用可能となることが考えられる。
○ ドイツ
テレワーク促進に関する情報キャンペーンやテレセンターの設立、テレワーカー希望者
のためのＩＴ講習等を行ったが、信頼性やデータ保護等の観点からあまり効果は見られな
かった。また、在宅ワーカーに対して従来の家内労働法を適用していく可能性が高いと見
られている。
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○ ＡＰＥＣ「アジア・太平洋版テレワーク導入ハンドブック」
テレワークがアジア・太平洋において進展しない要素として、認識不足、管理・評価方法
の未確立、ノウハウの未共有があげられており、これらの解決のために、マニュアル・ハ
ンドブックという形でまとめられたもの。

○ ＩＥＴＦ「ネチケット・ガイドライン」
実際に各組織が採用しようとした場合に、各自で最適化しやすいことを前提として書か
れた最小限のガイドライン。「１対１」「１対多」「情報サービス」と大きく三種に区分して解
説。

○ ＡＰＥＣ「アジア・太平洋版テレワーク導入ハンドブック」
テレワークがアジア・太平洋において進展しない要素として、認識不足、管理・評価方法
の未確立、ノウハウの未共有があげられており、これらの解決のために、マニュアル・ハ
ンドブックという形でまとめられたもの。

○ ＩＥＴＦ「ネチケット・ガイドライン」
実際に各組織が採用しようとした場合に、各自で最適化しやすいことを前提として書か
れた最小限のガイドライン。「１対１」「１対多」「情報サービス」と大きく三種に区分して解
説。

日
本
日
本

○法令
不正競争防止法 / 個人情報保護法 / 航空法 / 道路交通法 / 迷惑防止条例 / 出会い系サイト
規制法 / 電子契約法 / NPO法 / 著作権法
○指針・ガイドライン
パソコンの廃棄譲渡時におけるハードディスク上のデータ消去についてのガイドライン（電子情報
技術産業会） / システム監査白書（日本情報処理開発協会） / これからの時代に求められる国
語力について（文化審議会答申） / 植え込み型心臓ペースメーカ利用者の携帯電話使用上の注
意（日本医用機器工業会ペースメーカ協議会） / 車内携帯電話利用ルール（関東鉄道17業者）

社内での携帯電話利用マナーを統一（京都市交通局など） / インターネットを利用するためのル
ール＆マナー集 / 国家公務員のテレワークに関する指針（e-Japan重点計画） / アジア・太平洋
版テレワーク導入ハンドブック（総務省） / 次世代ロボットビジョン懇談会報告書（経産省） / 21世
紀ロボットチャレンジプログラム（経産省）
○教育・啓発
パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意（電子情報技術産業協
会） / 言い換え提案（国語研） / 車内の統一マナー（関東の鉄道事業者） / ボランティアサポー
トプログラム（国交省） / テレワーク入門講座（国交省）



参考－82

「情報リテラシーの浸透」に関する政策の近年動向「情報リテラシーの浸透」に関する政策の近年動向

高度ICT人材の育成、初等中等教育・生涯教育におけるICT教育、失業者対策としてのＩＣＴ教育など、各国で幅広い層を対象に実施されている。
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○ アメリカ教育法（Educate America Act)
情報リテラシーが、初等・中等教育において達成すべき目標として設定されたことに加
え、全てのアメリカ成人の生涯教育においても不可欠なものとして位置付け
○ リハビリ法改正
情報弱者のため、ICTバリアを除去し、新たな機会を生みだし、あるいはそれらを可能
とする技術の開発を促進

○ アメリカ教育法（Educate America Act)
情報リテラシーが、初等・中等教育において達成すべき目標として設定されたことに加
え、全てのアメリカ成人の生涯教育においても不可欠なものとして位置付け
○ リハビリ法改正
情報弱者のため、ICTバリアを除去し、新たな機会を生みだし、あるいはそれらを可能
とする技術の開発を促進

○ EUにおけるICTの総合計画（e-Europe）
・教育・研究のため、全ての学校・大学をブロードバンドによって接続
・教育的視点から、eラーニング・プログラムを提案
・欧州規模のネットワーク展開を可能にするための研究・試行に着手
○ イギリス
・全国民がICT機器に触れることのできる「英国オンラインセンター」を全国に設置
・ICT訓練を行う生涯学習講座に対して補助
・コミュニケーション機能に障害のある児童に対する補助、情報通信機器の配備、操作
訓練の実施
・長期失業者等に対するICT訓練を実施（ﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ）
○ フランス （政府行動計画：30億ﾌﾗﾝをﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｨﾊﾞｲﾄﾞの解消に）
・公共施設においてＩCＴ研修を実施し、教員として4000人を雇用
・小学校におけるネット接続を可能とするため、自治体に補助
・初心者向け訓練ｾﾝﾀｰのＩＣＴ設備を充実

○ EUにおけるICTの総合計画（e-Europe）
・教育・研究のため、全ての学校・大学をブロードバンドによって接続
・教育的視点から、eラーニング・プログラムを提案
・欧州規模のネットワーク展開を可能にするための研究・試行に着手
○ イギリス
・全国民がICT機器に触れることのできる「英国オンラインセンター」を全国に設置
・ICT訓練を行う生涯学習講座に対して補助
・コミュニケーション機能に障害のある児童に対する補助、情報通信機器の配備、操作
訓練の実施
・長期失業者等に対するICT訓練を実施（ﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ）
○ フランス （政府行動計画：30億ﾌﾗﾝをﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｨﾊﾞｲﾄﾞの解消に）
・公共施設においてＩCＴ研修を実施し、教員として4000人を雇用
・小学校におけるネット接続を可能とするため、自治体に補助
・初心者向け訓練ｾﾝﾀｰのＩＣＴ設備を充実

○ 韓国
電子政府推進の一環である公務員のICT教育を推進することに平行して、国民のコンピ
ュータ教育を推進するために「国民情報化教育総合計画」が策定され、2000年には115万
人に、それ以降も毎年50万人規模でＩCＴ教育を推進することとした。
また、2004年度に4,563億ウォンをかけ、教育情報インフラ高度化と情報通信技術を活
用した学校教育の活性化による教育の質向上が目指されている（小中学校のＰＣ交換と
通信速度の向上や教育用コンテンツの拡大、教員の情報技術活用能力の向上等）。
○シンガポール
1997年より2002年まで20億シンガポールドルを投下して、「教育分野におけるICTマスタ
ープラン」が実施され、コンピュータ関連施設・設備の整備、ソフトウェア整備、教師のトレ
ーニング等が行われた。また、教育方針として、「ＩＴ Educationから「ＩＴ in Education」へ
と転換し、ICTリテラシーを前提として教育するとの視点へシフトしている。
○ 中国（ソフトウェア産業振興アクションプラン）
05年までに20万人のｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱを、07年までに30万人のｿﾌﾄｳｪｱﾌﾞﾙｰｶﾗを育成す
るほか、ｿﾌﾄｳｪｱ人材の職業資格制度を充実

○ 韓国
電子政府推進の一環である公務員のICT教育を推進することに平行して、国民のコンピ
ュータ教育を推進するために「国民情報化教育総合計画」が策定され、2000年には115万
人に、それ以降も毎年50万人規模でＩCＴ教育を推進することとした。
また、2004年度に4,563億ウォンをかけ、教育情報インフラ高度化と情報通信技術を活
用した学校教育の活性化による教育の質向上が目指されている（小中学校のＰＣ交換と
通信速度の向上や教育用コンテンツの拡大、教員の情報技術活用能力の向上等）。
○シンガポール
1997年より2002年まで20億シンガポールドルを投下して、「教育分野におけるICTマスタ
ープラン」が実施され、コンピュータ関連施設・設備の整備、ソフトウェア整備、教師のトレ
ーニング等が行われた。また、教育方針として、「ＩＴ Educationから「ＩＴ in Education」へ
と転換し、ICTリテラシーを前提として教育するとの視点へシフトしている。
○ 中国（ソフトウェア産業振興アクションプラン）
05年までに20万人のｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱを、07年までに30万人のｿﾌﾄｳｪｱﾌﾞﾙｰｶﾗを育成す
るほか、ｿﾌﾄｳｪｱ人材の職業資格制度を充実

ア
ジ
ア

ア
ジ
ア

○ グローバルな情報社会に関する沖縄憲章
情報格差（デジタル・ディバイド）の解消
情報社会の前進のための政策は、情報化時代の要請に応えうる人材の養成によって
支えられたものでなければならない。我々は、教育、生涯学習及び訓練を通じて、すべ
ての市民に対し、ＩＴ関連の読み書き能力及び技能を育む機会を提供することにコミット
している。
○ ＡＰＴ（アジア・太平洋電気通信共同体）「バンコクアジェンダ」（2004年 バンコク）

「アジア太平洋ブロードバンドサミット」においてブロードバンドの普及発展に向けた取組
を今後、域内関係各国が協力して取り組んでいくためのアジェンダ及び具体的な行動計
画が採択された。アジェンダのひとつに「ブロードバンドの重要性に関する認識の向上、
能力開発と人材育成」が挙げられており、行動計画において「人材育成に関するプログラ
ムのより一層の拡充」が掲げられている。
○ 世界情報社会サミット（ＷＳＩＳ）
「行動計画」において、人材教育として、教育カリキュラムへのＩＣＴ組み込み、eリテラシ
ースキル推進、遠隔学習等が掲げられている。

○ グローバルな情報社会に関する沖縄憲章
情報格差（デジタル・ディバイド）の解消
情報社会の前進のための政策は、情報化時代の要請に応えうる人材の養成によって
支えられたものでなければならない。我々は、教育、生涯学習及び訓練を通じて、すべ
ての市民に対し、ＩＴ関連の読み書き能力及び技能を育む機会を提供することにコミット
している。
○ ＡＰＴ（アジア・太平洋電気通信共同体）「バンコクアジェンダ」（2004年 バンコク）

「アジア太平洋ブロードバンドサミット」においてブロードバンドの普及発展に向けた取組
を今後、域内関係各国が協力して取り組んでいくためのアジェンダ及び具体的な行動計
画が採択された。アジェンダのひとつに「ブロードバンドの重要性に関する認識の向上、
能力開発と人材育成」が挙げられており、行動計画において「人材育成に関するプログラ
ムのより一層の拡充」が掲げられている。
○ 世界情報社会サミット（ＷＳＩＳ）
「行動計画」において、人材教育として、教育カリキュラムへのＩＣＴ組み込み、eリテラシ
ースキル推進、遠隔学習等が掲げられている。

日
本
日
本

○法令
IT基本法 / 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に
関する法律 / 情報処理の促進に関する法律
○指針・ガイドライン
外来語の言い換え提案（国語研） / 新ウェルカムプラン21（国交省） / e-Japan計画 / 障害者等
電気通信設備アクセシビリティ指針（総務省） / 学習指導要領改正（文科省） / 仮想現実が人体
・心に与える影響についての調査とガイドライン（経産省） / 情報セキュリティポリシーに関するガ
イドライン（IT戦略本部） / 情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン（IPAなど）

中小企業IT化推進計画（中小企業庁） / 高齢者・障害者等配慮設計指針（日本工業規格） / 高
齢者・障害者の利用に留意したコミュニケーション環境のガイドライン（総務省）
○教育・啓発
IT基礎技能講習事業（総務省） / 地域ITリーダー育成・確保事業（総務省） / IT基礎技能住民サ
ポートセンター運営（総務省） / インターネットを利用する子供のためのルールとマナー集（インタ
ーネット協会） / 教育用コンテンツ開発事業（文科省） / 情報教育に関する教材の提供（メディア
教育開発センター） / 情報セキュリティ監査制度（経産省） / 中小企業IT化推進フェアをはじめと
した各種セミナー研修



参考－83

「地理的ディバイドの克服」に関する政策の近年動向「地理的ディバイドの克服」に関する政策の近年動向

ブロードバンドサービスについて、地理的格差を是正するための本格的な施策は少ないものの、インターネット接続に係るユニバーサルサービスを実施する施策
は、多くの先進各国で実施されている。

米
国

米
国

欧
州

欧
州

国
際
機
関

国
際
機
関

○ アンバンドル規制の緩和
ブロードバンド普及促進のため、既存地域事業者に対するアンバンドリング規制を緩和
○ ユニバーサルサービスファンド
学校、図書館におけるインターネット接続を支援。地方において、都市部と同等の医療サ
ービスを受けるのに必要な電気通信サービスにかかる通信費の一部を補助。全米平均
コストを上回る高コスト地域の加入者回線コストを補填。
○電力線ブロードバンド（2004年）
FCCが電力線ブロードバンドに関する規則制定案を提示。一部の州ではサービス開始。
（カナダ）
○ 衛星による全国ブロードバンド
カナダ北部や遠隔地域など、衛星以外の手段では経済的に接続不能な地域約400のコ
ミュニティに対し、衛星によるブロードバンド接続を進め、 １億5500万ドルを投下

○ アンバンドル規制の緩和
ブロードバンド普及促進のため、既存地域事業者に対するアンバンドリング規制を緩和
○ ユニバーサルサービスファンド
学校、図書館におけるインターネット接続を支援。地方において、都市部と同等の医療サ
ービスを受けるのに必要な電気通信サービスにかかる通信費の一部を補助。全米平均
コストを上回る高コスト地域の加入者回線コストを補填。
○電力線ブロードバンド（2004年）
FCCが電力線ブロードバンドに関する規則制定案を提示。一部の州ではサービス開始。
（カナダ）
○ 衛星による全国ブロードバンド
カナダ北部や遠隔地域など、衛星以外の手段では経済的に接続不能な地域約400のコ
ミュニティに対し、衛星によるブロードバンド接続を進め、 １億5500万ドルを投下

○ EU ユニバーサルサービス指令
有効な競争等を通じて、ＥＵ全域に良質なユニバーサルサービスが提供されることを
確保するための規定。2003年10月には、ＥＵ８カ国が電子通信規制フレームワークの実
施に遅れがでているとして違反手続きが開始されたと発表された。
○ フランス（政府行動計画：30億ﾌﾗﾝをﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｨﾊﾞｲﾄﾞの解消に）
・職業安定所や図書館などの公共施設7000カ所において、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄへの接続を可能に
・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｨﾊﾞｲﾄﾞの解消を経済協力優先分野とし、仏語圏途上国における情報ﾊｲｳｪｲ
の構築を図る
○ イギリス
・05年までに全国民にｲﾝﾀｰﾈｯﾄを普及、G7の中で最も広範囲で競争的な市場を目標に
、広帯域網から取り残されるおそれのある15%～20%の住民対策、地域間格差対策
・02年までに全学校・図書館のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続
○ ドイツ（情報社会のためのアクションプログラム）
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄへの広範なｱｸｾｽを可能とするため、低廉な料金のインフラを整備

○ EU ユニバーサルサービス指令
有効な競争等を通じて、ＥＵ全域に良質なユニバーサルサービスが提供されることを
確保するための規定。2003年10月には、ＥＵ８カ国が電子通信規制フレームワークの実
施に遅れがでているとして違反手続きが開始されたと発表された。
○ フランス（政府行動計画：30億ﾌﾗﾝをﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｨﾊﾞｲﾄﾞの解消に）
・職業安定所や図書館などの公共施設7000カ所において、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄへの接続を可能に
・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｨﾊﾞｲﾄﾞの解消を経済協力優先分野とし、仏語圏途上国における情報ﾊｲｳｪｲ
の構築を図る
○ イギリス
・05年までに全国民にｲﾝﾀｰﾈｯﾄを普及、G7の中で最も広範囲で競争的な市場を目標に
、広帯域網から取り残されるおそれのある15%～20%の住民対策、地域間格差対策
・02年までに全学校・図書館のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続
○ ドイツ（情報社会のためのアクションプログラム）
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄへの広範なｱｸｾｽを可能とするため、低廉な料金のインフラを整備

○韓国「8-3-9政策」
「８つのサービス」の一項目として、2007年までに1000万世帯（韓国の61％の世帯）にデ
ジタルホームを構築すること、「３つのインフラ技術」の一項目として、2010年までにブロー
ドバンド統合網において2000万人の利用者を獲得すること、「９つの新しい成長エンジン」
の一項目として新世代移動体通信の開発が掲げられており、２兆ウォンが投資される。

○シンガポール「Singapore ONE」
1997年にシンガポール全体を対象に大容量ネットワークを開始し、1998年に「Singapore 
ONE」が商用化された。このインフラ計画の投資資金及び運営費用の一部を政府が負担
しており、8200万シンガポールドルを投下している。すでにインフラ整備計画としては、全
世帯の99％を網羅しており、ほぼ完了したといえる。

○韓国「8-3-9政策」
「８つのサービス」の一項目として、2007年までに1000万世帯（韓国の61％の世帯）にデ
ジタルホームを構築すること、「３つのインフラ技術」の一項目として、2010年までにブロー
ドバンド統合網において2000万人の利用者を獲得すること、「９つの新しい成長エンジン」
の一項目として新世代移動体通信の開発が掲げられており、２兆ウォンが投資される。

○シンガポール「Singapore ONE」
1997年にシンガポール全体を対象に大容量ネットワークを開始し、1998年に「Singapore 
ONE」が商用化された。このインフラ計画の投資資金及び運営費用の一部を政府が負担
しており、8200万シンガポールドルを投下している。すでにインフラ整備計画としては、全
世帯の99％を網羅しており、ほぼ完了したといえる。

ア
ジ
ア

ア
ジ
ア

○ Ｇ７／Ｇ８グローバルな情報社会に関する沖縄憲章
「国内及び国家間の情報格差の解消は、我々それぞれの国民的課題の中で決定的に
重要性を帯び・・誰もが情報通信ネットワークへのアクセスを享受しうるべきである。」
○ ＩＴＵ（国際電気通信連合）「イスタンブール宣言」（2002年 イスタンブール）
2002年から４年間のデジタル・ディバイド解消のための世界的取り組みを宣言。電気通
信は社会や文化等の発展に不可欠である等の考えに立脚
○ ＡＰＴ（アジア・太平洋電気通信共同体）「バンコクアジェンダ」（2004年 バンコク）

「アジア太平洋ブロードバンドサミット」において採択されたバンコクアジェンダのひとつに
「アクセスの向上、利活用の向上」が挙げられている。行動計画において「ルーラル地域
におけるブロードバンドアプリケーションに関する研究を推進」が掲げられており、アジア
太平洋地域のルーラル地域においてもブロードバンドサービスを享受できるように、国内
的、国際的に努めることが掲げられている。
○ 世界情報社会サミット（ＷＳＩＳ）
国際的デジタルディバイドの解消に必要な資金の調達について、国連事務総長が管轄
するタスクフォースにおいて現状を検証し、2005年のWSIS第２フェーズにおいて、所要資
金をまかなう基金の設立等を検討することとされている。

○ Ｇ７／Ｇ８グローバルな情報社会に関する沖縄憲章
「国内及び国家間の情報格差の解消は、我々それぞれの国民的課題の中で決定的に
重要性を帯び・・誰もが情報通信ネットワークへのアクセスを享受しうるべきである。」
○ ＩＴＵ（国際電気通信連合）「イスタンブール宣言」（2002年 イスタンブール）
2002年から４年間のデジタル・ディバイド解消のための世界的取り組みを宣言。電気通
信は社会や文化等の発展に不可欠である等の考えに立脚
○ ＡＰＴ（アジア・太平洋電気通信共同体）「バンコクアジェンダ」（2004年 バンコク）

「アジア太平洋ブロードバンドサミット」において採択されたバンコクアジェンダのひとつに
「アクセスの向上、利活用の向上」が挙げられている。行動計画において「ルーラル地域
におけるブロードバンドアプリケーションに関する研究を推進」が掲げられており、アジア
太平洋地域のルーラル地域においてもブロードバンドサービスを享受できるように、国内
的、国際的に努めることが掲げられている。
○ 世界情報社会サミット（ＷＳＩＳ）
国際的デジタルディバイドの解消に必要な資金の調達について、国連事務総長が管轄
するタスクフォースにおいて現状を検証し、2005年のWSIS第２フェーズにおいて、所要資
金をまかなう基金の設立等を検討することとされている。

日
本
日
本

○法令
電気通信事業法 / 電波法 / IT基本法 / 過疎地域自立促進特別措置法 / 新事業創出促進法 /
○指針・ガイドライン
沖縄IT憲章 / 高度な情報通信基盤を基に未来型産業が集積した2１世紀のまちづくり（総務省）
/ 産業クラスター計画（経産省） / アジアブロードバンド計画（総務省）

○教育・啓発
UJIターン支援（国交省） / タウンミーティング等を通しての各種説明



参考－84

「地球環境や心身の健康への配慮」に関する政策の近年動向「地球環境や心身の健康への配慮」に関する政策の近年動向

電気・電子機器が廃棄されるときに、その中に含まれる有害物質が周辺環境に流出することを防ぐための規制が多い。携帯電話の電波による人体への影響に係
る調査・規制も見られる。

米
国

米
国

欧
州

欧
州

ア
ジ
ア

ア
ジ
ア

○携帯電話機リサイクル法

使用済み携帯電話機の無償リサイクルを販売業者に義務づけ（カリフォルニア州）

○ 携帯電話機リサイクル法

使用済み携帯電話機の無償リサイクルを販売業者に義務づけ（カリフォルニア州）

○ EU
・電気・電子機器廃棄物指令（WEEE)
加盟国は、あらゆる電気・電子機器の回収と収集のためのｼｽﾃﾑを導入
・電気・電子機器における特定有害物質の使用制限指令（RoHS)
電気・電子機器中に、原則として水銀、カドミウム等の有害物質を含んではならない
○ ドイツ
WEEEに基づき、電気・電子機器の廃棄物の回収を事業者に義務づけ
10年以上前から自治体が家庭からの電子・電気機器の回収場所を提供

○ フランス
WEEEに基づき、廃棄物の回収を行う持株会社を、各産業ごとに設立

○ イギリス
携帯電話の人体への影響について調査

○ EU
・電気・電子機器廃棄物指令（WEEE)
加盟国は、あらゆる電気・電子機器の回収と収集のためのｼｽﾃﾑを導入
・電気・電子機器における特定有害物質の使用制限指令（RoHS)
電気・電子機器中に、原則として水銀、カドミウム等の有害物質を含んではならない
○ ドイツ
WEEEに基づき、電気・電子機器の廃棄物の回収を事業者に義務づけ
10年以上前から自治体が家庭からの電子・電気機器の回収場所を提供

○ フランス
WEEEに基づき、廃棄物の回収を行う持株会社を、各産業ごとに設立

○ イギリス
携帯電話の人体への影響について調査

○ ＯＥＣＤ、及び国連環境計画（UNEP） 「バーゼル条約」
主に有害廃棄物に関して、先進諸国から発展途上国への輸出による環境汚染を防止
するため、1989年採択、92年に発効した。 電子機器には自然界に流出すると有害であ
る物質が含まれているため、この条約に基づき規制を受けることになる。
○ OECD 廃棄物防止リサイクル作業部会（2002年）
ゴミの発生を抑制した度合いを経済指標に盛り込み、各国で共有することを提言。ま

○ WHO EMFプロジェクト
科学的文献の再検討や、重点研究の推奨、電磁界リスクに関する情報提供、リスク評

価などを行い、最終的に環境保健基準として取りまとめることとしており、300MHz～
300GHzの電磁界については２００７年頃に発刊される予定である。
○ 国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）
１９９８年にそれまでの科学的文献を徹底的に検討し、非電離放射線に対する人体防

護のための国際的なガイドラインを作成した。今後、WHOより発刊される環境保健基準
の結果を受けてガイドラインの改訂を行う予定である。
○ 国際がん研究機関（IARC）

WHOのがん研究の専門機関で、化学物質等の発がん性評価を行うために発足。電
波について２００５年頃に発がん性の評価を行う予定である。

○ ＯＥＣＤ、及び国連環境計画（UNEP） 「バーゼル条約」
主に有害廃棄物に関して、先進諸国から発展途上国への輸出による環境汚染を防止
するため、1989年採択、92年に発効した。 電子機器には自然界に流出すると有害であ
る物質が含まれているため、この条約に基づき規制を受けることになる。
○ OECD 廃棄物防止リサイクル作業部会（2002年）
ゴミの発生を抑制した度合いを経済指標に盛り込み、各国で共有することを提言。ま

○ WHO EMFプロジェクト
科学的文献の再検討や、重点研究の推奨、電磁界リスクに関する情報提供、リスク評

価などを行い、最終的に環境保健基準として取りまとめることとしており、300MHz～
300GHzの電磁界については２００７年頃に発刊される予定である。
○ 国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）
１９９８年にそれまでの科学的文献を徹底的に検討し、非電離放射線に対する人体防

護のための国際的なガイドラインを作成した。今後、WHOより発刊される環境保健基準
の結果を受けてガイドラインの改訂を行う予定である。
○ 国際がん研究機関（IARC）

WHOのがん研究の専門機関で、化学物質等の発がん性評価を行うために発足。電
波について２００５年頃に発がん性の評価を行う予定である。

国
際
機
関

国
際
機
関

○韓国
廃棄物管理法、物質節約及びリサイクル促進法、製造者責任法により、廃電子・電気機
器の処理が行われており、回収費用は買い換え時は製造者負担、新規購入時は消費者
負担となっている。廃家電のリサイクルについて全国を地域ごとに分け、担当企業を定め
ていることが特徴的とされる。
また、携帯電話各社に、使用者が携帯電話の電磁波量について問い合わせする場合
の手続きを容易にするように勧告を行っている。
○中国
バーゼル条約に基づき、先進諸国から中国国内に廃電子機器の輸入を禁止。

○韓国
廃棄物管理法、物質節約及びリサイクル促進法、製造者責任法により、廃電子・電気機
器の処理が行われており、回収費用は買い換え時は製造者負担、新規購入時は消費者
負担となっている。廃家電のリサイクルについて全国を地域ごとに分け、担当企業を定め
ていることが特徴的とされる。
また、携帯電話各社に、使用者が携帯電話の電磁波量について問い合わせする場合
の手続きを容易にするように勧告を行っている。
○中国
バーゼル条約に基づき、先進諸国から中国国内に廃電子機器の輸入を禁止。

日
本
日
本

○法令
リサイクル法 / 環境物品調達推進法 / 廃棄物処理法 / 省エネ法 / 環境基本法 / 電波法 /電
波法施行規則/ 無線設備規則 / 著作権法 / 児童福祉法 / 青少年保護育成条例 / 薬事法
○指針・ガイドライン
家庭系パソコン回収・リサイクルの制度概要について（経産省） / 循環型社会形成推進基本計
画（環境省） / 地球温暖化対策推進大綱（地球温暖化対策推進本部） / 環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（総務省） / 紙製の包装用材商品認定基準（環境省） / 情報通信による
地球環境保全のための政策提言（総務省） / 電波防護指針（総務省） / 

医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針（総務省
・電波環境協議会） / 電子商取引に関する準則（経産省） / 青少年育成施策大綱（青少年育成
推進本部） / 仮想現実が人体・心に与える影響についての調査とガイドライン（経産省） / 青少
年の野外教育の充実について（文科省学習指導要領）
○教育・啓発
廃家電製品の不法投棄の状況について（環境省）
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「サイバー対応の制度・慣行の整備」に関する政策の近年動向「サイバー対応の制度・慣行の整備」に関する政策の近年動向

サイバー対応の制度としては、電子政府の整備・構築が積極的に推進されている。具体的には、国民と行政機関との間でやりとりされる行政サービスをオンライン
化する施策が主流となっている。

米
国

米
国

欧
州

欧
州

国
際
機
関

国
際
機
関

○ 行政文書作成業務撤廃法（GPEA)
03年までに、すべての行政サービスに係る申請をオンライン化

○ New Strategic E-Government Strategy
省庁をまたがった申請のオンライン化を促進

○ 行政文書作成業務撤廃法（GPEA)
03年までに、すべての行政サービスに係る申請をオンライン化

○ New Strategic E-Government Strategy
省庁をまたがった申請のオンライン化を促進

○ EUにおけるICTの総合計画（e-Europe）
・行政機関をブロードバンドにより接続
・双方向の公共サービスの実施
・政府調達の電子化

○ イギリス
・05年までに全政府サービスを電子化
・書面による各種法制度の廃止
・電子調達のパイロットシステムに係る報告書の取りまとめ
・電子自治体構築のために自治体に2002年から2003年にかけて約20億ポンドを投入

○ドイツ
・教育システムへのマルチメディアの導入
・e-ガバメントによる政府・行政機関の近代化
・e-入札の実施

○ EUにおけるICTの総合計画（e-Europe）
・行政機関をブロードバンドにより接続
・双方向の公共サービスの実施
・政府調達の電子化

○ イギリス
・05年までに全政府サービスを電子化
・書面による各種法制度の廃止
・電子調達のパイロットシステムに係る報告書の取りまとめ
・電子自治体構築のために自治体に2002年から2003年にかけて約20億ポンドを投入

○ドイツ
・教育システムへのマルチメディアの導入
・e-ガバメントによる政府・行政機関の近代化
・e-入札の実施

○韓国
「ブロードバンド・ＩＴ・コリア・ビジョン2007」において、世界最高の開かれた電子政府の
実現が謳われており、 2004年度には以下の政策を実施。
・財政・国税等の機関別システム運用の安定化、財政管理システムの統合・連携等（596
億ウォン）
・電子認証、電子書式、制度整備などの電子政府基盤の拡充（3,921億ウォン）
・市郡区情報化システムの統合連携等の地域情報化促進（10,162億ウォン）

○シンガポール
2003年にeGAPⅡが発表された。これは３年間に13億シンガポールドルを投じ、電子政
府のサービス向上や意見聴取を行い、過去１年間に電子政府サービスを利用したことの
ある国民の割合を2006年までに90％に高めるものである。以前にもeGAPⅠで15億シン
ガポールドルが投じられ、1600以上の行政サービスが電子的可能。

○韓国
「ブロードバンド・ＩＴ・コリア・ビジョン2007」において、世界最高の開かれた電子政府の
実現が謳われており、 2004年度には以下の政策を実施。
・財政・国税等の機関別システム運用の安定化、財政管理システムの統合・連携等（596
億ウォン）
・電子認証、電子書式、制度整備などの電子政府基盤の拡充（3,921億ウォン）
・市郡区情報化システムの統合連携等の地域情報化促進（10,162億ウォン）

○シンガポール
2003年にeGAPⅡが発表された。これは３年間に13億シンガポールドルを投じ、電子政
府のサービス向上や意見聴取を行い、過去１年間に電子政府サービスを利用したことの
ある国民の割合を2006年までに90％に高めるものである。以前にもeGAPⅠで15億シン
ガポールドルが投じられ、1600以上の行政サービスが電子的可能。

ア
ジ
ア

ア
ジ
ア

○ 経済協力開発機構（OECD）電子政府重要報告書 「電子政府規範」
電子政府は行政運営のあり方を変え、より顧客重視の即応型行政に移行する能力を
提供するものであるという基本前提に立ち、電子政府の潜在能力と影響、最大限の便
益を達成するために必要な改革について検証

○ 経済協力開発機構（OECD）電子政府重要報告書 「電子政府規範」
電子政府は行政運営のあり方を変え、より顧客重視の即応型行政に移行する能力を
提供するものであるという基本前提に立ち、電子政府の潜在能力と影響、最大限の便
益を達成するために必要な改革について検証

日
本
日
本

○法令
投資事業有限責任組合契約に関する法律 / 行政手続きオンライン化関係三法 / 個人情報保
護法 / 不動産登記法 / 電子計算機を利用して作成する国税関係帳簿書類の保存法等の特例
に関する法律 / IT基本法 / 民事訴訟法 / 労働者災害補償保険法 / 労働基準法 / 電子署名
法 / IT書面一括法
○指針・ガイドライン
各府省庁における行政手続きの電子化推進アクション・プラン / 保険医療分野の情報化にむけ
てのグランドデザイン（厚労省） / アジア・太平洋版テレワーク導入ハンドブック（総務省） / 

地方公共団体における申請・届出等手続きに関する汎用受付システムの基本仕様（自治事務等
オンライン化推進関係省庁連絡会議 ）
○教育・啓発
テレワーク促進税制
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2004年８月 

ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談会 

利用環境WG 事務局（総務省情報通信政策局） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ユビキタスネット社会の課題に関するアンケート 

 

調査票 

 
 
 
 

調査ご協力のお願い 
 

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
 

先日ご連絡致しましたとおり、来たるべきユビキタスネット社会の『影』

の部分として抽出した100の課題に関する現状と将来動向に関して、みなさ

ま方のご意見をおうかがいし、優先的に取り組むべき課題を明確化したいと

考えているところです。（別冊資料１『100 の課題の概要説明』及び別冊資

料２『100の課題への対応策一覧』をご参照ください。） 

 

つきましては、ご多用の折、誠に恐縮とは存じますが、上記の趣旨をご理

解の上、本アンケート調査にご協力賜りますようお願い申し上げます。 

 

参考資料 3.3
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はじめに、ご関心の高い課題についておうかがいします。 

 
問１ 以下の課題の大分類（全部で 10 分類）について、特にご関心の高いものを３つ以

内で選んで、下の記入欄に番号（１～１０）をご記入ください。 
 

１．プライバシーの保護 

２．情報セキュリティの確保 

３．電子商取引環境の整備 

４．違法・有害コンテンツへの対応 

５．知的財産権への対応 

６．新たな社会規範の定着 

７．情報リテラシーの浸透 
８．地理的ディバイドの克服 

９．地球環境や心身の健康への配慮 

10．サイバー対応の制度・慣行の整備 

 
 

記入欄 
   

 
 

次ページへお進みください。 
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次に、課題の社会的影響度についておうかがいします。 

 
ここでは、課題の社会的影響度を「被害が起きたときの深刻度」（問２）と「被害が起きた

ときの波及度」（問３）という二つの側面に分けて、見ていきます。 
 
問２ 最初に、課題の大分類（全部で 10 分類）ごとに、それぞれ 10 個ある課題の中か

ら被害の深刻度がより大きいと思われる課題を２つ以内で選んで、下の記入欄に番

号（１～１００、別冊資料１を参照）をご記入ください。 
 

※上記の課題をお選びになるにあたっては、次のような観点を参考にしてください。 
(1)人間の生命や健康、心身の発達に影響をもたらすもの 

(2)個人の尊重やプライバシー等の基本的人権や社会の公平性等に影響をもた

らすもの 

(3)個人や企業等の財産・資産や我が国の経済全般に影響をもたらすもの 

 
 

課題の大分類 記入欄 

１．プライバシーの保護   

２．情報セキュリティの確保   

３．電子商取引環境の整備   

４．違法・有害コンテンツへの対応   

５．知的財産権への対応   

６．新たな社会規範の定着   

７．情報リテラシーの浸透   

８．地理的ディバイドの克服   

９．地球環境や心身の健康への配慮   

10.サイバー対応の制度・慣行の整備   

 
次ページへお進みください。 
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問３ 課題の大分類（全部で 10 分類）ごとに、それぞれ 10 個ある課題の中から被害の

波及度がより大きいと思われる課題を２つ以内で選んで、下の記入欄に番号（１～

１００、別冊資料１を参照）をご記入ください。 
 

※上記の課題をお選びになるにあたっては、次のような観点を参考にしてください。 
(1)お年寄りや子ども、女性といった特定層のみならず、国民に広く影響をもた

らすもの 

(2)問題事象の発生頻度が年々高くなってきているもの 

(3)国民の関心や注目度が高くなってきているもの 

 
 

課題の大分類 記入欄 

１．プライバシーの保護   

２．情報セキュリティの確保   

３．電子商取引環境の整備   

４．違法・有害コンテンツへの対応   

５．知的財産権への対応   

６．新たな社会規範の定着   

７．情報リテラシーの浸透   

８．地理的ディバイドの克服   

９．地球環境や心身の健康への配慮   

10.サイバー対応の制度・慣行の整備   

 
次ページへお進みください。 
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次に、課題への対応の充実度についておうかがいします。 

 
ここでは、課題への対応の充実度を「課題に対する法制度面の対応や技術開発等の有無」

（問４）と「これまでの法制度面の対応や技術開発等の実効性」（問５）という二つの側面

に分けて、見ていきます。なお、法制度面の対応や技術開発等の現況については、別冊資

料２『１００の課題への対応策一覧』にて概略を取りまとめておりますので、ご参照下さ

い。 
 
問４ 最初に、課題に対する法制度面の対応や技術開発等が不足し、より遅れていると思

われる課題を、課題の大分類（全部で 10 分類）ごとに２つ以内で選んで、下の記

入欄に番号（１～１００、別冊資料１を参照）をご記入ください。 
 
 

課題の大分類 記入欄 

１．プライバシーの保護   

２．情報セキュリティの確保   

３．電子商取引環境の整備   

４．違法・有害コンテンツへの対応   

５．知的財産権への対応   

６．新たな社会規範の定着   

７．情報リテラシーの浸透   

８．地理的ディバイドの克服   

９．地球環境や心身の健康への配慮   

10.サイバー対応の制度・慣行の整備   

 
次ページへお進みください。 
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問５ 課題に対して、これまで取り組まれてきた法制度面の対応や技術開発等について、

実効性がより低く、十分な成果があがっていないと思われる課題を、課題の大分類

（全部で 10 分類）ごとに２つ以内で選んで、下の記入欄に番号（１～１００、別

冊資料１を参照）をご記入ください。 
 
 

課題の大分類 記入欄 

１．プライバシーの保護   

２．情報セキュリティの確保   

３．電子商取引環境の整備   

４．違法・有害コンテンツへの対応   

５．知的財産権への対応   

６．新たな社会規範の定着   

７．情報リテラシーの浸透   

８．地理的ディバイドの克服   

９．地球環境や心身の健康への配慮   

10.サイバー対応の制度・慣行の整備   

 
次ページへお進みください。 
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課題とユビキタスネット社会との関わりについておうかがいします。 

 
問６ 無線、有線のネットワークが切れ目なく接続され、“いつでも、どこでも、何でも、

誰でも”簡単にネットワークを利用できるようになる、ユビキタスネット社会の実

現によって、特に強く、国民や企業における不安・障害が助長・増幅される可能性

がある課題を、100 の課題の中から５つ以内で選んで、下の記入欄に番号（１～  

１００、別冊資料１を参照）をご記入ください。 
 

※上記の課題をお選びになるにあたっては、次のような観点を参考にしてください。 
(1)情報通信機器を持ち歩く人が増え、街中のいろんな場所で情報通信機器を利

用してネット接続し、情報収集やコミュニケーションを行うようになる 

(2)パソコンや携帯電話のみならず、家庭内のテレビ等のAV機器や白物家電、

ゲーム機、空調・照明・セキュリティ機器、マイカーのカーナビなど様々な

機器がネットに接続され、相互に通信し、遠隔から利用状況の確認や電源の

オン／オフ操作をしたり、パソコンと同様に、ウェブ閲覧や電子メールを使

える端末として利用されるようになる 

(3)操作方法が分からない人がいても、適切な方法やお奨めの使い方をアドバイ

スしてくれる機能や、機器側が状況判断して、その人が使いやすいように

自動調節してくれる機能などを通じて、安心してパソコンや携帯電話等を

利用できるようになる 
(4)上記(1)～(3)に対応して、ネットワーク上を流通する情報量が飛躍的に増大

し、良し悪しを問わず、いろんな情報にアクセスできるようになる 

 
 

記入欄 
     

 
次ページへお進みください。 
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最後に、政府や自治体への要望についておうかがいします。 

 
問７ 政府や地方自治体に対して、今後より優先的に取り組んでもらいたい課題を、100

の課題の中から５つ以内で選んで、下の記入欄に番号（１～１００、別冊資料１を

参照）をご記入ください。 
 

記入欄 
     

 
 
問８ ユビキタスネット社会実現による新たな課題について、100の課題から抜け落ちて

いるものがありましたら、お聞かせください。 
 
 

 
質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 
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図表10.18：アンケート回答者の属性 
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「優先２１課題」の抽出 

 

ＩＣＴ安心・安全２１戦略を策定するにあたり、ＩＣＴをとりまく状況をできるだけ正確に

把握し、戦略をより実効あるものとするため、アンケート調査等を行った。以下では、ＩＣ

Ｔ安心・安全２１戦略のとりまとめ、調査過程の概要を紹介する。 

なお、今回実施したアンケート調査の詳細は、別途、作成・公表したレポート（ユビキ

タスネット社会の実現に向けて取り組むべき課題に関するアンケート結果について）を

参照されたい。 

 

１． アンケートの概要 

①アンケート対象者 

各分野における有識者１７７名に対して調査依頼。回答者数は１０７名（図表１）。

回答率は６０％あまりとなった。 

②アンケート方法 

Ｗｅｂ上における選択肢

による回答（一部郵送）。 

③アンケート調査時期 

平成１６年８月２５日から 

１１月１７日までの約３ヶ月 

間。 

④質問内容の概要 

質問内容の詳細は、参

考資料３．３の通りである。以下には、そのうち主要なものの概要を示した。 

イ）社会的影響度の把握 

「影」によって引き起こされると考えられる問題の大きさを把握するため、一つ

の問題が一個人に対して与える影響の度合いを「問題が起きた時の深刻度」と

して尋ね、指数化した。また、一つの問題が一度に与える影響の範囲を「問題

が起きた時の波及度」として尋ね、指数化した。 

両指数がともに大きな値をとる課題を、社会的影響度の大きな課題として捉

えることができる。 

ロ）対応の充実度の把握 

「影」と考えられている課題に対して、社会的に何らかの形で対処されている

度合いを把握するため、法制度や技術等による対応の有無と、それらの実効

性・成果の度合いを尋ね、それぞれ指数化した。両指数がともに小さな値をと

る課題が、社会的に対応が充実していない課題として捉えることができる。 

ハ）ユビキタスネット社会との関わりが特に強い課題の把握 

参考資料 3.4
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図表２：１００課題の分布状況 

ユビキタスネット社会と特に密接な関係のある課題を総合的に尋ね、指数化

した。現段階では特に「影」として明確には意識しにくくても、将来的にはじめて

顕在化すると考えられるような課題も含めて捉えることができる。 

 

２． 抽出すべき優先課題の考え方 

提示された１００の課題から優先的に対処すべき課題を抽出するため、①社会に対

する影響の度合い、②対応の未熟さの度合いを示す指数を算出し、両指数ともに大き

な値をとる課題を、「社会的な影響力は大きいが、対応が十分でない」という意味で、

優先的に対処すべき課題として捉えることができる。 

両指数の算出根拠の概要は以下の通りである。 

①社会に対する影響の度合い 

アンケートにおける２つの問、すなわち「問題が起きた時、その問題がより深刻

な課題（問題が起きた時の深刻度）」と「問題が起きた時、その問題の波及度がよ

り大きい課題（同波及度）」としてあげられた課題の指数（回答率）の平均値として、

「社会に対する影響の度合い」を定義した。 

②対応の未熟さの度合い 

アンケートにおける２つの問、すなわち「課題に対する法制度面の対応や技術

開発等が不足し、より遅れていると思われる課題」と「これまで取り組まれてきた法

制度面の対応や技術開発等について、実効性がより低く、十分な成果があがっ

ていないと思われる課題」としてあげられた課題の指数（回答率）の平均値として、

「対応の未熟さの度合い」を定義した。 

 

３． 優先課題の抽出 
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上記の優先課題に係る考え方に基づき、散布図を作成すると、図表２が得られる。 

同図では、縦軸に「社会に対する影響の度合い」、横軸には「対応の未熟さの度合

い」をとり、１００の課題をすべてプロットしている。 

図中、より右上にプロットされた課題は、「社会に対する影響の度合いが大きいにも

関わらず、十分な対応がなされていない課題」であり、これを優先的に取り組むべき課

題として捉えることができる。 

統計的処理を行った結果、同図表に示すとおり、２１の点（太い丸囲み中の点）が、

より右上のグループ、すなわち優先的に取り組むべき課題として識別された。 

こうして識別・抽出された２１の課題を、優先２１課題として提示した。 

 

４． やがて問題が顕在化することが予想される重要な課題の抽出 

２１の優先課題は、来るべきユビキタスネット社会に向けて優先的に解決すべき課

題が抽出されている。 

一方、当面は課題として意識されることのないものの、ユビキタスネット社会が到来

する段階において、現在もしくは遅くとも近い将来までには顕在化することが予想され

る課題が１０．３．３で示された１４の課題である。 

これらの課題は、アンケート中、「特に強く、国民や企業における不安・障害が助長・

増幅される可能性がある課題」としての回答が多かった課題のうち、優先２１課題に抽

出されなかった課題である。 
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ユビキタスネット社会憲章（案） 

ＩＣＴを「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」 

安心・安全に利用して快適に暮らせる社会を目指して 

 

 

前文 

１９９０年代から急速に普及してきた情報通信技術（以下「ＩＣＴ」という）は、わ

れわれ人類が夢のある未来社会を形成していくための原動力となりうるもので

ある。ＩＣＴによる社会・経済や生活・文化への影響は目を見張るものがあり、さ

まざまな国において経済成長の源泉となり、社会システムの効率化を促し、ま

た才気ある個人や企業がその能力を開花させることを可能にしつつある。 

２１世紀に入ってＩＣＴの可能性はさらに広がりを見せ、インターネット、モバイ

ルネットワークやデジタル放送などの多様なデジタルネットワークから、情報家

電や電子タグなどの多様なデジタル機器まで、その付加価値や応用性は高ま

りつつある。この技術革新の流れを、利用者の視点を重視しつつさらに進化さ

せていくことにより、２０１０年には次世代のＩＣＴ社会である「ユビキタスネット社

会」を実現することが可能となる。 

ユビキタスネット社会は、「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」簡単に情報

通信ネットワーク（以下「ネットワーク」という）につながり、複雑な操作なしに機

器やサービス等を利用し、多様な情報を発信しまたは利用することによって人

類がこれまでに培ってきた知識や情報を容易に共有し、新たな価値を創造す

ることができる豊かな社会、あらゆる人が便利で快適に暮らすことのできる社

会を意味する。高齢化や環境問題など２１世紀のさまざまな課題が顕在化する

中で、このユビキタスネット社会を実現することにより、社会や地球環境との調

和のもと、精神的にも物質的にも豊かな生活や平和で活力ある明るい社会を

実現し、個の尊厳や力の発揮（エンパワメント）にも寄与していくことが可能とな

る。 

あらゆる人がネットワークにつながるユビキタスネット社会は、従来の社会と

異なり、時間と距離を超えて自由に情報交換したり、交流することが可能な社

会である。したがって、自由な意思に基づく多様な情報流通を尊重する一方で、

信頼性の高い安全な環境下で安心な情報流通を確保する必要があり、両者の

調和を図ることがこの新しい社会の健全な発展のために不可欠となる。そのた

めには、すべての人がユビキタスネット社会における権利や利益を平等に享受

できるようにすると同時に、その役割や責任を十分に理解し、認識できるような

社会的枠組みを形成しなければならない。 

この憲章は、以上の理念のもと、すべての人に対し、ユビキタスネット社会の

実現に向けてＩＣＴの潜在力を有効な手段として利用するための基本原則と共

～                      ～ 
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通認識を呼びかけるものである。地域社会や国際社会の協調体制を構築し、

関係者間の効果的な連携を通じて、本憲章に符合する政策や行動を実行して

いくことが、グローバルなユビキタスネット社会の健全な発展の鍵になると確信

する。 

第一章 自由で多様な情報流通 

第一条 情報の受発信に関する権利 

（ネットワークへのアクセス） 

１．すべての人が、いつでもどこでも自由かつ容易にネットワークにアクセスし、

情報や知識を入手・共有できることが、ユビキタスネット社会の本質的な要

素である。 

（公開情報へのアクセス） 

２．一般に公開された情報や知識の共有はユビキタスネット社会の発展のため

に重要であり、ネットワークにアクセスするすべての人が自由にこれらの情

報や知識を利用できるようにすべきである。 

（ネットワークを通じた情報の発信） 

３．公共の福祉に反しない限り、すべての人がいつでもどこでも自由かつ容易

にネットワークを通じて情報を発信し、表現することができることを保障すべ

きである。 

（地理的デジタルディバイドの解消） 

４．地理的要件によらず、すべての人がネットワークにアクセスするために、地

理的なデジタルディバイド（情報格差）の解消に向けたあらゆる努力がなさ

れねばならない。 

 

第二条 情報内容の多様性 

（コンテンツの多様性の確保） 

１．社会・文化の多様性は人類共通の財産であり、ネットワークを流通するコン

テンツ（情報内容）における独自の文化や伝統、言語等の保護を積極的に

奨励していくことが必要である。 

（アクセス手段の相互運用性の確保） 

２．媒体（メディア）、様式（フォーマット）、機器等に依存しない、相互運用性の

高いアクセス手段を可能な限り確保することにより、旧式又は低速の接続環

境下の利用者を含むあらゆる人々に配慮し、幅広いコンテンツの創作活動

を促進すべきである。 

（自由に利用できるコンテンツの充実） 

３．利便性の高いオープンソース形態等の良質なソフトウエアその他の自由に

利用できるコンテンツを質・量ともに豊富に蓄積し、活用できる環境を促進す

べきである。 

（公的機関の情報公開の促進） 
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４．国や地方の行政機関及び国際機関は、それらの保有する公的情報を率先

して公開し、透明性を高めなければならない。 

 

第三条 経済社会の情報化 

（ＩＣＴの利活用の推進） 

１．ＩＣＴの持つ可能性を最大限に引き出し、多方面における利活用を促進する

ことにより、既存システムや効率化や新事業・新サービスの創出を図ること

が重要である。 

（電子商取引の健全な発展） 

２．経済社会活動の広範な情報化を、ＩＣＴの基盤整備と利活用を調和させつつ

推進し、現実の取引と同様に不自由なく電子商取引を行うことを可能とする

ため、健全で秩序ある環境を整備すべきである。 

（公的分野における情報化の推進） 

３．行政サービス、教育、医療、司法等、公的分野における情報化を積極的に

推進し、民間における情報化を牽引し、補完することが重要である。 

（利用者の利便性を高める基盤の整備） 

４．ユビキタスネット社会が実現するための基盤として、利用者の利便性に配

慮し、異なるネットワークや機器が相互に接続し、容易に利用できるような環

境を整備すべきである。 

 

第四条 情報活用能力（リテラシー） 

（ＩＣＴによる利益享受の均等化） 

１．すべての人が、ＩＣＴのもたらす利益を享受するために必要な技能や知識、

マナー等を身につけることのできるよう、ＩＣＴを活用する能力を向上させる機

会が確保されるべきである。 

（専門家の育成） 

２．ＩＣＴ分野やその関連する分野における専門家の育成に努め、ユビキタスネ

ット社会の発展に資する知識・能力・資質の増進を図ることが重要である。 

（ユニバーサルデザインの確保） 

３．高齢者や障害者等を含め、誰でも元気に社会参画することを促すため、機

器やサービスの開発・提供についてユニバーサルデザインを確保するととも

に、個別のニーズに応じて必要な支援が受けられるように努めるべきである。

また、すべての人が、ＩＣＴに関する高度な知識や操作を要さず簡単に機器

やサービスを利用することができるよう、ＩＣＴの安全で快適な操作性の向上

に努めるべきである。 

（分かりやすい言葉や表現の利用） 

４．難解な専門用語や外来語の使用を可能な限り避け、分かりやすい言葉や

表現の利用を促進すべきである。 
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第二章 安心で安全な情報流通 

第五条 プライバシー 

（ネットワークからの独立） 

１．すべての人が、ネットワークへの本意としない接続を免れ、情報や知識の

望まない流出を回避できることが、ユビキタスネット社会の備えるべき要素で

ある。 

（個人情報の保護） 

２．すべての人が安心してネットワークに接続できるよう、個人の属性や行動履

歴等に係る情報の漏えいや不正使用等を防止するなど、個人情報の保護を

徹底する必要がある。 

（プライバシーの確保） 

３．通信の秘密や表現の自由との調和を図りつつ、肖像権やプライバシー権を

侵害する内容の情報を多数が知りうる形で発信されることを回避し、または

これに速やかに対抗できるようにすることが重要である。 

（適正な撮影の確保） 

４．撮影機器の設置及び利用に関し、その有用性に配慮しつつ、撮影の事実

を誰もが分かるようにする等、適正かつ慎重な運用に努めるべきである。 

 

第六条 情報セキュリティ 

（ネットワークの安全確保） 

１．あらゆるものが相互につながり、波及性の高いユビキタスネット社会では、

サイバーテロや大規模災害等に対し安全で強固なネットワークを構築・維持

することに努めなければならない。 

（不適切な利用の回避） 

２．ネットワークを利用するすべての人は、コンピュータウイルスや迷惑メール

等ネットワークの不適切な利用が社会に及ぼす影響を正しく認識するととも

に、これを回避し、被害の拡大を防止するよう努めなければならない。 

（セキュリティ技術の開発） 

３．取引の安全性を確保するための電子認証、電子署名、暗号その他のセキ

ュリティ技術の開発を促進するとともに、高度なセキュリティ知識を有してい

なくても容易に安全性を確保できる仕組みを整備することが必要である。 

 

第七条 知的財産権 

（著作権等の保護） 

１．デジタル化が進展し、ネットワークに簡単につながるようになるにつれ、情

報の複製や頒布の費用が劇的に低下することにより、コンテンツを誰もが容
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易に利用できるようになる一方、著作権者等の権利を侵害する可能性が高

まる。ユビキタスネット社会の健全な発展を促すためには、利用者の利便を

図りつつ、著作権等を尊重する枠組みを整備しなければならない。 

（技術による権利保護） 

２．コンテンツの複製や頒布等を技術的に管理することによって著作権等を尊

重しつつ、利用者の利便確保と、創作者の意欲の両立を図る技術の開発・

普及を促進するとともに、著作権等の侵害を誘発するような技術の利用につ

いて、慎重な取扱を心がける必要がある。 

 

第八条 情報倫理 

（情報倫理の確立） 

１．すべての人は、差別、犯罪、暴力、児童虐待等につながるＩＣＴの濫用に対

し適切かつ予防的な措置を講じ、公共の福祉の増進及び社会的一体性の

強化に資するための情報倫理の確立に努めなくてはならない。 

（違法・有害コンテンツ等の回避） 

２．誹謗中傷等を伴う違法・有害コンテンツの発信や、迷惑メール等ネットワー

クの不適正利用についてはこれを慎むとともに、第三者の発信した違法・有

害コンテンツの媒介やネットワークの不適正利用の助長については、これを

避けるよう努めなければならない。 

（科学技術倫理） 

３．ＩＣＴ分野の技術者等は、取り扱う技術が人や社会の安全性に大きな影響を

与える可能性があることを認識して、良心に従って研究開発を行い、技術の

安全性と信頼性を確保すべきである。なお、研究開発の中で、安全に関わる

社会的影響の大きな事柄が生じたときは、原則として、速やかにその事実関

係を公開しなくてはならない。 

（コンテンツ制作者の倫理） 

４．コンテンツの制作者は、ネットワークを流通するコンテンツが社会に対して

多大な影響を与えることを認識し、良心に従って制作を行い、コンテンツの

安全性と信頼性を確保しなければならない。 

 

 

第三章 新たな社会基盤の構築 

第九条 現実社会とサイバー社会の調和 

（サイバー社会に対応した柔軟な制度整備） 

１．社会の情報化を法制度が妨げることのないよう、すべての人が安心して利

用できる視点を重視しつつ柔軟な制度整備に努めるべきである。ユビキタス

ネット社会は、現実社会とサイバー社会とが異なりつつも相互に深い関連性

をもつ存在であるという認識のもと、現実社会における既存の制度との調和
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を図りつつ、サイバー社会の利益を最大限享受できるような環境を整えなけ

ればならない。 

（新たな社会規範の確立） 

２．新しい技術やサービスの登場に伴い、従来の枠組みでは対処することが困

難な場合には、必要に応じてＩＣＴの利用に関するマナーやルールの社会的

合意を図り、社会規範の円滑な定着に努めなければならない。 

（循環型社会への配慮） 

３．ＩＣＴの活用によって、環境負荷の低減作用を社会システムに内在化させて

いくとともに、リサイクルや省エネルギー等を促進することによって、地球環

境や人体への影響を最小限にとどめ、持続的な循環型社会の実現に努め

なければならない。 

（適時適切な政策の実現） 

４．政策の目標や実現時期を明確化し、総合的な視点に立って全体最適を図

るとともに、客観的な評価をフィードバックすることにより、政策の柔軟な見

直しを担保すべきである。 

 

第十条 地域的・国際的な協調・協力体制 

（政策立案への多様な主体の参画） 

１．ＩＣＴを活用することにより、政府、自治体、産業、大学、市民社会、ＮＰＯ等、

産官学民にわたる多様な主体が政策立案過程に参画し、多角的な協調関

係を築くことによって課題に対処していくことを重視すべきである。 

（地域社会における協調・協力体制） 

２．政策の遂行の過程において、ＩＣＴを活用することによって地域社会の多様

な条件やニーズを十分にとりいれ、関係者による協調・協力体制を形成する

とともに、全国的な参加を呼びかけていくことが重要である。 

（国際社会における協調・協力体制） 

３．ユビキタスネット社会は本質的にグローバルな性質を有しており、国際社会

における効果的な協力を必要とする。世界のすべての人がネットワークにア

クセスし、ユビキタスネット社会の実現による恩恵を得られるよう、国家間の

より良い相互理解の下に、本憲章と整合性の取れた取り組みを世界的に連

携して進めていくことが望まれる。 
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ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談会 

開催要綱 
 

１．目 的 

 国・地方の財政難、デフレの長期化、個人消費の停滞、少子高齢化社会の本格化な

どが指摘され、依然として困難な状況が続く日本経済であるが、デジタル家電などＩ

Ｔ分野主導の回復の兆しも一部に見られる。 

我が国がこの分野で持つ強みを活かして、産業の活力回復を軌道に乗せ、同時に国

民の創造力を高めていく上では、家電など多様な機器がブロードバンドに接続され便

利で自由なコミュニケーションが可能となるユビキタスネット社会を実現し、日本発

の新たな産業や社会の枠組みを構築することが極めて重要な役割を果たす。 

本懇談会では、２００６年以降の政府の新たなＩＴ政策への貢献も視野に入れつつ、

本格的なユビキタスネット社会の実現に向け、デジタル技術を活用して「個」がどの

ように才能を開花させ、安心・安全かつ便利で豊かな社会をどの地域でも実現し、ま

た、日本の競争力向上や国際貢献に結実させるべきか、その基本原則、戦略・方向性、

環境整備方策等について、幅広い見地から検討を行うことを目的とする。 

 

２．名 称 

  本会の名称は、「ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談会」と称する。 

 

３．検討事項 

  ① ユビキタスネット社会の概略設計図とその実現方策 

  ② 新たなビジネスの創出、人材育成等の環境整備の推進方策 

  ③ ユビキタスネット社会の影の部分への対応方策 

  ④ その他 

 

４．構成及び運営 

① 本会は政策統括官（情報通信担当）の懇談会として開催する。 

② 本会の構成員は、別紙のとおりとする。 

③ 本会には、座長及び座長代理を置く。 
④ 座長は、懇談会構成員の互選により定めることとし、座長代理は、座長が指名す
る。 

⑤ 座長代理は、座長を補佐し、座長不在のときは、座長に代わって本会を招集し、
主宰する。 

⑥ 座長は、本会の検討を促進するため、ワーキンググループを開催することができ
る。 

参考資料 4.1
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⑦ 本懇談会の議事は公開を原則とし、透明性の確保に努める。 

⑧ その他、本会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。 

 

５．開催期間 

本会の開催期間は、平成１６年３月から平成１６年１２月末を目途とする。 

 

６．庶務 

本会の庶務は、情報通信政策局総合政策課及び情報通信政策課が行う。 
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ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談会 

構成員名簿 

（平成１６年１２月１０日現在、敬称略、五十音順） 

秋山  正樹 松下電器産業株式会社取締役パナソニックシステムソリューションズ

社社長 

荒井  信幸 日本政策投資銀行調査部長 

飯塚  久夫 ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社常務取締役 

先端ＩＰアーキテクチャセンタ所長 

伊久美 功一 日本電気株式会社執行役員常務 

井崎  直次 ニフティ株式会社取締役サービスビジネス本部長 

伊丹  敬之 一橋大学大学院商学研究科教授 

伊藤  泰彦 ＫＤＤＩ株式会社取締役執行役員専務技術統轄本部長 

岩浪  剛太 株式会社インフォシティ代表取締役 

榎並  和雅 日本放送協会放送技術研究所長 

大谷  和子 株式会社日本総合研究所法務部長 

岡村  久道 弁護士、近畿大学・奈良先端科学技術大学院大学兼任講師 

岸原  孝昌 モバイル・コンテンツ・フォーラム事務局長 

國領  二郎 慶應義塾大学環境情報学部教授 

佐野 真理子 主婦連合会事務局長 

高橋  利紀 富士通株式会社常務理事政策推進本部長 

髙橋  秀明 富士ゼロックス株式会社代表取締役副社長 

高橋  秀夫 社団法人日本経済団体連合会産業本部長 

田島  正広 ＮＰＯ法人シロガネ・サイバーポール理事長、弁護士 

田邉  忠夫 株式会社ケイ・オプティコム代表取締役社長 

東倉  洋一 国立情報学研究所人間・社会情報研究系教授 

徳田  英幸 慶應義塾大学環境情報学部教授 

徳広  清志 株式会社ＮＴＴドコモ取締役ユビキタスビジネス部長 

新美  育文 明治大学法学部教授 

濱田  純一 東京大学大学院情報学環教授 

福井  省三 株式会社トマデジ代表取締役社長 兼 株式会社東京放送技術局理事 

舟本   奨 株式会社教育戦略情報研究所代表 

堀部  政男 中央大学法科大学院教授 

前田   裕 沖電気工業株式会社常務取締役 

御手洗  顕 シャープ株式会社専務取締役 

村上  輝康 株式会社野村総合研究所理事長 

村上  篤道 三菱電機株式会社開発本部役員技監 

守安   隆 東芝ソリューション株式会社ＳＩ技術開発センター参事 

山口  光雄 株式会社日立製作所情報・通信グループＣＳＯ 

米澤  則寿 株式会社ジャフコ常務取締役 

脇浜  紀子 よみうりテレビアナウンサー 

渡邉  浩之 トヨタ自動車株式会社専務取締役 

座長 
代理 

別 紙

 

座長 
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基本政策ＷＧ構成員 

 

 

 伊 藤 泰 彦  ＫＤＤＩ株式会社取締役執行役員専務技術統轄本部長 

 髙 橋 秀 明  富士ゼロックス株式会社代表取締役副社長 

 高 橋 秀 夫  社団法人日本経済団体連合会産業本部長 

 田 邉 忠 夫  株式会社ケイ・オプティコム代表取締役社長 

座長 
代理 

徳 田 英 幸  慶應義塾大学環境情報学部教授 

 濱 田 純 一  東京大学大学院情報学環教授 

 福 井 省 三  株式会社トマデジ代表取締役社長 兼 株式会社東京放送
技術局理事 

 前 田  裕  沖電気工業株式会社常務取締役 

座長 村 上 輝 康  株式会社野村総合研究所理事長 

 村 上 篤 道  三菱電機株式会社開発本部役員技監 

 山 口 光 雄  株式会社日立製作所情報・通信グループＣＳＯ 

 渡 邉 浩 之  トヨタ自動車株式会社専務取締役 
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ＩＣＴ産業ＷＧ構成員 

 

 

 秋 山 正 樹  松下電器産業株式会社取締役パナソニックシステムソリ
ューションズ社社長 

 荒 井 信 幸  日本政策投資銀行調査部長 

 飯 塚 久 夫  ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社常務取締役 

先端ＩＰアーキテクチャセンタ所長 

 伊 久 美 功 一  日本電気株式会社執行役員常務 

座長 伊 丹 敬 之  一橋大学大学院商学研究科教授 

 岩 浪 剛 太  株式会社インフォシティ代表取締役 

 榎 並 和 雅  日本放送協会放送技術研究所長 

 岸 原 孝 昌  モバイル・コンテンツ・フォーラム事務局長 

座長 
代理 

國 領 二 郎  慶應義塾大学環境情報学部教授 

 高 橋 利 紀  富士通株式会社常務理事政策推進本部長 

 舟 本  奨  株式会社教育戦略情報研究所代表 

 御 手 洗  顕  シャープ株式会社専務取締役 

 米 澤 則 寿  株式会社ジャフコ常務取締役 
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利用環境ＷＧ構成員 

 

 

 井 崎 直 次  ニフティ株式会社取締役サービスビジネス本部長 

 大 谷 和 子  株式会社日本総合研究所法務部長 

 岡 村 久 道  弁護士、近畿大学・奈良先端科学技術大学院大学兼任
講師 

 佐  野  真 理 子  主婦連合会事務局長 

 田 島 正 広  ＮＰＯ法人シロガネ・サイバーポール理事長、弁護士

 東 倉 洋 一  国立情報学研究所人間・社会情報研究系教授 

 徳 広 清 志  株式会社ＮＴＴドコモ取締役ユビキタスビジネス部長

座長 
代理 

新 美 育 文  明治大学法学部教授 

座長 堀 部 政 男  中央大学法科大学院教授 

 守 安  隆  東芝ソリューション株式会社ＳＩ技術開発センター 
参事 

 脇 浜 紀 子  よみうりテレビアナウンサー 
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「ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談会」

検討経過

参考資料4.2
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基本政策ＷＧ

第１回ＷＧ

① ＩＴＳの進め方から学

べること

② ｕ―Ｊａｐａｎ政策パッ

ケージの具体化方
策

第１回ＷＧ

① ＩＴＳの進め方から学

べること

② ｕ―Ｊａｐａｎ政策パッ

ケージの具体化方
策

平成１６年
３月１日

16:35～18:00
４月１３日
16:00～18:00

５月１８日
10:00～12:00

６月４日
16:00～18:00

第２回総会

６月１８日
9:00～11:00

９月２８日
10:00～12:00

第２回ＷＧ

① u-Japan実現に向けた
政策手法について

② ユビキタスネット社会
実現に向けた地域情
報化戦略

③ 生活者アンケート結
果の概要

④ u-Japan具体化戦略
の進捗について

第２回ＷＧ

① u-Japan実現に向けた
政策手法について

② ユビキタスネット社会
実現に向けた地域情
報化戦略

③ 生活者アンケート結
果の概要

④ u-Japan具体化戦略
の進捗について

第３回ＷＧ

① ユビキタスネット社会

で解決可能な課題の
選定及び重要ソリュー
ションについて

② 中間取りまとめ骨子素

案について

第３回ＷＧ

① ユビキタスネット社会

で解決可能な課題の
選定及び重要ソリュー
ションについて

② 中間取りまとめ骨子素

案について

第４回ＷＧ

① ｕ－Ｊａｐａｎ政策懇中間と

りまとめ案について

② ｕ－Ｊａｐａｎの理念につい

て

③ ユビキタスネット社会の

重要ソリューション及び解
決可能な課題について

第４回ＷＧ

① ｕ－Ｊａｐａｎ政策懇中間と

りまとめ案について

② ｕ－Ｊａｐａｎの理念につい

て

③ ユビキタスネット社会の

重要ソリューション及び解
決可能な課題について

第３回総会

平成１６年

１２月１０日

16:00～18:00

第１回総会

懇談会立ち上げ総
会

基
本
政
策
Ｗ
Ｇ

最終
とりまとめ

１１月１日
14:00～16:00

１１月２５日
16:00～18:00

１２月７日
10:00～12:00

中間
とりまとめ

第５回 ＷＧ

① ＩＴ戦略本部提出「u-Japan
構想」の概要

② 構成員プレゼン

・高橋構成員
・田邉構成員

③ インタビュー結果報告

③ グループインタビュー実
施の留意事項

第５回 ＷＧ

① ＩＴ戦略本部提出「u-Japan
構想」の概要

② 構成員プレゼン

・高橋構成員
・田邉構成員

③ インタビュー結果報告

③ グループインタビュー実
施の留意事項

第７回 ＷＧ

最終報告書の目次と骨子案

第７回 ＷＧ

最終報告書の目次と骨子案

第６回 ＷＧ

① グループインタビュー結

果報告

② 「ネットワーク高度化」関

連の既存研究会等の提
言紹介

③ 最終報告書の目次と総
論骨子（案）

第６回 ＷＧ

① グループインタビュー結

果報告

② 「ネットワーク高度化」関

連の既存研究会等の提
言紹介

③ 最終報告書の目次と総
論骨子（案）

第８回 ＷＧ

「ｕ－Ｊａｐａｎ政策」骨子
（案）について

第８回 ＷＧ

「ｕ－Ｊａｐａｎ政策」骨子
（案）について
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ＩＣＴ産業ＷＧ

第１回ＷＧ

①ＷＧの進め方に
ついて

②構成員プレゼン
・岩浪構成員
・伊久美構成員

第１回ＷＧ

①ＷＧの進め方に
ついて

②構成員プレゼン
・岩浪構成員
・伊久美構成員

平成１６年
３月１日

16:35～18:00
４月２日

10:00～12:00
５月１３日
10:00～12:00

６月１０日
9:00～11:00

第２回総会

６月１８日
9:00～11:00

９月２１日
10:00～12:00

第２回ＷＧ

①構成員プレゼン
・秋山構成員
・荒井構成員

②我が国ＩＴ産業の
発展のための課
題について

第２回ＷＧ

①構成員プレゼン
・秋山構成員
・荒井構成員

②我が国ＩＴ産業の
発展のための課
題について

第３回ＷＧ

①構成員プレゼン
・高橋構成員
・三宅構成員

②我が国ＩＴ産業の発展
のための課題につい
て（第2回WGに引き
続き議論）

第３回ＷＧ

①構成員プレゼン
・高橋構成員
・三宅構成員

②我が国ＩＴ産業の発展
のための課題につい
て（第2回WGに引き
続き議論）

第４回ＷＧ

①構成員プレゼン
・飯塚構成員
・御手洗構成員

②中間とりまとめ
素案の議論・了承

第４回ＷＧ

①構成員プレゼン
・飯塚構成員
・御手洗構成員

②中間とりまとめ
素案の議論・了承

第５回ＷＧ

①ＷＧの今後の進め方

②ユビキタスネット社会に向
けた産業活性化

第５回ＷＧ

①ＷＧの今後の進め方

②ユビキタスネット社会に向
けた産業活性化

第３回総会

平成１６年

１２月１０日

16:00～18:00

第１回総会

懇談会立ち上げ総
会

Ｉ
Ｃ
Ｔ
産
業
ｗ
Ｇ

最終
とりまとめ

１０月１４日
10:00～12:00

１１月４日
10:00～12:00

１１月２４日
10:00～12:00

第６回ＷＧ

①ユビキタスネット社会における官
民の役割

②構成員プレゼン（國領座長代理、
秋山構成員、飯塚構成員、岸原
構成員）

第６回ＷＧ

①ユビキタスネット社会における官
民の役割

②構成員プレゼン（國領座長代理、
秋山構成員、飯塚構成員、岸原
構成員）

第７回ＷＧ

①懇談会報告書総論
案について

②ＩＣＴ産業ＷＧ報告
書骨子案について

③ユビキタスネット社
会における官民の
役割

第７回ＷＧ

①懇談会報告書総論
案について

②ＩＣＴ産業ＷＧ報告
書骨子案について

③ユビキタスネット社
会における官民の
役割

第８回ＷＧ

ＩＣＴ産業ＷＧ報告書
案について

第８回ＷＧ

ＩＣＴ産業ＷＧ報告書
案について

中間
とりまとめ
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利用環境ＷＧ

第１回 ＷＧ

①・ユビキタスネット社

会の光と影

・利用環境WGの検

討課題（案）

②構成員プレゼン

第１回 ＷＧ

①・ユビキタスネット社

会の光と影

・利用環境WGの検

討課題（案）

②構成員プレゼン

平成１６年
３月１日

１６：３０～１８：００
４月９日

１６：００－１８：００

５月１４日
１６：００－１８：００

６月４日
１４：００－１６：００

第２回総会

６月１８日
９：００－１１：００

第２回 ＷＧ

①ＩＴの影の部分への対

応策の現状（１）

②ネットワーク利用者の

権利や責務の整理

③構成員プレゼン

第２回 ＷＧ

①ＩＴの影の部分への対

応策の現状（１）

②ネットワーク利用者の

権利や責務の整理

③構成員プレゼン

第３回 ＷＧ

①ＩＴの影の部分への対

応策の現状（２）

②ユビキタスネット社会

における憲章・骨子素
案について

③構成員プレゼン

第３回 ＷＧ

①ＩＴの影の部分への対

応策の現状（２）

②ユビキタスネット社会

における憲章・骨子素
案について

③構成員プレゼン

第５回 ＷＧ

①ユビキタスネット社会
における憲章策定に向
けた議論（１）

②優先的に取組むべき
政策課題の精査（１）

③構成員プレゼン

第５回 ＷＧ

①ユビキタスネット社会
における憲章策定に向
けた議論（１）

②優先的に取組むべき
政策課題の精査（１）

③構成員プレゼン

第３回総会

平成１６年

１２月１０日
１6：００－１8：００

最終

とりまとめ

第１回総会

懇談会立ち上げ 全体の中間
報告案決定

第７回 ＷＧ

利用環境ＷＧの最終報
告素案の議論

①ユビキタスネット社会
における憲章

②優先的に取組むべき
政策課題と必要な対
応策の提案（工程表）

③構成員プレゼン

第７回 ＷＧ

利用環境ＷＧの最終報
告素案の議論

①ユビキタスネット社会
における憲章

②優先的に取組むべき
政策課題と必要な対
応策の提案（工程表）

③構成員プレゼン

第６回 ＷＧ

①ユビキタスネット社会
における憲章策定に
向けた議論（２）

②優先的に取組むべき
政策課題の精査（２）

③利用環境整備に関す
る国際的動向

④構成員プレゼン

第６回 ＷＧ

①ユビキタスネット社会
における憲章策定に
向けた議論（２）

②優先的に取組むべき
政策課題の精査（２）

③利用環境整備に関す
る国際的動向

④構成員プレゼン

総
会

利
用
環
境
ｗ
Ｇ

第４回 ＷＧ

利用環境ＷＧ中間報告
素案の議論

①１００課題の抽出

②ユビキタスネット社会
における憲章の素案を
提示

③優先的に取り組む課
題の明確化

第４回 ＷＧ

利用環境ＷＧ中間報告
素案の議論

①１００課題の抽出

②ユビキタスネット社会
における憲章の素案を
提示

③優先的に取り組む課
題の明確化

第８回 ＷＧ

①ユビキタスネット社会
憲章（案）提示②利用
環境整備の重点戦略
（案）の提案

②最終報告書（案）につ
いて

③講演

第８回 ＷＧ

①ユビキタスネット社会
憲章（案）提示②利用
環境整備の重点戦略
（案）の提案

②最終報告書（案）につ
いて

③講演

９月３０日
１0：００－１2：００

１０月２８日
１0：００－１2：００

１１月１９日
１6：００－１8：００

１２月３日
１6：００－１8：００



 

 

 

 
用語解説 
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ＢＰＲ（Business Process Reengineering、業務改革） 

企業競争力向上を目的に、企業活動に関する目標(売上高、収益率など)を設定し、

それを達成するために業務内容や業務の流れ、組織構造を分析し、最適化すること

によって、業務プロセスを抜本的に再構築すること。組織や事業の合理化が伴うため、

高度な情報システムを取り入れる場合が多い。 

 

ＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access、符号分割多元接続） 

 同一周波数空間において、互いに直交性のある（分離可能な）複数の拡散符号を使

って搬送波を拡散し、複数の通信路に割り当てる多重通信方式。 

 

ＣＰＵ（Central Processing Unit） 

コンピュータの中で、各装置の制御やデータの計算・加工を行なう中枢部分。メモリ

に記憶されたプログラムを実行する装置で、入力装置や記憶装置からデータを受け取

り、演算・加工した上で、出力装置や記憶装置に出力する。 

 

ＣＲＭ（Customer Relationship Management） 

 情報システムを応用して企業が顧客と長期的な関係を築く経営手法。詳細な顧客デ

ータベースに基づき、商品の売買から保守サービス、問い合わせやクレームへの対応

など、個々の顧客とのすべてのやり取りを一貫して管理することにより実現する。顧客

のニーズにきめ細かく対応することで、顧客の利便性と満足度を高め、顧客を常連客

として囲い込んで収益率の最大化を図ることを目的としている。 

 

ＤＲＭ（Digital Rights Management） 

 楽曲や映像等のデジタル化されたコンテンツを不法な再生や複製から防止し、著作

権を遵守しつつ、コンテンツの配信を可能にするための技術の総称。 

 

ＥＡ（Enterprise Architecture、エンタープライズ・アーキテクチャ） 

大企業や政府機関などの大規模な組織(enterprise)の業務手順や情報システムの

標準化、組織の最適化を進め、効率的な組織運営を図るための方法論。あるいは、そ

のような組織構造を実現するための設計思想・基本理念(architecture)のこと。 

 

ＦＴＴｘ（Fiber To The x） 

 超高速の通信環境を実現するため、家庭、マンション、企業等に光ファイバを直接引

くＦＴＴＨ（Fiber To The Home）、ＦＴＴＣ（Fiber To The Curb/Cabinet）、ＦＴＴＢ（Fiber 

To The Building/Business）等の光ファイバを使った超高速アクセス技術の総称。ＦＴＴ

Ｈは家庭まで直接ファイバを引くネットワーク形態、ＦＴＴＢはビルまでファイバを引き、

電話線等を使って各戸まで配信するネットワーク形態、ＦＴＴＣは家庭のすぐ近くの道

路脇までファイバを引き、その先を電話線で配信するネットワーク形態を意味する。 
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ＦＷＡ（Fixed Wireless Access、加入者系無線アクセスシステム） 

準ミリ波帯・ミリ波帯（22GHｚ、26GHｚ、38GHｚ）の電波を利用した、オフィス・家庭等

と電気通信事業者の間を固定型無線で接続する通信システム。 

 

ＧＩＳ（Geographical Information System、地理情報システム） 

デジタル化された地図(地形)データと、様々な地理的位置や、空間に関する情報を

持つ自然、社会、経済等の統計データとを、統合的に扱う情報システム。 

 

ＧＰＳ（Global Positioning System、全地球測位システム） 

米国が打ち上げた高度約2万kmの6つの円軌道に4つずつ配された人工衛星か

らの電波を利用し、正確な軌道と時刻情報を取得することにより、現在位置の緯度、経

度、高度などを測定するシステム。 

 

ＩＣタグ（Integrated Circuit Tag、集積回路属性情報） 

 主に人や物の移動状況をリアルタイムで高度に管理するために取り付けられるＩＣを

内蔵する電子タグ。ＩＣタグは無線タグ、ＲＦＩＤタグとも呼ばれ、無線通信ＩＣとアンテナ

から成るモジュールで、小型・軽量・書き換えがいつでも可能等の特徴を持つ。 

 

Ｉ／Ｏ（Input/Output） 

 外部からコンピュータにデータを送る入力（ｉｎｐｕｔ）と、コンピュータから外部にデータ

を送る出力（ｏｕｔｐｕｔ）の略。 

 

ＩＰ（Internet Protocol） 

 インターネットによるデータ通信を行うための通信規約。ネットワークに参加している

機器の住所付け(アドレッシング)や、相互に接続された複数のネットワーク内での通信

経路の選定(ルーティング)をするための方法を定義している。 

 

ＩＰｖ６（Internet Protocol Version 6） 

アドレス資源の枯渇が心配される現行のインターネットプロトコル（ＩＰ）ＩＰｖ４をベース

に、管理できるアドレス空間の増大、セキュリティ機能の追加、優先度に応じたデータ

の送信などの改良を施した次世代インターネットプロトコル。 

 

ＩＰ電話（IP Phone） 

通信ネットワークの一部又は全部においてインターネットプロトコル（ＩＰ）技術を利用

して提供する音声電話サービス。 

 

ＩＴＳ（Intelligent Transportation Systems、高度道路交通システム） 
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情報技術を用いて車両と道路を結び、交通事故や渋滞等の道路交通問題の解決

を図る新しい交通システム。具体的なサービスに「ＶＩＣＳ：道路交通情報通信システ

ム」（1996 年 4 月から開始）、「ＥＴＣ：自動料金収受システム」（2000 年 3 月から開始）

等がある。 

 

ＩＴＵ（International Telecommunication Union、国際電気通信連合） 

 電気通信分野における国際連合の専門機関で、加盟国は 189 カ国、本部はジュネ

ーブ（スイス）にある。無線通信部門（ITU-R）、電気通信標準化部門（ITU-T）等から

構成される。 

 

ＩＴＵ－Ｔ（ITU Telecommunication Standardization Sector、国際電気通信連合 電気

通信標準化部門） 

 電気通信に関する技術、運用及び料金について研究を行い、電気通信を世界規模

で標準化するとの見地から、技術標準等を定める勧告の作成などを行っている。 

 

ＭＩＭＯ（Multiple Input Multiple Output） 

 無線通信における復調技術。相関の少ない複数伝送路を通った多端子入力

（Multiple Input）を用いて全ユーザの復調を一括して行う（Multiple Output）ことにより、

通信路容量を格段に向上させる方式。 

 

ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing、直交波周波数分割多重） 

 複数の搬送波を互いに干渉することなく密に並べることにより、周波数の利用効率を

向上させるデジタル変調方式。 

 

ＯＳ（Operating System、基本ソフト） 

キーボード入力や画面出力といった入出力機能やディスクやメモリの管理など、多く

のアプリケーションソフトから共通して利用される基本的な機能を提供し、コンピュータ

システム全体を管理するソフトウェア。 

 

ＰＡＮ（Personal Area Network） 

 10ｍ以内の個人が身につけて持つような機器同士、手が届く程度の範囲内のネット

ワーク。 

 

ＰＤＡ（Personal Digital Assistance） 

 手のひらに収まるくらいの大きさの電子機器で、液晶表示装置や外部との接続端子

を搭載し、電池や専用バッテリーで駆動するパソコンの持つ機能の一部を実装した個

人用の携帯情報端末。 
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ＰＤＰ（Plasma Display Panel） 

 ２枚のガラスの間にヘリウムなどの高圧のガスを封入し、そこに電力をかけることによ

って発光させる表示装置であり、大型化が容易。 

 

ＱｏＳ(Quality of Service、通信品質保証技術)  

ネットワーク上で、ある特定の通信のための帯域を予約し、一定の通信品質（伝送

遅延、稼働率など）を保証する技術。通信インフラが混在するインターネット上におい

て、音声や動画のリアルタイム配信(ラジオ・テレビ型のサービス)やテレビ電話など、通

信の遅延や停止が許されないサービスにとって重要な技術。 

 

ＲＦ（Radio Frequency） 

 ラジオやテレビ放送、通信、レーダーなどで使われる高周波の総称。数 10ｋHｚ～数

100GHｚの周波数範囲。 

 

ＲＯＦ（Radio On Fiber、光ファイバ無線） 

 光ファイバ通信と無線通信を融合した技術。光ファイバの広帯域性を利用して無線

通信用に変調されたRFアナログ信号で光信号を変調してファイバで伝送することによ

り、アンテナサイトの設備の単純化や集中制御ができる等の利点を持つ。 

 

ＳＣＭ（Supply Chain Management） 

 「サプライチェーン」（取引先との間の受発注、資材の調達から在庫管理、製品の配

達まで、いわば事業活動の川上から川下に至るまでのモノ、情報の流れ）を ICT の使

用により総合的に管理することで、余分な在庫などを削減し、コストを引き下げて、全

体最適化を行うための経営手法。 

 

ＳＤＭ（Space Division Multiplexing、空間多重） 

 無線通信において、スマートアンテナなどの技術により、時間、周波数が同じでも、

空間的にビームを分割してアクセスを行うことにより、さらに多重度を上げ、周波数利

用効率向上を図る技術。光通信においては、光ファイバを多重化して大容量データ転

送を行う場合も SDM と呼ばれる。 

 

Ｓｉ－ＣＭＯＳ（Silicon Complementary Metal Oxide Semiconductor） 

 シリコン系のＣＭＯＳ（相補型金属酸化膜半導体）。消費電力が小さく集積度も高い

半導体。現状のメモリやシステムＬＳＩを製作する際に一般的に用いる技術。 

 

ＳｉＧｅ（Silicon Gerumanium、シリコン・ゲルマニウム） 

 代表的な半導体材料であるシリコン、ゲルマニウムを合わせて作られ、その組成によ

って連続的にバンドギャップを変化させることができる特徴を持ち、従来の半導体製品
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に比べ高周波化、低消費電力化等が期待される半導体材料のひとつ。 

 

ＳＯＩ（Silicon On Insulator） 

 プロセッサのシリコン基盤と表面のトランジスタ層との間に絶縁体の層を形成すること

によって、シリコン基盤への電流の漏れを減少させ、それによって動作速度の向上と

低電力化を実現する半導体製造技術。 

 

ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Control Protocol/Internet Protocol） 

インターネットやイントラネットで標準的に使われるプロトコル。米国において、核攻

撃で部分的に破壊されても全体が停止することのないコンピュータネットワークを開発

する過程で生まれた。 

 

ＵＷＢ（Ultra Wide Band、超広帯域無線） 

 位置測定、レーダー、無線通信の３つの機能を合わせ持ち、データを１GHｚ程度の

極めて広い周波数帯に拡散して送受信を行う無線通信方式のひとつ。それぞれの周

波数帯に送信されるデータはノイズ程度の強さしかないため、同じ周波数帯を使う無

線機器と混信することがなく、消費電力も少ないのが特徴。 

 

ＷＤＭ（Wavelength Division Multiplexing、波長分割多重方式） 

 波長の異なる光ビームは互いに干渉しないという性質を利用し、１本の光ファイバに

異なる波長の光を通してチャネルを多重化し、大容量のデータを双方向で伝送する

通信技術。従来のＴＤＭと異なり、各チャネルが非同期多重されるため、大幅な大容

量化が可能である。 

 

Ｗｅｂサービス（Web Service） 

ＷＷＷ関連の技術を使い、ソフトウェアの機能をネットワーク経由で利用できるよう

にしたもの。企業間の商取引を担う大規模なものから、単一の機能を持ったコンポー

ネント (ソフトウェア部品)まで、様々な規模・種類のものがある。 

 

ｘＤＳＬ（x Digital Subscriber Line、デジタル加入者回線） 

 既設の銅線による電話線を利用して、電話回線の帯域（300Hz～4kHz）より高い帯

域を使用して高速データ通信を行う技術の総称。 

 

アーキテクチャ（Architecture） 

ハードウェア、ＯＳ、ネットワーク、アプリケーションソフトなどの基本設計や設計思想

のこと。元々は建築学における設計術あるいは建築様式を表していた。 

 

アクセシビリティ（Accessibility） 
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環境、設備、機器、ソフトウェア、サービス等について、年齢や身体的な条件に関係

なく、支障なく利用できること（又は利用できる度合い）。 

 

アドホックネットワーク（Adhoc Network） 

 複数の端末が基地局を介さずに端末同士で通信することができるネットワーク。端末

同士で直接通信したり、他の端末を中継することにより通信を行う、自律分散型のネッ

トワークであり、以下のような特徴を持つ。 

１． ノードの移動によりリンクが頻繁に接続・切断され、動的にトポロジが変化する。 

２． サーバや無線基地局のような集中管理する端末が存在せず、それぞれのノードは

同等の機能を持つ。 

３． 通信の対象となるノードと直接リンクが接続されていない場合、その中間にあるノ

ードを中継してデータのやり取りを行う。 

 

ウェアラブル（Wearable） 

 「身につけることができる」ということ。ウェアラブルコンピュータは、服、カバン、腕時

計のように身につけて利用するコンピュータ。 

 

エージェント（Agent） 

 「agent」は「代理人」という意味で、ユーザ（あるいはプログラム）が逐一指示を与える

のではなく、場面に応じて一連の作業を自動的に行うようなソフトウェアシステムを指す。

判断機能を持ち、自律して動作を行うことができる能動的なプロセスであり、エージェ

ント同士がコミュニケーション・協調しながら、また移動しながらひとつの大きな仕事を

行うことができる。 

 

グリッドコンピューティング（Grid Computing） 

 ネットワークを介して複数のコンピュータを結ぶことで仮想的に高性能コンピュータを

作り、利用者はそこから必要なだけ処理能力や記憶容量を取り出して使うシステム。ネ

ットワークに接続された複数のコンピュータに並列処理を行わせることで、一台一台の

性能は低くとも高速に大量の処理を実行できるようになる。 

 

コアコンピタンス（Core Competence、競争優位） 

企業の差別化の核となる要素、または事業の中心的な競争優位性。製品や個別の

スキル、技術ではなく、それらを統合した企業力のことをいう。 

 

サーバ（Server） 

サービスや情報の提供者、又はそのために使用されるコンピュータ。サーバには、

ネットワーク上のファイルを共有してネットワークに接続しているユーザが使えるように

するファイルサーバ、ネットワーク上のプリンタを管理するプリントサーバ、メールの送
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受信を行うメールサーバなどがあり、ネットワークで発生する様々な業務を内容に応じ

て分担し、集中的に処理する。 

 

サーバ型放送 

放送番組の内容を記述したメタデータと受信機の大容量蓄積機能を活用し、番組

の自動蓄積、シーン検索、ダイジェスト視聴等を可能とする放送システムの総称。 
 

シームレス（Seamless） 

 異なるモノを繋いだとき、その間に繋ぎ目がないこと。異なるモノが提供するそれぞ

れの機能に差分が見られないか、あってもそれがユーザの目的、狙いに首尾一貫して

いることを言う。例えば、モノを通信とし、異なる通信システム間で、ユーザに単一に見

える通信サービスが提供される場合、これを通信のシームレス性と呼ぶ。他にも、メデ

ィア間のシームレス性、ネットワークのシームレス性、サービスのシームレス性などと用

いられる。 

 

スマートアンテナ（Smart Antenna） 

 指向性を制御可能なアンテナのこと。複数のアンテナアレーからの受信信号をデジ

タルベースバンド処理によって任意の指向性パターンに適応形成する技術であり、移

動局に対して指向性パターンが追従することで、通信品質の向上とトラフィック能力の

拡大を実現する。これにより鋭い指向性を高精度に実現できる。 

 

スループット（Throughput、実効速度） 

 コンピュータ間の通信におけるアプリケーションソフト間の実質的な通信速度（理論

値からプロトコルのオーバーヘッド等を差し引いた実効速度）のこと。コンピュータが単

位時間内に処理できる情報量の意味でも使用される。 

 

セキュリティポリシー（Security Policy） 

 企業等において、情報セキュリティを確保するための対策や体制等を定めた基本方

針。 

 

センサーネットワーク（Sensor Network） 

 部屋、工場、道路など至る所に埋め込まれたセンサーが周囲の環境を検知し、当該

情報がユーザや制御機器にフィードバックされるネットワーク。 

 

耐タンパー技術 

許可なく変更、改ざんすることを防ぐ技術。タンパー（tamper）とは、「原文などを（許

可なく、勝手に）変更する、改ざんする」という意味。 

 



 - 8 -

データマイニング（Data Mining） 

企業に大量に蓄積されるデータを解析し、その中に潜む項目間の相関関係やパタ

ーンなどを探し出す技術。従来は、こうした取引の生データはあまり活用されていなか

ったが、情報技術の向上により、潜在的な顧客ニーズが眠る「鉱山」として採掘

(mining)されるようになった。 

 

テレワーク（Teleworking） 

情報通信を活用した遠隔勤務型の労働形態。テレワークの形態としては、本社から

離れた近郊の事務所に出勤して仕事をする「サテライトオフィス勤務」、自宅に居なが

ら仕事をする「在宅勤務」、携帯情報端末を利用して移動先でも仕事をする「モバイル

ワーク」等がある。 

 

電子ペーパー（Electric Paper） 

 本物の紙に近い軽さで、柔軟性があり、コンピュータ用のモニタのようにテキストや画

像を表示できるシート状ディスプレイの総称。紙の長所である読みやすさや携帯性を

保ったまま、コンピュータのディスプレイのように自由に中身を書き替えることが可能。 

 

トレーサビリティ（Traceability） 

「トレース（Trace:追跡）」と「アビリティ（Ability:可能性）」を組み合わせた合成語で、

もともとは工業製品などの商品の履歴、所在を追跡する方法の概念で、国際連合に属

する国際標準化機構であるＩＳＯにより「記録物によって、その履歴、転用または所在を

追求できる能力」と定義されている。 

 

ネゴシエーション（Negotiation） 

 「Negotiation」は「交渉」の意味で、２つのハードウェアデバイスプロトコル対向エンテ

ィティ（例えば２つの通信ハードウェアデバイス）が通信に先立って、通信条件などを相

互に情報を交換しながら事前に決定すること。 

 

バイオメトリクス認証（Biometrics Authentication） 

 個人認証技術のひとつで、ＤＮＡ，網膜、顔、声、指紋、虹彩等、個体に固有の生体

情報を識別してネットワークやコンピュータへのアクセス制限を確認する。紛失やなり

すましのおそれがないため、パスワードやＩＤカードによる認証よりも安全。 

 

バリアフリー（Barrier Free） 

 高齢者・障害者等の社会参加を困難にしている物理的、社会的、制度的、心理的な

障害を取り除くこと。コンピュータを中心としたメディアやインターフェースの研究が進

み、コミュニケーションの障壁を取り除く様々な技術が開発されている。音声認識、手

話通話システムなど仮想現実感や認知心理学の研究成果を応用して実用化できる技
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術が数多くある。 

 

フォトニックネットワーク（Photonic Network） 

光技術を総合的に活用した通信回線網。回線のほとんどの部分で光技術が用いら

れる。 

 

プロトコル（Protocol） 

 手順の規約。特に通信でデータを送るときの手順を定めた規約を指す。通信方式や

速度の違いにより、様々なプロトコルがあり、コネクタの形状から、データのやり取り、デ

ータ圧縮、エラー訂正まで含んでいる。インターネットでは「ＴＣＰ／ＩＰ」というプロトコル

が基盤になっており、その上でさらに「ｈｔｔｐ」や「ｆｔｐ」などの用途別のプロトコルに従っ

て情報の送受信が行われている。 

 

ベストエフォート（Best Effort）  

 通信するノードやトラフィック、ユーザの利用数によって通信速度が変化するシステ

ムのことで、利用者が多くなると速度は落ちるが、その中で最大限の通信速度を確保

すること。ネットワーク網全体としては最善を尽くすように努力するが、エンド・トゥ・エン

ドで見ると、サービスの保証がなく、最悪の場合は全くサービスが受けられないこともあ

る。 

 

ホームサーバ（Home Server） 

 家庭でデジタルデータの蓄積やＡＶ機器、家電製品、外部ネットワークとの通信処理

などを一括して行うための装置。 

 

ホットスポット（Hot Spot） 

 ホテル・レストラン等の店舗や、空港・駅などの公共空間で、無線ＬＡＮ等の無線アク

セス機器を設置し、高速インターネット接続サービスを提供している場所。 

 

マルチキャスト（Multicast） 

ネットワーク内で、複数の相手を指定して同じデータを送信すること。ＴＣＰ／ＩＰネッ

トワークでは、複数のあて先を指定して一回データを送信すれば、通信経路上のルー

タがあて先に応じて自動的にデータを複製してくれるので、回線を圧迫することなく効

率よく配信することができる。インターネットで映像配信を行なう場合などに使われる。 

 

マルチモーダル（Multi Modal） 

 システム技術の分野では、固定、移動、有線、無線、通信、放送の間で無理なく情

報の受け渡しができる状態のこと。また、アプリケーション技術分野では、視覚、聴覚、

嗅覚、触覚、味覚などの人間が持つ複数の感覚のことを指し、複数の感覚を組み合わ
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せた情報伝達をマルチモーダル情報処理という。 

 

ミドルウェア（Middleware） 

 ＯＳ上で動作し、アプリケーションソフトに対してＯＳよりも高度で具体的な機能を提

供するソフトウェア。決済処理用やトランザクション処理用等、特定の分野でしか使わ

れないが、その分野では必ず必要とされるような具体的で基本的な機能は、ミドルウェ

アの形で提供されることが多い。 

 

無線ＬＡＮ 

 無線を使って構築されるＬＡＮ。通信方式は、２．４ＧＨｚ帯を用いるＩＥＥＥ８０２．１１ｂ

（最大伝送速度１１Ｍｂｐｓ）や、５．２ＧＨｚ帯を用いるＩＥＥＥ８０２．１１ａ（最大伝送速度５

４Ｍｂｐｓ）等がある。 

 

メタデータ（Meta Data） 

 コンテンツの属性情報等について記述したデータ。生データと対比するものとしての

メタデータ。例えば、顧客データベースの中を覗くと、“東京都”、“４５”、“鈴木一郎”と

いう生データに対し、ここで言う住所、年齢、氏名が生データを意味付けするものとし

てのメタデータになる。 

 

有機ＥＬ（Organic Electro Luminescence） 

 有機物質の蛍光体薄膜を使った一種の発光ダイオード。液晶表示装置（LCD）のよ

うなバックライト（光源）が不要で、パネルも薄く消費電力も下げることが可能。 

 

ユーザインターフェース（User Interface） 

ユーザに対する情報の表示様式や、ユーザのデータ入力方式を規定する、コンピ

ュータシステムの操作感、操作性。 

 

リッチコンテンツ（Rich Contents） 

 映像や音楽、ネットワークゲームなどのネットワークコンテンツのこと。多彩なエンター

テインメント情報を中心に、動画、音声、アニメーションを多用したコンテンツでパソコ

ンだけでなく、次世代型のデジタル放送受信機や、セットトップボックス等によっても利

用できるもの。 

 

ワンチップコンピュータ（One Chip Computer） 

 数ミリチップ上にひとつのコンピュータの機能を持つもののこと。家電製品から自動

車、産業用ロボットまで、あらゆる産業に応用されている。 


